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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月16日（木曜日）

午前10時５分開会

第４委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

委 員 翁 長 政 俊君 具 志 孝 助君

委 員 照 屋 大 河君 髙 嶺 善 伸君

委 員 玉 城 義 和君 田 勝 廣君

委 員 當 間 盛 夫君 大 城 一 馬君

欠席委員

前 島 明 男君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 謝 花 喜一郎君

交 通 政 策 課 長 嘉 数 登君

交 通 政 策 課

公 共 交 通 推 進 室 長
真栄里 嘉 孝君

科 学 技 術 振 興 課 長 富 永 千 尋君

地 域 ・ 離 島 課 長 田 中 克 尚君

市 町 村 課 長 宮 城 力君

市 町 村 課 副 参 事 松 永 享君

会 計 管 理 者 島 田 勉君

監 査 委 員 事 務 局 長 武 村 勲君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 平 良 宗 秀君

議 会 事 務 局 長 比 嘉 徳 和君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局、議会事務局

所管分）
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○山内末子委員長 ただいまから総務企画委員会を

開会いたします。

玉城義和委員。

○玉城義和委員 きのうの私の質疑の中で、５年以

内の普天間飛行場の閉鎖という問題で、私から知事

公室長に、この問題は、アメリカの当事者、在日米

軍沖縄地域調整官とかそういう方々は反対してい

る、承諾していないと。この問題については２プラ

ス２にかかっているか、かからないとこれは正式な

議題にはなっていませんよという話をしたら、きょ

う、２日の日米合同委員会でアメリカはそれについ

ては承諾していないという報道がなされています。

いささかきのうの答弁では不正確、不適切なので、

そのことについて委員長に一応申し入れしておきま

すので、後ほどで結構ですから、御相談をいただき

たいと思います。

○山内末子委員長 わかりました。今の申し入れに

つきましては、要調査事項として取り扱うのかどう

かも含めて、後で皆さんと一緒に協議をしたいと

思っています。よろしくお願いします。

それでは、本委員会所管事務調査事件「本委員会

の所管事務に係る決算事項の調査について」に係る

平成26年第５回議会認定第１号の調査及び決算調査

報告書記載内容等についてを一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

まず初めに、企画部長から企画部関係決算の概要

の説明を求めます。

謝花喜一郎企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 それでは、お手元の平成25

年度歳入歳出決算説明資料企画部により御説明申し

上げます。

資料の１ページをお開きください。

平成25年度一般会計歳入決算について御説明申し

上げます。

企画部所管の歳入決算総額は、予算現額612億5222

万9000円に対し、調定額469億3632万7788円、収入

済額469億3627万9788円、不納欠損額ゼロ円、収入

未済額４万8000円となっております。

（款）ごとに御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額300万7000

円、調定額159万3480円で、同額収入済みでありま
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す。

これは行政財産使用許可に係る使用料収入であり

ます。

（款）国庫支出金は、予算現額549億442万円、調

定額407億6956万6016円で、同額収入済みでありま

す。

これは主に（項）国庫補助金の沖縄振興特別推進

交付金や、（項）委託金の参議院議員総選挙費等で

あります。

（款）財産収入は、予算現額2570万1000円、調定

額4317万5002円で、同額収入済みであります。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）

財産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地内土地

取得貸付料と、（目）利子及び配当金の市町村振興

資金等貸し付けに伴う利子収入であります。

資料の２ページをお開きください。

（款）寄附金は、予算現額150万円、調定額82万9500

円で、同額収入済みであります。

これは知的・産業クラスター形成推進寄附金とし

ての受け入れであります。

（款）繰入金は、予算現額13億7012万1000円、調

定額13億2280万7473円で、同額収入済みであります。

これは主に沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業

基金からの繰り入れであります。

（款）諸収入は、予算現額38億2858万円、調定額

38億2325万6317円で、収入済額38億2320万8317円で、

収入未済額は４万8000円となっております。

諸収入の主なものは、（項）雑入（目）過年度収

入の沖縄振興特別推進交付金の平成24年度から平成

25年度への繰越事業の国庫補助金であります。

また、収入未済については、（項）雑入（目）雑

入の沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業の交付

決定取り消しに係る返還金であります。

（款）県債は、予算現額11億1890万円、調定額９

億7510万円で、同額収入済みであります。

この内訳は、地域総合整備資金貸付事業、総合情

報通信ネットワーク高度化事業等であります。

３ページをお開きください。

平成25年度一般会計歳出決算について御説明申し

上げます。

企画部の予算は（款）総務費に計上されておりま

す。

歳出決算総額は、予算現額639億1292万4000円に

対し、支出済額492億6370万1000円、翌年度繰越額103

億7892万8000円、不用額42億7029万5000円となって

おります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

77.1％であります。

翌年度繰越額について御説明申し上げます。

翌年度繰越額（Ｃ）欄をごらんください。

（項）企画費の繰越額13億2462万3000円のうち、

（目）企画総務費2292万1000円は、通信施設改修事

業の実施に伴う繰り越しであります。

（目）計画調査費13億170万2000円は、離島航路

運航安定化支援事業、公共交通利用環境改善事業、

離島地区情報通信基盤整備推進事業の事業実施に伴

う繰り越しであります。

（項）市町村振興費の繰り越しは、（目）沖縄振

興特別推進交付金90億5430万5000円となっておりま

す。

次に、不用額の主なものについて御説明申し上げ

ます。

（項）総務管理費の不用額3581万2590円は、特定

駐留軍用地内土地取得事業において、普天間飛行場

内の土地取得契約実績が見込みを下回ったことによ

る委託料の執行残等によるものであります。

（項）企画費の不用額４億2419万8558円のうち、

（目）企画総務費7384万4548円に係る主なものは、

通信施設維持管理費の通信機器の修繕、機器部品交

換に要する需用費等の執行残、通信施設改修事業に

おいて鉄塔塗装工事の工事請負費及び工事設計、管

理業務委託に係る入札残など、ネットワーク整備費

において総合行政ネットワーク負担金が減額となっ

たこと等による執行残などによるものであります。

（目）計画調査費３億5035万4010円に係る主なも

のは、石油製品輸送等補助事業費において石油製品

輸送量が計画を下回ったことによる補助金の執行

残、亜熱帯・島しょ型エネルギー基盤創出事業にお

いて補助事業者の経費節減等による補助費用の減、

沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業において見

込みより利用者数が少なかったことによる負担金の

減などによるものであります。

（項）市町村振興費の不用額37億6600万1947円は、

沖縄振興特別推進交付金（市町村）事業において、

入札残や事業計画の変更による事業縮小等による交

付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額379万7444円は、主に事務

費の経費節減による執行残などであります。

（項）統計調査費の不用額4048万4461円は、主に

事務費の経費節減による執行残等であります。

以上で、企画部所管の平成25年度一般会計歳入歳

出決算概要の説明を終わります。
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御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○山内末子委員長 企画部長の説明は終わりまし

た。

次に、会計管理者から出納事務局関係決算の概要

の説明を求めます。

島田勉会計管理者。

○島田勉会計管理者 出納事務局所管の平成25年度

歳入歳出決算の概要について、お手元にお配りして

ございます平成25年度歳入歳出決算説明資料出納事

務局に基づきまして御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

まず、歳入決算について御説明いたします。

出納事務局所管の予算現額は、（款）使用料及び

手数料、（款）財産収入、（款）諸収入の合計で4175

万6000円でございます。

調定額は19億5086万5235円で、収入済額も同額で

ございます。

なお、使用料及び手数料の証紙収入は、欄外で説

明しておりますように、各部で予算計上しているこ

とにより、出納事務局の予算現額はゼロ円となって

おります。

次に、資料の２ページをお願いいたします。

歳出決算について御説明いたします。

（款）総務費（項）総務管理費の予算現額は５億

7927万円に対し、支出済額は５億6889万721円で、

執行率は98.2％となっております。

不用額は1037万9279円で、その主なものは、（目）

一般管理費の198万8086円の内容は職員手当等の執

行残、それから（目）会計管理費の712万7368円は

証紙売りさばき手数料に係る役務費の執行残でござ

います。

次に、（目）財産管理費の126万3825円は需用費の

執行残となっております。

以上で、出納事務局所管の平成25年度歳入歳出決

算の概要説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

決算の概要の説明を求めます。

武村勲監査委員事務局長。

○武村勲監査委員事務局長 監査委員事務局所管の

平成25年度一般会計歳入歳出決算の概要につきまし

て、お手元にお配りしてあります平成25年度歳入歳

出決算説明資料に基づきまして御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

歳入の決算について御説明いたします。

監査委員事務局の歳入総額は、（款）諸収入となっ

ており、収入済額が６万5419円となっております。

その内容につきましては、事務補助員に係る雇用

保険料と職員の手当、旅費の戻入となっております。

なお、調定額に対する収入済額の割合は100％と

なっております。

次に、資料の２ページをお開きください。

歳出の決算について御説明いたします。

歳出の合計は、(款)総務費(項)監査委員費の予算

現額１億7012万円に対しまして、支出済額は１億

6266万4531円で、執行率は95.6％となっております。

不用額は745万5469円で、その主なものとしまし

ては、手当等の執行残や旅費の節減等によるもので

ございます。

以上で、監査委員事務局所管の決算の概要説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算の概要の説明を求めます。

平良宗秀人事委員会事務局長。

○平良宗秀人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の平成25年度一般会計歳入歳出決算

の概要につきまして、お手元にお配りしております

平成25年度歳入歳出決算説明資料人事委員会事務局

に基づいて御説明申し上げます。

資料をめくっていただきまして、３ページをごら

んください。

初めに、歳入状況について御説明いたします。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入の

収入済額が160万1970円となっております。

その内容につきましては、公平審査・苦情相談業

務の受託経費、警察官採用共同試験の実施に係る経

費、事務補助員に係る雇用保険料等であります。

なお、調定額に対する収入済額の割合は100％と

なっております。

次に、資料の４ページをごらんください。

歳出状況について御説明いたします。

（款）総務費（項）人事委員会費の歳出総額は、

中ほどですが、予算現額１億6276万円に対し、支出

済額１億5678万5676円、不用額597万4324円で、執

行率は96.3％となっております。

不用額の主な内容は、人事異動等に伴う職員費の

執行残及び職員採用試験費の執行残等であります。
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以上で、人事委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係決算の概

要の説明を求めます。

比嘉徳和議会事務局長。

○比嘉徳和議会事務局長 それでは、議会事務局所

管の平成25年度一般会計歳入歳出決算の概要につき

まして、お手元にお配りしてあります平成25年度歳

入歳出決算説明資料に基づき御説明申し上げます。

資料の１ページをお開きください。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

議会事務局の歳入総額は、調定額が171万1026円、

収入済額が117万9087円、収入未済額が53万1939円

となっております。

収入済額のうち、(款)使用料及び手数料26万7054

円は、議会棟１階ラウンジなどの建物使用料であり

ます。

（款）諸収入の91万2033円は、ラウンジの光熱水

費及び賃金職員、嘱託員の本人負担分に係る雇用保

険料などであります。

収入未済額の(款)諸収入53万1939円はラウンジの

光熱水費でございますが、そのうち、平成26年９月

30日現在において34万6291円が収入済みとなってお

ります。

調定額に対する収入済額の割合は68.9％でありま

す。

次に、２ページをお開きください。

歳出決算について御説明申し上げます。

議会事務局の歳出総額は、予算現額が13億3734万

5000円に対し、支出済額が13億360万9713円、不用

額が3373万5287円で、執行率は97.5％となっており

ます。

不用額の主な内容を(目)別に説明いたしますと、

(目)議会費の不用額2011万2464円は、旅費及び政務

活動費の執行残となっております。

次に、(目)事務局費の不用額1362万2823円は、需

用費などの執行残、議会情報配信事業の入札残によ

る工事請負費及び委託料の不用等となっておりま

す。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

あります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うことにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間につきましては、

決算特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことに

いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように、簡潔に

発言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意をお願いい

たします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 企画部長、通告はしていなかった

のですが、総括的な質疑からお願いしたいと思いま

す。

平成25年度の決算審査ですので、沖縄21世紀ビ

ジョン、新たな沖縄振興計画がスタートして２年と

いう節目の審査だと思っているのです。そこで、企

画部長ですので、この沖縄21世紀ビジョンを先頭に

立って推進する立場の中心にあると思うのですが、

この２年間の総括を簡潔にいただければと思いま

す。

○謝花喜一郎企画部長 まず、この新たな沖縄振興

計画―沖縄21世紀ビジョン基本計画は、策定主体を

これまでの国から県に移した初めての計画となって

おります。そして沖縄21世紀ビジョンを実現するた

めということで、県が強く求めておりました沖縄振

興一括交付金というものが加わりました。これが大

変特徴的な、これまでの沖縄振興計画と違う取り組
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みだったと考えております。

私の感想も交えて発言させていただきますが、沖

縄振興一括交付金、平成24年度は全国で初というこ

とで、沖縄県だけではなく41市町村の取り組みとい

うこともありまして、戸惑いもございましたけれど

も、平成25年度、平成26年度と年を重ねるごとに、

ある程度、県職員、それから市町村の職員において

も、沖縄振興一括交付金の活用方法について熟知さ

れてきて、当初の平成24年度から見た場合、大分ス

ムーズな運営がなされてきているかと思っておりま

す。ただ、やはり課題はまだございますので、それ

については今後とも引き続きしっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

○照屋大河委員 きのうも話題になったのですが、

最近新聞発表された県政プラザには、目に見える、

実感できる成果があらわれ始めている、新たなス

テージへというような政治的スローガンみたいなこ

とで、きのうは政治的利用ではないかということで

県にも申し入れをしましたが、目に見える、実感で

きる成果があらわれ始めているという評価はどのよ

うにありますか。

○謝花喜一郎企画部長 先ほどの答弁とも関連いた

しますけれども、これまでの沖縄振興計画とは違っ

た、県が策定主体となってつくったということで、

しかも自由度の高い沖縄振興一括交付金を活用した

ということで、県のニーズ、地元市町村のニーズに

沿った事業を沖縄全体として取り組んだということ

で、やはりそういう意味では新たなステージに立っ

たという実感は、私自身としては持っております。

○照屋大河委員 一方、感想を聞かせていただきた

いのですが、沖縄21世紀ビジョンのうち、克服すべ

き沖縄の固有課題と対応方向ということで、沖縄に

は、自然的、地理的、歴史的特性から派生してきた

固有の課題が存在する。県民が求める将来像の実現

のためには、これら沖縄の固有課題の解決を図る必

要があるということで、沖縄における米軍基地につ

いては、戦後60年余りを経た今日においても、国土

面積の0.6％にすぎない沖縄に、全国の在日米軍専

用施設の約75％が集中し、県土面積の10.2％、沖縄

本島においては18.4％を占める状態が続いている。

広大かつ過密に存在する米軍基地は、沖縄の振興開

発を進める上で大きな障害となっていることに加

え、航空機等による騒音や演習に伴う事故の発生、

後を絶たない米軍人、軍属による刑事事件の発生と

ありまして、このような沖縄に広大な米軍基地が存

在し続けており、沖縄は我が国の安全保障の負担の

大半を担い続けてきた。その負担のあり方は我が国

全体の大きな課題であり、負担の公平を図らなけれ

ばならない。締めくくりには、基地のない平和で豊

かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、引き続き

基地の整理縮小を進めていくというものがあるわけ

ですね。

一方、平成25年度、12月だったのですが、埋立申

請を知事が承認し、その承認を根拠に現在も実際の

工事が進められているわけですね。この承認も含め

た現状に対して、沖縄21世紀ビジョンに示された先

ほど読み上げた点について、企画部長の感想を聞か

せてください。

○謝花喜一郎企画部長 固有課題に記載されている

ことはよく承知しております。これは本来、知事公

室とか、埋立承認は土木建築部の所管だと思います

が、御質疑ですので答弁させていただきますが、や

はり、今、最後に読み上げられました基地のない姿

をあるべき姿としながら基地の整理縮小を求めると

いうような記述が最後の締めだと思いますけれど

も、やはり普天間飛行場を移設すれば、これは基地

の整理縮小につながるのではないかと私自身は考え

ております。そういった中で沖縄の基地負担の軽減

を目指すということが、この固有課題の解決の記載

内容ではないかと考えております。

○照屋大河委員 先ほど申し上げたように、基地の

集中が経済の振興を阻害しているという前提に立っ

たこの課題だと思うのですね。そういう意味では所

管が云々ではなくて、振興という視点から考えれば、

これだけの集中は非常に問題だとここで指摘するよ

うに、全国に発信していくような立場をとっていた

だきたいし、あるいは今言ったように、普天間飛行

場の県内移設、それが本当に負担軽減になるのかと

いう点では、県民、世論は大きく分かれているとこ

ろです。そういう意味では新たな基地の建設をしっ

かり進めることが、もうこれは耐用年数100年、200

年とも言われて、沖縄の豊かな海を埋め立ててつく

られる基地ですので、今言った企画部長の見解につ

いてはまだ県民は納得しないし、私も納得しないと

申し上げておきます。

ところで、けさの新聞、５年以内の運用停止の記

事について、米国の方針が既に示されていたという

ことで、きのうの答弁と少し食い違う点があるとい

うことで先ほど玉城義和委員からもありましたが、

この報道内容からしても、辺野古への基地の移設が

前提となった５年以内の運用停止が議論されている

ような感があるわけですね。そういう意味で、県の
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主張するこれまでの政府との取り組みと、米国が主

張する示された報道と、乖離があるのではないかと

感じているのです。基地の負担軽減につながると先

ほど企画部長もおっしゃいましたが、きょうの新聞

報道を見て、企画部長の感想を伺いたいと思います。

○謝花喜一郎企画部長 私も本日の地元両紙の記事

は読みましたけれども、まだ私自身、事実関係も含

めて確認し、それが県が進める普天間飛行場の危険

性の除去にどのように影響が出てくるのか否かを含

めて、こういった委員会の場で申し上げるほどの情

報、それから影響等について勉強ができておりませ

んので、大変申しわけないのですが、答弁は差し控

えさせていただければと思っております。

○照屋大河委員 この件については、昨年12月の政

策協議会で知事が、日米合同委員会での要請だと。

その後、県の施策、先ほど言った新聞報道なども含

めて負担軽減の材料として示されているのですが、

一方このような報道などもあって、この中身につい

て決算特別委員会で取り上げて議論をしてほしいと

いうことで、保留をお願いします。

○山内末子委員長 それでは保留ということであり

ます。ただいまの事項につきましては、要調査事項

として取り扱ってほしいということですので、本日

の調査終了後に取り扱いについて確認したいと思い

ます。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 では続いて、平成25年度主要施策

の成果に関する報告書から伺いたいと思います。

19ページ、沖縄ライフ・イノベーション創出基盤

強化事業の事業内容について、入居者のニーズに対

応する施設整備を完了したということですが、本事

業は平成25年度で終わって、この平成26年度はどう

なっているのか、あるいは平成25年度事業の概要等

について伺います。

○富永千尋科学技術振興課長 今、御質疑のありま

した沖縄ライフ・イノベーション創出基盤強化事業

ですが、これはうるま市の州崎に沖縄ライフサイエ

ンス研究センターというものを設けております。沖

縄21世紀ビジョンで知的・産業クラスターの形成と

いうものを目標に掲げておりますけれども、それの

拠点になる施設ということでうるま市に設置してお

りますが、平成25年度は、ここで使う共用の研究機

器、25機種を導入しています。沖縄ライフサイエン

ス研究センターは平成25年５月から供用開始してい

まして、今５社が入居しております。

○照屋大河委員 ここには沖縄科学技術大学院大学

の研究成果の受け皿という説明内容があります。こ

の沖縄科学技術大学院大学は開学して何年になりま

すか。

○富永千尋科学技術振興課長 今、沖縄科学技術大

学院大学は開学して２年目になります。当初目標で

研究員数50名という目標がありまして、今、ほぼ達

成した状況になっております。

○照屋大河委員 研究成果の受け皿ということで、

最近になって世界的な賞を日本人の方が受賞された

というニュースがありました。一方、国立研究開発

法人理化学研究所の研究論文について、疑惑といい

ますか、不正ということがあって、さまざまな問題

が報道されたりしていますが、開学して２年、研究

成果はどのようなものが上がっているのか。あるい

は、これは非常に専門的な研究だと思うのですが、

そういった成果を判断した上で、皆さんが続く拠点

整備を多額の予算をかけてやるわけですから、核と

なる研究成果の評価をする基準、あるいはどのよう

な成果が上がっているか、その点についてはいかが

ですか。

○富永千尋科学技術振興課長 研究成果について

は、おおむね２つの視点から評価ということになる

かと思います。１つは、やはり学術的な評価という

ことで、論文を世界的な学会誌とかそういうのに発

表する場合、そこで査読、いわゆるきちんとした手

順に沿って実験が行われているか、データが正確か

ということは審査されます。もう一方で、例えばこ

ういった研究成果が産業に応用できるかどうかとい

う部分については、１つは、特許という形で成果と

してあらわれてきますし、もう一つは、その特許を

活用して事業化ということになります。

ちなみに、沖縄科学技術大学院大学は開学して２

年目ですが、ことしの夏に沖縄科学技術大学院大学

の先生方の研究成果を活用したベンチャー企業が１

つできております。

○照屋大河委員 先ほど、その成果の受け皿となる

施設が完了し５社の入居があるということで、こと

し３月からですか、入居が始まって、この沖縄ライ

フサイエンス研究センター全体でどのようなパイが

あるのですか。

○富永千尋科学技術振興課長 まず、ここの沖縄ラ

イフサイエンス研究センター全体に占める入居率が

今45％ということで、まだ半分余裕があります。州

崎地区というところは、商工の先行する施設も含め

て、そういったインキュベーション施設がかなり充

実しています。かつ国立大学法人琉球大学―琉球大
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学と沖縄科学技術大学院大学はこの30分圏内にある

ということで、こういったところから出てくるいろ

いろな研究成果を、こういった場所でインキュベー

トして事業化していく流れになります。

○照屋大河委員 入居率100％への見通しも伺いた

いのですが、きょうの新聞だったでしょうか、沖縄

科学技術大学院大学や今言われたような琉球大学、

あるいは県内の大学が連携した取り組み、これは大

学のみに限られてくるのか、今県が進める沖縄ライ

フサイエンス研究センターとかさまざまあるものと

のかかわりといいますか、この２点をお願いします。

○富永千尋科学技術振興課長 １つは、最初に沖縄

21世紀ビジョンで言っています知的・産業クラス

ターとはどういうものかというと、要するに、大学

の研究成果というものをそういったベンチャーが企

業化して、それがきちんと産業につながる仕組みを

つくっていこうというものが知的・産業クラスター

の考え方です。その条件として、一定の場所にある

程度企業が集積する、もしくは大学と近い場所にあ

るということが一つの条件になっていて、こういっ

た仕組みを進めることによって産業につなげていく

ことになります。

きのう新聞に載っていましたのは大学コンソーシ

アムと申しまして、報道では11大学、県内のいろい

ろな大学が連携して、例えば単位の互換をしたり、

あともう一つテーマになっているのは、例えば社会

人教育のようなものを全体の大学で連携してできな

いかというものもありまして、これが大学の社会貢

献の一つと捉えられます。その中で一部、そういう

産学官連携、産業系のいろいろな取り組みというも

のも含まれていくのではないかと期待しておりま

す。

逆に言えばまだあきがあるということで、我々は

これから努力していかないといけないのですが、主

な取り組みとしては、やはり県外からある程度技術

力を持った企業を誘致したいというのが一つです。

あわせて県内の大学、もしくは沖縄科学技術大学院

大学との連携を強化させる、そうすることによって

沖縄に根づかせるということを今後取り組みたいと

考えていまして、実は今、東京でバイオジャパンと

いって、年に１回、バイオテクノロジー関係の見本

市のようなものがありまして、そこで、ほかの施設

も含めて州崎の研究施設は充実していますよという

広報、それから誘致活動に少し取り組んでいるとこ

ろです。

○照屋大河委員 施設整備ということで平成25年度

についてはこれだけの予算だと。平成26年度はどう

なのか。今言った目的を達成するために管理運営と

いいますか、成果を上げていくためにどのような予

算の見通しを今お持ちなのか。例えば平成26年度は

どうなっているのか、平成27年度に向けてどういう

見通しを持たれているのか、その点について伺いた

いと思います。

○富永千尋科学技術振興課長 今この施設について

は指定管理で行っています。先日、県議会で御承認

いただきまして、ちょうど去年からあいていますの

で、まず３年間、指定管理ということで行っていま

す。この指定管理者が、主に県外のインキュベーショ

ン施設も管理しているということもあって、結構

ネットワークがございますので、そこと連携しなが

ら誘致を進めていくことになります。あわせてまた

県内の関係する事業者にも、そういった指定管理の

ノウハウを移転してもらうというのですか、そう

いったことも同時に進めていきたいと考えていま

す。

○照屋大河委員 基盤創出は予算をかけて平成25年

度で大体終了したと。この創出にかかる、先ほど言っ

たようなベンチャー企業を育てていくとか、そうい

う事業に対する予算をどのように検討されているの

か。

○富永千尋科学技術振興課長 これは我々科学技術

振興課関係の重点施策の中に幾つかありますけれど

も、分野としては、健康・医療、あと環境・エネル

ギー、こういった分野について公募でネットワーク

型の研究というものを幾つか進めております。そう

いった公募事業にここに入居している企業の皆さん

が応募することによって、そういった研究開発を進

めてもらうことを考えております。

○照屋大河委員 済みません、目的とか事業の中身

は大体わかるのですが、予算的にどのような考えを

持っているのかということです。

○富永千尋科学技術振興課長 １つは指定管理料、

要するにこちらの施設を管理し、かつまた企業誘致

その他を行う予算として、３年間の債務負担行為と

して合計額で6400万円余りを議決していただいてい

ます。平成25年度の決算額でこのうち大体1900万円

を使っている状況です。

○照屋大河委員 先ほどから沖縄21世紀ビジョンの

中で示されているということで、この区切りとする

10年間については、単年度の評価もしながらではあ

ると思うのですが、続けていく、あるいはそれぐら

いの時間を必要とする事業だと思うのですが、皆さ
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んはどのように考えているのですか。

○富永千尋科学技術振興課長 ありがとうございま

す。確かに研究系というものはかなり時間がかかる

ということがあって、少し我慢してもらわないとい

けない期間があるのですが、おおむね、今、県が想

定している入居率として、これはこれから頑張って

集めていきますけれども、平成25年度で50％、平成

26年度で60％、平成27年度で70％という形で入居率

を上げていきたいと考えています。

○山内末子委員長 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 議会事務局長も見えておりますの

で、県議会の決算についてはなかなかやりにくいで

すが、今、執行残が1300万円あったという説明もあ

りましたので、少し空調費のことについて実績をお

聞かせいただきたいと思います。実は議会棟のクー

ラーも老朽化していたので、多額の予算がかかるこ

とから、初めてリース事業というものをやって、債

務負担行為を10年やって、1000万円ぐらいは電気料

が浮く、経費節減にもなる、また省エネルギーにも

なるし環境にも優しいということで初めて導入した

のですが、導入した後の実績はどうなっていますか。

○比嘉徳和議会事務局長 御案内のとおり、ＥＳＣ

Ｏ事業というものを光熱水費の削減を目的として平

成22年度に導入しました。導入初期の光熱水費の目

標削減額は、髙嶺委員がおっしゃったとおり、年間

1000万3000円でありましたが、これは導入前の光熱

水費3016万6000円の３分の１に相当する額を削減し

ていきましょうという当初の目的でございました。

その後、削減額は年々増加しておりまして、平成25

年度は1130万1000円となっており、ＥＳＣＯ事業は

順調に推移していると考えております。

○髙嶺善伸委員 これは我々が想定しなかった消費

税の増税などもあって、もし仮に消費税が10％に

なったとしたら、当初予定していたような効果はど

うなりますか。

○比嘉徳和議会事務局長 これは光熱水費に関して

保証契約という形になっておりますので、目標の

1000万3000円を上回ることになれば、そのリスクは

ＥＳＣＯ事業者が引き受ける形になっております。

消費税の影響額というものは、今、試算していませ

んけれども、これによって大きな影響があるとは、

今のところ考えておりません。

○髙嶺善伸委員 それでも、事業者は環境省から補

助をもらって事業を実施して、リース料を取るわけ

だから、それにかかる消費税は誰が負担することに

なるのか。事業者が負担するのか、県議会が負担す

るのか、どちらですか。

○比嘉徳和議会事務局長 これは最終消費者から事

業者が転嫁しまして事業者が納める形になると思い

ますので、最終事業者である県が払うことになるか

と思います。

○髙嶺善伸委員 それだから、５％が10％になった

ら、予測していた、あるいは期待していた削減額が

縮減するわけですよ。どれぐらい縮減しますか。

○比嘉徳和議会事務局長 今、その試算というもの

は持ち合わせておりませんけれども、どのような影

響があるかは調べて、後ほど委員のところへでもお

届けしたいと思います。

○髙嶺善伸委員 私は空調の維持管理状態は順調だ

と思っています。また、平成25年度の決算を見ても

縮減効果は出ているようです。今後10年間はリース

しているわけだから、財産の管理上の問題もあれば

委託料の問題もある、当初予想していなかった変動

要因もありますので、事業者とはきちんと協議しな

がら対応してもらいたいと思います。

次に、企画部に行きたいと思いますが、まず企画

部長、市町村課はどんな仕事をしているのですか。

○謝花喜一郎企画部長 まず、地方自治法、それか

ら地方公務員法を市町村課が所管しております。そ

れから選挙管理委員会も所管しておりますけれど

も、選挙管理委員会は委員会ですのでおいておいて、

地方自治法、地方公務員法に基づく地方行政につい

ての指導とか、それから地方公務員法に基づく給与

等についての指導助言、そういったことを行ってお

ります。それから、沖縄振興一括交付金が創設され

たことに伴いまして、推進交付金支援班というもの

も新たに設置されたところでございます。そういっ

た業務が市町村課の業務ということです。

○髙嶺善伸委員 所掌業務の中には、地方自治体の

指導とか、市町村の自治の確立及び振興に関するこ

となどがあります。そこで、一般論ですが、市町村

からどのような相談事案があるかということについ

て少しお聞きしたいのですが、例えば執行上必要な

予算を提案したが議会が否決した場合どうするかと

いうとき、市町村はどこに相談するかというと、企

画部市町村課ですか。

○宮城力市町村課長 一般論ですが、市町村から相

談がよくあるケースといたしましては、法律の解釈

で疑義がある場合によく御相談がございます。今回

のように議会で否決された場合、その後の対応をど

うするかということについては、改めて次の議会に

提出するか、あるいは再議とか専決が可能かどうか、
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このあたりを判断すると思いますけれども、こうい

う状況です。

○髙嶺善伸委員 皆さんの所掌事務の中には自治紛

争処理委員というものもありますね。これはどうい

う仕事をしていますか。

○宮城力市町村課長 自治紛争処理委員というもの

がございます。これについては普通地方公共団体間

の紛争の調停等を行っております。地方公共団体間

の紛争があった場合の調停を行うという役割を担っ

ております。

○髙嶺善伸委員 今、私が聞きたいと思っているの

は議会と執行部との関係ですので、紛争処理業務の

対象にはならないわけですか。

○宮城力市町村課長 先ほど申し上げたように、団

体間の紛争に関する調停を行うこととなっておりま

す。

○髙嶺善伸委員 きのう知事公室長にも申し上げた

のですが、やはり今、国境の島、与那国町で自衛隊

配備の話が進んでいて、地元の町議会と協力を得る

ようにやるべきだという当初からの方針は示されて

いるのですが、なかなかうまくいっていない。特に

町議会が、それに関する予算、議案についてはだめ

だということで今反対を示しているのです。こうい

う場合は企画部市町村課の相談事案になるのか、あ

るいはまた指導助言する事案になるのか、この辺は

議決と執行との関係でどんな認識を持っておられま

すか。

○宮城力市町村課長 町議会の意思によるものです

から、それはもう団体の議決機関である町議会の意

思ということですので、それ以上について我々とし

ては申し上げる余地はないところです。

○髙嶺善伸委員 はっきりわからないけれども、具

体的に少し聞きたいのです。例えば町道を廃止しな

ければ国の予算執行に影響があって、町道の廃止議

案を町議会が否決した場合、町道の廃止は議決事項

ですから廃止ができない。こういう場合、執行部は、

再議はもう時間がないのでそれはやっていないの

で、次に再提案して否決された場合、そういう議会

と執行部の関係は具体的にどうかということです

よ。その場合、県市町村課、あるいは企画部として

はどういうかかわりになるのですか。

○宮城力市町村課長 執行部が提案した町道の廃

止、これに対して議決機関が賛同しなかったという

ことですので、執行部側と議決側である町議会で十

分に調整協議すべきものだと考えております。あく

までも与那国町の内部の協議によるものではないか

と考えます。

○髙嶺善伸委員 もう一つ、その区域に簡易水道給

水使用ということで委託費を計上したら、これも否

決されているわけですよ。したがって、地方自治法

上議決議案となっているものが否決された場合、町

はこれを執行できないわけですよね。この辺の認識

はどうですか。

○宮城力市町村課長 これについても予算案が認め

られなかった。例えば予算議案の場合、これが義務

的な経費であれば再議に付すことができることに

なっておりますので、当該経費が義務費であるか否

か、このあたりも判断の基準の分かれ目になるかと

思います。

○謝花喜一郎企画部長 先ほど来、市町村課長が答

弁させていただいておりますけれども、やはりそれ

ぞれの地方自治体は、自主的に主体的に執行部が議

会に趣旨説明を行って、議会はまた真摯に執行部の

話を聞いて、自治体の課題解決に向け取り組んでい

くというスタイルだと思っております。県はそれに

対して、必要な法令上の助言等はすることが可能だ

と思っております。委員が御質疑の県はどんな対応

をとるのか、とれるのかということについては、も

し、今の町道廃止の話、それから予算否決の問題に

ついて、与那国町執行部が必要だと判断したならば、

改めて議会に対して丁寧に説明を行って、再度議案

の提出を行うことになるだろうと考えておりますけ

れども、あくまでもこれは執行部が議会に丁寧に説

明を行っていただきたいということしか、県の立場

としては、今のところ申し上げることはできないと

いうことを御説明させていただいているところであ

ります。

○髙嶺善伸委員 少し見解だけ聞いておきたいので

すが、専決処分の対象になり得るのですか。

○宮城力市町村課長 議会の否決された事案につい

ては専決の対象とはなりません。専決の条文としま

しては地方自治法第179条の専決処分、この対象に

はなり得ないというところです。

○髙嶺善伸委員 いずれにしても、地方自治体で議

会と執行部は車の両輪のように抑制と均衡で、やは

り住民の福祉の向上、地域発展のためには、丁寧に

説明して議会の協力を得ることが必要だと思うので

すよ。今、どうも国の事業が強引になされている嫌

いがあって、他の関連事業もありますし、議会との

対応もありますので、与那国町あたりから―ほかの

市町村も、必ず市町村課に相談に来ると思うのです

よ。ぜひ適切な指導をしていただくようにお願いし
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ておきたいと思います。

次に行きたいと思います。幾つかの事業がありま

すが、先ほどの企画部長の読み上げの中で計画調査

費３億円の不用額にかかわるので２点ありました。

少しわからないのが、亜熱帯・島しょ型エネルギー

基盤創出事業について、主要施策の成果に関する報

告書では22ページですが、どんな事業の内容で、ど

ういう成果があるのですか。

○富永千尋科学技術振興課長 亜熱帯・島しょ型エ

ネルギー基盤技術研究事業ですが、この事業は、特

に本県の化石燃料の使用低減、もしくはエネルギー

の多様化を促進するため、民間主導による産業化を

見据えた研究開発という内容になっています。この

事業は平成24年度に公募しまして、現在５つのプロ

ジェクトが同時に進行しております。

内容ですが、１つは、テーマとして亜熱帯・島嶼

地域資源を活用した基盤技術創生事業ということ

で、これは主にバイオ燃料です。このバイオ燃料に

ついては、１つはヤトロファという植物からバイオ

ディーゼルをとるというものと、もう一つはソルガ

ムという植物からバイオエタノールをとるという実

証事業になっています。もう一つは、亜熱帯・島嶼

地域に適した分散型エネルギーシステムの構築とい

うことで、これは地域におけるエネルギーマネジメ

ントシステムということで御理解ください。内容と

しては、主にホテルなどで蓄電池を利用してビルの

エネルギーのマネジメントをするシステムの開発。

それともう一つは太陽光発電、これは今接続の関係

でいろいろ問題になっていますけれども、太陽光そ

れぞれを直流で接続して全体として制御していくと

いった研究。それとあと、ＥＶによる船、ＥＶ船の

実証ということで、このＥＶ船については石垣市で

実証研究をするという内容になっています。

○髙嶺善伸委員 平成24年度から事業を始めて、今

度で終わりですか。今後の見通しはどうなっていま

すか。

○富永千尋科学技術振興課長 これは平成24年度か

ら着手しておりまして、事業としては平成28年度ま

で実証が続きます。おおむね実証設備の整備という

ものは今年度でほぼ終了する。その後、実証のため

のいろいろな運転をしていくという内容になりま

す。

○髙嶺善伸委員 それで皆さんの成果としては、モ

デルとなる事業が創出されとあるのですが、具体的

にこの事業の成果はどういうものに展開されている

のですか。

○富永千尋科学技術振興課長 １つは、沖縄島嶼で

のエネルギー問題というものは、大体共通した課題

を持っております。例えば最初にありましたバイオ

燃料につきましては、まず、収穫のよい品種を探す

のが一つ大きな課題です。あともう一つは、単品だ

とどうしても採算がとれないので、複合利用してい

くことが大きな課題です。そういう中で、今ヤトロ

ファとソルガムについても優良品種の候補がほぼ見

つかっておりまして、この栽培試験をしているとこ

ろです。あと製造プラントということで、例えば絞

りかすをさらに家畜の肥料に使ったり、そういうこ

とをすることによって全体としてのコストパフォー

マンスを上げていくという実証実験をしておりま

す。

あと、例えば電池によるエネルギーシステムとい

うものについては、実際に、今、ホテルの中で太陽

光と組み合わせてマネジメントシステムをやってい

まして、これによって電力使用量のピークを抑える

ことができる。そうするとトータルとして電気料を

下げることができるということが少し見えてきてお

ります。

あと、先ほどの直流電源でつなぐということは、

実は沖縄科学技術大学院大学の宿舎で複数設置して

やっておりますけれども、こういったものも特に系

統電源につながないでエネルギーの受給ができると

ころで、今後少し効果が出てくると考えております。

○髙嶺善伸委員 いや、この科学技術振興費で使わ

れる委託料とかこういう実証事業、金をじゃぶじゃ

ぶ使っているような気がしてならないのですが、こ

れは最終的には事業費は幾らで、費用対効果という

意味で効果はどれぐらい見込んでいるのですか。

○富永千尋科学技術振興課長 今、事業費で申しま

して、平成24年度と平成25年度でおおむね10億円の

事業費になっております。今後こういった事業が展

開することによって、１つ我々が期待しているのは、

まず県内における事業化も一つでありますけれど

も、同時にこのエネルギー関係は、例えば太平洋島

嶼諸国とか、それからあと東南アジア、こういった

ところと共通の課題として持ち合わせていますの

で、そういったところへの事業展開によって、その

効果を出していけると考えております。実際、今は

研究事業ということで、例えば具体的にこのモデル

が出てきたときにどれぐらいの費用対効果という試

算は、現時点ではやっておりません。

○髙嶺善伸委員 残念だね。もう少し具体的な事業

効果を考えた予算執行をしてください。
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○富永千尋科学技術振興課長 申しわけございませ

ん。今、少し舌足らずだったのですが、全体で事業

期間が５年ございます。ことしで３年目ということ

で、これからいろいろ実証していく中で、そういっ

た費用対効果が精査されていくということで、御理

解いただきたいと思います。

確かに一つ一つの事業についてはそれぞれ目標を

立ててやっております。例えば先ほど説明したヤト

ロファの事業に関しましても、実際今、県内の廃棄

物処理施設で重機を使っているのですが、ここの重

機はヤトロファを使った燃料を使っているというこ

とで、実際に事業ベースで動いている部分もござい

ます。そういうことも含めて事業の効果が出るよう

に、これからまたやっていきたいと考えております。

○髙嶺善伸委員 どうも順序が逆のような気がする

ので、今後気をつけて、予算措置効果に対する検証

をしてください。

次に行きます。28ページの石油製品輸送等補助事

業ですが、先ほどの企画部長の説明では、石油製品

輸送量が結構下回ったことによる補助金の執行残と

いうのですが、離島における石油製品の需要という

か流通量がかなり減ったことになるのですか。

なぜそれを聞くかというと、むしろ平成25年11月

から補助対象を拡充して、小規模離島の石油製品に

ついては是正すべく事業を拡充してきたわけですの

で、予算が不足になるのかなと思ったら執行残が出

ているものだから、その辺の兼ね合いも含めて説明

してください。

○田中克尚地域・離島課長 今の御質疑で、まず離

島への輸送量そのものが順次減ってきているという

ことは、最近のトレンドとしては事実でございます。

ただ、この予算に関しては、私たちも輸送費の全額

を措置するということがあるので、これは予算の積

算上の問題になるのですが、足りなくなっては困る

ので、ある程度余裕を持って見積もっているという

ことが１つ。それから、昨年度は御存じのように事

業を拡充するということがありましたので、これも

いつから拡充できるのかということも、なるべく多

くの期間が拡充できた場合、実際には12月からだっ

たのですが、10月からできた場合ということで、こ

れも多目に拡充に要する経費を見込んで予算措置し

ていただいたということもありまして、計画を下

回ったような状況でございます。

○髙嶺善伸委員 石油製品の輸送量が減ったという

ことは、実績として対前年度で幾らが幾らに減って

いるのか、計画時の幾らが幾らになったのか、その

辺の数字を少し教えてください。

○田中克尚地域・離島課長 まず、輸送量全体で申

しますと、昨年度は13万6433キロリットル、これは

全油種合わせてあります。平成24年度が13万5211キ

ロリットルということで、ここ二、三年は13万キロ

台ですが、いっときといいますか、もう10年前、20

年前で申しますと、20万キロリットルほど輸送して

きた時代もあります。最近は15万キロリットル、14

万キロリットルと、徐々にですが減ってきているよ

うな状況がございます。

○髙嶺善伸委員 このように離島における石油製品

の需要といいますか、供給量が減るということは、

離島振興の立場からするとどういう要因を考えてお

られますか。

○田中克尚地域・離島課長 それが本当にどういう

原因か、詳細に全て分析しているわけではないので

すが、その年の公共事業の量でありますとか、宮古

島市などではエコカーを導入する取り組みが少し進

んでいたり、やはり電気自動車とか、ああいうもの

が民間でも浸透しつつあるあたりでも石油製品の使

用量が減ってきている。日本全体でもそういうトレ

ンドが少しあると分析していますので、そういった

あたりが影響しているのかなと感じています。

○髙嶺善伸委員 それで、特別措置の期間もありま

すが、沖縄21世紀ビジョンを前提にして考えたら、

引き続き離島の定住条件を維持できるようにしない

といけないわけですよ。今の特別措置を原資として

やる事業ではなく、恒久的な輸送費の補助の制度化

というものをどう考えていますか。

○田中克尚地域・離島課長 今、私たちの原則とい

うか、基本的な方針としては、復帰特別措置の中で

整備された国税の減免の一部を財源として石油価格

調整税を創設してやらせていただいていると。私た

ちの財源は約10億円ほどかかるのですが、これをど

こから求めるのかというような話になれば、財源論

というところにもかかってくると思います。私たち

はやはり国税、地方揮発油税の減免を前提として、

そこをもとに独自の財源を創設しているというス

キームは続けていきたいという方針でございます。

○髙嶺善伸委員 現状はわかりますよ。離島振興と

いう定住条件の整備を考えたら、今のうちに恒久財

源を確保して制度化する。離島にあっても石油製品

の価格差がないということが、この制度の意味につ

ながると思うのですよ。いつなくなるかわかりませ

んでは、離島というものは先行き不安ではないです

か。制度化についてもう一歩踏み込んだ検討はでき
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ないですか。企画部長、どうですか。

○謝花喜一郎企画部長 今、地域・離島課長から答

弁させていただきましたように、やはり財源をどう

するかということが恒久化においても大変重要だと

思っております。今現在、例えば離島の生活コスト

の低減実証事業などもやっていますが、まだ実証事

業の段階で、これについて今後どうするかも含めて、

我々はいろいろと関係部局と調整もさせていただい

ておりますけれども、今、離島生活コスト低減実証

事業を恒久化という形でできるかということは、少

し心もとない部分が実はまだまだございます。

それに比べてと申しましょうか、例えば石油製品

については、復帰後からこの揮発油税に係る税源を

担保としまして、財源といたしまして、離島の石油

製品の輸送コストの低減化を図ってきた経緯があり

ます。今般、その親元になる揮発油税の軽減措置の

期限が切れるということで、県は関係団体、機関と

連携しまして国に対してその延長を求めているとい

うことで、当面はこの部分で延長を求めて、それを

財源とした石油製品の輸送コストの低減化というも

のが、ある意味一番着実といいましょうか、堅実な

方法ではないかと考えているところでございます。

ただ、委員が御指摘の離島の定住条件の整備、コ

ストの低減化、これはもう我々は大変重要な課題で

あることは十分承知しておりますので、そういった

面で揮発油税の軽減措置期限の延長はしっかりかち

取りたいと考えております。

○髙嶺善伸委員 関連しますので、離島生活コスト

低減実証事業、これもいろいろ頑張っているようで

すが、この今の状況と成果についてお聞かせくださ

い。

○田中克尚地域・離島課長 こちらも平成24年度か

ら事業を開始しておりまして、昨年12月に制度の一

部変更といいますか、スキームの変更をさせていた

だいたところでございます。去る９月11日に今年度

の低減実証事業の検証委員会というものを開きまし

て、その場でも御報告させていただいたのですが、

まず、対象離島において、本事業の趣旨に沿った商

品販売をしている小売店は全て登録していただいて

おりまして、旧スキームのときに比べますと補助金

の交付額が２倍になるということで、活用度が向上

しているという話が一つございます。それから、実

際に価格が下がっているのかというところにつきま

しても、制度開始前の指標と比べますと約２割の価

格の低減効果が認められるという評価をいただいて

いるところでございます。

○髙嶺善伸委員 ２割も低減できたら効果は大きい

ので、この対象市町村をもう少し広げることはでき

ないですか。

○田中克尚地域・離島課長 この事業は、まず実証

事業としてしっかり効果を出すのと、３年間かけて

やるということが最初の予定でございまして、今年

度が最終年度ということになります。１度、検証委

員会でも成果が出ているというような報告をしてい

るのですが、正直申し上げて12月から制度拡充に

なっていますので、少なくとも１年はきちんと検証

期間をとりましょうということなので、年明けに最

終的なこの事業としての報告を出すような段取りに

なっております。その後、来年度以降に、本格実施

に向けた取り組みを始めていきたいと考えておりま

す。

○髙嶺善伸委員 企画部長、成果も出ているし、実

証実験以降の拡充と制度化、これは沖縄振興一括交

付金が終われば終わりではなくて、制度化できない

ですか。その辺の取り組みについて最後にお聞きし

ます。

○謝花喜一郎企画部長 離島の定住条件の整備とい

うものは、やはり固有課題の一つとして沖縄21世紀

ビジョンの基本計画に我々はしっかり書かせていた

だいています。この事業を実施した背景も、やはり

離島市町村と意見交換した際、コスト高という声が

大きかったということで、我々がこの事業を開始し

たという経緯がございます。先ほど地域・離島課長

からありましたように、この実証事業の検証結果を

踏まえまして、これについてあと１年しっかり実績

を示して、その後については、またさまざまな有識

者の意見を聞いた上で、拡充等について、今後、検

討していく、そういう流れになると考えております。

○山内末子委員長 玉城義和委員。

○玉城義和委員 県政プラザのことで少し一言触れ

ておきたいのですが、平成25年度は県政プラザとい

うものは出していないのですか。

○謝花喜一郎企画部長 県政プラザの所管は知事公

室でやっております。県政プラザというような紙面

ではなかったと思いますけれども、新聞を活用して

の沖縄県政の広報というものはこれまでも行われて

いたのではないかと思います。済みません、所管で

はないものですから、明確な答弁になっていないか

もしれません。

○玉城義和委員 県政プラザのことしのもので一番

の問い合わせ先は、企画調整課というものは全部に

共通していますよね。
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○謝花喜一郎企画部長 企画部は、沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画、それから沖縄21世紀ビジョン実施

計画、それぞれＰＤＣＡなどもやっておりますので、

沖縄県全体の進行管理等を総括させていただいてい

ると考えています。

○玉城義和委員 そういう意味ではまさに関連があ

るということでありまして、調べてみると、平成18

年以降は県政プラザを出していないですよね。沖縄

21世紀ビジョンも出発していて、恐らく去年とかお

ととしはまさに出すべき時期だったと思うのです。

去年も含めてその辺はどういう見解ですか。

○謝花喜一郎企画部長 実は、昨年の今ごろからで

しょうか、組織改正という議論がなされまして―組

織ビジョンというものがなされまして、今の各省庁

に類似したといいましょうか、語弊があるかもしれ

ませんが、縦割り的なものをもう少し大くくりでで

きないかという議論があったと思います。結果とし

てそういった組織体制にはできなかったわけです

が、運営のあり方として、ある程度部局間の連携と

かが必要ではないかということで、部門別戦略会議、

そして全体戦略会議というものができました。例え

ば企画部でありましたら知事公室と連携して行う、

土木建築部は環境部と連携して行う、そういった部

門別戦略会議だとかがそれぞれの部門ごとに行われ

ております。

知事公室と企画部の部門別戦略会議の中で、５月

ごろだったと思いますが、いろいろ話し合いを行い

まして、企画部からもいろいろ御提案しているわけ

ですが、その際に私が記憶しておりますのは、知事

公室から、広報のあり方について、戦略的に、全庁

横断的にやりたいというような話がございまして、

これはやはり我々、沖縄21世紀ビジョンを所管して

広く県民に参画と協働を求める中においても広報は

大変重要だということから、これはぜひ部門別戦略

会議でも取り上げて、しかも全体戦略会議でも取り

上げようではないかという話をした記憶がございま

す。その流れを受けて、県政プラザでの沖縄21世紀

ビジョンの広報になったと私は理解しているところ

でございます。

○玉城義和委員 今さらながらの話を今されても困

りますが、県政プラザの著しい特徴点は、平成18年

度以降はみんな断定的なのです。やりましたとか、

要するに過去形なのです。成果を挙げているわけで

すね。ところが、今回の県政プラザは、そういう意

味ではほとんど、要請しましたとか、計画されてい

ますとか、必要があります、取り組みます、予定し

ています、目指しています、整備します、要するに

これからやりますということが非常に多いのです。

これが著しい違いであって、過去、６年前までに出

されたものを全部洗ってみますとそこが全く違うの

で、私どもとしてはそれできのうも知事公室長に、

これは少し行政行為としてはおかしいのではないか

ということを申し上げてきました。これ以上は申し

上げません。

それで次に移りますが、決算状況の説明資料の中

の沖縄振興特別推進交付金が翌年度繰越額90億円で

すか。これについて、それぞれ説明していただけま

せんか。

○謝花喜一郎企画部長 まず、平成25年度分の沖縄

振興特別推進交付金の予算現額317億7000万円に対

しまして、支出済額、執行額は215億137万7000円で

67.7％、翌年度繰越額は87億4541万3000円で27.5％、

不用額は15億2321万円で4.8％となっております。

○玉城義和委員 僕は平成25年度歳入歳出決算説明

資料を見ているけれども、沖縄振興特別推進交付金

のところですね。

○松永享市町村課副参事 繰越額の90億5430万5000

円の内訳でございますけれども、まず市町村の交付

金と町村支援事業の分が積算されております。市町

村の沖縄振興特別推進交付金の合計額を申し上げま

すと、89億5949万6000円となっておりまして、その

内訳が平成25年度の現年度分としまして87億4541万

3000円、それと平成26年度に繰り越した分２億1408

万3000円、合わせまして約89億円余りということに

なっております。町村支援事業がございまして、町

村支援事業の繰越額が9480万9000円、これを合わせ

た額が先ほどの90億円余りの額ということになって

おります。

○玉城義和委員 町村支援事業というものは幾らで

すか。

○松永享市町村課副参事 現在、離島、過疎等の18

町村でございます。

○玉城義和委員 これに対して交付した金額は幾ら

ですか。

○松永享市町村課副参事 平成25年度の現年度分と

しまして２億4849万9000円、平成24年度からの繰り

越しとしまして5093万6000円となっておりまして、

合計で２億9943万5000円ということになっておりま

す。

○玉城義和委員 これで２億9000万円、約３億円。

18団体で一番多いところで幾らで、少ないところで

幾らですか。
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○松永享市町村課副参事 平成25年度の実績で申し

上げまして、一番大きいところが本部町でございま

して、約１億600万円でございます。一番小さいと

ころで北大東村で188万1000円でございます。

○玉城義和委員 本部町はそれで合っていますか。

○松永享市町村課副参事 本部町を正確に申し上げ

ます。１億681万8000円でございます。

○玉城義和委員 間違いないですか。２億9000万円

のうち１億円は本部町なの。

○松永享市町村課副参事 はい、そうでございます。

○玉城義和委員 それでは次に移ります。交通問題

で、一つ、まずバスレーンの問題ですが、９時半ま

でだったのが９時になって、非常に助かっていると

いうか、私もきょう、国道58号から来たのですが、

宜野湾市の伊佐ですか、あそこから大体９時になっ

て一斉に左側に寄っていくことによってかなりすく

のですよね。私は何回も同じことを言っていますが、

９時も含めて８時半過ぎるとほとんどバスには乗っ

ていないのですね。がらがらで、それで左側はずっ

とあけて通っているということで、30分繰り上げた

のはよかったけれども、私は、せめてあと30分ぐら

い、一緒に繰り上げて８時半ごろまでにしたほうが

いいのではないか。本当に右側２車線は物すごく混

んでいて、通ったことがある人でないとわからない

ぐらい非常に不愉快というか、大変混んでいるので

す。その辺はどうですか。

○謝花喜一郎企画部長 バスレーンの時間の変更に

つきましては、実は県警察本部において管理してお

りまして、この件について企画部との調整というも

のはなされておりません。知事部局におきましては

権限がないといいましょうか。ですからこの経緯等

を含めてお話しできないのですが、ただ、我々、い

わゆる自家用車からバスへということを推進してい

る立場上、やはり今後もできるだけバスに乗ってい

ただくということが、我々が、今、進めている基幹

バス構想にも資することになりますし、長期的な鉄

軌道の導入にもつながるものと考えているところで

ございます。少し委員の御意向とは沿わない部分は

あるかもしれませんが、できるだけバスの優先レー

ンというものを持っていたいというのが、今の我々

企画部の考えでございます。

○玉城義和委員 乗用車からバスに乗り移ればそれ

でいいのですよ。ところが、現状はバスレーンをつ

くることによって右側の２車線が混む現状にあるわ

けよね。それはどう考えるかと言っているのですよ。

○謝花喜一郎企画部長 やはりバスレーンの延長と

いうことも、すぐあすからということになりますと

大変な混乱を招くということは十分承知しておりま

す。ですから、その延長に当たりましては、周辺住

民の理解と協力なくしてはできないということで、

今、県におきましては、来年２月にバスレーンの延

長を試行的に２年ほどさせていただいこうというこ

とで、周辺の企業とか地元自治体に対して説明等を

行っているところでございます。御指摘のように、

このバスレーンの拡充、延長については、地元住民

に対して丁寧に説明を行うことがとても重要であろ

うということは十分に認識しております。

○玉城義和委員 いや、質疑に答えていないわけで

す。要するに、交通緩和するためにあるわけでしょ

う。ところが、それが逆になっているということを

言っているわけで、むしろ県警察と知事部局は意見

が対立しているのではないの。県警察はもっと切り

上げたいけれども県が反対しているのではないの。

○謝花喜一郎企画部長 先ほども言いましたけれど

も、時間について我々との調整は特になかったとい

うことでございます。ですから県で、もっと時間を

短縮することをとめたということは事実としてござ

いません。

一方で、バスレーン延長について県警察は、ある

意味、渋滞について懸念はあるということで、県警

察本部から我々に対しての要望といいましょうか、

指摘は、住民に対してしっかりと説明を行うように

ということと、それから指導員の配置について知事

部局においてもしっかり対応してもらいたい、そう

いった２点が県警察本部からの要請だったというこ

とがございまして、実はそれについては予算化等を

含めて対応させていただくということをお約束した

ところでございます。

○玉城義和委員 バスレーン延長は反対ですね。現

状に逆行することですよ。形式論的な政策で、現状

を全く無視していると思いますね。だからむしろ時

間を縮めてもらいたいと思います。

次に、鉄道についてですが、去年を含めて現在ま

での到達点、どこまで計画が行っているか、それを

説明してください。

○謝花喜一郎企画部長 鉄軌道につきましては、こ

れまでも答弁させていただきましたけれども、昨年

度で複数の導入ルート、事業スキーム等について調

査を行いまして、平成26年度から平成27年度にかけ

てルートの選定等、県の計画案の策定を行いたいと

御説明させていただいているところでございます。

実は14日に、沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討
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委員会というものを立ち上げまして、鉄軌道の導入

に向けましては手続が極めて重要であろうというこ

とで、そのプロセスと検討するに当たっての体制に

ついて、この沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討

委員会の中で御議論いただくということで14日に開

いたところでございます。

○玉城義和委員 どんなメンバーですか。

○謝花喜一郎企画部長 まず、この沖縄鉄軌道・計

画案策定プロセス検討委員会の趣旨は、先ほど言い

ましたように、客観性、公平性、中立性を保って、

しっかりと手続、プロセス、それから組織体制につ

いてできているかを御議論いただくためのもので、

新聞等でも公表されていますのでお名前を読み上げ

ますが、弁護士会から御推薦をいただいた玉城辰彦

弁護士、それから行政法の専門家でございますが沖

縄国際大学の前津教授、それから東京大学の公共政

策大学院というものがございますが、松浦教授、そ

して淑徳大学の経営学部長ですが、観光経営学の専

門でございます廻洋子先生、そして東京工業大学大

学院の国土交通計画合意形成の専門家でございます

けれども、屋井鉄雄先生、この５名の委員で沖縄鉄

軌道・計画案策定プロセス検討委員会を立ち上げた

ところでございます。

○玉城義和委員 この５人の選考の考え方という

か、どういう基準で選考されたのか。

○謝花喜一郎企画部長 先ほども申し上げましたけ

れども、やはりプロセスについて客観性、公平性を

持ってできているかどうか、しっかり流れを見てい

ただくためということで、行政法の専門家、それか

ら合意形成の専門家、そういった方々を選出させて

いただいたところでございます。

○玉城義和委員 プロセスということはどういう意

味ですか。

○謝花喜一郎企画部長 合意形成をどのような形で

進めるかという観点で、我々、これから第２、第３

段階とそれぞれ進んでいくわけですが、この流れの

中で評価項目なども、また技術専門委員会とか検討

委員会で議論いただきますが、そういったものをチ

ェックするといいましょうか、そういったことをこ

の沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討委員会には

期待しているということでございます。

○玉城義和委員 一方で平成26年度から平成27年度

でルートについて検討するということがありなが

ら、一方では初歩的なプロセスというか、合意みた

いなものということが、どうもよくわからないので

す。

○謝花喜一郎企画部長 まず計画策定のプロセスの

明確化というものが、実は国土交通省のプロセスガ

イドラインで定められております。その部分を引用

させていただきますけれども、住民参画の取り組み

を位置づけ、透明性、客観性、合理性、公正性をもっ

て計画策定を進めるためのプロセスを示した公共事

業の構想段階における計画策定プロセスガイドライ

ン、これは平成20年に国土交通省が定めたものです

が、そのガイドラインに準じた計画策定プロセスを

本件においても導入しようということでございま

す。

それで全体的なお話をさせていただきたいと思い

ます。まず、我々はステップを５つに分けて考えて

おります。当初３つでしたけれども、このガイドラ

インを参考にしまして５つのステップを考えており

ます。

まずステップ１といたしまして専門的検討の実施

ということでございまして、この中で検討プロセス

や検討体制等の進め方の共有、これが先ほど御説明

いたしました５名の委員によるステップでございま

す。これは年内をめどに、何を検討するのか、どの

ような体制で検討するのか、誰からどのような意見

をどのように把握するのか、そういったものを検討

していただくことを考えております。

ステップ２というものがございます。これは現状

と課題、将来あるべき姿、そういったものを御議論

いただいて、将来像実現に向けて対策は必要か、そ

の場合どういう対策が必要か、対策を実施した場合

の期待される効果として何が想定されるのか、対策

を考える場合にどのような視点、指標が必要かとい

う評価項目をこのステップ２で考えていただきま

す。これは技術専門的検討というものがございます

ので、そこでまた新たに検討委員会を立ち上げたい

と考えております。平成27年１月から５月ごろをめ

どに、このステップ２を通過したいと考えておりま

す。

ステップ３、これは平成27年６月から10月ごろを

めどにですが、ステップ２で策定しました評価項目

をもとに、評価方法の設定に係る考え方の整理、そ

れから将来像の実現に向けてどういう対策案が考え

られるかなどを具体的に考えていただきます。この

時点からルートについての議論が出てまいります。

ステップ４ですが、平成27年11月から、年明けて

平成28年１月ごろをめどにしておりますけれども、

評価項目に基づく複数案の比較評価をここで行いま

して、最終的に平成28年２月から３月末をめどに、
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比較評価を踏まえた計画案の選定を行っていただく

ということでございます。

先ほど申し上げた委員会といいますのは、あくま

でもステップ１のもので、どのような体制で検討を

行うか、どのような意見を把握するかということを

客観性や公平性を持って見ていただく。県が考える

このスキームでいいのかどうかを、この委員会で御

議論いただくということでございます。事務局でつ

くったものでそのまま突っ走るということではなく

して、事務局が考える案について、これでいいのか

というものを専門家の委員の方にも聞きながら、そ

して県民の方々の意見も聞きながら、丁寧に進めて

いきたいということが県の考え方でございます。

○玉城義和委員 とにもかくにも、実際の建設に向

かって走っていると。私はかつて、昭和52年ごろで

したか、1977年ですか、三十七、八年前だと思いま

すが、平良幸市知事のときに、日本国有鉄道の調査

部等々と一緒になって沖縄国鉄導入計画を出したこ

とがありますけれども、要するに、沖縄の鉄道とい

うものは盛り上がったり少し引いたり、そういうこ

とが二、三回あって、やっとここまで来たという意

味では非常に感慨がありますが、実際に今のステッ

プ５まで含めて着工は何年ごろを目途にしているの

ですか。

○謝花喜一郎企画部長 私はかねがね平成31年まで

には着工したいということを答弁させていただいて

おります。

○玉城義和委員 県の委員会とか何かということは

少し別にして、県の考え方を少し整理して聞いてお

きたいのですが、線路を敷く場合の基本的な考え方、

何を基本的に捉まえてセットしていくかというとこ

ろはどうですか。

○謝花喜一郎企画部長 これにつきましては、先ほ

ど申し上げましたステップ３で評価項目の議論にな

ると思います。この評価項目をどのような形で捉え

るかが実は大変重要だと思っておりまして、その点

の御質疑だと思いますけれども、これについては我

々は委員会で御議論いただこうと思っておりますの

で、ここで発言していいかどうか気になるのですが、

あくまでも参考ということで、確定ではなくて参考

ということで申し上げますと、例えば利用客数はど

うなのか、それから事業費はどうなのか、騒音はど

うなのか、振動はどうなのか、ＣＯ２削減はどうな

のか、景観はどうなのか、実はそういったさまざま

なものが考えられるだろうということは、今、推測

しているところでございます。ただ、これらについ

ても、しっかりと県民の意見も踏まえながら、委員

会の中で御議論いただくということでございます。

○玉城義和委員 当然それは事務局案を出さない

と、さあ、どうですかという話にはならないわけで

すよね。だから景観もそうだし、いろいろあるかも

しれませんが、要するに、どう線を敷くかというこ

とは、人口とか何かもありますが、県土の再配置と

いうか、県土の有効利用ということが前提になけれ

ばいけないわけですよね。そういう意味で、要する

に、県の持っている哲学というか、こういう沖縄県

をつくりたい、沖縄本島をつくりたいのだというも

のがないと線なんか敷けないわけですね。それを聞

いているのです。

○謝花喜一郎企画部長 それは全く同感でございま

して、これについてはしっかりと県も持ってござい

ます。５つございます。検討を開始するに当たりま

して、県の基本的なスタンスですが、まず県土の均

衡ある発展、それから高齢者を含めた県民及び観光

客の移動利便性の向上、中南部都市圏の交通渋滞の

緩和、世界水準の観光リゾート地の形成、駐留軍用

地跡地の活性化、低炭素社会の実現などを図る。そ

ういった観点から、我々は鉄軌道を進めていきたい

と考えているところでございます。

○玉城義和委員 多少漠然と項目を挙げたという感

じだけれども、例えばもう少し具体的に言えば、ど

こに駅をつくるかということなのですよね。これは

非常に重要なことで、駅を中心にして駅前広場がで

きて、そこに住宅地を含めてできてきますので、例

えば既存の集落との関係とかが全部出てくるわけで

すね。これは社会形成的なものを全部変更していく

可能性があるわけです。ある面でいえばまた設備投

資とか、そういう景気刺激策にもなるわけで、そう

いう意味で、駅を幾つつくって、それをどこに配置

していくかということは、沖縄本島全体のあり方に

非常に強く影響してくるわけですね。そういう意味

で基本的にどう考えるかということですよ。既存の

住宅地との関係とか、全く新しく町をつくっていく

のか、駅を中心につくっていくのかとか、その辺だ

と思うのですがね。

○謝花喜一郎企画部長 駅の位置につきましても

ルートと非常に関連してまいりますし、評価項目を

どこでどう見るかによっても変わってまいると思い

ます。これも想定の段階での答弁にさせていただき

たいのですが、例えば人口の集積状況ですとか将来

の開発予測、それからほかの交通機関との連結が可

能か、また観光需要、そういったことなどが一応考



－204－

えられるのかなと考えております。

○玉城義和委員 私は県議会に来てからずっと同じ

ことを言い続けておりますが、１本１時間で結ぶこ

とによって那覇市の過密を解消する、ヤンバルの過

疎を同時に解消していく、そういう効果がなければ

いけないと思うのですね。そういう意味で言って、

例えば少し早いかもしれませんが、ヤンバルへの人

口の移動というか、そういうものはどう想定をされ

ていますか。

○謝花喜一郎企画部長 この点につきましては沖縄

県総合交通体系基本計画で我々はしっかり明記して

おりまして、那覇市と名護市を１時間で結ぶという

のが我々の命題となっております。これがある意味、

当初に申し上げました基本的スタンスの冒頭の県土

の均衡ある発展に資するということがございますの

で、那覇市と名護市を１時間で結ぶということは、

しっかりと我々、柱に据えて取り組んでいきたいと

考えております。ただ、一方でさまざまな意見の方

がいらっしゃいますので、この辺はそういった方々

の声にも耳を傾けながら進めていくということでご

ざいます。この狭い沖縄、そんなに急いでどうする

のみたいな感じで言われたりもするものですから、

そういった方々がいらっしゃるということも事実だ

ということを、今、申し上げたものでございます。

○玉城義和委員 それはマニアの方で、交通は高速

道路で行けばいいではないかと、こういう投書も見

たことがありますが、これはとんでもない話ですよ。

だから趣味的に話されたのでは困るのです。県とし

て、さまざまな意見がありますみたいなことを言わ

れたら、私は違うと思いますね。やはり何のために

敷くのかということがあるわけで、そこはきちんと

押さえておかないといけないと思います。

それで、１時間で名護市と那覇市を結んだ場合、

地域社会に与える影響、さっき言ったのはどのぐら

いの人口が移動するのかということを聞いているわ

けです。そういう試算はないですか。

○謝花喜一郎企画部長 今どのような形で人口が動

くかということだと思いますけれども、我々はその

部分についてデータを持ち合わせていないというこ

とです。ただ、やはりこの間の14日の沖縄鉄軌道・

計画案策定プロセス検討委員会の中でも、いろいろ

細かいデータは備えておく必要があるだろうという

ような指摘がございましたので、可能な限りデータ

をそろえて、委員、それからまた委員にお示しした

ものは基本的には県民の方にも公開するというスタ

ンスで臨ませていただくことにしておりますので、

提供していきたいと考えております。

○玉城義和委員 地域社会がどのように変わってい

くのかと、あるいは北部地域にどれぐらいの人口が

移動するのかということは、当然資料で出さないと

説得力がないですね。それはぜひやってほしい。バ

ス会社との関係も出てきますけれども、私は、先ほ

どおっしゃったいろいろな意見があるという言い方

は、やはりこれは我々は趣味でやっているわけでは

ないのでね。国道58号で行くと２時間もかかるわけ

ですよ。４時間以上かかって、混んでいて経済的に

も仕事にならないですよ。そういう話をしているわ

けで、狭い沖縄急いでどこへ行くなんて、こんなこ

とはとんでもない話です。整備新幹線もあるし、全

国でみんなあるではないですか。だから我々はそれ

をずっと言っているわけで、県土の有効利用を言っ

ているわけで、そういう趣味的な話をされては困る

のですよ。ぜひそこはきちんと信念を持って対応し

てほしい。それから早くやって、我々が生きている

間に一番電車ぐらい乗せてほしいと思っていますの

で、ひとつ企画部長、頑張ってください。御決意を

どうぞ。

○謝花喜一郎企画部長 ようやくここまで来たとい

う感がございます。私としては、ある意味、県民の

悲願ということは十分認識しておりますので、その

スタンスで、しっかりと取り組んでいきたいと考え

ております。

○山内末子委員長 先ほどの玉城委員の質疑に対す

る答弁を訂正したい旨の申し出がありますので、こ

れを許可します。

松永亨市町村課副参事。

○松永享市町村課副参事 済みません、先ほどの答

弁で、昨年度の実績で一番大きいところ、本部町の

答弁の訂正をお願いしたいと思います。先ほど、一

番大きい団体は本部町、１億681万8000円と申し上

げたところですが、訂正をお願いします。実績とし

まして、本部町は平成24年度の繰り越しに係る分と

しまして541万1000円、これは繰り越しに係る分で

ございます。それと合わせまして平成25年度に係る

分としまして4037万4000円。これの合算額になりま

して、トータルとしまして4578万5000円が本部町で

最大ということになります。最少の北大東村は、先

ほど申し上げましたとおり188万1000円で変わりご

ざいません。申しわけございません。

○山内末子委員長 休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時22分再開
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○山内末子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

田勝廣委員。

○ 田勝廣委員 まず議会費からよろしく。

私は議員になって11年を少し超えたかな。そのと

きにはたくさん新聞とか、各階に担当の女子職員も

いて、賃金職員だと思うけれども。最近、本土紙が

なかなかなくて、僕の調べでは図書室だけだと思う。

政務調査課とかそういうところはやはり本土紙。僕

らも琉球新報、沖縄タイムスはとっているけれども、

やはり本土紙をとって、沖縄問題がどのように報道

されているかとか、また、基地問題がどういう形で

本土紙に取り上げられているかとか、さまざまな課

題があるので。これで一番感じたのは、４・28の主

権問題。この４・28の主権問題は本土紙でもかなり

取り上げられていたので、そういうことからすると、

政務調査課あたりはぜひ本土紙をたくさんとって―

僕が一番利用しているのではないかと思うけれど

も、活用するということが１つ。

それから、僕も国会にいたので、国会の調査とい

うものはかなり専門職で、国立国会図書館も含めて

やると、諸外国の立法調査とか、さまざまな情報が

入ってくるわけですよね。そういうことからすると、

今県職員がやっている個々の委員会の記録の校正と

いうか、そういうところに時間をとらないで、もっ

と専門を生かしたほうがいいのではないかと。校正

する時間でもっと調査をやったほうがいいのではな

いかと。

それから３点目は、例えば米軍基地関係特別委員

会。ここは総務企画委員会だとすると、防衛白書を

政務調査課の職員が読んで、自衛隊であるとか、ど

ういう情報が入っているよとか、こういうことも含

めて各委員会の担当職員がみずから調査したものを

議員に提起できるように。そうしてくると専門職だ

から職員も楽しいのではないかなと。我々が例えば

いろいろな資料をお願いするときに、既成の資料、

僕らが知り得ていない情報を職員が我々に提供して

くれると非常にありがたいなと。そういうことで、

ぜひその辺も議会事務局長にお願いしたいと思って

います。

○比嘉徳和議会事務局長 質疑が３点あったと思い

ます。まず１点目の新聞の購読については、委員御

案内のとおり、現在、県議会の図書室には、毎日新

聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞

の本土５紙を置いて、議員全員の閲覧に供している

ところでありますけれども、議員によっては、そこ

から切り抜きしたり、さまざまな活用をしたいとい

う御趣旨だと思います。これについてはどのような

形であり得るのか、切り抜き用のものをもう少し置

いておくとか、いろいろ検討させていただきたいと

思います。

それから、政務調査課の職員が記録の校正に時間

をとられて、もう少しほかの活動をしたらどうかと

いう趣旨かと思いました。委員会の記録の校正とい

うものは、ある意味、事務局の本来業務の一つでも

あって、校正することによって委員会で何が起きて

いるのか明確に把握したり、次の委員会への対応が

滞りなくできるようなことにもつながるかなと思い

ます。一方で、それに余りにも時間をかけ過ぎると、

委員がおっしゃった調査活動というものに支障が出

るかなと思います。そのような意味で、ある程度外

注できるものは外注しているところであります。た

だ、全部が外注となると、直ちに委員の発言を確認

したいとか、そのような緊急のニーズに応えること

ができなくなりますので、どの部分が外注できるか、

どの部分が効率化できるか、これについても少し検

討させていただきたいと思います。

３点目が、これも政務調査課の職員に対するリク

エストだと思うのですが、防衛白書とかさまざまな

資料を読み込んで議員に提供したり、もしかしたら

ディスカッションしたりということまで望まれてい

るのかもしれませんけれども、これについては、我

々職員は常にアンテナを張って、情報収集に努めて

いきたいと考えております。

ちなみに、来年度から、議会事務局職員の中から

１人、内閣法制局に派遣いたしまして、内閣法制局

での職員のありよう、情報収集のありよう等々を研

修させてまいりますので、それも今後、事務局職員

の資質向上につなげていきたいと考えております。

―失礼しました。今、私は内閣法制局と言ってしまっ

たかもしれませんが、衆議院法制局の間違いですの

で、おわびして訂正させていただきます。

○ 田勝廣委員 １つは、例えば僕らはいつも現場

を見に行きますよね。だから政務調査課とか、各委

員会の皆さんも含めて、やはり自分たちで現場に行

けて調査できるような。例えば基地問題は、キャン

プ・ハンセンとかキャンプ・シュワブの埋め立ては

結局今どうなっているかということは、我々だけで

はなくて職員も知る必要があると思うのです。高江

がどうなっているかとかね。基地問題だけではなく

て、例えば台風被害でも、委員会で決める前に直接

調査に入ると、また委員会でこういう報告ができる
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ではないですか。そういう敏速なことをやってくれ

れば非常にありがたいなと。こちらは報告を受ける

だけだからね。例えば農林水産部の報告を受けるだ

け。そうではなくて、そういうものをやってくると、

職員も非常に活気づくのではないか、やる気満々に

なってくるのではないかと思うけれども、どうです

か。

○比嘉徳和議会事務局長 議会事務局職員とか議会

事務局の本来的な役回りは、委員会活動を補佐する

ということですが、議会活動、委員会活動の中で補

佐するといった場合、日常的な課題として現場に職

員が出向くということは、恐らく今までやったこと

がないところなので、業務との兼ね合いでできるか

どうかも含めて、これも少し検討させていただきた

いと思います。

○ 田勝廣委員 だから補佐という場合は、失礼な

言い方をすると、ただ議員の下請というか、そうで

はなくて、主体的に調査をして、それを報告すると

いうことが一番気合いが上がるのではないかと僕は

思うけれどもね。やりがいもあるし。それは検討し

てください。

企画部長、25ページ。実は僕も皆さんから紹介を

受けて、佐賀県の重粒子線がん治療センターへ行っ

て勉強してきました。向こうの特徴は、いわゆる公

設民営なのだね。そういうところと、これから皆さ

んがつくろうとしている重粒子線のものとの違いを

聞かせてください。

○謝花喜一郎企画部長 私は佐賀県はタイミングが

悪くて行けなかったのですが、県が今、考えている

重粒子線治療施設は公設民営方式です。具体的に申

し上げますと、重粒子線の装置は、正確な数字は後

ほど確認しますが106億円かかります。これが結構

金額を占めますが、これは県で整備する。建物につ

いては当然、運営主体で建ててもらうわけですが、

これに対しては補助をしようということを考えてお

ります。県が持っている装置をその運営主体に貸与

して、事業をやっていただくということを考えてお

るところであります。

○ 田勝廣委員 こういう写真とか図面とかは、皆

さんのところにあるのですか。

○謝花喜一郎企画部長 今はまだ構想段階でござい

まして、例えば国立研究開発法人放射線医学総合研

究所―放射線医学総合研究所とか佐賀県とかの資

料、パンフレットは我々は入手しておりますけれど

も、どういった設計にするかについてはまだまだこ

れからでございます。今、県が考えておりますのは、

放射線医学総合研究所で研究している次世代の３Ｄ

のガントリー方式の重粒子線治療施設を導入しよう

と考えております。これについては放射線医学総合

研究所といろいろ意見交換などもしておりますの

で、そういった情報が入れば、それは公開できると

思っております。

○ 田勝廣委員 全国に大体幾つあって、それで沖

縄は何番目につくられて、それから経営が成り立つ

か成り立たないか、その辺の分析を説明してくださ

い。

○富永千尋科学技術振興課長 今、全国で設置され

ている重粒子線施設は全部で４カ所でございます。

一つは先ほど企画部長からも紹介がありました千葉

県にある放射線医学総合研究所の重粒子医科学セン

ターというところ、その次に兵庫県の施設、それか

らあと群馬大学にまた一つあります。あと、先ほど

委員がおっしゃられた佐賀県のものは九州国際重粒

子線がん治療センターということで、鳥栖市のほう

にございます。

○ 田勝廣委員 ４つの施設の大体の経営分析はど

うですか。

○富永千尋科学技術振興課長 経営分析といいます

か、大体採算がとれているかということですが、見

たところ、おおむね全ての施設で採算ラインに来て

いると。済みません、佐賀県のほうはまだ開設した

ばかりですが、今、目標の患者数を超えているとい

うことでお話を伺っています。

○ 田勝廣委員 これは開院してからすぐに採算を

とれるの。普通、常識的には、開院した後すぐは採

算がとれないと思うけれどもね。

○富永千尋科学技術振興課長 済みません、先ほど

申し上げましたのを訂正させていただいて、最初に

初年度の目標の患者数がありまして、それは一応超

えているということでございます。

○ 田勝廣委員 要するに、沖縄県は５番目になる

わけですね。

○富永千尋科学技術振興課長 今、建設予定中のと

ころに神奈川県と大阪府がございます。神奈川県の

ほうが少し先にできるかなと考えていますけれど

も、大阪府が沖縄県とどれぐらいになるかというこ

とはわかりません。

○ 田勝廣委員 沖縄県は人口140万人。佐賀県は

交通の便がよくて九州各県からそこにとなると、採

算性からすれば、大都市の中に存在しているわけね。

沖縄県だけで140万人の県民が対象になる。この辺

の採算は、経営分析上どうですか。
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○謝花喜一郎企画部長 手元に資料がありませんけ

れども、県が一般社団法人沖縄県医師会に委託して

行った調査によりますと、県内で100名ほどのがん

患者が見込めるだろうと。それから、県外から200

名ほどはまず可能だろうと。これは国立の結核の病

院とか放射線医学総合研究所とか、いろいろなネッ

トワークを通してやると。あと、また海外からも、

沖縄県は東アジアに近いという地理的優位性を生か

しましてそういったことをやれば、400名から500名

は集患が可能だろうというデータが出ていると記憶

しております。

○ 田勝廣委員 今、例えば沖縄県立中部病院とか

民間に、放射線技師を含めてレントゲンがあります

ね。今そういう機器を持っている、放射線治療をし

ている病院は県内に幾つありますか。

○富永千尋科学技術振興課長 がん拠点病院という

形で放射線治療ができる病院がございます。これが

琉球大学医学部附属病院と沖縄県立南部医療セン

ター・こども医療センター、沖縄県立中部病院、あ

と地方独立行政法人那覇市立病院。拠点病院という

位置づけでは県立病院と大学病院ということになっ

ております。

○ 田勝廣委員 そういう機器を持っているのは

バッティングするよね。だから僕が聞いたのは、重

粒子は大体これぐらいやりますよと。今、僕が説明

したのだって、ここまでの治療は今までの放射線で

大丈夫だと。だから、この深さを検証するときに重

粒子が必要であると。その辺の分析はどうなってい

るかということを僕は聞いているわけです。

○富永千尋科学技術振興課長 重粒子線による放射

線治療の１つのメリットとしては、今、 田委員が

おっしゃったとおり、深いところのがんに非常に効

くと。放射線治療をする場合、表面まで影響がある

ということがあって、それを要するに深部でとめる

ところで効果があります。そういう中で複数、最適

だと言われているがんの種類がありまして、今回、

前年度の調査で大体100名から150名ぐらいと推定し

ているのは、その対象になるがんの方たちがおおむ

ねこれぐらい推計できるだろうということで推計し

ております。

○ 田勝廣委員 皆さん分析していると思うけれど

も、今、放射線でがん治療を受けている患者さんは

県内で何名ですか。そこまで分析しないと経営はな

かなか難しいよ。

○富永千尋科学技術振興課長 まずこの推定です

が、前年度の調査では、沖縄県のがんの患者数は、

2008年の数字で3191名というベースのもとに、これ

に重粒子線を適用される患者数の割合を、先行して

いる県の比率を使って推計して、例えば１年目は47

名から102名、２年目は89名から93名、３年目は137

名という推計をしています。

○ 田勝廣委員 深さ浅さが問題だから、しかも１

回だろうが２回だろうが150万円かかりますよと。

そういうところも分析して、患者さんが来るか来な

いか分析してくださいね。そうしないと、つくった

後、大変なことになる可能性も出てくるので。競争

が激しくなってくるからね。しかも140万人の人口

であるということで、立地条件としては悪い条件で

あるわけです。

もう一つ、これは10年で約1800億円経済効果があ

りますということは、１年で180億円だよね。こん

な分析、ありますか。１年で180億円だから、これ

はすごくもうかるよ。たくさんつくったほうがいい

よ。これはどこで出したの。

○富永千尋科学技術振興課長 今のは主要施策の成

果に関する報告書の中にあるもので、これは経済効

果を全部で４つに分けています。１つは医療そのも

のから出る効果、もう一つは教育、例えば、今、想

定しているのは医療関係の教育機関の立地も想定し

ているのでその部分、あと、これに伴う研究開発、

あとは学会とかそういうものの交流ということで、

そういう形で一応経済分析をして、この10年分の効

果ということでこの1800億円というものを出してお

ります。

○ 田勝廣委員 余りこれにかかわりたくないけれ

ども、よそもそういう分析をしているの。よその既

成の重粒子線治療、放射線治療もそういう分析をし

ているの。

○富永千尋科学技術振興課長 今、少しお伺いする

と、群馬県の事例では医学部に附属施設があります。

そこで一応経済効果は出されていると。

○ 田勝廣委員 経済効果というものはどういう分

析をしているの。波及効果か、それとも……。

○富永千尋科学技術振興課長 申しわけありませ

ん、波及効果です。

１つは、今の視点とはまた少し別の視点になるか

もしれないですが、もともと放射線治療そのものが

余り県内も国内も少ないということで、こういう重

粒子線治療を通じて放射線治療そのもののパイを広

げていくということが１つ考えられるかなと思いま

す。

○ 田勝廣委員 少し認識が甘いので、もう少し分
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析を聞かれたらぱっと納得できるような分析の仕方

をしてください。

沖縄振興一括交付金ですが、この繰り越しをした

ものを諸収入に入れてあるね。それが１つ。２つ目

は、繰り越しが90億円になっているので、この90億

円の繰り越しの内容はどういうことなのか。不用額

が37億円あるので、これはもう少し詳しく説明して

くれませんか。

○松永享市町村課副参事 繰越額の90億円の内容を

御報告しますけれども、市町村の沖縄振興特別推進

交付金の合計額が、億単位で申し上げますと、約89

億円。

○ 田勝廣委員 内容を話してくれればいい。数字

はいいです、内容だけ。どうして繰り越しが90億円

なのか、この内容を言ってちょうだい。数字はいい

のよ。

○松永享市町村課副参事 平成25年度分と平成24年

度からの繰り越しの合計で約90億円の繰り越しがご

ざいます。この要因でございますけれども、内容と

しましては、例えば計画変更でありますとか、設計

調整におくれが生じたものでありますとか、資材の

入手が困難であったもの、あるいは関係機関との調

整がおくれたもの、さまざまなものがございまして、

こういう要因の中でトータル的に90億円の繰り越し

が出たということでございます。

○ 田勝廣委員 繰り越しが多い市町村というもの

はいつも一緒か、それとも新しい繰り越しが出てき

ているのか。もう３年目だから、90億円というもの

は多過ぎるのだよ。

○松永享市町村課副参事 御承知のとおり、平成24

年度からの制度でございますので、まだ２回目の繰

り越しということになります。現状として繰越額が

大きい団体を御紹介しますと、一番大きいところが

那覇市、次いで与那原町、そして名護市という順番

で今繰り越しが多い。平成25年度に関していえば、

その３団体が多いという状況になってございます。

○ 田勝廣委員 繰り越しになって、また次は収入

に入れて、またそれを国庫支出金で頼んで、また県

で流すわけ。

○松永享市町村課副参事 沖縄振興特別推進交付金

につきましては、年度が終了してから実績の報告を

国に行うことになりますので、県からの実績報告に

基づきまして国からの確定通知を受けて、それに対

して請求して、年度が明けた４月末に支払われるこ

とになりますので、その分は国庫として受け入れる

というものではございません。

○ 田勝廣委員 繰り越しされると、各市町村にお

金が残るのではなくて、皆さんに返金するの。

○松永享市町村課副参事 繰越分に関しては、年度

が明けて、改めてまた国に請求していくことになり

ます。

諸収入に入っている額につきましては、先ほど申

し上げましたとおり、この沖縄振興一括交付金は平

成24年度からの制度でございますけれども、平成24

年度から平成25年度に繰り越した事業に関して概算

払いが受けられなかったという状況がございます。

平成24年度から平成25年度に繰り越した事業に関し

ましては県で立てかえ払いをしておりまして、年度

が明けた平成25年度になってそれを諸収入として受

け入れたということでございます。

○ 田勝廣委員 まあ、複雑だから。

次に、基地補正の今の状況を説明してくれません

か。

○宮城力市町村課長 普通交付税の算定におきまし

て、基地所在市町村におきましては、基地に係る財

政需要を需用額で割り増しして算入しております。

その算定の基礎としましては、アメリカ合衆国軍隊

の構成員、軍属及び家族の数、アメリカ合衆国軍隊

の用に供する土地の面積、そして自衛隊の用に供す

る土地の面積を基礎としまして交付税上の加算が行

われている状況です。

○ 田勝廣委員 もう時間がないから、ずばり、構

成員の人数は皆さんはわかりますか。

○宮城力市町村課長 交付税の算定におきまして

は、これらの数値について総務大臣が通知をするこ

とになっております。その数値をもとに交付税の算

定をするということで、通知については総務省から

示されることとなっております。

○ 田勝廣委員 要するに、総務省は、構成員の人

数とか面積とかを明らかにしないで、この額だけを

提示するということですか。

○宮城力市町村課長 その人数について通知がされ

るということでございます。

○ 田勝廣委員 その人数については、県や市町村

にも通達されるということですか。

○宮城力市町村課長 市町村に対しましては県を通

して通知することになります。

○ 田勝廣委員 では、これは県議会に公表できま

すか。

○宮城力市町村課長 総務省に確認したところ、こ

れについては非開示扱いになっているということで

ございます。
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○ 田勝廣委員 これは非常に大きな問題だと思

う。やはり特定秘密の保護に関する法律に基づいて、

これからこういう問題がたくさん出てくるのではな

いか。前は公表していたわけ。僕も町長時代、よく

わかるわけね。今は公表されない。この理由は何な

のか。ここは僕は問い直す必要があると思う。例え

ば海兵隊がキャンプ・ハンセンに何名いるのか、軍

属が基地外に何名いるか、基地内に何名いるか。こ

れは公表しないと、例えば基地外にいる人々、軍属、

軍人、住居を構えているわけだから、日常的に生活

するわけよ。そこに誰が住んでいるかわからないの

で。

これは僕は知事公室長にも言ったけれども、ここ

ははっきり市町村にやるべきだよと。誰が住んでい

るかわからなくても、ここは外人住宅で、外人が何

名住んでいるというぐらいは市町村に報告すべきで

はないかと言ってきたので。

委員長にお願いしたいのは、ぜひこれを公表して

いただきたいと。そこだけ言っておきましょうね。

○宮城力市町村課長 補足でよろしいですか。総務

大臣から通知される通知につきましては、それぞれ

の市町村に所在する人数で、基地内にいる、あるい

は基地外にいるという区分で通知されるものではご

ざいません。

○ 田勝廣委員 僕も内容は大体わかるよ。

終わります。

○山内末子委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 企画部長、まず、午前中の皆さん

からも聞かれたとは思うのですが、42億7000万円と

いう不用額の出し方は、企画部長としては多い少な

いをどういう形で見られているのですか。内容的な

面からしても、沖縄振興一括交付金、市町村のもの

からしたら大した額ではないとか、どういう認識を

持っていますか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄振興一括交付金の不用

額42億円が多いか少ないかという御質疑ですが…

…。不用額ですか。

○當間盛夫委員 42億円は不用額だけれども、沖縄

振興一括交付金の37億円というものはわかるけれど

も、この不用額の出し方を企画部長としてどう考え

るか。

○謝花喜一郎企画部長 不用額は入札残とか事業計

画の変更などによって生ずるものだと思いますけれ

ども、ただ、せっかく国からいただいた交付金です

ので、この不用額はできるだけ少ないほうがよろし

いかと考えております。

○當間盛夫委員 この中でやはり一番大きいのが

さっきの沖縄振興特別推進交付金、37億円ですか。

企画部長、国庫だから全部返還という話なの。これ

はどのように処理されるのですか。

○松永享市町村課副参事 沖縄振興特別推進交付金

に関しましては、返還ということではございません

で、年度終了後、県から内閣府に実績報告をする。

年度が明けた４月とかの期限が打たれておりますけ

れども、そこで国に実績報告をすることになります。

その後、県に対して国から額の確定ということで、

確定通知を４月中旬ぐらいにもらいまして、それに

対して同じく４月中旬ごろに内閣府に対して請求す

る。その上で４月末になって支払われるという流れ

になります。したがいまして、内閣府に提出する実

績報告の中に不用額は計上されてきませんので、国

庫の受け入れもございませんで、不用額を国に戻す

作業もございません。

○當間盛夫委員 戻すとかそういう性質のものでは

ないということはわかったのですが、でも企画部長、

37億円というものは、やはり各市町村の予算等々を

考えると金額的には大きいですよね。那覇市の沖縄

振興一括交付金でも50億円ぐらいでしょう。37億円

となってくると、幾つかの市町村の分になってくる

はずだよね。１市町村にやると５億円とか、少ない

と２億円、３億円という数字になってくるのだけれ

ども、沖縄振興一括交付金はそういう意味で県の指

導、市町村の自主性ということで任せているのに、

逆にもう知恵がないのかと思われても仕方ないのか

なという数字になってくると思うけれども、その辺

は、企画部長、どのように考えますか。

○謝花喜一郎企画部長 いわゆる不用額ということ

で、例えば交付を受けた額を事業計画を立てること

ができなくて使えなかった、イコール不用額という

ことではございませんで、事業を行ったけれども入

札などをしたら入札残が出たとか、また、一部事業

計画の変更を行って、当初考えていたよりも事業が

縮小されて、結果として不用額が出た、その積み重

ねが平成24年度、平成25年度合計で37億円という数

字になるわけでございます。ただ、先ほども申し上

げましたけれども、せっかく国からいただいた交付

金ですから、可能な限り不用額は少ないほうがよろ

しかろうということで、やはりこの不用額の縮減の

対策は重要だと認識しているところでございます。

○當間盛夫委員 計画が甘いと言われても仕方ない

ね。そういう部分での積算がなっていないところも、

今の企画部長の説明になってくると、この事業をや
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ればいいだろうと、ある程度ざるみたいな見積もり

をとって、その分のものがこれだけで済んだという

形。

国の税金を使っているわけだから、やはりもう少

し市町村の皆さんにも、今度も補正で５地域ですか、

裏負担もやってくるわけですから、この市町村が10

年後どういう市町村になっているのか、我々は再三

そのことを皆さんに言っているわけですから。この

沖縄振興一括交付金を使って41市町村の将来像を見

ないと、ただ不用額がけしからんという話ではなく

て、この予算的なものをしっかりと活用することで、

その市町村のあり方を示していかないといけないの

ではないかと再三申し上げておりますので、お願い

をしたい。これはもう答弁は要りませんので。

その中で、事故繰越というものが２億1000万円あ

るのだけれども、この事故繰越とはどういうことな

のですか。

○松永享市町村課副参事 事故繰越が４件ございま

して、トータル２億1400万円余りになってございま

す。内容としまして、那覇市で１件、名護市で２件、

粟国村で１件、トータル４件の合計２億1000万円余

りが事故繰越になっているということでございま

す。

○當間盛夫委員 事故繰越とは何ですか。那覇市が

１件とかではなくて、何が事故繰越か。

○松永享市町村課副参事 那覇市の１件でございま

すけれども、事業名を申し上げますと、那覇・福州

友好都市交流シンボルづくり事業の１件でございま

す。名護市の２件でございますけれども、１件が喜

瀬交流プラザ整備事業、もう一件が地域力発信交流

拠点施設整備事業、粟国村で申し上げますと多目的

施設整備事業、この４件でございます。

○當間盛夫委員 那覇・福州友好都市交流シンボル

づくり事業というものは龍柱の件なの。違うよね。

あれは平成25年度の予算か。

○松永享市町村課副参事 平成24年度事業が一旦平

成25年度に繰り越して、さらに平成26年度に繰り越

したのがこの事故繰越の４件でございますけれど

も、那覇市の龍柱の事業に関しましては、平成24年

度の事業でも１つつくっておりまして、平成25年度

の事業でもつくってございます。この事故繰越のも

のは、平成24年度につくったものが、平成25年度、

平成26年度と２年間繰り越されてきているものでご

ざいます。あと１個、平成25年度の事業も繰り越さ

れて、平成26年度に繰り越しとして来ているという

龍柱の２事業でございます。

○當間盛夫委員 事故というから何か取りやめた部

分なのかなとか、いろいろ思うのだけれども、平成

24年度にやっていたものが平成25年度になってし

まった、平成25年度のものが平成26年度になるよと

いう流れなわけね。我々、事故となると、やめたの

かなという思いがあるものだから。

○松永享市町村課副参事 この那覇市の件の事故繰

越の内容をお伝えしますと、設置の場所とかデザイ

ンに関して再検討が必要で時間を要したとか、ある

いは中国から物を仕入れる事業でございますので、

中国側で作業体制の確保が困難、先方の都合でどう

しても時間を要したという理由がありまして、事故

繰越ということになってございます。

○當間盛夫委員 企画部長、これはどこまでどう認

められるの。龍柱のあれは工事も何も始まっていな

くて、聞くところによると、穴は掘ったけれども、

また知事選挙が始まってきたから穴を埋め戻したと

いう話もあるのだけれども、こんな繰り越し、繰り

越しで認められるものがあるの。

○松永享市町村課副参事 今、御説明したとおり事

故繰越ということで、平成24年度が今年度まで繰り

越されてきている状況でございますけれども、那覇

市に確認して、今年度内には終了する見込みで今作

業が進められていると聞いてございます。

○當間盛夫委員 では、これは年度内につくる形に

なるわけね。わかりました。

次に、これは皆さんの主要施策の成果に関する報

告書の17ページ、交通体系の整備。交通運輸対策費

ということで、約50億円予算がありますね。支出は

42億円ということで、繰り越しが５億8000万円、不

用額も5700万円余り出している。交通の部分だけで

これだけ大きな予算を使っているわけですから、こ

の繰り越しとかはどういう部分があるのですか。

○嘉数登交通政策課長 繰越事業は、まず離島航路

運航安定化支援事業、これは離島のフェリーの建造、

または買い取りを支援する事業ですが、平成25年度

は前年度からの引き続きで、伊平屋村、与那国町の

フェリー建造を支援してまいりました。そのうち与

那国航路のフェリー建造過程において、国土交通省

の検査官が法令に適合しているか検査を行うのです

が、バリアフリー化等の対応において設計変更の必

要があるということで、４カ月程度工期が延びまし

た。それで繰り越しをしております。これが１億9497

万1000円でございます。結果として繰り越しはされ

ておりますけれども、７月２日に完成し、７月18日

に初就航が行われております。
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もう一件、公共交通利用環境改善事業ですが、こ

の事業はもろもろ事業をやっておりますけれども、

目的としましては、公共交通の利用環境を改善し、

自動車から公共交通への転換を図ることによって、

公共交通利用者の増大、あるいは県民、観光客の移

動利便性の向上、交通弱者の移動の確保、中南部都

市圏の交通渋滞の緩和を図ることを狙いとしており

ます。その中の一環として、ＩＣ乗車券システムの

開発、導入を沖縄都市モノレール株式会社、それか

らバス４社において進めております。

平成25年度は、このシステムの詳細設計、システ

ム開発に取り組んでおりましたけれども、平成26年

４月、消費税増税がありまして、年末にかけて運賃

改定という作業がバス会社において発生してまいり

ましたので、実際のシステム開発に係る要件定義と

いうのですか、仕様を決める調整がなかなか前に進

まなかったということがありまして、結果としてこ

こで３億8943万1000円の繰り越しが生じておりま

す。ただ、全体のスケジュールでいいますと、沖縄

都市モノレール株式会社においてはことし10月、バ

ス４社においては来年４月のスタートを目標にして

おりましたので、全体のスケジュールにおいて遅延

は生じておりません。

○當間盛夫委員 この中で、企画部長、フェリーは

順調ですか。県が離島の船のことをやるのは。

○嘉数登交通政策課長 買い取り、それから建造支

援とも順調に進めてきております。

○當間盛夫委員 その分の予算で買うわけですね。

自己負担がないわけね。離島関係は今までであれば

年間１億円余り、リース等を使っての支払いがあっ

たはずです。１億五、六千万円ぐらいあったのでは

ないかと思うけれども、それがないということに

なってくると、間違いなく運賃にそれが反映されて

こないといけないですね。運賃は低減されているの。

○嘉数登交通政策課長 航路の運賃につきまして

は、離島住民等交通コスト負担軽減事業、飛行機賃

と船賃を低減する事業、そこにおいて約３割から７

割の運賃低減が図られていることになっておりま

す。

○當間盛夫委員 違う違う。交通政策課長、僕が聞

いているのはそうではなくて、これは村が持ってい

る部分だよね。例えば南北大東村であれば民間に委

託している。その皆さんの努力で運賃は下がってい

るのですかということ。皆さんが３割補充した云々

ではなくて。

○謝花喜一郎企画部長 我々がこの離島航路運航安

定化支援事業を導入した経緯というものは、やはり

これまでのスキームでは毎年毎年のリース料が町村

の財政を圧迫しているという背景がございました。

當間委員が御指摘のとおり、建造、また買い取りと

いう形で、その分の負担が軽減するのは御意見のと

おりでございます。我々は、やはり将来的にあるべ

き姿としましては、その分について運賃の低減化を

独自で図っていただきたいということは、いわゆる

出口の効果として期待しているところではございま

す。

○當間盛夫委員 企画部長、将来的にはではないの。

県がやることで負担が減るわけだから、関係市町村

がそのことをもって運賃を低減させるために我々は

やったはずです。では、県でやりましょうと。これ

は将来的に云々ではなくて、向こうも人件費がか

かっているのだとか、そういったものはいろいろあ

るでしょうけれども、でも、船を買う、リースは負

担軽減になっているわけだから。各市町村、例えば

運賃を5000円にしているものを2000円にしたら、残

り3000円が年間どれだけになるということもやはり

出してもらわないと、離島振興ということでやりな

がら、結果的に離島に行く部分が住民のものにもな

らない、観光客に向けても全く意味合いをなさない

ということでは、何のためにこのことをやるのかと。

○嘉数登交通政策課長 この事業を導入した目的

は、まずはバリアフリー化等を図っていく必要があ

るということと、先ほどおっしゃっていたリース料

というものが各市町村、それから民間航路事業者に

おいても赤字を出しているところがありますので、

そういったリース料負担が非常に大きいということ

がありまして、そのリース料負担を減らしていけな

いか、つまり赤字が減らせないかという目的で、初

期投資に対して補助をやっているということでござ

います。その事業の効果としまして、当然リース料

等が軽減されますので、確かに航路事業自体は従前

よりも楽にはなりますけれども、欠損自体が全て解

消される状況にはなっておりません。

ただ、公営航路、民間航路事業者に対してお願い

していることは、仮に公営航路において完全に黒字

化しましたということになった場合、当然船は耐用

年数がございますので、次期の船舶更新に向けて、

特定目的基金に次期船舶の建造にかかる費用を積み

立てておく必要があるということで基金を設けさせ

ております。

それから、民間航路事業者においては、黒字になっ

た暁には、当然、當間委員がおっしゃっているよう
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な住民、利用者への還元ということがありますので、

そこは運賃の低減について検討してくれるよう、お

願いしているところでございます。

○當間盛夫委員 皆さん、例えば久米島町とかそう

いったところにしても、この辺が不透明なのだよ。

結局赤字にしておかないと、そういった部分のもの

をやらない。沖縄総合事務局を含めて、補助を含め

てそういった部分はなかなかやらないところがあ

る。その辺は沖縄総合事務局を含めてもう少し整理

したほうがいいのではないの。結局、運賃を低減す

ると、皆さんそういった部分にいろいろな仕組みが

あるけれども、現実にはこれだけのお金を出して建

造しているわけだから、低減しないほうが一般的に

考えておかしいでしょう。どんな仕組みがあるのか

わからないけれども、これだけのものがあって何で

運賃が低減されないのかということを皆さんもう少

し整理しないと。

○嘉数登交通政策課長 今、當間委員がおっしゃっ

ているのは、船舶建造にかかる補助金の部分と、結

果として欠損補助で赤字が出る部分に対する補助の

関係をおっしゃっていると思っております。船舶建

造支援のイニシャルコストを示しますと、赤字額が

減ってまいります。この赤字額に関しましては、国

と県と市町村で赤字を埋めるための補助をやってお

りまして、結果、船舶建造の補助をしますと赤字が

小さくなってくるということがございます。直接住

民に行っている形にはなりませんけれども、市町村

の負担は減っているという意味では、住民に対する

負担の軽減にはつながっているのかなと思っており

ます。

○當間盛夫委員 いや、それはあるよ。市町村の財

政負担が軽くなるわけだから、住民に対する負担は

軽減されているけれども、何で運賃に反映されない

のか、皆さんはもう少しからくり……。皆さんもい

ろいろなものがあるだろうけれども、それは余り、

皆さんのほうがそういったものをきちんとやってい

るはずだから。

でも、根本的に、これだけのものをやっているの

であれば運賃が低減されて当然だとしか思わない。

我々も離島に行くときに、何でこういう形で船のも

のをやっているのに、久米島町に行くにしても、離

島各周辺に行くにしても、また改めて県が離島に行

く分への補助をしてあげたりとか、そういった仕組

み的なものを整理してやってくださいと。もっとわ

かりやすくつくらないと、皆さんの絡んでいるよう

な制度的なものをぐちゃぐちゃ言っても仕方ないわ

けですから、そのことをしっかりと整理してもらい

たいということを提言していきたいと思っておりま

す。

もう一つ、最後になりますけれども、この交通体

形で、先ほど10月からモノレールでシステムが始ま

る、来年４月からバス。これはまた消費税が上がっ

たらどうするの。

○嘉数登交通政策課長 もちろん公共料金について

は消費税転嫁ということになりますので、その分は

転嫁される形になります。

○當間盛夫委員 企画部長、タクシーはどうするの。

○嘉数登交通政策課長 ＩＣ乗車券システムについ

ては、現在、沖縄都市モノレール株式会社、それか

ら沖縄本島のバス４社で沖縄本島ＩＣ乗車券システ

ム検討委員会をつくって導入を進めておりますけれ

ども、もちろん他の公共交通機関からも、タクシー

を含めて、広げたい、展開したいという声はござい

ます。ですから、この沖縄本島ＩＣ乗車券システム

検討委員会において拡張ワーキングというものを

持っておりまして、僕らは第２ステージと言ってい

るのですが、将来的に電子マネーというような展開、

それから他の公共交通機関への展開という部分も議

論していきたいと考えております。

○當間盛夫委員 これは将来的でいいのですが、今、

タクシーにやってあげないといけないのはこの部分

ではなくて、タクシー乗り場の設置とかドライブレ

コーダーとか、やってあげないといけないものが多

々あるはずでしょうから、皆さん交通体形の整備推

進と公共交通ということで言っているわけですか

ら。

これまで沖縄の公共交通はバス、タクシーという

ものがあったのです。これまで一般質問の中でも、

バスにはシステムを含めて何十億円という補助があ

るのに、タクシーにはそういったものが一切ない。

これは国も一緒ですが、我々沖縄は特殊だというこ

とで、もう少しタクシーに対してやってもらいたい

と思うのですが、この決意を企画部長に聞いて、終

わります。

○謝花喜一郎企画部長 そういう御指摘を受けまし

て、我々は、タクシー事業の活性化を目的に、実態

調査をやりたいと考えております。次年度の予算を

要求しようと思っています。勤務実態とか雇用条件、

営業収支、事業上の課題、活性化策、そういったも

ろもろのことについて調査の予算化を検討しており

まして、県としましても、昨今のタクシー業界を取

り巻く厳しい事業環境を踏まえまして、諸課題の解
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決に向けて取り組みを加速させてまいりたいと考え

ております。

○山内末子委員長 大城一馬委員。

○大城一馬委員 18ページですが、いろいろとこれ

までも委員会、また公共交通ネットワーク特別委員

会でもやってきました。懲りずにまた今回もやって

いこうと思っております。

先ほども玉城義和委員から鉄軌道の件について話

がありましたが、今回、沖縄鉄軌道・計画案策定プ

ロセス検討委員会が立ち上げられて、平成26年度、

平成27年度で県民意見を聞きながら計画を策定した

いということですが、たしか去年、一昨年でしたか、

内閣府が、南部、中部、北部でしたか、何カ所かで

鉄軌道導入についての住民説明会ですか、住民意見

交換会をやったと思うのですが、ああいった手法で

やろうというようなお考えなのか。

○謝花喜一郎企画部長 14日に行われました第１回

目の沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討委員会の

中におきまして、実はコミュニケーション計画とい

うものを提案しております。その中におきまして、

県が県民に対して行いたいと考えているコミュニ

ケーションの方法などを提案したわけですが、具体

的に申し上げますと、例えばニューズレターの配布

というものを考えております。これは沖縄鉄軌道

ニュースというものの創刊号を、できれば11月上旬

から50万世帯に、市町村に御協力いただきながら配

布したいと考えております。それから、オープンハ

ウスといいまして、商業施設とか市役所ホールでの

パネル展示なども実施したいと考えております。あ

とウエブサイトですとか、当然各圏域別の行政説明

会もあわせて行いたいということです。

先ほども申し上げましたニューズレターの配布の

中には、後納郵便料金の仕組みを取り入れまして、

切って封筒に張りつけると無料で県に自分の意見が

届くという仕組みも提案しておりまして、そういっ

たことを通しまして多くの県民から幅広く意見を賜

りたいと考えているところでございます。

○大城一馬委員 ニューズレターとか、オープンハ

ウスとか、郵便無料ですか、いろいろなことであり

ますが、この手法はどういう目的なのですか。

○謝花喜一郎企画部長 やはりこの鉄軌道というも

のは、実現するとなると、県の試算で6000億円を超

えるビッグプロジェクトになると思います。また、

鉄軌道の導入というものは、ある意味、県民の悲願

でもあると認識しております。そういった事業を行

うに当たりましては、県民の方々から幅広い意見を

お伺いして、県民の合意形成に取り組むことが極め

て重要だろうということから、そのようなコミュニ

ケーションの手法を取り入れたところでございま

す。

○大城一馬委員 県民から幅広い意見を取り入れた

いと。どういった目的を持って、目標を持ってその

意見を……。やはりそれなりのイメージがあると思

うのですよね。何かをもって意見を取り上げるとい

うことの説明を少ししてもらえませんか。

○謝花喜一郎企画部長 各段階ごとに県民の意見を

賜りたいと考えています。ステップ１からステップ

５まで御説明させていただきましたけれども、今、

年内でと考えております第１段階の検討プロセスや

検討体制の進め方について、先ほど申し上げました

ニューズレターで、実はこういったことを考えてい

るのですよということを御紹介させていただきま

す。これに対しまして、例えば、今、我々が考えて

いる案としましては、進め方に関する県の基本姿勢

としてどうでしょうかとか、検討の対象を構想段階

とすることについてどうでしょうかとか、今回、第

１回の沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討委員会

で県が示したものを説明いたしまして、それについ

て御意見を賜るようなことを考えております。

それぞれのステップごとに検討委員会等で議論さ

れたものについて情報を提供して、幅広く意見をと

るということでございまして、各段階ごとに意見を

賜るのが基本となっております。

○大城一馬委員 一言で言えば、鉄軌道の必要性と

いうことですよね。

○謝花喜一郎企画部長 必要性についても重要な段

階だと思っていますが、この必要性はステップ２で、

年明けてからですが、１月から５月ごろをめどに新

たな委員会を立ち上げますので、その際に幅広く意

見を賜るようなことを考えております。

○大城一馬委員 いろいろな手法を使って県民に鉄

軌道とは何かを周知する、それはそれとして当然必

要性はあるでしょう。そこで、私は毎回お話しして

いるのですが、レター、説明会、オープンハウス等、

幅広い意見を取り入れる、また広報紙的に県民に知

らせる、周知するということもいいのですが、私は

やはり実験路線。

何回も何回も、この間の特別委員会でも提案しま

したけれども、先ほどの企画部長の答弁で、平成31

年度にはぜひ着工に持っていきたいというようなお

話もありました。そういったことも踏まえて、やは

り実際鉄軌道とはこういったものですよと。これは
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ＬＲＴも含めてですが、じかに目に触れさせ、じか

に乗ってもらって、その利便性、快適さ、そしてや

はり渋滞解消、低炭素対策も含めて鉄軌道というも

のがいかに沖縄に必要かをしっかり周知するため

に、いろいろな広報的な周知もいいのですが、やは

りそういう実験路線ということをもっと真剣に、

しっかりと検討してもいいのではないかと思うので

すが、どうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 14日の委員会でも、ある委

員の方から、子供たちにもわかりやすい広報のあり

方という御意見がございました。その一つの方策と

して、今、大城委員がおっしゃったことも大変意義

深いものだと思っております。事業を行う場合に、

開業効果の高い箇所とか施工しやすい箇所からやる

ということが基本的に行われていることでございま

すけれども、やはり事業の全体計画を立てた上で、

その中で先行して行う箇所というものがある意味通

常行われていることだと思っております。全体計画

の中で先行してできるものがあれば、それはそれと

して、また県として取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。

○大城一馬委員 スピード性もいいのですが、何も

九州から東京まで何時間という話ではないと思うの

ですね。やはり北部の振興、あるいは定住要件を満

たす、いろいろな意味でも軌道系の骨格となる鉄道

が必要であると思っております。

ただ、やはり沖縄は、小さな島で鉄軌道を導入し

ようとなりますので、例えばルートによっては自然

環境の破壊。トンネルをつくってとかという案が出

ておりますけれども、本来、これからの時代は、や

はりまずまちづくりを視点に基本に立って、鉄軌道

を走らせるということが次世代の鉄軌道だと思って

いますが、どうでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 大城一馬委員の御指摘のと

おりだと思っております。我々はこの計画案策定事

項として３つ柱を考えております。１つ目は鉄軌道

の整備計画ということで、例えば始発と終着点のお

おむねの位置とかルート、システム、駅の位置の考

え方、それから平面、高架、地下等の考え方、こう

いったものをまず出す必要があると思います。

一方で２つ目にフィーダー交通ネットワークのあ

り方ということで、南北骨格軸を支えるフィーダー

交通としてのネットワーク、この中にはＬＲＴ等い

ろいろ考えられると思いますが、そういったものの

あり方についても検討していく必要があるだろう。

３点目に沿線市町村の役割、これはやはり重要だ

と思っています。どういうことかと申しますと、駅

を考慮したまちづくり計画というものを各市町村に

おいてもしっかり御議論いただきたいと考えており

ます。この３つの柱がしっかり計画として位置づけ

られた暁に、沖縄県が考える鉄軌道の計画案という

ものが国に対しても提案できるのかなと考えている

ところでございます。

○大城一馬委員 平成31年着工をめどにしている

と。完成、供用開始はいつごろですか。

○真栄里嘉孝交通政策課公共交通推進室長 まだ

ルートが決まっておりませんので、事業期間は定め

ておりません。具体的には、事業区間、延長を決め

てどこを通るか、工法を決めて事業期間が大体決

まってくるのですが、おおむね那覇市から名護市と

なりますと相当延長がございますので、10年程度か

かるのかなと思っているところであります。ただ、

10年でも相当、6000億円以上かかる話ですので、毎

年600億円という話でございますので、事業投入し

てそれぐらいかかる事業なのかなということでござ

います。

○大城一馬委員 とりあえずは平成31年着工、ぜひ

これは実現してほしいと。そしてもう一つは、実験

路線、実験ルート、やはり私はぜひ必要ではないか

と思いますけれども、最後に決意を、企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 先ほど申しました全体計画

をつくることは肝要だと思いますが、３本目の柱で

あります沿線市町村の役割、その中で例えば駅を考

慮したまちづくり計画が先行してすぐれた提案を出

していただける、しかもまた、県が行う事業にも積

極的に協力いただけるということであれば、大城委

員がおっしゃった先行的な事業も可能性としてはあ

るだろうと考えております。

平成26年度、平成27年度と、しっかりと県として

の構想段階における計画を出します。国に対して事

業化の要請をいたします。その間に、特例制度の創

設、事業主体の決定、営業主体の決定、そういった

ものをしっかり我々は国と調整に入らせていただき

たいと思っています。詳細検討を行った上で、環境

アセスメント、都市計画決定、鉄道事業法等のもろ

もろの手続を経て、平成31年の工事着手に向けて取

り組んでまいりたいと考えています。

○大城一馬委員 玉城委員と同じで、私が生きてい

るうちにぜひ乗せてください。お願いします。

次に23ページ、沖縄感染症医療研究ネットワーク

基盤構築事業というものがあります。たしかこの件

は昨年取り上げたことがあるのですが、もう一度こ
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の事業の内容を、概略、簡単に説明してください。

○富永千尋科学技術振興課長 これは感染症を対象

にする研究で、今テーマとして３つ取り組んでおり

ます。１つはＡＴＬ、成人Ｔ型細胞白血病と言われ

るやつですね、九州、沖縄に多い病気です。これの

予防、治療を目的とした研究。それともう一つは、

畜産動物に対するワクチンの開発。あともう一つは、

例えばインフルエンザ等感染症の防御を目的とし

た、遺伝子解析技術を用いた診断方法の開発。この

３つのテーマに取り組んでおります。

○大城一馬委員 この研究事業はプロジェクトがあ

りますよね。琉球大学も入っていたかな。そういっ

たところも含めて説明してください。

○富永千尋科学技術振興課長 この３つのテーマそ

れぞれ研究チームを組んで事業をしておりまして、

３つのテーマとも一応琉球大学は関係しています。

○大城一馬委員 民間は。

○富永千尋科学技術振興課長 ワクチン開発は民間

のベンチャー企業が入っていて、あと感染症の部分

では民間の研究所が入っております。

○大城一馬委員 「共同研究プロジェクトを実施し

た」となっておりますね。その下に５点、事業の効

果として出ているのですが、この概略を簡単に。例

えば３点目の沖縄の地域資源を活用した新事業創

出、これは新事業創出をしたのかどうかも含めて、

事業の効果について御説明をお願いします。

○富永千尋科学技術振興課長 例えば３点目の新事

業の創出という部分ですが、１つはＡＴＬ、成人Ｔ

型細胞白血病に関する診断キットが、今、琉球大学

で開発されています。あと家畜感染症ワクチンの開

発、こういったものが実際に進められていまして、

これが今後、産業化につながっていくのではないか

ということです。

これ以外に、特に昨年、沖縄において東アジアの

感染症会議というものを開催して、沖縄で行ってい

る研究の情報発信とか、東南アジアとのいろいろな

感染症関係に関する連携、こういったものも取り組

んでおります。あとＡＴＬに関しては、県内の血液

外来のある病院７つが連携してＡＴＬ外来というも

のを設けております。そこで患者さんのデータを全

部集めて、今後の疫学的な研究に利用する、そうい

う形の体制がかなり整ってきているということで

す。

○大城一馬委員 これは単年度事業ではないですよ

ね。平成26年度はどうなっていますか。

○富永千尋科学技術振興課長 この事業は平成24年

度から平成26年度までということで、３年間で事業

をする予定になっていまして、この間に、今、経過

を申し上げた事業化、例えば診断体制の確立、医療

機関同士の連携の構築を目指しております。

○大城一馬委員 場合によっては平成26年度で事業

終了となりますけれども、やはりこういった研究は

結構高度な研究だろうと思うのですよ。今後、平成

27年度以降もこの事業というものは継続してやる計

画はあるのですか、平成26年度で打ち切りですか。

○富永千尋科学技術振興課長 今、周辺状況を見て

いった場合に、特に沖縄県はアジア・太平洋諸国に

近いということと、国際交流、それから観光、物流

が非常に増大している状況にあります。そういう中

で、感染症対策というものはこれまで以上に非常に

重要になってくると考えます。特に、研究事業の中

に県外の先生方も一緒に入りながら研究プロジェク

トを進めていただいているのですが、特に評価が高

いのは、県内の病院同士の連携がすごくよいという

ことが県外からの評価で、こういった体制は今後も

維持しつつ、感染症防御に対する研究、もしくは体

制の構築を進めていく必要があると思います。そう

いうことで、今回の事業の進 も見ながら、来年度、

どういう形でこれを発展させていくか、検討してい

きたいと考えています。

○大城一馬委員 沖縄を中心とする東アジア研究

ネットワークの構築を世界に広げて、最近アフリカ

から発生しているエボラ出血熱ですか、世界的に拡

大するような状況になっていますので、こういった

研究というものは大事だろうと。ぜひ沖縄が拠点と

なっていろいろな対策を立てられればいいなと思い

ます。頑張ってください。終わります。

○山内末子委員長 以上で、企画部長、会計管理者、

監査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事

務局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。退席後に要調査事

項及び特記事項について協議）

○山内末子委員長 再開いたします。

要調査事項及び特記事項につきましては、休憩中

に御確認いたしましたとおり決することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。
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決算特別委員長に対する決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

午後２時53分散会



－217－

沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月16日（木曜日）

午前10時４分開会

第１委員会室

出席委員

委員長 上 原 章君

副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 座喜味 一 幸君 新 垣 哲 司君

委 員 仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君

委 員 玉 城 満君 瑞慶覧 功君

委 員 玉 城 ノブ子さん 儀 間 光 秀君

欠席委員

喜 納 昌 春君

説明のため出席した者の職、氏名

商 工 労 働 部 長 下 地 明 和君

産 業 振 興 統 括 監 玉 城 恒 美君

国 際 物 流 推 進 課 長 慶 田 喜美男君

中 小 企 業 支 援 課 長 新 垣 秀 彦君

企 業 立 地 推 進 課 長 屋 宜 宣 秀君

情 報 産 業 振 興 課 長 仲栄真 均君

文化観光スポーツ部長 湧 川 盛 順君

観 光 政 策 課 長 村 山 剛君

観 光 振 興 課 長 前 原 正 人君

文 化 振 興 課 長 大 城 直 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 渡久地 一 浩君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（商工労働部及

認定第１号 び文化観光スポーツ部所管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県小規模企業者

第５回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中小企業振興

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県国際物流拠点

第５回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

６ 平成 26 年 平成25年度沖縄県産業振興基金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

3ii4

○上原章委員長 ただいまから経済労働委員会を開

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号、同認定第３号、同認定第４号、

同認定第12号、同認定第14号及び同認定第15号まで

の決算６件の調査、決算調査報告書記載内容等につ

いて及び視察調査日程についてを一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光

スポーツ部長の出席を求めております。

まず初めに、商工労働部長から商工労働部関係決

算の概要の説明を求めます。

下地明和商工労働部長。

○下地明和商工労働部長 まず、説明に入る前にお

わびを申し上げます。皆様に御配付してある歳入歳

出決算説明資料、資料１の４ページをお開きくださ

い。そこに、せんだって配付した資料で修正がござ

いまして、４ページの県債がゼロになっておりまし

た。そこの数字を入れさせていただきました。その

関係上、３ページの一般会計の調定額（Ｂ）、収入

済額（Ｃ）も連動して修正をさせていただきます。

それから、１ページ目の一般会計、商工労働部計の

調定額（Ｂ）、収入済額（Ｃ）もそれぞれ連動して

修正させていただきます。大変申しわけありません

でした。よろしくお願いいたします。

それでは、商工労働部所管の平成25年度一般会計

及び特別会計の歳入歳出決算の概要について御説明

いたします。

まず初めに、商工労働部で用意いたしました配付

資料の確認をお願いします。資料１といたしまして、

平成25年度歳入歳出決算説明資料、それから資料２

経済労働委員会記録（第２号）
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といたしまして、決算資料説明要旨、この２点が商

工労働部で用意いたしました資料となります。

歳入歳出決算の概要の説明に当たりまして、資料

１、平成25年度歳入歳出決算説明資料に基づき進め

させていただきます。

資料の１ページをお開きください。

こちらは一般会計及び特別会計の歳入決算状況の

総括表となっております。

２ページをお開きください。

こちらは同じく歳出決算状況の総括表となってお

ります。

それぞれの詳細については、３ページ目から御説

明いたします。

３ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算について御説明いた

します。

一般会計歳入決算は、予算現額合計が484億6268

万2564円、調定額が386億1066万5867円、収入済額

が385億6407万6875円、収入未済額が4658万8992円

で、調定額に対する収入済額の割合は99.9％となっ

ております。

（目）ごとの明細については説明を割愛させてい

ただきたいと思います。

５ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

一般会計歳出決算は、予算現額合計が522億2584

万2605円、支出済額が418億3539万5044円、翌年度

繰越額が75億2538万7650円、不用額が28億6505万

9911円で、執行率は80.1％となっております。

翌年度繰越額の主なものは、国際物流拠点施設整

備事業において、一部工事用地の取得ができなくな

り、設計調整等に時間を要したことに伴う約26億

9900万円、沖縄型クラウド基盤構築事業において、

基本設計時に実施した地質調査に時間を要したこと

や、関係機関との調整により追加工程を要したこと

に伴う約30億1700万円となっております。

それぞれ年度内の執行が困難となったことから、

十分な事業実施期間を確保するため繰り越したもの

であります。

次に、不用額の主なものについて、（項）別に御

説明いたします。

（項）労政費の不用額８億2711万5048円は、緊急

雇用創出事業臨時特例基金活用事業の実績減に伴う

委託料、補助金の減等によるものであります。

（項）職業訓練費の不用額１億8339万1886円は、

緊急委託訓練事業の実績減に伴う委託料の減等によ

るものであります。

（項）商業費の不用額６億2407万3747円は、国際

物流拠点施設整備事業において、相続協議の不調等

により、施設用地の土地売買契約が完了しなかった

ことによる公有財産購入費の執行残等によるもので

あります。

（項）工鉱業費の不用額12億3047万9230円は、国

際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業におい

て、競争入札による工事請負費の執行残、おきなわ

新産業創出投資事業における研究開発補助の執行残

等によるものであります。

以上で、一般会計歳入歳出決算の概要について説

明を終わります。

次に、特別会計の歳入歳出決算の概要について御

説明いたします。

７ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計について御

説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が８億

3028万5000円、調定額が92億7889万7109円、収入済

額が16億513万1610円、収入未済額が71億9954万5493

円で、調定額に対する収入済額の割合は17.3％と

なっております。

収入未済額は、貸付先企業・組合等の業績不振や

倒産などにより、設備近代化資金及び高度化資金の

貸付金返済が遅延しているところによるものであり

ます。

８ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が８億

3028万5000円、支出済額が７億5210万5291円、不用

額が7817万9709円で、執行率は90.6％となっており

ます。

不用額は、主に中小企業高度化資金の貸付先から

の元利償還金の延滞に伴う公債費の減によるもので

あります。

これは、資金貸付先から県に対する償還額を、当

該公債費として独立行政法人中小企業基盤整備機構

宛てに償還するものとなっており、貸付先からの償

還金延滞に伴い、県から同機構への償還分が減少し

ていることによるものであります。

次に、９ページをお開きください。

中小企業振興資金特別会計について御説明いたし

ます。

歳入決算につきましては、予算現額合計が５億16

万3000円、調定額、収入済額が９億3830万6560円と
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なっております。

10ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が５億16

万3000円、支出済額が４億4414万9350円、不用額が

5601万3650円で、執行率は88.8％となっております。

不用額は、機械類貸与資金貸付金の執行残による

ものであります。

11ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計について御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が23億

1441万9000円、調定額、収入済額が23億1722万1065

円となっております。

13ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が23億

1441万9000円、支出済額が23億749万110円、不用額

が692万8890円で、執行率は99.7％となっておりま

す。

不用額は、主に中城湾港新港地区内で使用する重

機の使用料の減等であります。

次に、14ページをお開きください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計につ

いて御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が２億

7059万7000円、調定額が３億2239万6571円、収入済

額が２億6591万2538円、収入未済額が5648万4033円

で、調定額に対する収入済額の割合は82.5％となっ

ております。

収入未済額は、主に経営破綻した企業の光熱水費

等の滞納によるものであります。

15ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が２億

7059万7000円、支出済額が２億5533万5607円、不用

額が1526万1393円で、執行率は94.4％となっており

ます。

不用額は、主に企業の施設入居がおくれたことに

よる光熱水費の減等によるものであります。

16ページをお開きください。

産業振興基金特別会計について御説明いたしま

す。

歳入決算につきましては、予算現額合計が３億

3191万円、調定額、収入済額が３億1197万3562円で

あります。

17ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が３億

3191万円、支出済額が２億7560万6582円、不用額が

5630万3418円で、執行率は83％となっております。

不用額は、主に万国津梁産業人材育成事業におい

て、新規の留学派遣の人数が計画を下回ったことに

よる委託料等の執行残であります。

以上で、商工労働部所管の平成25年度一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算の概要について説明を終

わります。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○上原章委員長 商工労働部長の説明は終わりまし

た。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係決算の概要の説明を求めます。

湧川盛順文化観光スポーツ部長。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 文化観光スポー

ツ部所管の平成25年度一般会計歳入歳出決算の概要

について御説明いたします。

まず初めに、文化観光スポーツ部で用意しました

配付資料の確認をお願いいたします。

資料１といたしまして平成25年度歳入歳出決算説

明資料、資料２といたしまして決算資料説明要旨が

ございます。

この２点が文化観光スポーツ部で用意した資料と

なります。

歳入歳出決算書の概要の説明に当たりまして、資

料１、平成25年度歳入歳出決算説明資料に基づき進

めさせていただきます。

資料１の１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算について御説明いた

します。

一般会計歳入決算は、予算現額合計が81億2669万

6000円、調定額が55億41万2414円、収入済額が54億

9984万4514円、不納欠損額がゼロ円、収入未済額が

56万7900円で、調定額に対する収入済額の割合は

99.99％となっております。

収入未済額56万7900円の内訳は、県立芸術大学の

授業料の未収分及び県立芸術大学の教員公舎賃貸借

契約終了に伴い徴収すべき敷金の未収分でございま

す。

「目」ごとの明細についての説明は割愛させてい

ただきます。

４ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

一般会計歳出決算は、予算現額合計が132億5210

万3700円、支出済額が104億395万2285円、翌年度繰

越額が22億1815万7000円、不用額が６億2999万4415
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円で、執行率は78.51％となっております。

翌年度繰越額22億1815万7000円の内訳は、空手道

会館（仮称）建設事業において、取得用地で所有者

間に相続問題が生じたことに伴い、共有者間の持ち

分調整や境界確認、分筆など不測の日数を要したこ

と、また、体育施設整備事業費におけるライフル射

撃場地滑り対策工事において、地盤調査の結果に基

づいた工法変更に伴い設計業務に時間を要したこと

によるものなど、当初予期しなかった事情により年

度内の執行が困難になったことから、十分な事業実

施期間を確保するため繰り越したものでございま

す。

次に、不用額の主なものについて、（項）別に説

明いたします。

（項）工鉱業費の不用額2196万3684円は、沖縄文

化等コンテンツ産業創出支援事業において、コンテ

ンツ制作プロジェクトの実績減等に伴う委託事業費

の執行残によるものでございます。

次に、（項）観光費の不用額５億3186万7108円は、

沖縄観光国際化ビッグバン事業において、航空会社

や旅行会社への助成金申請件数が当初見込みより減

少したことによる執行残や、文化資源を活用した支

援事業等における執行残等によるものでございま

す。

５ページをお開きください。

（項）教育総務費の不用額4822円は、職員手当の

実績減等によるものでございます。

（項）社会教育費の不用額1991万2562円は、芸術

文化振興基金からの展示会等助成金の減に伴う事業

費の減や、沖縄遺産ブランド開発・発信事業におけ

る委託料の入札残によるものでございます。

（項）保健体育費の不用額957万5033円は、競技

力維持向上対策事業及び体育施設整備事業費におけ

る入札残等によるものでございます。

（項）大学費の不用額4667万1206円は、県立芸術

大学における授業時間数及び講師の時給変更による

講師報酬の減、老朽化施設撤去工事に係る入札残な

どによるものでございます。

以上で、一般会計の歳入歳出決算の概要について

説明を終わります。

よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

○上原章委員長 文化観光スポーツ部長の説明は終

わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うことにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 では、早速質疑をしたいと思いま

す。

まず、商工労働部にお聞きします。県民所得であ

りますが、平成25年度の決算期において、１人当た

りの県民所得の額と、全国的に何位なのかをまず伺

いたいと思います。これはデータが出ていましたの

で、すぐわかると思います。

○下地明和商工労働部長 平成23年度の１人当たり

の県民所得ですが、全国の平均が291万円に対して

沖縄県は201万8000円となっております。順位は47

位となっております。

○崎山嗣幸委員 これは多分、知事公約は全国中位

を目指すということだと思いますが、任期の最終年

の決算期でありますが、今言われているのは沖縄県

は201万8000円ということでしたね。全国では291万

円が県民所得の中位ということで今お聞きしました

が、そうなると、この決算期における達成度はどう

なっているのかということなのです。目標年次は単

年度ごとなのか、それとも４年なのかどうなのかこ

の決算期で示してもらいたいと思います。

○下地明和商工労働部長 年次ごとの目標値は定め

ておりませんで、今、年次ごとにはないという状況
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であります。

○崎山嗣幸委員 先ほど聞いたように全国平均は

291万円ということでありますので、沖縄県は201万

8000円ということで、今は最下位という報告であり

ました。知事は全国中位を目指すということで、４

年間という任期の最終年の決算期ではあるが、今、

年次ごとではないと言ったので、その達成度はどの

ように判断するかということを私は聞いているので

す。

○下地明和商工労働部長 先ほど平均は291万円と

申し上げましたが、たしか知事の公約は全国中位

だったと記憶しておりまして、それをこの手元の資

料で見ますと、270万円が中位の県でございます。23

位ということで、70万円近い隔たりがございますの

で、今、手元にある統計は平成23年度ですが、現時

点、平成25年度において達成するのは厳しいだろう

という予測ができます。

○崎山嗣幸委員 商工労働部長、正確な数字なので

すが、全国平均は291万円ということと、その中位

が270万円ということでしたが、全国平均は、今言っ

た平成23年度の内閣府の資料で見る限り288万円と

私は覚えているのです。全国平均と中位の額ははっ

きりしてくれませんか。中位となると270万円とい

うことで理解してよろしいですね。

○下地明和商工労働部長 はい。

○崎山嗣幸委員 では、270万円、23位、中位にな

るには、先ほど沖縄県は201万8000円ということで

まだ開きがあるので達成できていないということ

で、今、厳しい状況だということですね。

それで、その達成困難な要因なのですが、多分に

県内の経済成長率を見るところ、実質７年連続プラ

ス成長ということで言われていて、製造業と不動産

というのが増加しているということを聞いているの

です。こういうデータを見る限り、経済成長率はあ

るのだけれども、県民所得は上がらないという要因

は何なのですか。この分析は違っているのかどうか。

○下地明和商工労働部長 正確なデータはございま

せんが、他府県に比べて雇用者数、いわゆる労働者

数が常にふえ続けている現状にありまして、県民総

所得は上がっても１人当たりの所得がなかなか上が

らないというのが一つの要因ではなかろうかと思っ

ております。

○崎山嗣幸委員 前も議論に出たのですが、県内の

失業者は大体半数以上が200万円以下だとか、また

150万円、100万円もいるということだったのですが、

これは特に観光業とか飲食業とかそういうところで

言われているのです。この辺に集中していることを

含めて、やはりそこら辺の非正規雇用の問題とかの

絡みがあるのではないかと指摘されていますが、こ

れはどのように分析なさったのですか。

○下地明和商工労働部長 今、御指摘のように、今

まで雇用の量の拡大ということで、コールセンター

でありますとか、そういう量の拡大ができる業種等

の雇用を中心に企業誘致、あるいは振興を図ってき

たという側面がございます。それからもう一つ、沖

縄県はそういうこともあって、サービス業等の比率

が本土は70％に対し本県は78％を超すということ

で、そういう側面がこの１人当たりの所得の低さに

つながっているのではないかと思っております。

○崎山嗣幸委員 沖縄21世紀ビジョンで県民所得の

方向性をどのように位置づけておりましたか。

○下地明和商工労働部長 沖縄21世紀ビジョン基本

計画においては、平成22年度を起点として、平成22

年度の207万円から平成33年度には271万円程度に増

加すると見込まれております。

○崎山嗣幸委員 この見込まれるということは―先

ほど商工労働部長は具体的に問題点をおっしゃった

のですが、これは解決していくという方向だと思い

ます。今までのものを検証して、今270万円に持っ

ていくということだと思うのですが、270万円に持っ

ていくといっても、知事は今年で任期なので、その

次の知事に託すことになると思いますが、そういっ

たことの目標に対してどういった展開で達成するの

かという考えをお持ちなのですか。

○下地明和商工労働部長 県では、今までの雇用の

量の拡大から今後は雇用の質の向上ということで、

事業者の皆さんに正規雇用への要請を行っておりま

す。これは一つは正規雇用という要請ですが、さら

に経営者の皆さんに経営意識の向上を図ってもらう

ために、県としては沖縄県人材育成企業認証制度の

創設でありますとか、また、これまで沖縄県ワーク

・ライフ・バランス企業認証制度を通して、企業者

の皆さんに労働環境を含めて雇用の質の改善を求め

ております。それが、雇用率の向上が生産性の向上

につながり、所得の向上につながるという観点で事

業を行ってきております。

○崎山嗣幸委員 先ほどからの成長戦略といって

も、非正規雇用とか、200万円以下とかが起こって

いることを解消していかない限り、僕は矛盾してい

るのではないかと思っているのです。今までできな

かった課題を解消していくという展開をしないと、

今言われているような県の方針で企業の成長戦略は
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伴ったとしても、１人当たりの県民所得が上がらな

かったり、非正規雇用者がいるということの解消を

含めて、ここを展開していかないと解決は難しいと

思うのです。これはどのように考えているのですか。

○下地明和商工労働部長 もちろん大前提には企業

の成長、そしてそこに雇用が生まれるという、企業

誘致を含め地場産業の振興ということが大前提にあ

るのです。それを含め企業の皆さんに、そういった

生産性の向上という観点からも、正規雇用というも

のが企業成長につながるというような意識を高めて

いくことによって、生産性の向上と相まって県民の

所得向上につながっていくのではないかということ

で、そういった取り組みをしているということでご

ざいます。

○崎山嗣幸委員 先ほど商工労働部長の答弁の中で

もおっしゃっておりましたが、４年間で最下位脱出

が図れていない、沖縄21世紀ビジョンに託すという

ことの方向転換だということでありますので、中位

の目標は４年間でできなかったということも含め

て、この商工労働部長との議論については限界があ

るように感じましたので、質疑を保留して、これは

総括に持っていけるように委員長に取り計らいをお

願いしたいと思います。

○上原章委員長 ただいまの質疑につきましては要

調査事項として取り扱ってほしいということですの

で、本日の調査終了後にその取り扱いについて協議

いたします。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 次に、文化観光スポーツ部長に聞

きます。カジノの件でありますが、平成25年度のカ

ジノを含む統合リゾート検討事業費は394万円を組

んでいたと思います。主に旅費になっていると思い

ますが、この調査研究は何だったのか、内容を説明

できますか。

○村山剛観光政策課長 平成25年度予算では394万

4000円の調査費を計上しておりました。この実績額

は252万7000円なのですが、この252万円の内訳はほ

とんどが旅費でありまして、この情報収集のための

旅費なのですが、これは大きく２つありまして、１

つは、法制化の動向等に関する情報収集で、国際観

光産業振興議員連盟の関係者からの情報収集、また、

それと有識者からの情報収集、そして沖縄県、和歌

山県、神奈川県で結成しております３県研究会とい

うものがありまして、そこの自治体からの情報収集、

もう一つは海外の事例調査をやっております。ラス

ベガスの事業者とハワイ州観光局、そしてハワイの

下院議長との意見交換であります。

○崎山嗣幸委員 今の調査、収集で、どういう中身

だったのか、簡単に集約した中身を報告できますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 では、まず海外

の事例調査を私から説明させていただきたいと思い

ます。まず、ラスベガスの事業者によると、現地を

視察しながら代表者からのヒアリングを行いまし

た。そういう中で、まず、沖縄県への投資について

どう考えるかということをお聞きしたところ、投資

先としてはまず有望であると。どれぐらいの規模の

投資になるのかということについては、日本が定め

る法律の中での納付金、税率、そういったものが投

資規模に大きな影響を及ぼすという話がございまし

た。それから、ＩＲにまた何を求めるかを政府、県

は明確にする必要がある。それから、空港からの距

離はそんなに重視しない。あと、官民協力のもと、

依存問題の対策システム化がラスベガスはしっかり

されているというような状況がありました。

それから、ハワイ州の観光局に行きました。そこ

では、やはりハワイ文化は重要な観光資源、そして

その個性を損ねるカジノの導入にはまず反対という

意見でした。それから、ギャンブル導入については、

短期的には収入はふえるが、長期的には影響は望ま

しくない。あと産業面から見ても、観光施設の発展

には本質的価値観に基づく取り組みが必要と。それ

から、ハワイ州の下院議長にも話を聞きました。こ

ちらからは、ギャンブル導入、カジノ導入について

は州の歳入増加を目的としている、美しいビーチは

ハワイに限らずほかの観光地にも存在する、ハワイ

の経済の拡大を図り、軍事収入に頼らない経済にす

るためにもカジノの導入は必要という意見がござい

ました。

○崎山嗣幸委員 シンガポールは視察していない、

情報はとっていないのですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 シンガポールは

やっておりません。

○崎山嗣幸委員 平成25年度はそういった情報収集

ということでありますが、平成26年度は基本構想を

つくるということで1700万円くらい予算化されてお

ります。５月の初旬に業者を選定していくというこ

とであったようですが、今までの中間報告というの

か、進捗というのか、それは報告できますか。

○村山剛観光政策課長 確かに今年度当初予算で基

本構想策定のための委託費用として約1276万円を計

上しておりました。この具体的な事業内容ですが、

基本構想などでは、設置のコンセプトや設置の類型、
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機能のほか、納付金に対する考え方、それから懸念

事項への対応について検討して、沖縄県にふさわし

い統合リゾートのあり方を示すということでありま

した。しかし、こうした具体的な検討に際しまして

は、国の統合リゾートの枠組み、そして国が定める

納付金の率、そして懸念事項対策を踏まえる必要が

あるのですが、ＩＲ推進法の成立によりまして統合

リゾートの導入がほぼ確実になること。そして、そ

の後制定される実施法の成立過程で我が国の統合リ

ゾートの姿がより具体化していきますので、基本構

想の策定に当たっては、ＩＲ推進法の成立後に法が

想定する統合リゾートの姿をベースに検討する必要

があると考えております。現在、ＩＲ推進法は臨時

国会に上げられておりますが、いまだ成立しており

ませんので、現時点で基本構想策定のための委託調

査費は執行しておりません。

○崎山嗣幸委員 まだ執行していないのですね。昨

年12月に知事が沖縄政策協議会で承認というのか、

候補地として要請しておりますが、県民合意を得な

いうちに誘致にかじを切ったということで問題に

なっておりますが、私の理解するところ、平成19年

から平成21年までは積極的導入だったのではない

か、それから、平成22年の知事選挙の公約のときに

県民合意が入って判断をためらっているのではない

か、あるいは平成25年に手を挙げたという意味で変

遷していると思いますが、知事の態度は一貫してい

るのか、変わっているのかどうかを聞きたいのです。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 知事は、今まで

県議会で答弁されているとおり、ＩＲについて関心

はあると。ただし、導入に当たっては県民のコンセ

ンサスを得てからだということです。そのスタンス

については変わりはないと理解しております。

○崎山嗣幸委員 皆さんが出した資料だったかな、

沖縄21世紀ビジョンかな、63ページから何の方針か

な、この中で今言われているのは、積極的導入から

ためらって手を挙げたということが出ている。皆さ

んの資料から見るとそのようになっているのだけれ

ども、これは一貫しているということで間違いない

のですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今の資料の趣旨

が私どももはっきりわからないので、それについて

はコメントは難しい状況にございます。

○崎山嗣幸委員 だから、私は県の資料から見てい

るので、やはり知事の本音はそこだったのではない

かと思って聞いたのです。最初は積極的に導入とし

たが、平成22年の知事選で県民の合意をとろうと

言って手を挙げて、県民合意がもう後になっている

ということが正しい皆さんの整理ではないかと思っ

たのです。私の資料は何からコピーをとったのかわ

からなくなってしまったので、これは探してからま

た後刻、機会があれば質疑をしたいと思います。

○上原章委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 経済特区、金融活性化特区、物流

拠点特区です。もろもろの特区の適用拡大とか対象

拡大があったと思うのです。それについての資料は

ありますか、準備できていますか。所得控除とか、

そういった投資減税の前と後を一覧でいただきたい

ということで通告したつもりなのですが、あれば先

にいただいておきたいと思いますが、いかがですか。

○上原章委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部に確認したところ、まだ

準備ができていないので、資料は後ほど配

付することになった。）

○上原章委員長 再開いたします。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 では、去年に引き続き観光の誘客

活動の事業に関する執行のあり方について主に質疑

をしていきたいのですが、平成24年度は、例の戦略

的誘客活動として48億円を一括で、随意契約で一般

財団法人沖縄観光コンベンションビューローに丸投

げだったのではないかという指摘を通じて、それが

全部随意契約であると、さらに再委託も含めて随意

契約であると、１件も入札がないというのはいかが

なものかとお尋ねをしました。それも議論がありま

したが、平成25年度はそれがどうなったのか。予算

書の段階ではその事業が幾つかに振り向けられまし

たね。その議論の経過、どのようになってこうなっ

たのか、そこら辺をまずお尋ねいたしたいと思いま

す。

○前原正人観光振興課長 昨年度の決算特別委員会

で議論をいたしました、平成24年度沖縄観光戦略的

誘客活動推進事業費で説明しました事業内容です

が、国内誘客、海外誘客、離島観光、ＭＩＣＥ、ク

ルーズ船の誘致、観光誘客の軸となる施策を１本で

やっておりました。契約の件数として１件で、額と

しては42億5387万8012円、このうち100万円以上の

再委託額は201件で、23億4455万2694円、その構成

比が55.1％でした。

これが今年度、平成25年度は、御指摘のとおり５

件の事業に分割しております。分割をした理由とし

ましては、事業の内容が海外誘客から国内誘客、離

島観光からＭＩＣＥという形で多岐にわたっていて
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非常にわかりにくいという指摘を内外から受けまし

て、本年度はそれぞれ細事業ごとにばらして個別に

予算化しております。平成25年度の５事業の合計を

した決算額が31億5454万3900円、このうち100万円

以上の再委託額は合計で157件、金額は９億5553万

5063円、構成比にしまして30.2％となっております。

また、委員会の中では契約の手法についても議論

になりました。平成24年度は、再委託した201件の

うち入札としたものがゼロ件、企画公募したものが

41件で14億5387万2326円、随意契約が160件で８億

9068万368円。これに対しまして平成25年度でござ

いますが、再委託をしました157件のうち入札をし

たものが１件、386万4000円、企画公募としたもの

が35件、４億5003万5015円、随意契約が121件で５

億163万6048円となっております。

随意契約の内訳ですが、平成24年度に随意契約い

たしました160件のうち１社随意契約を行ったもの

が96件、７億7112万4581円、見積もり合わせをした

ものが64件、１億1955万5787円、これに対しまして、

平成25年度に随意契約をしました121件、５億163万

6048円のうち、１社随意契約としたものが88件、４

億4773万2103円でございます。見積もり合わせをし

たものが33件、5390万3945円。そのうち平成25年度

に１社随意契約をした主な理由といたしましては、

国内外での旅行博への出展の際に施行業者等を指定

される場合、それから航空路線のプロモーションを

行う際に就航航空が特定された場合、メディアを活

用した広報やキャンペーン等でメディアが指定され

た場合、それから交通広告を行う際に使用するバス

や鉄道などの媒体が企業により特定される場合と

なっております。

○仲村未央委員 平成24年度は48億円、決算で42億

円ですが、その１件随意契約だった、これが再委託

も含めて100万円以上の201件がさらにまた随意契約

だったわけですね。つまり入札が１件もなかったと

いう指摘をしましたが、これはどのように改善され

たのですか。

○前原正人観光振興課長 一般財団法人沖縄観光コ

ンベンションビューローからの再委託の理由としま

しては、一般財団法人沖縄観光コンベンション

ビューローの性格としまして、いろいろな民間の事

業者とのつき合いがある、ネットワークにたけてい

るということと、それと海外を含むプロモーション

の場合には、いろいろなメディア、それから航空会

社、トータルでプロモーションをしないといけない

というところで一般財団法人沖縄観光コンベンショ

ンビューローに委託しております。ただ、具体的な

手段といいますか、手法としては、それぞれの媒体

であるとか、航空会社であるとか、そういったとこ

ろに分けて発注しないといけないというところで再

委託となっております。

○仲村未央委員 では、その再委託の状況というの

は件数としてはそんなに変わっていないという理解

でよろしいですか。

○前原正人観光振興課長 先ほど御説明しました

が、201件から157件になっております。

○仲村未央委員 前回は、201件のうちの約半数、96

件が相見積もりもとられていないということも指摘

しましたが、この点はいかがになりましたでしょう

か。

○前原正人観光振興課長 今回は、１社随意契約と

いう形で１社と随意契約をしたのが88件、見積もり

合わせをしたのが33件となっております。

○仲村未央委員 見積もり合わせすらしないという

のが相変わらず多いわけですが、これは見積もり合

わせが不可能なのですか。

○前原正人観光振興課長 この88件の主な理由とし

ては、先ほども御説明しましたが、例えば、国内外

で旅行博を開くときに県のブースを設けるのです

が、主催者から施行業者を指定される場合がありま

す。これが１つ。それから、航空路線のプロモーショ

ンを行う際に就航航空が特定されている場合はこの

航空会社との随意契約という形になります。あとは、

メディアを活用した広報、キャンペーン、この場合

にメディアが指定されてくる場合がございます。そ

れから、交通広告は使用するバス、鉄道、そういっ

た媒体ごとにそれぞれ随意契約という形になってお

ります。

○仲村未央委員 その１件随意契約の最高額という

のは幾らになっていますか。随意契約をしたものの

額の一番高いものです。

○前原正人観光振興課長 随意契約の中で一番高額

なものは１件で3000万円。これは海外で行いました

動画、静止画のコンテンツ制作でございまして、事

業内容としては、ナショナルジオグラフィックへの

広告の出稿ということになっております。

○仲村未央委員 契約の相手方は。

○前原正人観光振興課長 ＦＯＸインターナショナ

ル・チャンネルズでございます。

○仲村未央委員 前回、随意契約の中で23億円再委

託があったのですが、県内に受注した額というのが

９億円だったのです。圧倒的に県外が多かったわけ
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ですね。今回はそれはどうなっていますか。

○前原正人観光振興課長 県内に本社がある企業、

それから県内に支社がある企業を合わせまして、平

成25年度は57.8％になります。

○仲村未央委員 先ほど前回は、一括で42億円、１

件随意契約の一般財団法人沖縄観光コンベンション

ビューローということでした。今回は５件に分けた

と。５件に分けたものは、委託先はみんな一般財団

法人沖縄観光コンベンションビューローなのです

か。

○前原正人観光振興課長 そうです。

○仲村未央委員 もう一度、平成25年度の５事業の

合計額をお示しください。

○前原正人観光振興課長 ５事業の合計で31億5454

万3900円です。

○仲村未央委員 そうなると、同じ一般財団法人沖

縄観光コンベンションビューローが推進体制という

か、その受け皿として事業費規模を見たときに、平

成24年度は42億円、そして平成25年度は31億円とい

うことで、10億円以上の開きがあるということで、

平成24年度、平成25年度は推移したと理解してよろ

しいのでしょうか。

○前原正人観光振興課長 主なものは、事業内容の

見直しによる予算の減でございます。

○仲村未央委員 平成24年度は非常に莫大な１件随

意契約の中で、私たち県議会からもなかなか追えな

いぐらいの事業が執行されているわけですね。それ

で、平成25年度はどうなったかと思ったら、平成25

年度はもうやっていないという事業が幾つか見られ

るわけです。平成24年度は単発でやったけれども平

成25年度はやっていないと。全体の中の助成金と言

われた沖縄観光戦略的誘客活動推進事業の中に国内

需要安定化事業というのがありましたね。

その中で、もう全体は追えないので個別に聞きた

いのは、クーポンの精算事業というのがありました。

例えばエステのクーポン、それからタクシーのクー

ポン、こういったクーポン精算にかかわった事業が

幾つあったのか、そしてその精算額、それぞれの事

業報告をお願いします。

○前原正人観光振興課長 平成24年度に御指摘の国

内需要安定化事業の中でクーポンの配付を行ってい

ます。これは季節ごとの誘客キャンペーンの目玉と

しまして、１つには、沖縄県に観光に来ていただく

ための動機づけを行うということ、それから２つ目

が新たな沖縄観光体験を誘発する、それによって消

費単価を向上させるという目的で、観光客が県内各

地の体験メニューを利用する際に割引クーポンを配

付しております。割引クーポンの利用状況としまし

て、夏は家族旅行を対象に体験施設を対象として利

用割引クーポンを配付しています。クーポンの精算

数が5823枚、利用額としまして1164万6000円、秋は

女性を対象としましたエステ、スパ利用割引クーポ

ン、精算数にしまして1071枚、利用額にしまして428

万4000円、冬はシニア層を対象にしました観光タク

シー利用割引クーポン、精算数が973枚、利用額が320

万円、合計で7867枚、利用額として1913万円となっ

ております。

○仲村未央委員 それは個別に実施要項もあれば、

対象者の特定の仕組み、それから精算にかかわるス

キームです。そして、それによって皆さんの目的で

あった消費単価の向上、この実績報告をお願いしま

す。

○前原正人観光振興課長 事業のスキームとしまし

ては、まず精算方式は、実際にそれぞれの施設で利

用したクーポン券の数に応じてお支払いするという

精算方式です。対象者の確認としましては、空港の

案内所で県外から来られた方だということを確認し

た上で配付する方式をとっております。事業の効果

としましては、先ほど申し上げましたように、精算

方式をとっていますので、実際に訪れた方々が利用

の数と一致しておりますので、それが実績だと思っ

ております。

○仲村未央委員 少し漠然としているので、例えば

タクシーで聞きますけれども、タクシーの対象者は

どういうことだったのか。誰が確認をし、どのよう

に乗せ、そして精算というのは、利用額の何％とか、

何をどう精算したのか、そういう精算に対するその

ものです。誰が精算をして、どこに払いに行って、

誰がもらうのかというこの仕組みです。ここが見え

ないのです。

○前原正人観光振興課長 まず、県外から沖縄県に

訪れる50歳以上のシニア観光客に対して観光タク

シーの体験クーポンという形で配付をしておりま

す。ちゅら島沖縄観光タクシー制度というのがござ

いますが、その中でゴールドリボン認証乗務員がい

る沖縄本島については１人当たり１枚4000円の配

付、ゴールドリボン認証乗務員がいない離島地域に

ついては、観光タクシーひとつ星認定制度というの

がございまして、島の規模等も考慮しまして１人当

たり2000円の配付をしております。サービスの提供

事業者としては、沖縄県ハイヤー・タクシー協会、

それから全国個人タクシー協会沖縄支部に所属する
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観光タクシー、ゴールドリボン乗務員105名、離島

については、沖縄県ハイヤー・タクシー協会と観光

協会が主催するセミナーを受講した者ということに

限って提供事業者としております。あと沖縄本島に

おいては、ちゅら島沖縄観光タクシー制度のゴール

ドリボンの資格を有する者、そういう運転手さんを

募集して、申請させております。

○仲村未央委員 そういう仕組みでやっている中

で、例えばこういう証言がありますけれども、この

方はシニアで県民です。それでタクシーに乗りまし

た、シニアですかと確認をされた、そうしたら、こ

のチケットがありますよともらえた、私は観光客で

はありませんがと。普通に、つまり移動のためのタ

クシー利用ですね。ところが、そのタクシーの運転

手は、いいですよ、シニアだから大丈夫です、対象

ですと言ってもらったと、もらったから使ったと。

こういう利用の仕方が実際にあったということで一

般県民からの話があるわけです。今のこの仕組み上、

この方が言うように、観光で利用しているのか、移

動で利用しているのか、それから本当に県外なのか、

県民だけれどもたまたま帰ってきてタクシーを利用

しているのか、そこを適正に見分けるような具体的

な仕組みがきちんと整った中で行われたのですか。

○前原正人観光振興課長 この事業のスキーム上

は、まず対象者であるかどうかの確認方法について

は、那覇空港などにおいて往復の航空券、それから

身分証明書などの提示を求めて確認することとなっ

ております。

○仲村未央委員 ですから、誰が確認したのか。そ

して、今実際にそれを利用したという具体例があり

ますけれども、そういったことを検証できるという

か、そういうシステムはあったのですか。それとも、

そうでしたかということで結果払い、乗務員の実績

に基づいてひたすら精算をしたのか。

○前原正人観光振興課長 実際にそういうことが起

こったということは承知していないのですが、例え

ば那覇空港でしたら、観光案内所で往復航空券、身

分証明書を確認して、先ほど申し上げたそれぞれの

要件に合っているのかと……。

○仲村未央委員 どこで確認をしているのですか。

○前原正人観光振興課長 観光案内所です。そう

いったところで確認をして提供する、そういうス

キームになっております。

○仲村未央委員 その観光案内所には、この事業に

係る特定の受託者というか、そういったことを行う

担当というものを予算を伴って配置していたのです

か。

○前原正人観光振興課長 配置しております。

○仲村未央委員 何人とか、どのようにとか。

○前原正人観光振興課長 済みません、今、人数ま

で把握しておりません。

○仲村未央委員 先ほど、今のタクシーで言えば973

枚、320万円ということでしたね。例えばタクシー

を１つ例にとって、皆さんが言ういわゆる費用対効

果ですよ。それで結果として、どれぐらい誘導して

客単価を上げたという実績になっているのでしょう

か。

○前原正人観光振興課長 例えば、秋の女子旅キャ

ンペーンでは8000円以上のエステ、スパ商品を利用

するときに4000円のクーポンが利用可能ということ

になっております。その差額の4000円の部分に、クー

ポン利用者1071名を掛けまして428万4000円の効果

が推計されます。夏の家族キャンペーンは、中学生

以下が2000円以上の観光施設を利用する際に１人当

たり2000円のクーポンが利用可能でございますが、

例えば１家族４人、うち子供２人とした場合、子供

２人に両親２名分の効果が生じるため1164万6000円

の効果が生じると推計しております。

○仲村未央委員 １人当たりの客単価、消費額は、

平成23年度、平成24年度、平成25年度はそれぞれ幾

らになっていましたか。その推移についてお尋ねを

します。

○村山剛観光政策課長 平成23年度の観光客１人当

たりの県内消費額が６万8427円で、平成24年度が６

万7459円です。平成25年度は６万8062円です。

○仲村未央委員 平成24年度は下がっているのです

ね。つまり、皆さんの今言う事業は本当に一部です

よ。あらゆるものが恐らくそういう効果を―要綱に

よると観光客の消費単価アップを目指すという目的

になっていますが、先ほどの説明と、直接的にクー

ポンで精算をしていくということと、今の平成23年

度、平成24年度、平成25年度の客単価、消費単価が

下がっているということについてはどういう総括に

なっているのですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 平成24年度の消

費単価が落ち込んだ理由ですが、まず宿泊施設が平

成23年度の１万8444円から１万8310円に落ちていま

す。これは宿泊施設の競争が厳しくなっているとい

うこともあって宿泊施設がまず伸び悩んでいること

と、あと土産品、そして飲食品、娯楽品等々が、景

気の低迷もあったと思うのですが、若干落ち込んで

おりまして、交通費については増額しているのです
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が、その他の部門が総体的に減少したことによって

総額の１人当たり消費額も減少したという状況でご

ざいます。

○仲村未央委員 先ほど一つ一つの事業の特にクー

ポン精算にかかわるものは消費単価を上げていこう

と。ところが、消費単価が下がったと。皆さんは、

平成25年度に、平成24年度の単年度事業みたいにや

めてしまったのですが、やめたとしたらなぜやめた

のか。本当はエステも先ほどのタクシーみたいに聞

きたいところですが、そういった事業のありようで

す。これは沖縄振興一括交付金事業ですよね。もと

の財源は沖縄振興一括交付金ということは、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律の範疇の

事業だと私は認識しているのです。そういう意味で

は公共性とか公益性、緊急性、これはいろいろな意

味で、恐らく会計検査院のそういった指摘もあるで

しょうし、そのものに耐えられる事業だったのかと

いうことも私は視点として非常に疑問です。

つまりクーポンの精算ということで直接的に還元

していくことによっていかほどの実績が示せるの

か、結果としての消費単価は落ちているとなると、

これが本当に事業のあり方としていかがだったのか

ということを私は沖縄振興一括交付金の中で―しか

も、一般財団法人沖縄観光コンベンションビュー

ローがかかわった事業の中で、平成25年度の執行は

平成24年度に比べて体制として10億円落ちているわ

けです。推進体制に対して、あれほどの42億円とい

う事業のあり方がいかがだったのか。平成24年度、

平成25年度を振り返ってのそのありよう。それから

個別には、今たまたまクーポンのことを聞きました

が、こういった精算型のことが、補助金の対象とし

て、ソフト事業として直接的に消費に還元される事

業としての公益性、公共性という意味で本当にこれ

は通るのかということそのものに私は非常に疑問が

あります。平成25年度にやめた理由です。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 まず、消費単価

が伸びていないということですが、消費単価につい

ては、その事業のみで伸ばすのは非常に厳しい状況

です。やはり宿泊、あと飲食、お土産もろもろの取

り組みをやる中で宿泊の単価は上げられると思って

おります。

今回の事業については、まず、まだ沖縄県に観光

に来ていない方々に対して、そういったインセンテ

ィブでもって沖縄観光に来ていただくための動機づ

けを行うというのが１つの目的です。もう一つが、

新たな観光体験、いろいろな体験を経験していただ

きましょうというのが目的でございまして、そう

いったことで、ヒアリングの中では、新たな体験が

できたというヒアリングもありますが、終えた、終

了した理由については、その事業に取り組む中で、

民間主導でクーポンの作成を行う業者があらわれた

ということ。それから、飲食店が来店するシニア層

に対して旬の食材を使った食事をサービス提供す

る、キャンペーン展開するなど、特典の原資という

ものを業界側が用意して、逆に来店を促進するよう

な取り組みが出てきたということで、平成25年度以

降についてはクーポンの原資分の事業予算は計上し

ていないということでございます。

○仲村未央委員 そんなことを言ったら本当に大変

なことだと思いますよ。クーポンの精算を民間主導

でやるところがあらわれたなんて、こんなフリー

ペーパーはもう何年も前からそういった企業の努力

で広告費をかけてみんなやっているのですよ。それ

を持ってきたら幾らと何かをサービスしましょうと

か、何割引きにしましょうとか、これをやったから

こういう仕組みが生まれたようなことをおっしゃっ

ていますが、とんでもないと思いますよ。だから、

そういった事業対象の絞り込み方や、あるいは直接

的に還元を受ける業者、業種、還元のあり方、これ

が本当に税金の使い方、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律に基づく補助金のあり方とし

て耐えられるのかということで先ほどタクシーの一

例を申し上げたのです。そこはいかがでしょうか。

重ねて答弁いただきたいのですが、実際にこうい

う交付事業をするときには、交付対象や、交付要綱

で基準に定めるべきいろいろなことがあるはずです

よ。それもどうだったのかというのも改めてお尋ね

をしたいのです。これが本当に公正性を伴う事業

だったかということで、これはかなり厳格なものが

あると思いますので、皆さんが先ほど口頭で述べた

ものの実績報告はぜひとも資料としてあわせて提出

を求めたい。それから、今言うようなことに対して

の文化観光スポーツ部長の見解をお尋ねします。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 まず、先ほど

クーポンというお話がございましたが、クーポン等

々については、それぞれの事業者がそれぞれの事業

の目的でもって営利の追求のためにやるようなサー

ビスでございますが、私どもがやっているものは、

夏には家族旅行を対象に体験していただく、そして

秋には女性に対してエステ、スパを利用していただ

く、あと冬にはシニア層をターゲットにして観光タ

クシーで誘客をしていくというようなそれなりの政
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策を持ちながらやったところでございます。

あと、民間でそれに類似するような取り組みが出

てきたということで、支援の仕方を今の直接的に

クーポンでやるということではなく、現在やってい

るのは、県の政策の目的にかなうように、民間で事

業をするときに県でその広報の支援をやるというよ

うに方向転換をしたところでございます。

○仲村未央委員 ですので、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律の趣旨から言っても、本

来は直接個人、法人の負担に該当する事業には使え

ないでしょう。だから民間企業に努力で行っていた

だくものの事業と、今言う皆さんが沖縄振興一括交

付金を使って直接的にばらまくというこのあり方と

いうのが適正だったのかということを聞いているの

ですよ。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これはあくまで

もばらまくというようなものではなく、繰り返しに

なりますが、県で今、春夏秋冬というそれぞれの季

節ごとにターゲットを絞った観光誘客をする。その

中で、そのターゲットに合ったような人たちに対し

て、さらに沖縄県での新たな観光体験を誘発してい

くというような政策を持った形で事業を執行してい

るので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律に違反するような執行の仕方ではないと理解

しております。

○仲村未央委員 結果として違反かどうかは会計検

査院等々にかかわる仕事でしょうから、そこのとこ

ろはもう終わりますが、42億円から31億円ですか、

それぐらいの開きがあるような予算のあり方自体

が、一つ一つの事業の継続性という意味で、本当に

この観光事業というのが推進体制も含めて一体どう

なっているのだと問われざるを得ないと思います。

いかがでしょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 一般財団法人沖

縄観光コンベンションビューローに委託している予

算が減ったというのは、事業が必要なくなったとい

うか、執行がおかしいから減ったとかそういうこと

ではありません。１つの目的を達成したもの、もし

くは事業の内容を検証する中で見直ししていく、そ

して県全体の予算の配分、そして部の中での予算の

配分等々を踏まえながら予算の措置をやっていると

ころでございます。

私たちとしては、今の観光の現状に合ったような

予算配分をし、そして一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューローという中核となる執行機関がご

ざいますので、そこと連携しながら、もしくは観光

協会、市町村とも連携しながら、沖縄振興一括交付

金で確保した予算、もしくはそれ以外の予算も含め

てしっかり執行しているところでございます。

○仲村未央委員 それでは、最初にいただいた物流

の件の資料ですが、対象の拡大とか、優遇措置の拡

充によって対象事業者の増減はどうだったのかとい

う資料をいただきたかったのですが、それはないで

しょうか。

○下地明和商工労働部長 制度だけだと聞いたもの

ですからそれは準備していないのですが。後で提供

するということでよろしいですか。

○仲村未央委員 そうですね。つまり拡大した後、

税の優遇措置を受けた企業がどれぐらいふえたのか

ということを前と後でそれぞれ知りたいという中身

ですので、ぜひそれは数で報告をお願いします。

○下地明和商工労働部長 短目に答弁させていただ

きたいと思います。

平成26年度８月時点での法人税軽減の実績を取り

まとめたところ、特区全体では平成24年度は20件の

活用で６億円の軽減をしたところであります。平成

25年度はまだ完全に出ておりませんので一部推計が

入っていますが、30件で約14億円の軽減をしたとい

う状況でございます。

○仲村未央委員 では、後で個別に資料をお願いし

ます。

○上原章委員長 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 まず最初に、予算とは直接関係な

いのですが、大変気がかりなことがあって、去る土

日に台風19号で沖縄本島が暴風域に巻き込まれたわ

けですが、その台風のさなか、土曜日でしたけれど

も、夕方に娘が結婚式に行くと言うのですね。今か

らだんだん強くなろうというときに出ていこうとす

るものですから、少しおかしいのではないかといろ

いろ口論になったのですが、軽自動車では危ないと

いうことで大きい車を持たせたのですが、帰ってく

るまで大変心配だったのです。聞いてみると、キャ

ンセルすると新郎新婦に全額負担がかかると、キャ

ンセルできないのだということで、そうなると何百

万円単位ですね。こんな状況というのか、そういう

実態というのはどうなっているのですか。

○下地明和商工労働部長 決算議案の調査と直接関

係があるのかどうか私には判断がつきませんが、お

話を伺った後に、何カ所かのホテルに電話確認とい

う形をとってみました。その中では、ホテルによっ

て対応がいろいろ違います。ですから、これは個別

の契約の中でやっていることなので、なかなかこち
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らからどうのこうのと言える立場にないのではない

かと。例えば、スーパーなどもあいているところも

あれば閉まっているところもありましたし、コンビ

ニエンスストア等もそれぞれの対応でしたので。ホ

テルによっては、何日か前から相談すれば最小限に

抑えてやるとか、延期をすればかなりの面倒を見て

くれるとか、あるいは中止をしたらそれなりに払っ

ていただくとか、もろもろホテルによって状況が違

うようですので、何ともコメントしかねるかと思い

ます。

○瑞慶覧功委員 今度の台風も２日前までの進路と

若干変わったのですね。そういう中ですから、台風

というので当日に暴風域に入るかどうかというのは

やはり直前にならないとわからないという状況があ

るわけですから。先ほどホテルによって違うと言っ

ていたのですが、県は暴風警報を出して外出を避け

るようにということで呼びかけるわけです。そうい

うさなかで、県はもっと横のつながりというか、統

一をして、例えば保険をかけさせる。これも宝くじ

みたいに、確かに契約はするけれどもまさかそのと

きに当たるというのはほとんどみんな思っていな

い、そういう状況だと思うのですよ。だから、そう

いうものは契約云々ではなくて、県も一緒に入って

もっとかかわって対処すべきではないでしょうか。

○下地明和商工労働部長 この部分に関しては、防

災の観点から、知事公室の防災危機管理の視点から

だったらできると思いますが、商工労働部の立場上

はそこにはなかなか踏み込めないのではないかと思

います。

○瑞慶覧功委員 そこも提言して、こういう状況が

ありますと。こういう暴風警報発令のときは個人任

せではいけないと思うのですよ。やはりそういうと

ころに県として横のつながりといったものをしっか

りとやって、きちんと県が間に立って、指導、まと

めていく。本当に今の状況だったらもっと大きな事

故につながると思います。以上、提言しておきます。

では、質疑に入ります。

主要施策の成果に関する報告書の中から、165ペー

ジの国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業で

す。決算額が低い理由です。そして、事業効果で県

内の製造業及び関連産業の振興に寄与するとある

が、県外、国外は対象となっていないのかです。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 まず、国際物流拠点

産業集積地域賃貸工場整備事業の決算額が低い理由

についてでございますが、平成25年度の賃貸工場整

備事業は、予算を平成26年度に一部繰り越しまして

５棟を整備しております。当初予算につきましては

19億5000万円余り、そのうち65％に当たります12億

7000万円余につきまして平成26年度に繰り越してお

ります。それが決算額が低い理由でございます。

続きまして、事業効果など、県外、国外は対象と

ならないのかという趣旨の御質疑に対してですが、

賃貸工場につきましては、立地企業の初期投資の負

担を軽減して早期の立地につなげるための受け皿施

設として整備しております。県外、国外から製造業

の立地集積を促進し、県内の観光広域型産業の振興

を図ることを目的としておりまして、そういう意味

で、県内製造業全体のレベルアップを図り産業振興

につなげていきたいという意味でございます。

○瑞慶覧功委員 対象になるということですね。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 そのとおりでござい

ます。

○瑞慶覧功委員 次に、うるま地区の企業立地が進

まない要因というか、課題は何ですか。

○下地明和商工労働部長 進まないということでの

話ですが、私どもとしては、毎年企業はふえてきて

おりますのである程度進んでいると思っております

が、一般的に我々がもっと加速できない理由として

考えているのが、土地の分譲価格が若干高いという

ことと、本土市場からの遠隔という意味で物流コス

トが割高である。それから、御案内のとおり製造業

あるいは物づくり産業の集積が低いということで、

なかなか相乗効果が生めないということなどで思っ

たように伸びていないというのが現状ではないかと

考えております。

○瑞慶覧功委員 次に、169ページ、臨空・臨港型

産業集積支援事業です。平成25年度の実績は１社と

のことですが、これはどこの企業か。

○慶田喜美男国際物流商業課長 平成25年度に助成

いたしましたのは、沖縄ヤマト運輸株式会社でござ

います。

○瑞慶覧功委員 初期投資費用とあるのですが、ど

ういったものを指しているのですか。

○慶田喜美男国際物流商業課長 この事業は、国際

物流拠点の形成に資するため、物流企業等の集積を

図るため、その初期投資に対しまして助成をするも

のであります。助成の対象になる初期投資費用とは、

例えば、那覇空港を活用する新規事業の開始に必要

な施設整備費、それから施設整備に関する機械設備

等の移送費、それから職員の研修費等々を規定して

おります。

○瑞慶覧功委員 次に、170ページです。沖縄国際
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航空物流ハブ活用推進事業の経済、雇用効果につい

てお願いします。

○慶田喜美男国際物流商業課長 沖縄国際航空物流

ハブ活用推進事業は、基本的に県産品の海外への販

路拡大、それと臨空・臨港型企業の誘致活動等に充

てている費用でございます。

沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の実施により

まして、県産品の販路拡大につきましては基本的に

約３億7300万円の県外への販売拡大がございまし

た。主な品目としましては、豚肉や牛肉などの畜産

物、それから紅芋ペースト等々の加工食品等々でご

ざいます。また、これにつきましては、事業の開始

前、月平均400キロの出荷にすぎなかった県産品の

海外展開が、平成25年度末の実績では月平均22.5ト

ンの出荷量で、約56倍まで増加している状況でござ

います。

それから、沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の

展開によりまして、基本的な企業の誘致といたしま

しては、ＡＮＡの国際貨物ハブ事業に関する直接雇

用者として約221名の直接雇用が発生しております

し、また、ヤマト運輸グループの国際貨物事業に関

する新規の雇用者数が平成25年度末時点で92名と

なっております。

○瑞慶覧功委員 次に、171ページの航空機整備基

地整備事業です。企業参入の計画はどうなっていま

すか。

○慶田喜美男国際物流商業課長 この事業は、那覇

空港に航空機整備施設を建設しまして、航空機整備

にかかわるいろいろな業種の誘致を核として展開し

ていこうという事業でございます。基本的に、県は

この航空機整備施設に入居する企業を平成25年11月

に公募いたしました。その結果、応募者はＡＮＡホー

ルディングス株式会社１社でありまして、審査会で

の審査を経て、１月６日に入居内定者としていると

ころでございます。ＡＮＡホールディングス株式会

社は、航空機整備事業を沖縄県で実施するに当たり

まして、新会社を設立して、設立後10年目で約300

名の県内雇用を計画しているところでございます。

○瑞慶覧功委員 次に、172ページのグローバル市

場に向けた展開支援の強化ですが、海外事務所の職

員配置と、駐在員を置いているところはどのように

駐在員を選考しているのか。

○下地明和商工労働部長 御案内のとおり、国際交

流を通して活性化を図るということで、沖縄県産業

振興公社を通じまして、台北、それから香港、上海、

北京に海外事務所、そして委託駐在員としてシンガ

ポール、タイ、フランス、オーストラリア、北米、

福建省に駐在員を配置しております。各海外事務所

の人員体制は、香港事務所及び上海事務所が５名体

制、それから台北事務所が４名体制、北京事務所が

３名となっております。

この海外事務所及び駐在員の役割としましては、

先ほど国際物流商業課長からの答弁もありました

が、海外における県産品の販路拡大、海外からの観

光誘客、それから県内企業の海外展開支援、加えて

海外との文化学術交流の推進などが挙げられており

ます。

その職員の採用という御質疑ですが、各事務所の

所長は県の職員を沖縄県産業振興公社に派遣といい

ますか、出向させまして、そこで所長をさせてもらっ

ている。それから、副所長という役職もありますが、

これについては県関係者の地元であったり、金融機

関からの派遣職員であったり、あるいは今回から初

めてですが、台北事務所に石垣市からの派遣であっ

たりという形で賄っております。それに通訳とか、

あるいは現地に明るい職員ということで現地スタッ

フを採用して、その構成で事務所を運営しておりま

す。

○瑞慶覧功委員 今のは海外事務所のあるところだ

と思うのですが、事務所を置いていない駐在所があ

りますね。そこの職員については。

○下地明和商工労働部長 駐在員に関しましては、

その役割として、観光誘客でありますとか県産品の

拡大という役割が課されていますので、経歴、スキ

ル、あるいは場合によっては県出身で、県のことを

よくわかって紹介できるとかということで、できれ

ば現地の県人会の皆様方からの推薦をいただきなが

ら、そういう沖縄県に明るい、そして現地でも十分

に営業ができる、仕事ができるという方を面接した

上で選考、採用しております。

○瑞慶覧功委員 次に、文化観光スポーツ部です。

218ページ、沖縄観光国際化ビッグバン事業です。

今、観光客が62万7000人、国別では台湾が25万4000

人です。ことしはさらにふえるだろうと言われてい

るのですが、実に台湾が40％近くを占めているので

すね。沖縄県から台湾へは、観光客を初めビジネス

マンはどれぐらい行っているのでしょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 台湾から40％、

25万人とたくさんの方が来ていますけれども、台北

駐日経済文化代表処那覇分処に確認したところ、沖

縄県から台湾への渡航者数については、具体的な数

値は把握していないということです。
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○瑞慶覧功委員 これは私も何年か前にも質疑した

のですが、沖縄県はいつも台湾にお世話になりっ放

しで、台北駐在員の皆さんも、やはり沖縄県からも

観光で台湾にもっと来てほしいという話も、琉中親

善議員連盟とかそういう中でよく聞くのですよ。や

はりそういったことも支援すべきだと思うのです

が、そういったものはありますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今、委員がおっ

しゃるように、確かに台湾サイドからも、できるだ

け沖縄県からも、相互交流という意味でたくさんの

観光客に台湾に足を運んでいただきたいというよう

な声はございます。

今、県として、県民が台湾に行くための直接的な

支援事業としてはないのですが、今、台北駐日経済

文化代表処那覇分処ともいろいろと意見交換してい

るのですが、当面はいわゆる学生の相互交流、そう

いったもので相互交流というものを進めたらどうか

ということです。うちとしても、台湾の学生との交

流、修学旅行を含め、そういったものについて検討

していきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員 やはり修学旅行ですね。そういっ

たものも、今、台湾へすごく行っているのですが、

長野県とか北海道が圧倒的に多いということで、沖

縄県ではなかなかそこまで行っていないですね。前

に琉中親善議員連盟で行ったときもそういう話があ

りました。やはり修学旅行も考えていくべきではな

いかと。後ほど修学旅行は触れるのですが、それと

老人会、お年寄りは元気ですから、近くて、おいし

いものもたくさんあって、見るところもたくさんあ

るという台湾をもっと-一方通行で、それだけでは

やはりいつかおかしくなるのではないか、こっちに

ももっと目を向けて連携してやるべきではないかと

思います。希望しておきます。

223ページ、修学旅行ですが、今、本土からの修

学旅行の学校数、そして人員は。

○前原正人観光振興課長 平成25年度が2496校、43

万6334人です。

○瑞慶覧功委員 この流れというのですか、過去か

らの推移としてはどうなっているのですか、大まか

でいいですよ。

○前原正人観光振興課長 済みません、先ほどのも

のは暦年でございました。平成25年です。

推移ですが、平成22年から平成25年までおおむね

43万人台を推移しています。ただ、平成23年は東北

の大震災の影響で、東北への修学旅行が沖縄県に振

りかえられたということがございまして45万人に

なっております。

○瑞慶覧功委員 先ほど１人当たりの消費単価の話

もありましたけれども、修学旅行生というのは、詰

め込んだり云々してやはりそれは低いと思うのです

が、今後のリピーター、夏場に来たいとか、そうい

う大事なお客さんだと思うのですね。それはぜひま

たしっかりと保ってというか、頑張っていただきた

いと思います。

○上原章委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時23分再開

○上原章委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

玉城満委員。

○玉城満委員 184ページ、泡盛の件ですが、今、

県外における展開に関してはいろいろな予算の措置

がされて、プロモーションであるとか、そういうこ

とをされているのですが、それなりに実績を見てい

るかと思います。しかし、最近、沖縄県の酒事情は、

焼酎が入り込んだり、ウイスキーの例のハイボール

であるとかワインであるとか、そういうのがどんど

ん進出してきて、酒の売り場面積の２割がもう焼酎

になってしまっていると、この前、酒造組合の方か

ら話を聞いたのです。県内でどうやってこの泡盛の

根っこをもう少し強くするというか、地元をもう少

し強化するという意味で、そういう県内対策に関し

てどのような考えを持っておられるのか、部長にお

聞きいたします。

○下地明和商工労働部長 若者が強い酒を避ける傾

向にあるとか、あるいは全体としてアルコールの消

費量が減ってきたとか、そういう中において、御多

分に漏れず、泡盛の県内における消費量も減ってき

ているとデータ上も出ていますし、実感もしている

ところです。

県内における泡盛の消費拡大に向けては、ウイス

キーなどと同じように、コークハイでありますとか、

島ハイボールみたいな形とか、そういう形で一生懸

命に工夫は凝らしているのですが、最近のワインも

しかり、あるいは日本酒もしかり、それにほかの焼

酎もしかりという形で、かなり好みが多様化してき

ている中において苦戦しているという状況でありま

す。今申し上げましたように、泡盛としても何とか

対抗しようということで、島ハイボールだとかなん

とかということで、居酒屋等も含めて販売作戦は遂

行しているところですが、なかなかうまくいってい

ないというのが現状ではないかと認識しています。
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○玉城満委員 だから、要はもう少し泡盛のキャン

ペーンというのか、県内のキャンペーンというのが

僕は必要ではないかと思っているのです。だから、

県内におけるキャンペーンに、ひとつ行政が手をか

すというか、県が支援する施策をぜひつくっていた

だきたいのですが、その辺、いかがなものでしょう。

○下地明和商工労働部長 まさにそのとおりでござ

いまして、特に観光客も含めまして、沖縄の料理と

合わせるような形で、今、盛んに島野菜だとかそう

いう県産食材のＰＲをしているところです。それと

合わせたような形で何とか泡盛の消費拡大というの

ですか、飲んでいただくことに結びつけられるよう

なものを、そういう事業とあわせて取り組めないか

検討していきたいと思っております。

○玉城満委員 それと、意外と料理というのは日本

酒を入れたり、ワインを入れたりという料理が結構

あるのですが、泡盛を入れる料理をやはり支援して

いく方法もあるのではないかと思うのです。だから、

料理用泡盛とか、そういうものだったら何か新商品

という感じのイメージがあるではないですか。そし

て新しいウチナー料理発掘ということも含めて、お

菓子類もそうですよね。お菓子類も結構ワインを

使ったりとかウイスキーを使ったりとかという料理

もあるので、その泡盛を使った新商品の試行品の開

発にもぜひ県が積極的にやっていただければ、僕は

少しは泡盛も元気が出てくるのではないかと思って

いるのですが、いかがなものでしょうか。

○下地明和商工労働部長 なかなか料理と泡盛とい

うのが私の頭の中で結びつかないのですが、これは

また専門家がいらっしゃると思いますので、そう

いったレシピができるようなことを少し探ってみた

いと思います。

○玉城満委員 今度は文化観光スポーツ部関係です

が、しまくとぅばの件ですが、今の進捗を少し教え

ていただきたいと思います。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 しまくとぅばに

関しては、去年から予算を増額して県民運動として

取り組んでいるところですが、進捗としては、去年

は普及計画をつくり、県民の実態調査を行ったと。

それとあわせて、県民の意識醸成のために県民大会

をし、しまくとぅばのハンドブックを作成して、普

及版としてそれを配付する。あとは県内の交通機関

団体とかそういうところに、できるだけしまくとぅ

ばを使うような取り組みを要請してきています。

今年度についても、特に学校現場での取り組みを

強化したいということで、小学校５年生、中学校２

年生、その全生徒に読本というものを３万6000部つ

くって配付する予定で作業を進めているところで

す。

あとは、やはり広がりを持たせるために、市町村

で予算措置する仕組みをもっと広げていくと。あと、

しまくとぅばの宣言決議というのですか、議会での

宣言というのですか、そういう数をふやしていく取

り組みをやっていきたいと考えています。

○玉城満委員 企業の皆さんに応援してもらうと

か、いろいろな組織に応援してもらうというのもい

いのだけれども、県当局が何か仕掛けていることは

あるのですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これといって効

果的なものかどうかはよくわかりませんが、できる

だけ使う場、聞く場を広げるという意味で、１つ目

の大きなこととしては、自治研修所の中でしまくと

ぅばの講座を開いて、県職員に対するしまくとぅば

を少し勉強していただこうということを今年度から

試みています。あとは、部長名で各部に対してでき

るだけ挨拶の中でしまくとぅばを使っていただきた

いという文書を発したということ。あとは今、毎週

水曜日がノー残業デーですが、そのアナウンスをそ

れぞれの地域のアナウンスで流すような仕組みを

とっています。等々、そういうことをやっています。

○玉城満委員 こういう運動というのはやはり県が

率先して、県庁に行ったらおもしろいよ、県庁に電

話したらおもしろいよ、ウチナーグチで応対してく

れるよというようなおもしろい仕掛けをやることに

よって、やはり県民も変わってくるだろうと。それ

とよく銀行であるとか、郵便局であるとか、そうい

うところの窓口にお年寄りの皆さんが来たときに、

昔はきちんとウチナーグチ対策の職員がいたのです

よ。やはりそういう人たちがしっかり、マーカラメ

ンシェービタガと、ちゃんとそのようなウチナーグ

チの対応をする人を、意識して来なくても、やはり

そういうのを配置していくというのもおもしろいか

もしれません。例えば、よく英語を使える方は、私

は英語は大丈夫ですと誰かが訪ねてきたらやるよう

に、ウチナーグチオーケーですと。ウチナーグチが

オーケーというのも変ですが、そのような対応をや

はり各窓口にそういう人がいるだけで雰囲気がもう

全然違ってくるのではないかという気がします。

それと今、経済労働委員会でこれは話し合われる

のかなと僕は思ったのだけれども、この前、しまく

とぅばの普及に関して、連絡協議会のほうから提言

があったではないですか。これはどういうことかと
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いうと、学校にこの本を配るだけではなく、学科と

してしっかりと取り入れてもらいたいという要望書

だったと思うのです。それに加えて条例もつくりた

いという、そのような話があったのです。これは教

育委員会に行っているようですが、文化観光スポー

ツ部としては学校教育にやはりこれを生かそうと考

えているわけだから関係があると思うのです。その

辺の新しい条例をつくることに対してはどういう考

えをお持ちですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今、条例につい

ては１つ目に、議員提案でつくりましたしまくとぅ

ばの日に関する条例というのがございます。あとは

昨年度、県でつくった沖縄県文化芸術振興条例の第

７条第１項で、しまくとぅばの普及と継承に必要な

措置を講ずるべきことということで定めているとい

うことです。あと、うちのビジョンを踏まえてしま

くとぅばの普及推進計画というのをつくって今取り

組んでいるところですが、新たな条例というのがど

うしても教育庁の分野と絡んできますので、やはり

この条例制定の趣旨、あと目的、内容等々を見なが

ら教育庁サイドと議論を少し深めていきたいと考え

ております。

○玉城満委員 ぜひこのしまくとぅば、僕は大事だ

と思っていますので、ウチナーンチュの文化意識と

いうか、シマンチュ意識みたいなものを高める意味

でも、しまくとぅばと言われている５つの言語です

よね。離島の与那国の言葉であるとか、宮古の言葉

であるとか、そういう地域地域の言語に関しても同

じような読本をつくって、きちんとその地域で誇り

を持って残していくように、そういうこともやって

いただきたいと思っております。これは要望ですか

ら。

あと、前々から僕は進言しているのですが、例え

ばヨーロッパあたりだと文化予算というのがその国

の大体１％以上は確実にいっているわけですね。中

には５％というところもあるぐらいで、結構文化を

大切にする予算の組み方みたいなものがあるのです

が、沖縄県の総予算の中で純粋に文化予算というの

は大体何％ぐらいになっていますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 正確な数字は

持っておりませんが、条例をつくる際に調べた内容

では0.9％程度だという情報です。

○玉城満委員 これは恐らく沖縄県立芸術大学の予

算も込みでしょう、そういうことです。僕は、文化

予算の中でも沖縄県立芸術大学の予算が多分一番多

いと思うので、そうではなくて、やはりソフトをど

うやって育てていくかという部分での予算が不足し

ているのではないかという気がしているのです。中

でも、僕がふだんから提言していた、海外の皆さん

にウチナーの文化を紹介することを今なさっていま

すね。そんなときに海外でどういう反応を持ってい

るかというのが、これは今、一つの実証実験みたい

な感じだと思うのです。外でやっているその国々が

どうやって反応しているか、その国がどう受けてい

るのか、それともトゥルバッテいるのかとかいろい

ろあると思うのですが、こういう調査もされていま

すか。

○大城直人文化振興課長 沖縄芸能活用プロモー

ション事業ということで、Ship of the Ryukyuとい

う形で、昨年は８カ国13都市で53公演やっておりま

す。それでその都市でアンケート調査をしていまし

て、沖縄県への来訪意向について、行ってみたい、

もしくは実際に行く計画を立ててみたいという意向

は、直行便のある重点市場では53.3％、そして新規

市場でも41％、特に台湾では72％とかなり高反応で

ございます。

○玉城満委員 やはりこれは非常に大切なことだと

思うのです。2001年だったかな、2000年だったかな、

サミットのときに沖縄県の芸能を世界中の主要都市

で紹介しようというイベントがありました。そのと

きに、アメリカ班とかヨーロッパ班とか、アジア班

とかいろいろあったのですが、僕らはロシアとイタ

リアとフランスへ行ってきたのですが、これは大変

な反応なのです。僕らは灯台もと暗しというか、地

元の文化に関しては当たり前さというイメージがあ

るけれども、やはり海外の人が沖縄県の芸能に関し

ては、日本のものとは全然違う、一国のものだとい

う評価を向こうの専門家たちはしているのです。と

いうことはどういうことかというと、可能性が相当

あるのです。だから、今８カ国、50何公演という話

がありましたが、これをぜひもっとふやすことに

よって沖縄県の文化の価値観がすごく高まってい

く。そして海外に評価されるということは、戻って

きたときにすごく見直されるのです。沖縄県の人の

価値観まで上がってくるわけです。だから、そうい

う意味ではどんどん海外公演を打つ。要するに県外

で公演を打って、それがまた逆に観光で戻ってくる

みたいな、返ってくるみたいな、そういう仕掛けを

しっかりつくったほうがいいと思うのです。それに

伴って物産というところも一応やっていくと、３本

の矢みたいな感じになってくると思います。沖縄版

の芸能だけを紹介するのではなくて、観光にも返っ
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てくる、そして物産にも返ってくるという仕掛けを

ぜひ芸能でつくっていただけたらいいのではないか

と思うのです。部長、その辺はどうでしょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今、実は県のほ

うで産業政策、戦略、先ほど商工労働部と農林水産

部とうちの文化観光スポーツ部、３つの部長、統括

監が集まって、いろいろと連携してできないかどう

かという部門会議を開いています。今、まさに委員

おっしゃるとおりのことをその中でやろうとしてい

ます。というのは、沖縄県を県外に売っていくとき、

例えば物産を売るだけでも、どういう物産なのかな

かなかわからないのです。きれいな海からとれたお

塩なのか、どういうところのお塩なのかわからない

のです。それをできるだけきれいな海のお塩である

とか、あの文化の中で育った泡盛であるとか、やは

り海外でプロモーションをするときには文化と観光

と農林も含めた物産を一緒に売っていく、沖縄県全

体として売っていくことがより効果が高いだろうと

いうことで、それも次年度からどういう取り組みが

できるのかという検討を今進めているところです。

○玉城満委員 商工労働部長に今の件に関して。

○下地明和商工労働部長 まさに今、湧川文化観光

スポーツ部長がおっしゃったように、私と文化観光

スポーツ部長、そして農林水産部長で、県に４戦略

部門をつくっているのですが、その中の産業振興部

門としてやっておりまして、一緒になって物産と原

料である農水産物を使った、特に意識しているのは

土産品、そういったものを開発していこうというこ

とで一緒に取り組んでおります。

○玉城満委員 ぜひこれは本当に最重点プログラム

として、施策としてやってほしいですね。今までは

横串というのが余りなかったものだから、お互い横

串で―これはどこどこの担当でしょう、これはどこ

どこの担当でしょうということではなくて、やはり

一緒にやることによって、沖縄県というものが少な

くとも海外にアピールできると思いますので、これ

からもこれだけは予算を３倍にも４倍にもして、ぜ

ひ最重点施策でやっていただきたいと思います。こ

れは要望して終わります。

○上原章委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 商工労働部のほうに最初に質疑

いたします。

国際物流特区ですが、沖縄21世紀ビジョン計画に

おける国際物流特区うるま地区の立地企業目標数と

実績について伺います。これは分譲、買い取り条件

つき貸し付け、賃貸工場、それぞれについても答弁

をしてください。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 沖縄21世紀ビジョン

計画におけます国際物流特区うるま地区のお話でご

ざいますが、目標は、平成33年度で110社、平成26

年８月末現在で36社が立地しておりまして、目標数

が32.7％という達成率になっております。

○玉城ノブ子委員 分譲、買い取り条件つき貸し付

け、それぞれ。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 利用状況についてで

すが、分譲が2.4ヘクタール、2.7％、買い取り条件

つき貸し付けで5.4ヘクタール、6.0％で、トータル

で7.8ヘクタールになります。

○玉城ノブ子委員 何社かというのを聞いたのです

が、36社というのは全体のものを聞いたのですよね。

それを分譲、買い取り条件つき貸し付け、賃貸工場、

それぞれ何社なのかということを聞いたのです。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 36社のうち分譲が５

社、それから買い取り条件つきの貸し付けが５社に

なります。

○玉城ノブ子委員 先ほど少し答弁していました

が、全体面積と販売面積、購入した土地の面積の分

譲率はどうなっていますでしょうか。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 分譲が2.4ヘクター

ルで2.7％、買い取り条件つきの貸し付けが5.4ヘク

タールで6.0％、民間につきましては、これがトー

タルで7.8ヘクタールで8.7％になります。

○玉城ノブ子委員 国税の優遇措置の適用を受けた

企業数は何社でしょうか。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 ２社になります。

○玉城ノブ子委員 国際物流特区うるま地区の立地

企業数、雇用者数の実績について伺います。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 まず、製造業につき

まして申し上げますと36社で、雇用者数が607名、

正規が471名で非正規が136人になります。これは企

業数は８月末現在で、雇用者数につきましては調査

時点がことしの１月１日付になります。一方、同じ

地区内に沖縄ＩＴ津梁パークがございまして、そち

らのほうが20社という形で、トータルで1502名。トー

タルになりますと合計56社、雇用者数が2109名にな

ります。

○玉城ノブ子委員 正規率は。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 トータルで申し上げ

ますと、正規が761名、非正規が1348名という形に

なります。

○玉城ノブ子委員 正規率は何％ですか。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 36.1％です。
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○仲栄真均情報産業振興課長 まず、沖縄ＩＴ津梁

パークは、先ほど20社、1502名と申し上げましたが、

そのうち非正規1212名で、正規の割合は290名、19.3

％です。

○玉城ノブ子委員 今、国際物流拠点産業集積地域

について答弁をしていただきましたが、この間、こ

の問題についてずっと指摘をしてきているのです

が、この地域は貿易の振興に資するということで優

遇制度を導入して、加工貿易型産業として企業立地

を目指してきているわけです。しかし、現状におい

ては、先ほど答弁をしていただいたのですが、今、

新たに沖縄21世紀ビジョンが策定されて、その計画

の中で平成33年度までに110社の立地目標がありま

すが、今までに分譲が進んでいるのは企業数は５社、

買い取り条件つき７社、貸し付けを含めると10社と

いうことになっているわけです。なかなか土地が売

れないという状況があって、賃貸工場を建てて貸し

付けをしているわけですが、これが26社になってい

る。分譲面積も2.7％、買い取り条件つきも含めて8.7

％という状況です。沖縄県が企業誘致を進めるため

にいろいろ財政措置をどんどんこの間行ってきてい

るわけです。私たちはずっと指摘をしているのです

が、改めてこの地域に対する総括点検、検討をやる

必要があるのではないですかということをずっと

言ってきているわけですが、これはどうでしょうか。

○下地明和商工労働部長 ただいまのような指摘も

ございますが、今の中城湾港（新港地区）の土地造

成事業の今の特別会計のトータルでの収支というの

は、資産残高を考えますと、まだ69億円の正味資産

の黒字でございます。ですから、今のような指摘が

果たして丸々当てはまるかというと、そこについて

は若干考え方が違うのではないかと思います。

それから、36社立地しまして、実際に旧特別自由

貿易地区から80億円を超す出荷が出ている、80億円

近い出荷が出ている。そして実際に600人以上、し

かも正規率が７割を超すような企業が、製造業とい

うのは非常に足が遅くて、地道にしかできないもの

ですから少し遅いのですが。しかし、みんなが求め

る正社員率も高いような産業が地道に―県内にな

かった、しかも高度な技術を持った企業が立地し始

めているということは、トータルで言うと、私は委

員が指摘されることが全てではないのではないかと

思っております。

○玉城ノブ子委員 これは製造業の分野を本土の大

手企業に貸し付けるということで、どんどん金をこ

こにつぎ込んできているわけですが、それと同時に

莫大な財政措置が出ているということと、もう一つ

は、これとはまた関係のない沖縄ＩＴ津梁パーク、

いわゆる情報関連産業、そことはその地域の従来の

目標からいえば全く関係のない情報関連産業をそこ

に集積して進めていかないと、要するにこの土地が

売れないという状況があるわけです。だから本来の

今までの目的とはまた違う方向に今進んできている

わけです。だから、そういうことも含めて全体的に

やはり総括点検が必要ではないですかということを

言っているわけです。

○下地明和商工労働部長 ただいまの質疑の中で埋

め立ての目的という点からしますと、今、沖縄ＩＴ

津梁パークを設置しているところは、もともとそう

いう都市機能用地として、埋立申請においても目的

を持って埋め立てたところでございます。そういう

産業が立地するのはもともとの目的に合っていると

いうことからすれば、我々としてはきちんと用途ど

おり埋め立て、目的どおりに使って、ＩＴ産業の振

興を図っていると認識しております。

○玉城ノブ子委員 もう時間がありませんので、こ

れについてはもう一度、私はこの国際物流特区のあ

り方について総括点検をぜひやっていただきたいと

いうことで指摘だけしておきたいと思います。

次に、カジノの問題ですが、文化観光スポーツ部

は沖縄県における統合リゾートの検討状況について

報告書を出しておりますが、カジノ導入に伴うデメ

リットについて少し伺います。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 カジノ導入に伴

う懸念事項としては、１つ目にギャンブル依存症、

それから青少年への影響、暴力団等組織悪の介入、

地域環境への影響、主にこの４つが挙げられており

ます。

○玉城ノブ子委員 なぜそれを聞いているかという

と、このデメリットの中でも大きな問題になってい

るのがギャンブル依存症の問題なのです。日本と沖

縄県内のギャンブル依存症の実態についてお聞きい

たします。

○村山剛観光政策課長 日本ではギャンブル依存に

関する統計データが存在しません。したがいまして、

県内のギャンブル依存症患者数を把握することは困

難であります。しかしながら、類似といいますか、

パチンコ依存問題の電話相談機関というのがありま

して、名前は認定特定非営利活動法人リカバリーサ

ポート・ネットワーク、この機関の報告書によりま

すと、2013年に沖縄県内から87件の相談があったと

のことであります。
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○玉城ノブ子委員 今、ＮＰＯ法人でリカバリーサ

ポート・ネットワークが実施しているギャンブル依

存症の電話相談の話が出ておりましたが、2011年か

ら2013年について、その全体の件数と内容について

伺います。

○村山剛観光政策課長 この機関が出した報告書に

よりますと、2006年から2013年の相談件数の累計は

550件となっております。相談内容としてはホール

に対する愚痴というのが最も多かったのですが、例

えば自己排除プログラムをつくってほしいとか、あ

るいはやめさせる方法を知りたいとか、このような

相談内容が多いと聞いています。

○玉城ノブ子委員 これを見ると、ギャンブル依存

症の電話相談件数について、2011年は1027件、2012

年が2060件、2013年が3364件と激増しているのです。

これはギャンブル依存症が増加しているということ

を示していると思うのです。どうですか。

○村山剛観光政策課長 国はこのＩＲ、いわゆる統

合リゾートの導入に伴う懸念事項に関しましては、

観光立国実現に向けたアクション・プログラムの中

で、今後、関係省庁において問題を生じさせないた

めの制度上の検討を進めるとしておりまして、ギャ

ンブル依存症についても体系的な対策が講じられる

ものと思っております。

○玉城ノブ子委員 この電話相談件数ですが、皆さ

ん、さっき内容についても少し触れてはいましたが、

このギャンブル依存症の電話相談件数で一番多いの

は何ですかというと、やめる方法を教えてください

ということなのです。それはどういうことを意味し

ているかというと、ギャンブル依存症になってしま

うと、そこから立ち直ることがなかなかできない、

自分ではできない、自己抑制力がなくなっていくと

いうことです。ギャンブル依存症という病気にか

かってしまうと、病気を完治することは難しいとい

うことを専門家の皆さんも指摘しているわけです。

どうですか、そこに対してどういう対策が講じられ

るということですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 ギャンブル依存

症についてですが、例えばシンガポールにおいては

ギャンブル依存症対策として、電話相談機関の設置

のほか、本人等の申請による入場禁止、それから国

民からの入場料の徴収、そしてあと域内でのＡＴＭ

の設置、そしてあと金銭貸し付けの禁止というさま

ざまな対策を講じております。こうした対策の効果

というのは中長期的に検証する必要があるのです

が、現時点ではＩＲの導入前後でギャンブル依存症

患者の割合は特段はふえていないと聞いておりま

す。ただ、国においてはこのシンガポールの先例も

踏まえながら、国において日本に適応したような

しっかりとした対策が講じられると思っておりま

す。そして、県としては、国が講じる措置に加えて、

さらにまた必要な対策を厳格に対応していきたいと

考えております。

○玉城ノブ子委員 パチンコやスロットマシンだけ

でも多くの悲劇が、今、起きているのです。先ほど

のギャンブル依存症の相談件数が激増しているとい

う問題、内容的にもギャンブル依存症をやめるため

にはどうすればいいのかという深刻な事態になって

いるわけです。これがカジノということになると、

これは今の現状の比ではない状況でギャンブル依存

症が生まれてくるということなのです。あの大王製

紙の前会長がカジノに90億円もマカオでつぎ込むと

いう悲劇も起きているわけでしょう。皆さんがモデ

ルにしているシンガポールの話が出ていましたが、

このギャンブル依存症によって自己破産の実態は一

体どうなっていますか。カジノ入場禁止を申し入れ

た人は何十万人になっていますか。

○村山剛観光政策課長 例ですが、シンガポールに

おきましてカジノへの立入禁止が適用される排除プ

ログラムの適用を受けている人数は、ことしの３月

末現在で20万542人でありますが、そのうち70％の

約14万人が出稼ぎ労働者を含む外国人でありまし

て、地元住民でみずからの排除プログラムの適用を

申し出た者は約６％、人数にして１万3160人と聞い

ております。

○玉城ノブ子委員 皆さんがモデルにしているシン

ガポールでもこういう事態があるわけです。韓国の

江原ランドの視察調査団が報告をしているのです

が、向こうの賭博中毒管理センターのセンター長が

どんな徹底的な中毒防止管理システムを備えていた

としても、家族崩壊、自殺、地域共同体の破壊など

を抜本的に防ぐことはできないという報告書を出し

ているのです。これについて、皆さんどう認識され

ますか。それでもギャンブル依存症を防止すること

ができるということですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 直接的に今の質

疑に答弁するのは難しいと思うのですが、国の法案

というのが今回の臨時国会に上げられて審査されて

おります。その中でも地域経済を活性化させる起爆

剤になるという意見がある一方で、やはりギャンブ

ル依存症などの懸念事項に対する慎重論というのも

ございます。こういうことで、統合リゾートはプラ
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スマイナス両面持っておりますので、導入に当たっ

てはマイナスの影響を最小限に抑えて、そしてプラ

スの効果を最大限に活用できる形で導入できるかど

うかというのが成功の鍵を握っていると思います。

県においても、このマイナスの影響を最小限に抑え

るということとあわせて、沖縄県の観光資源を最大

限に活用して、沖縄県のイメージに合ったような、

沖縄県のブランドを維持向上できるような統合リ

ゾートでなければ、なかなか県民の理解を得ること

は難しいと思っておりますので、こちらとしては、

国でしっかりとした懸念事項に対する対策をとって

いただくものと理解しております。

○玉城ノブ子委員 なぜ私がそういう質疑をしてい

るかというと、皆さん方はもう既にカジノＩＲの導

入を前提にした予算をこの間、6000万円余りもずっ

とつぎ込んできているわけですよ。しかも知事はカ

ジノ誘致に手を挙げているわけです。この法律がで

きない前からもう既に進んできているわけです。だ

からそのことを私は問題にしているのです。皆さん

方が進めようというＩＲ施設の収益の８割は賭博、

いわゆるカジノなのです。このカジノが、このＩＲ

施設が人々の暮らしを本当に豊かにすることができ

るのか、本当に新たな付加価値がここから生み出さ

れてくるのかというと、それとは全然違うのではな

いでしょうかということです。他人のお金を巻き上

げて、それでここからギャンブル依存症が出てくる。

こういう状況の中で、本当にこれが沖縄県の経済振

興の発展を図っていくことができるのかということ

なのです。どうですか皆さん、そのように認識して

いらっしゃるわけですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 まず今、県が調

査しているのはカジノを含む統合リゾートについて

産業振興の視点からメリットがあるということで、

これまで国、あと他の自治体においても調査研究が

行われてきておりまして、そして現在、また国会で

も、今、審議が行われている状況です。県としても

導入の可能性について調査研究を行っているわけで

あって、導入するときには県民のコンセンサスを前

提にという中でやっておりますので、法に抵触する

ようなものではないと考えております。

○玉城ノブ子委員 今の答弁も私は納得いきません

が、韓国では依存症対策に７兆円以上もかかってい

るのです。つぎ込んできているのです。それでもギャ

ンブル依存症の抜本的な解決策はないという状況な

のです。そのカジノはこのギャンブル依存症を増加

させて、自殺や地域共同体の破壊や家族崩壊をつく

り出していくものなのです。これが経済政策に値す

るようなものではないということは明らかではない

ですか。そういうもので経済対策はできないでしょ

うということです。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 先ほど答弁した

ことではありますが、やはりＩＲを導入する際には、

今言う懸念事項というのが出てきます。それで、こ

のマイナスの影響を最小限に抑えると。そして同時

に経済的な効果を最大限引き出すということを行い

ながら、やはり県民に判断を仰ぐ必要があると思い

ます。

○玉城ノブ子委員 私は、このカジノの問題につい

ては、公約の問題からいっても県民合意が前提だと

いうことを言いながら、ところが県民合意も得ない

まま、今、県のお金を6000万円余りもずっとつぎ込

み、そして仲井眞知事は積極的にカジノを推進する

ということで手を挙げているわけです。ですから、

これについて私は到底納得がいかないと思っていま

す。これについてはやはり知事に総括質疑をしたい

と思いますので、そのように取り計らってください。

○上原章委員長 ただいまの質疑につきましては要

調査事項として取り扱ってほしいということですの

で、本日の調査終了後にその取り扱いについて確認

いたします。

儀間光秀委員。

○儀間光秀委員 主要施策の成果に関する報告書の

169ページ、臨空・臨港型産業集積支援事業、午前

中も質疑があったのですが、平成25年度が１社、ヤ

マト運輸という答弁だったのですが、平成24年度は

何社あったのか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 この事業は複数年

度にまたがって補助することができる事業になって

おりまして、平成24年度の事業につきましても、ヤ

マト運輸に引き続き平成24年度、平成25年度と２年

間助成しているということでございます。

○儀間光秀委員 ということは、１社という認識で

よろしいのですね。

○慶田喜美男国際物流推進課長 そうでございま

す。

○儀間光秀委員 では、この合計で92名の雇用が生

まれたという認識でよろしいのですか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 平成24年度に51

名、平成25年度に41名、合計92名ということになっ

ています。

○儀間光秀委員 これは平成24年度スタートの事業

ですが、平成24年度の当初予算額が２億円、平成25
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年度が１億円。この要綱を見ますと、補助上限額が

１社に対して１億円とあるのですが、今年度の当初

予算額では8000万円の計上ですが、その辺の説明を

お願いします。

○慶田喜美男国際物流推進課長 先ほど申し上げま

したとおり、複数年度にまたがって補助をいたしま

すので、その誘致を予定している企業に沖縄県への

進出計画をヒアリングいたしまして、まず初年度に

幾ら必要かというところを聞き取りをして、見込み

の額を予算計上しているということでございます。

○儀間光秀委員 この見込みの業者、今年度は複数

社あるのか、例えば１社なのか、その辺を少しお示

しください。

○慶田喜美男国際物流推進課長 平成26年度につき

ましては、今、見込みで２社予定をしておりまして、

まだ社名とかは申し上げられないのですが、その初

年度分ということで8000万円計上してございます。

○儀間光秀委員 今、全日空が参入して、臨空のほ

うは東南アジアを含めて軌道に乗っているかと思う

のですが、この事業名にもあるように臨港のほうが

どうなっているか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 港のほうにつきま

しては、基本的に土木建築部がハードの整備あるい

はポートセールス等々を担っている形になります。

商工労働部といたしましては、基本的に昨年度から

周辺の、具体的には台湾とか、あるいは香港であり

ますとか上海でありますとか、現在でもハブポート

になっている港との連携でいろいろな貨物を沖縄県

に寄せられないかとか、そういう形での調査を今実

施しているところでございます。

○儀間光秀委員 実際に今現在、東南アジアを含め

た海上輸送での取り扱い、その辺の規模というので

すか、海上輸送のほうでございますか。

○下地明和商工労働部長 データとしては、港湾あ

るいは那覇港管理組合からデータを得ておりません

が、現在は海外船社あるいは国内船社、それに県内

の琉球海運あるいは南西海運等が、台湾高雄等々が

ハブ港となっておりますので、そこをきちんと結ぶ

ことによって、そこから新たな東南アジアとかそう

いうところにしっかりつないでいくということで

す。一挙にハブ港というわけにはいきませんので、

我々商工労働部としてはそこを強化することによっ

てアジアへの出口を探っていくという形で、県内の

船社も含めて取り組んでいるところでございます。

○儀間光秀委員 この事業、今年度で終わるのです

が、平成27年度以降も予算要求とかして、計画があ

れば。

○下地明和商工労働部長 予算の仕組み上、大体３

年から５年ということです。成果を見ながらという

ことが県の予算の仕組みになっておりまして、今回

一応期限ということにはなっております。今後とも

これを振興発展のもととして、沖縄県の経済発展を

図っていこうというわけですから、当然、次の事業

として仕組んでいくという考えでおります。

○儀間光秀委員 この条件の中にも、10名以上の新

規雇用もしなさいとか、あるいは取り扱い貨物の10

分の５、半分以上が県外への輸出にという条件が

あって、やはり雇用もしっかり年度年度で創出して

いるというのが数字であらわれていますので、次年

度以降もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

○下地明和商工労働部長 先ほども決意を言いまし

たが、今、こういう海外の貨物を取り扱うフォワー

ダーがヤマト運輸１社ということもありますので、

できれば複数社出てきて、力強く海外へ展開してほ

しいと思っております。この事業については、今後

とも継続して取り組みながら、新たなフォワーダー

を参入させていきたいと考えています。

○儀間光秀委員 力強い決意、本当にしっかりと取

り組んでいただきたいと思います。

続いて、主要施策の成果に関する報告書の170ペー

ジ、沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業について概

要説明をお願いします。

○慶田喜美男国際物流推進課長 沖縄国際航空物流

ハブ活用推進事業につきましては、基本的に大きく

２つの事業がございます。先ほど申し上げましたが、

県産品の海外への販路拡大を図る事業が１つ、それ

から臨空・臨港型産業の企業誘致を行うための活動

費用ということになっております。基本的には県産

品の販路拡大といたしましては、航空貨物ハブのコ

ンテナスペースの借り上げ事業でありますとか、あ

るいは生産者等を海外へ派遣する、あるいは海外か

らバイヤーを招聘するといった事業に対しまして、

県内事業者に対して補助を行っている事業等々がご

ざいます。また、企業誘致の面に関しましては、国

内の主要都市での企業誘致セミナーの開催でありま

すとか、既に進出しております臨空型産業企業とも

タイアップして、県外、海外でタイアップのＰＲを

展開しているところでございます。

○儀間光秀委員 今、主に３つあるコンテナの賃貸

ですか、確保事業とバイヤーの招聘、あるいは県内

渡航、その辺の実績、平成22年以降の実績はどうなっ
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ていますか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 まず、コンテナの

借り上げ事業につきましては、平成24年度にコンテ

ナ事業を利用して県外に出荷した企業の数ですが、

平成24年度が27社、平成25年度が34社、平成26年度

が28社という実績になっております。コンテナを活

用して海外へ出荷した県産品の量でございますが、

基本的には平成22年度、初年度になりますが、これ

が112トンからスタートいたしまして、平成25年度

には269トンまで出荷量が伸びております。それか

ら、その出荷による出荷額でございますが、これは

平成25年度の実績で３億7400万円でございます。

○儀間光秀委員 海外渡航とバイヤーを招聘した県

内企業数とバイヤーの実績推移。

○慶田喜美男国際物流推進課長 平成25年度の実績

でございますが、海外渡航あるいは海外のバイヤー

招聘事業を利用した県内企業数は約236社というこ

とになっております。これまでに招聘あるいは海外

渡航を活用した企業数の累計でございます。

○儀間光秀委員 バイヤーの招聘の実績推移、何名

渡航して、何名招聘したか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 これもこれまでの

延べ人数でございますが、招聘したバイヤーの人数

は172名ということになっております。

○儀間光秀委員 では、県内から渡航した人数。

○慶田喜美男国際物流推進課長 これも累積で延べ

207名という実績でございます。

○儀間光秀委員 ずっと年度を重ねることによっ

て、やはり渡航人数あるいは渡航する企業数も、あ

るいはバイヤー等県内から海外に渡航する、あるい

は逆も、国外から来るバイヤーの助成というのです

か、県が渡航する人に助成を出していますよね。そ

れはお幾らか。こっちから出る、あっちから来る、

両方。

○慶田喜美男国際物流推進課長 申しわけありませ

ん。今、助成額の合計の資料は手持ちがございませ

んが、基本的には助成に係る渡航の旅費であります

とか、そういうものの２分の１を、今、補助してい

るところでございます。

○儀間光秀委員 これは海外から招聘する方も２分

の１という認識でいいですか。

○慶田喜美男国際物流推進課長 バイヤーの渡航費

用につきましては全額補助しているところでござい

ます。

○儀間光秀委員 やはりこのバイヤー招聘の推移も

右肩上がりで伸びていて、東南アジアを含めた海外

からも県産品に大分注目されているのが数字にあら

われていると思うのです。そのバイヤーからの課題

とか、あるいは評価等を受けているのがありました

ら。

○玉城恒美産業振興統括監 県産品の海外への販路

の拡大は年々伸びております。午前中、部長が答弁

したように、当初からすると56倍に伸びてきており

ます。海外のバイヤーが沖縄県産品を評価する最大

の一番大きなポイントは安心安全ということです。

それから新鮮であるということが、特に香港を中心

としたアジアのバイヤーから評価を受けているとこ

ろでございます。課題は、やはりたくさん欲しいと

いうときにどっと出せないとか、それから年間を通

して出すことができないというのでございます。た

だ、それはまたある面、この旬の時期にしか出せな

いということで、廉価で出さなくてもいい、その旬

のときしか出さないのでそれなりの値段で買ってく

ださいということで、県内の生産者側には料金を下

げないで済むというまた逆のメリットもありますの

で、それは裏表の関係かと思っています。

ただ、言われるのは、加工品の場合については、

海外の消費者の方にわかりやすいメッセージとか

パッケージの仕方をもう少し工夫したほうがいいと

か、新しい商品を出すときには、その食べ方である

とかそういう表示ですね、栄養の表示をきちんとし

てくれということは言われます。

○儀間光秀委員 しっかり沖縄県を売り込むという

意味でまた、毎年沖縄大交易会、ことしも11月に行

われるということですが、そこにもたくさんの企業、

たくさんのバイヤーがお見えになると思いますの

で、しっかり県産品をアピールしていってほしいと

思います。

次に、文化観光スポーツ部はよろしいですか。空

手道会館、当初から今年度までの進捗推移をお願い

いたします。

○大城直人文化振興課長 空手道会館は、今月、10

月上旬には用地取得のめどが立ちました。文化財調

査を経て年内には、11月ごろを目指して造成工事に

着手する予定でございます。その後、順次展示工事、

本体工事、外構工事を進めることとしております。

○儀間光秀委員 供用開始は平成28年４月から７月

とあるのですが、予定どおり、計画どおりに供用開

始まで進むという認識でよろしいですか。

○大城直人文化振興課長 それを目指して鋭意頑

張っております。

○儀間光秀委員 空手は沖縄県が発祥の地と言われ
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ていますので、ぜひ立派なものを仕上げて、供用開

始に向けて頑張ってほしいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書の208ペー

ジ、芝人養成事業について説明をお願いいたします。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 芝人養成事業です

が、実はサッカーキャンプの誘致に当たりましては、

この芝生の状態というのが非常に重要な要因となっ

ております。過去、県内におきまして、芝生環境が

悪いということを理由にキャンプを取りやめたとい

う事例がございました。

そこで、委員おっしゃったように「シバンチュ」

と読みますが、芝人養成事業というのを始めまして、

サッカーのキャンプ誘致に向けまして芝生環境の整

備を図るということで、芝生管理の専門知識と技術

を兼ね備えた人材を養成していくことにしておりま

す。

○儀間光秀委員 平成24年度、平成25年度で１期生

５名、また、前年度、今年度で２期生で５名程度養

成していくとなっているのですが、今後もその専門

知識を持った芝人というのはニーズが出てくると思

うのです。取り急ぎ10名で養成してスタートさせて、

今後の計画等もあれば。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 委員おっしゃった

とおり、この芝人養成事業を始めまして、平成25年

度のサッカーキャンプの誘致状況が過去最高を記録

したこともありまして、かなり効果を出していると

認識しております。それでこういった事業を継続し

ていきたいと思っておりますが、ただ、当面芝人の

養成は平成24年度に始めます前に10名程度が妥当で

はないかということを、これは市町村の意向調査と

かを踏まえまして想定したところでございます。た

だ、そうはいいながら、そういった事業を何とか続

けていけないかということで、芝人の養成というこ

とではないのですが、今後はなるべくサッカーの

キャンプを実際に受け入れる市町村とか、あるいは

市町村が指定管理を行っている業者などに対しまし

て研修を行うという形で、市町村のニーズに応じた

形で研修を行っていくことで、より多面的な形で芝

生の環境の成育を図りたいと考えているところでご

ざいます。

○儀間光秀委員 サッカーのキャンプ誘致も確かに

右肩上がりで、また、今年度以降も県を挙げて誘致

活動に取り組んでいただきたいのですが、経済効果

もやはりそれなりに、これでいくと前年度で8800万

円ぐらいですか、経済効果も大分、平成24年度と比

較しても倍以上になっているという数字が出ていま

すので、しっかりと今後も取り組んでいただきたい

のですが、課題の中で、研修生が確実に県内で研修

成果を発揮する場を与えてもらえるどうかにかかっ

ていると。また、２期生も含めて研修生の再雇用が

課題と言える、雇用に関する働きかけなど、自治体

及び施設管理事業者との意見交換を実施し、雇用に

向けた周知活動を継続して行うとあるのです。この

課題解決、この研修データ、このノウハウを発揮す

る場を与えてもらえるかどうかというのもこの資料

に課題として出ているのですが、その辺に対する課

題解決に向けての取り組み状況。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 まさにおっしゃっ

たとおりでございまして、この芝人養成事業を通じ

て、結局は県内の企業あるいは自治体とかにいかに

雇用していただいて、県内でその技術を培ったノウ

ハウを広めていただけるかというのが課題になって

おります。それで実は１期生はもう既に卒業してお

りまして、５名おりましたが、そのうち５名とも本

人の希望と、あるいは市町村にも足を運びましてそ

のマッチング等も図りまして、２人が自治体の関係、

お２人が芝生関係の業者、それからお１人が芝生関

係の機械のメンテナンス会社を立ち上げたというこ

とです。この５名の方々、地元の企業あるいは御自

分でやられていますが、そういった形で雇用につな

げていけたと考えております。

○儀間光秀委員 県での採用はなかったのですか。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 それはございませ

んでした。

○儀間光秀委員 県が管理する総合運動公園を含め

て、競技場とか運動場によらず、公園等もございま

すので、その辺も検討していただければと思います。

とにかく立派な陸上競技場あるいは公園、日本の

トップレベルのサッカー選手が安心してキャンプ、

あるいは今後はＪリーグあたりの試合等もまた誘致

していただいて、グラウンドを見れば一目瞭然でわ

かるような立派な研修成果が出ていますので、今後

ともしっかり取り組んでいただきたいと思います。

最後ですが、210ページの沖縄スポーツアイラン

ド拠点会館を建設する意義と建設した後の効果はど

のような効果が予測されるのか伺いたい。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 仮称でございます

が、沖縄スポーツアイランド拠点会館を整備する経

緯というのは、沖縄県が目指しますスポーツアイラ

ンド沖縄というのがございますが、この形成を推進

するために、スポーツキャンプですとか、あるいは

スポーツツーリズムなどのスポーツコンベンション
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を支援する組織をまずは１つ強化しなければいけな

いということと、あわせまして各競技団体の集積で

すとか情報の共有と活用、そういったものを含めて

県民のスポーツ振興を総合的に行う拠点施設を整備

しないといけないということで、公益財団法人沖縄

県体育協会に県が補助して建物を整備するという事

業になってございます。

２点目の効果ということでございますが、実はこ

れは沖縄県体育協会の改築になるわけですが、体育

協会がこれまで担ってこられました生涯スポーツで

すとか競技スポーツがございますが、新たにそれに

スポーツコンベンション機能を加えるということ

で、生涯スポーツの推進ということで県民の健康づ

くりへの寄与というものもあります。それから、ス

ポーツ実践研修棟というのができますので、それで

研修機能等が充実することもございますし、先ほど

の繰り返しにもなりますが、プロとかアマの各種大

会やイベント、合宿などの受け入れ体制の強化が格

段に図られると考えておりまして、そういった意味

でスポーツコンベンションの推進を総合的に図って

いけるのではないかと考えているところでございま

す。

○儀間光秀委員 その会館建設の取り組みというの

ですか、進捗というのですか、計画を教えていただ

きたいと思います。

○渡久地一浩スポーツ振興課長 実は前年度で基本

設計、実施設計を終えたところでございまして、今

年度から実際に建物の建築に着手をしてございま

す。今年度内に完成をするということで、次年度以

降、次年度からの供用開始を目指しております。

○上原章委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 少し質疑させてください。

まず初歩的な話で申しわけありませんが、予算の

執行で繰り越しはわかるとしても、不用額ですね。

それぞれ文化観光スポーツ部も商工労働部も不用額

を出しておられるのですが、これは予算種目として

は沖縄振興一括交付金ですか、それともその他の事

業ですか、なぜ不用額扱いをしないといけないのか、

その辺を少し教えてください。文化観光スポーツ部

が６億円ぐらい出ていますね。商工労働部はトータ

ルで８億円。それぞれ教えてください。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 どうしても事業

の性質上、年度末に不用額が出るということは避け

られないところがあるのですが、私どもも去年の不

用を踏まえて、今年度はいろいろと事業の見直し等

々を行いまして、前年度より５億2000万円の不用額

の減を図ったところでございます。ただ、不用額が

出ているのは、沖縄観光国際化ビッグバン事業で１

億4000万円出ています。これは国際チャーター便の

支援事業ですが、その利用がなかなか見通しづらく

て、利用実績が減少になったと。その事業も年度末

近くまで利用していただくもので、なかなか補正減

等もできない状況にございました。同じように国内

需要安定化事業というのがあります。これで5410万

円の不用額が出ていますが、これも航空会社、旅行

会社からの申請額が予算枠に満たなかったというこ

とで、確定額が当初申請を下回ったところでござい

ます。

対策としては、できるだけ今の不用が出た事由、

そのあたりを検証しながら、それをしっかり事業計

画にも反映させて、早期執行に努めていきたいと考

えております。

○座喜味一幸委員 それで、せっかくの沖縄観光国

際化ビッグバン事業というのは、またそれぞれの重

要な増減はあったにしても、これは沖縄振興一括交

付金ですよね。沖縄振興一括交付金であれば、その

辺を予測して、何らかの形で内閣府との基金の取り

扱いだとか、全くの不用額でもすぽんと落ちてしま

うのです。不用になってしまうわけです。その辺の

事務的な詰め込みというのは、今後、３年目だから

もうベテランになっているのだけれども、５億3000

万円あたりの不用額を出すというのは、これは相当

もったいない事業だというイメージなのです。だか

ら、もう少し詰め込む時間と余裕、それから企画の

時間との詰め込みがなかったというけれども、これ

は今後もこの調子でいくと、少しこういう不用額扱

いというのは出てくるので、これを何らかの形で款

と款の入れかえだとか、項との入れかえだとか、そ

ういう面での弾力的な予算をやっていかないともっ

たいないのではありませんか、どうですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 まず仕組みとし

て、この不用額になるものを基金につくっていく、

もしくはその事業を当初から基金にしていくという

のは、なかなか今の沖縄振興一括交付金の制度上難

しいものがございます。例えば今年度もできるだけ

不用が出ないようにということで、執行の見込みは

今厳格にやっておりまして、今年度は逆にもう足り

ないような状況のところは、見込みを、今、徹底し

てやっているところでございます。

○座喜味一幸委員 沖縄県は、国家戦略の中で観光

特区としていろいろな制度上でこれからいくわけな

ので、その辺は少し、せっかくの予算をもっと活用
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して、弾力的にやっていくという知恵は働かせても

いいのではないのかと思います。商工労働部も12億

円だとか大きいもの、６億円もありますね。これは

土地の売買が完了しなかったから不用ということ

で、なぜ繰り越しができないのですか。

○下地明和商工労働部長 実はこの事業、その前か

ら繰り越しして何とか購入しようということで、ぎ

りぎりまで繰り越して頑張った。けれども、最後の

最後で譲渡してもらえなかったと。今の那覇地区の

第４号棟地区のところでございますが、どうしても

相続者が多いということもあって、なかなかお互い

の合意が得られなかったと。繰り越しして、なおぎ

りぎりまで頑張った結果、できなかったというのが

現状でございます。

○座喜味一幸委員 理由はわかるのですが、私は予

算執行計画の中では、ある意味では主としたＡ案と

その予備案というのか、気象条件によるもの、地主

個人との交渉により難航する事業というのはあらか

じめわかっているので、その辺は先を読んで計画を

立てておく。そして用地交渉難航という見込みをあ

る一定の時期でやったらば、その予算を振りかえて

どう効果的に使うかというところまでできれば…

…。せっかく一生懸命取った８億円、12億円の不用

額が出るというのはもったいないのです。その辺を

改善し、用地交渉なんかも早目早目に段取りをとっ

ていくという工夫等をしていかないと余りにももっ

たいない。一生懸命みんなで難儀して取った沖縄振

興一括交付金でありますから、改善の努力をお願い

します。

○下地明和商工労働部長 仰せのとおりだと思いま

す。これも委員おっしゃるとおり、そういうことが

できる予算であればよかったのですが、繰り越しを

してしまったと。

○座喜味一幸委員 これは３年目になるわけです

ね。

○下地明和商工労働部長 そうです。もう身動きが

とれなかったというのが現状でございまして、大変

申しわけありません。

○座喜味一幸委員 それでは、先ほども出ていまし

たが、この国際ロジスティクスセンター、今、整備

に入っていると思うのですが、この全体の概要と今

後、この国際ロジスティクスセンターはどういう機

能を持って、今後どのような物流というものを図ろ

うとしているか。当面の課題、国際ロジスティクス

センターを中心とした物の流れ、管理運営はどうな

るのか、物流はどうなるのかという概要を教えても

らいたいです。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 事業の目的は、臨空

・臨港型産業を集積させるための国際ロジスティク

スセンターを整備するということでございます。そ

れによりまして国際物流拠点の形成を図ります。事

業の概要としましては、敷地面積は約1.4ヘクター

ル、これは全体の駐車場等も含む面積でございます。

延べ床面積で約２万6500平米、約8000坪になります。

構造は鉄筋コンクリートの地上５階建てになりま

す。この建物は、今現在、建設中でございますが、

来年２月ごろの完成を予定しております。その完成

の前後に入居企業の公募を行いまして、そちらにつ

きましては臨空・臨港型ということで先ほどからお

話が出ておりますが、那覇空港の貨物ハブ、それか

ら那覇港、そういうところを使う企業、物流関係の

もの、それからリペアセンターという形でいろいろ

なところからコンピューターですとか、携帯電話で

すとか、そういうものを持ってきて、そちらで修理

するセンター、それから高度高額な商品のパーツセ

ンターですとか、そういうものの入居を目指してい

きたいと考えております。

○座喜味一幸委員 この施設の管理運営の方法だと

か、この拠点、国際ロジスティクスセンターを通し

てどういう物流というか、どういう経済の動きにな

るのですか。少し教えてください。

○下地明和商工労働部長 まず、先ほど課長が説明

しましたように、これから企業募集という手続に入

るわけですが、まず、今考えているスケジュールを

申し上げますと、12月議会あたりに設置管理条例の

改正を皆さんに御審査していただき、使用料等を定

めて、それから募集という作業に入り、そこに入っ

た企業が県内におけるといいますか、海外から、あ

るいは国内からそういうパーツでありますとか、場

合によってはｅコマースの製品でありますとか、そ

ういった企業を入れまして、それがオーダーによっ

て即那覇空港の貨物ハブに乗せて海外あるいは国内

へと配送される、その集積拠点としての役割を果た

していくということでございます。

○座喜味一幸委員 これはある意味で海と空のフロ

ントにもなり得ると思うのだけれども、これはどう

いう企業が入ってという公募の見通しとかはもう大

体立っているのですか。

○下地明和商工労働部長 既にフォワーダーであり

ますとか、メーカーでありますとか、そういったの

が完成した暁には応募したい、料金設定がどのよう

になるのか関心を持って情報収集に来ている企業が
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あります。

○座喜味一幸委員 これは県内の物流も基本的にこ

の国際ロジスティクスセンターに全部集約されると

いうイメージでいいのですか。離島を含めてどうな

りますか。

○下地明和商工労働部長 これは地域そのものが国

際物流という地域でございますので、そういったも

のを集約して、特に今の流れは国際航空貨物ハブを

活用する企業を中心に入れていくということを考え

ております。

○座喜味一幸委員 那覇空港貨物ハブの中で、国際

間小口輸送サービスが本格的に動き出すと思ってい

るのですが、これはヤマト運輸になりますよね。そ

こがこの那覇空港貨物ハブ施設を生かした事業展開

の見通しとメリット、今後なぜ那覇空港貨物ハブか

らなのか、今後アジアに向けてどういう戦略を立て

ているかというのをわかりやすく教えてください。

○下地明和商工労働部長 ヤマト運輸は今、アジア

への貨物の配送システムを構築して、アジアでの展

開ということに動き出しております。特に香港、こ

れからシンガポールも始まるのですが、そこへの冷

凍といいますか、クール配達、そういったものに力

を入れていこうということと、もう一つは、それだ

けではなくてビー・ツー・ビー―メーカーのパーツ

だとか、あるいはリペアセンターを受託して、それ

を貨物として運ぶという、いわゆるサードパーテ

ィーあるいはスリーパーティーとか言われているの

ですが、そういう分野まで広げていこうということ

です。実は３号棟に東芝のパーツセンターがござい

ますが、実際にこれを運用しているのもヤマト運輸

という中で、貨物の輸送形態が単なるフォワーダー

にとどまらず、いろいろなところを取り込んだ貨物

の流通をふやすという形で事業展開をしていこうと

しているところです。

○座喜味一幸委員 細かいことのイメージしかでき

なくて申しわけないのですが、ヤマト運輸がシンガ

ポール、香港、上海等々とそういう流通ネットワー

クができる。そういう中で、沖縄県内におけるある

意味でのパーツの組み立て等々、大きな事業がある

けれども、その沖縄県内の農水産加工品等々の可能

性も結構出てくるのではないか。これから大口でま

とめて卸売市場とか大手バイヤーにという時代か

ら、小口でも生産者から海外の消費者にという可能

性がもう既に内在しているのではないか。その戦略

を早目に沖縄県が生かさない手はないのではない

か。ヤフーや楽天あたりが内地のいろいろな地域特

産品を集め始めましたよね。我々の沖縄県の取り組

みはいかがでしょう。

○下地明和商工労働部長 まさに県としましても、

県産品の販路拡大については単にあちらのスー

パー、あるいはそういうストアに出していくだけで

はなくて、ビー・ツー・シーあるいはシー・ツー・

シーの可能性も含めて追求しているわけで、その流

れといいますか、輸送を担うのがＡＮＡの貨物ハブ

であり、ヤマト運輸であると。ですから今、楽天も

含めて、ここにそういうストックヤードを設置して、

いつでも深夜でも電話さえあれば一晩でアジアに物

が届くという仕組みをつくろうとしているところで

ございます。ですから、県内の農産物についても当

然動きが出てきますし、今、農林水産部も香港にも

うストックヤードを持ったりして、また冷蔵、冷凍

も一緒に取り組んでおりますので、そういった動き

は今後加速されるのではないかと考えております。

○座喜味一幸委員 今の話で、せっかく出したので、

これは少し取り組まなければいけない課題があっ

て、例えば農林水産部で今度、生鮮野菜等の品質の

高い保冷庫ができます。中央市場で事業化します。

今度は農林水産部で肉の冷凍保冷庫が香港でできま

す。こういう品物を送ろうとしているときに、新鮮

で出します、新鮮で出して香港に行きました。では、

肉は送り先に行ったらあるけれども、生鮮青果物等

に関して鮮度を維持するための保冷庫はどうするの

か。それとも、それは送ったと同時にもう家庭まで

配送するのかという戦略性というものは、前も指摘

したけれども、商工労働部と農林水産部の横断化を

図らないともったいないという時期が来ていると思

うのですが、商工労働部長、やりましょうよ。

○下地明和商工労働部長 先ほど文化観光スポーツ

部長からもありましたように、横断的な戦略会議を

つくって、その物流ルートあるいはコールドチェー

ンを保ったような運び方も含めて、物流に関しては

港湾も含めていろいろ改善しなければいけないとい

うことで横串を刺して取り組み始めておりますの

で、その中で農水産物の流通についても一緒になっ

て考えていきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 もう一点は初歩的な話で、航空

機の整備事業が始まっていますね。その予定と今後

事業をどういう形でやるのか。それと航空機の整備

需要に対して、１社だけの閉鎖的な管理になるのか。

その辺も含めてどうしようとしているのか教えてく

ださい。

○慶田喜美男国際物流推進課長 今、那覇空港にお
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いて整備を進めております航空機整備基地でござい

ますが、現状のスケジュールでは平成28年度末まで

に供用開始をしていきたいと、設計施工の計画を組

んでいる最中でございます。基本的には、一番最初

の施設にはＡＮＡホールディングスが入居して航空

機整備事業を展開していく形になりますが、県とし

ましては、それを切り口としまして、今後はエンジ

ンの整備事業者でありますとか、あるいは航空機の

パーツセンター等々の関連産業を誘致してまいりた

いと考えております。

○座喜味一幸委員 離島観光活性化促進事業の件

で、結構この事業というのは韓国からゴルファーが

来たり、いろいろな取り組みがあったと思っていま

して、離島に対して、これはいよいよ県も本気だな

と思いました。この実績がどうも表に見えない。今

後、この事業はどうしようとしているのか。文化観

光スポーツ部長、少し教えてくれませんか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 離島観光につい

て、離島航空路のチャーター便支援である、もしく

は離島観光のプロモーション委託、あと情報発信も

しくは離島旅行商品の造成等々いろいろやっている

ところでございます。その中で、離島航路開設の

チャーター便を静岡のＦＤＡという航空会社が久米

島、そして宮古をチャーター便で就航させるという

ことを、今、実現しているところですので、そこの

搭乗率を高めて安定化し、そして今後、直行便につ

なげていくような取り組みを地域とも一緒に取り組

んでいきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 文化観光スポーツ部の目線から

離島の交通コストは下がったと見ているのか、それ

とも観光客にとってメリットはあると見ているの

か、その辺は検討したことはありますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 航空運賃が下

がったかと言われても難しいところでありますが、

少なくとも宮古と八重山地域については就航する航

空会社が複数出たことから、競争によって以前より

は航空運賃が下がってきていると思っております。

ただ、久米島はまだ１社就航ですので競争がない状

況です。宮古、八重山と比べると若干高目になって

いる感じを持っております。ただ、観光客から見る

と、航空運賃もございますが、離島には離島の魅力

と申しますか、やはり本島と違うような自然環境を

持っておりますので、離島の観光ニーズは、掘り起

こし方もしくはプロモーションの仕方によっては、

今後非常に可能性は高いものと思っております。

○座喜味一幸委員 それと、これから沖縄県に1000

万人の観光客が入るであろう、私もそう思いますが、

そのときに、沖縄本島のみならず、離島とあるいは

中北部等々とのローテーションとでもいうのか、そ

ういうすみ分けをきれいにしていかないと少しまず

いと思っているのです。この離島への直行便の誘客、

いろいろと要望はあるけれども、それをどう働きか

けていいのかわからない、そういう要望が多い。そ

ういう離島への本土からの直行便等々について、沖

縄県はどう考えるのか少し教えてくれませんか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今後、沖縄県の

観光の広がりを持たせるという意味でも、やはり那

覇空港だけではキャパシティーも厳しくなってくる

と思います。ですから、やはり離島の空港をいかに

有効にどう使っていくのか、そして観光の経済的な

メリットをどう広げていくかというのは非常に大き

なテーマだと思っております。

そういう意味で、離島の空港への直行便、私たち

もいろいろと働きかけたりしておりますが、先ほど

話したＦＤＡがせんだってチャーターとして実現し

たところでございますが、やはり必要なことは、直

行便を飛ばせるぐらい魅力のある旅行商品をいかに

つくっていくか。それとセットにして航空会社、あ

と旅行会社にプロモーションをかけていくことが大

事だと思っております。今、県としても地域の市町

村、もしくは観光協会についてもずっと広域的なと

ころも含めて支援を少し拡大していこうということ

で、今検討を進めているところです。そういう中で

チャーター便、そういったものから始めて、直行便

の実現まで取り組みを強化していきたいと思ってお

ります。

○座喜味一幸委員 全く同感ですね。ハワイあたり

は航空会社に言って旅客数をふやす。向こうのコン

ベンション的な組織が大分あって、我々も一応観光

を振興していく上で、どのようにしてパイをふやし

ていくかということがまず課題だと思うのです。だ

から、そういう意味で観光客1000万人を確保するた

めに、我々の地域の中でどう受け皿をつくって、ど

ういう魅力をつくって、どう航空会社に売り込んで

いくかというのは、先ほど部長もおっしゃったとお

りでありますから、離島等も含めてのマネジメント

が必要かと思っております。

観光客の入客数が実績として平成25年で641万人

ぐらいふえていますが、それで観光収入が4300億円

ぐらい上がっているのですが、私は平成20年代から

大きく伸びてきたなと思っています。あと１人当た

りの消費量をふやしていくのは当然ではあります
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が、トータルとしての観光振興という意味での波及

効果においては、まずはパイを広げることだと思っ

ているのです。その面はどうですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 おっしゃるとお

り、今の観光政策の中で大事なことは、まずは当面

取り組むべきことは、今、沖縄の認知度が高まって

きておりますので、やはり客数をふやしていくこと

だと思っています。その中で、消費単価の高い外国

人観光客についてもその割合を高めていく取り組み

とあわせながら、やはり課題となっている１人当た

りの消費単価をどのように上げていくか、同時並行

の形でこれを進めていくことが重要だと思っており

ます。

○座喜味一幸委員 それで、観光客１人当たりの消

費額は多分６万7600円ぐらいの報告になっていると

思うのですが、この中で、沖縄地域の中で還元され

る消費額というのは何なのか。航空運賃があるで

しょう、交通費があるでしょう、宿泊費、飲食費、

お土産代等があるのだけれども、この消費額と県が

言っている消費額は、沖縄県域で消費されるものな

のか。それともトータルでの航空運賃と交通費を含

めたものなのか。その事業等の分析はされたことが

ありますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 ここで挙げてい

る１人当たり消費額は、宿泊費、交通費、土産代、

買い物代、飲食費、娯楽費、その他になっておりま

す。その中の交通費については、本土からこちらに

来るものは除いてあります。県内での移動は交通費

として、例えば那覇から宮古に飛行機で行く、もし

くはタクシー等々、そういったものはここの中で含

まれるようになっております。

○座喜味一幸委員 では、離島の航空運賃は入って

いるね。それからバス賃、タクシー代、レンタカー

代だとかが使われている。では、これは沖縄県内で

実質消費される額と見ていいのですね。

それともう一点、これは今後の課題として、やは

り観光業に携わる実質的な雇用、賃金等も含めて、

質を充実しなければならないという指摘は当然あり

ますが、このホテルの宿泊費等を見るとどんどん

減っている。これは競争が激しくなっているのか。

その他を見ても少し落ちてきている。これは競争が

激化しているのか。今後１人当たりの消費額をふや

すというけれども、どこにどう行政の指導というか、

手を入れれば消費額がふやせるのか。この辺は今後

の大事な分析、課題だと思うのですが、いかがでしょ

うか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 １人当たり消費

額をどのように上げていくかということで、ポイン

トとして考えていることは、まず滞在日数をどう延

ばすかということです。そしてもう一つは魅力的な

新商品をつくっていく、新しい沖縄に行きたくなる、

もしくは買いたくなる、食べたくなる、もしくは娯

楽したくなるような新しい商品をつくっていく。あ

と付加価値の高いものをいかにつくっていくか、そ

の３点だと思っています。その中で滞在日数という

ときには、先ほど来ある離島とか、より遠い地域ま

で足を運んでいただいて、あと１泊につながるよう

な、そういう魅力商品をつくっていくことも大事だ

と思っています。

それから、消費促進についても今、地域と一緒に

新たな商品をつくる、もしくは、お土産商品、今そ

の魅力ある商品づくりについても今年度から事業を

スタートさせているところです。あと、付加価値の

向上については、沖縄ＭＩＣＥ、それからリゾート

ウェディング、あと、スポーツとか文化を活用した

もの、そういったものも強化して取り組んでいると

ころでありまして、それとあわせて、やはり最近の

動きとして特筆すべきことは、消費単価の高い外国

人観光客をいかに誘致していくかということです。

滞在日数も長いですし、あと、消費購買力も高いの

で、そこも大きな要素になるかと思っております。

○座喜味一幸委員 今、部長から指摘がありました、

要するに外国人の参入によって、どれだけ外国人に

対してのサービス向上、１人当たり消費額をふやす

かという話がありましたが、実際、急激に二十数万

人から平成25年度では62万7000人に大幅にふえまし

た。この外国からの観光客のニーズというか、１人

当たりの消費額がどれぐらいで、彼らは何を沖縄に

求めているのか、その辺は戦略的に分析されていま

すか。

○村山剛観光政策課長 外国人観光客の観光消費額

ですが、空路と海路と別々に申し上げますと、外国

人観光客全体で空路の客は９万6548円、国内の観光

客に比べてかなり高い額が出ております。また、海

路については、クルーズ船が多いためか消費単価は

２万6238円となっております。ちなみに国籍別では、

中国の観光客の消費額が多くて、次いで香港、韓国、

台湾となっております。どのような商品についてか

は、今、データが……。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 どのようなこと

を望んでいるかというのは、それぞれの国でまた好

みが違って、例えば中国であれば非常に買い物を楽
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しむ観光客になっています。あと、韓国ではアウト

ドア、スポーツ的なもの、そういったものを好む傾

向があると聞いております。あと、ヨーロッパの方

々も結構来られているようですが、やはり離島の静

かな砂浜、ビーチ、そういうところを好むような話

も聞いております。

○座喜味一幸委員 外国人観光客、テレビ等で見る

とすごい買い物を、電化製品だとか、いろいろな宝

石類だとかがんがん買っているのですが、もし中国

の富裕層が来たときというか、アジアの富裕層が来

たときにＤＦＳ活用の可能性はないのか、これは研

究に値しないのか。いかがでしょう。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 ＤＦＳを今ある

エリアから別のエリアに新しくつくることは制度的

には可能です。それを展開する企業があらわれるか

どうかにかかっていると思います。

○座喜味一幸委員 必ずしもＤＦＳでなくても、沖

縄県に来て、東京で彼らが魅力とされる商品を整え

ることも、全国的にどこに行っても魅力ある商品が

買えるという条件整備も必要ではないかと思って、

一応提案をしました。

最後に、中小企業に対する県の融資制度はすごく

喜ばれているのです。これは何でこんなに喜ばれて

いるのですか。今の現状と中小企業にとって今まで

とどう制度が変わって、どのような支援体制ができ

たのか。その辺を教えてください。

○新垣秀彦中小企業支援課長 県の融資制度につき

ましては、平成25年度に借りかえ制度をつくりまし

た。これまで県の融資制度については、平成20年、

平成21年をピークに、平成23年、平成24年と新規の

貸し付けが25％、18％と落ちていったのですが、平

成25年に借りかえ制度をつくって、既存で資金繰り

に苦しんでいる中小企業の皆さんが借りかえできる

というところで執行率が上がったと。そういうとこ

ろで、現状のような方が県の融資制度を使って借り

かえして、資金繰りがうまくいっているという意見

なのかと思います。

○座喜味一幸委員 これは貸付枠の総額としては今

後どうなりますか。

○新垣秀彦中小企業支援課長 平成25年度の県の融

資制度の執行状況につきましては、新規分で県が65

億6000万円、そしてこれは銀行、金融機関と協調し

ておりまして、総額で193億7500万円ぐらい持って

おりました。それで、執行率でいきますと約半分ぐ

らいですが、平成26年の３月で86億円余り予算を執

行しております。平成26年度もほぼ同額の59億8000

万円ぐらいの県予算でもって、銀行と協調で175億

円余りの融資枠を確保しております。

○座喜味一幸委員 中小企業は、今、大きなやる気

も出てきておりますから、これは予算もしっかり確

保して充実してください。非常に元気づいています

ね。

以上です。

○上原章委員長 新垣哲司委員。

○新垣哲司委員 まずお聞きしたいのですが、観光

とＩＲ、統合リゾートの件について、これに絞って

少し質疑をさせてください。

今般の議会で国際観光産業振興推進議員連盟をつ

くって、この法案が恐らくは成立するのではないか

という機運があります。そこで一番大事なことは、

やはり法の整備が日本で初めてなものですから、国

会でも十分審査されて通過するものと思いますが、

その辺の今の状況について、わかる範囲でいいです

からよろしくお願いします。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 私も動きという

のはマスコミの情報でしかわからないのですが、昨

日の新聞報道を見ますと、カジノを中心とした特定

複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の今

国会中の成立が不透明感を増しているところでござ

います。というのは、やはり国内の経済発展のため

に起爆剤になるということで非常にメリットを訴え

るところと、一方ではやはり懸念事項、依存症対策

とかそういったものをもっと慎重に議論すべきでは

ないかということもあって、新聞の見出しとしては

カジノ法案迷走ということが出ております。

○新垣哲司委員 私も新聞の範囲しかわかりません

が、これはもし法案が通った場合には全国一斉に手

を挙げるものだと思っております。先立っておくれ

をとってはいけないということで、実はきょう糸満

市でこの基調講演が―パンフレットを渡しますか

ら、どうぞ見てください。基調講演がパネルディス

カッションを兼ねて行われるのです。ですから、こ

れは何を意味して、先立ってこのような基調講演を

するかということは、やはり全国においても法案が

通ったら、来年の７月、８月までに県としてもしっ

かり国にまたこれをしなければおくれをとるという

ことで、きょうの基調講演になっていると思います

が、その件について、文化観光スポーツ部長は知っ

ておられましたか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 恐縮ですが、私

はきょう初めて見ました。

○新垣哲司委員 あれだけ予算もつけて外国まで行
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くのに、このような立派な基調講演があることも知

らなかったということは、これはやはりもっと地域

の事情とか、あるいは特定複合観光施設区域の整備

の推進に関する法律案をしっかり前向きにもっと考

えなければいけないと思います。きょう６時半から

あるのですが、文化観光スポーツ部長、これをお聞

きしたいという感想はございますか、どうですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 日程の状況を見

ながら考えさせていただきたいと思います。

○新垣哲司委員 このような弱腰ではだめですよ。

日程を外しても行くぐらいの、皆さんは予算を組み

ながらラスベガスしか行っていないというのでしょ

う。シンガポールやマカオや、それからオーストラ

リアとか、近くにはウォーカーヒルとか、こういう

ところも行かないで、国によってみんなおのおの違

うのですよ。では、このメリットはどういうところ

が挙げられますか、少し言ってください。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今、日本国内で

も私どもがいろいろな情報を新聞とかで見ていて

も、やはりＩＲに対する理解がまだ足りないという

感じはしています。カジノとは少し違う、ＩＲはカ

ジノを備えた施設ではあるものの、さまざまな観光

施設を組み合わせたものだということはまだ理解が

通っていないような印象を受けておりますので、Ｉ

Ｒを県民に、もしくは市民にわかりやすく説明する

という意味では一定の効果はあると理解しておりま

す。

○新垣哲司委員 今、文化観光スポーツ部長のおっ

しゃるとおりですよ。設立の趣旨について読み上げ

てみますが、沖縄県は平成25年９月に、政府が検討

中の地域を限定して規制を大胆に緩和する「国家戦

略特区」の全国公募に、「沖縄ＩＲ（統合リゾート）

の導入」プロジェクトを提案した。ＩＲ（統合リゾー

ト）とは、テーマパークやホテル、劇場、美術館、

シネマ、ショッピングセンター、展示場、会議場、

一部カジノなどが入る統合型のリゾートである。海

外ではシンガポールで既にＩＲ（統合リゾート）が

稼働しており、家族から子供も、ビジネス客まで幅

広い層に対応する施設となっている。そして、注目

すべきは、ＩＲの開業によりシンガポールの観光入

域者が大幅に増加し、大きな経済発展を遂げたとい

うことであります。

一方、長く低迷してきた日本経済は、アベノミク

ス効果により外国人観光客が増加するなど回復傾向

にある。沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」で世界水

準の観光リゾート地を目指すことを宣言している。

そこで、国際平和観光都市を目指す糸満市として

ＩＲ統合リゾートを誘致することで、懸案となって

いる財政難、経済・雇用問題の解決を図りながら、

観光産業を発展させることが今後の糸満市の明るい

未来を築くものと考え、我々発起人らは本会を立ち

上げるものであると。これは発起人の会長が高山朝

夫先生でございますが、そういうことで、みずから

皆さんは設置をして―この趣旨を生かさないといけ

ないわけです。だから、おくれをとってはいけない。

今申し上げたように、一部リゾート、一部依存症

があるということですが、確かに先ほどの質疑の中

にも韓国とかいうのは何兆円もつぎ込んだというこ

とがあるのですが、あれは正直に言って、国の方針

が誤った方向に展開しているから、こういうことに

なっているのです。シンガポールとかマカオはそん

なことは全くありません。すごい規制です。これが

デメリットのことですが、入場をしっかり規制する。

国でも、そして県においてもしっかりする。場合に

よっては沖縄県民は立ち入りを禁止するぐらいの

しっかりしたことをやれば、こういう依存症という

ことは出ないのです。まずはきっかけとして、初め

としてはどのように思いますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 県でもこれまで

いろいろと対策を考えていく中で、県民の入場を原

則制限する方向で検討する方針を出していますし、

きょう、昼のニュースでやっていたのですが、きょ

うは国際観光産業振興推進議員連盟が開かれたよう

で、その中で―間違っていたら恐縮ですが、きょう

の議論の中では、日本国民についても何らかの制限

を加えた形で取り組んでいく方針が出されたようで

ございます。

○新垣哲司委員 これから国会でどういう議論を進

めていくかということはあると思いますが、では、

国民がやらなければ何にもできないということに

なっては困るし、そこまでは追求しませんが、メリッ

トについて本当にどのように考えておりますか。社

会福祉とか、経済とか、教育の無料化とか、雇用の

創出とか、いろいろあるでしょう。統合して少しそ

の辺を、経済効果。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 県でカジノ統合

リゾート導入に関する経済効果を試算したことがあ

るのですが、これは平成22年度に行っております。

その中では、アミューズメントリゾートの郊外リ

ゾート型というものが一番経済効果が高いとなって

おりますが、その場合に、敷地面積が43ヘクタール、

そして投資が1600億円と想定しますと、生産波及効
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果として5197億円で、ＩＲにおける直接雇用で9100

人、そして雇用誘発効果で５万4000人という結果が

出ております。

○新垣哲司委員 これはきょうの基調講演でも、今、

部長がおっしゃったとおり、経済効果が5196億円と

いう効果が出ると言われているのです。そこにはや

はり地元の農業、漁業、畜産業、第１次産業、地産

地消ということで、これは国のほうでしっかり制定

していくということですが、その辺はどのようにお

聞きしていますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これはそのＩＲ

にどのような施設を組み合わせていくか、どのよう

な機能を持たせるかによって変わってくるものでは

あると思うのですが、県でやっていた平成22年度の

調査の中で生産波及効果は5197億円というものを出

しております。その中には、まさに地域のそういっ

た食材を使う等々の波及効果まで含まれたものとし

ての効果でございます。

○新垣哲司委員 それを聞いているので、それを限

定するということで、国は法的な整備をやっていく

ということですので、県としてはこれにマッチする

ような方法の考えもありますかということを聞いて

いるのです。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 例えばシンガ

ポールの例でいきますと、シンガポールは、今、２

つのＩＲがあります。そのときに、シンガポールで

しっかりとコンセプトを示したわけですね。１つに

はリゾートモデル型、あと都市型、ＭＩＣＥ型で示

す。その中でそれぞれ条件をうたって公募して、業

者を選定していると聞いております。仮に国内でＩ

Ｒが誘致される場合も、それぞれの地域というのは、

自分たちの地域に最大限メリットがあるような仕様

書をつくって公募する。その中にどういう施設なの

か、もしくは雇用のこと、今言う地元の食材のこと、

そういったことはやはり一定の条件を仕様の中でう

たった上で公募することになると思いますので、そ

れはもうそれぞれの地域で、最大限地域に落ちるよ

うな取り組みをやっていくことになると思います。

○新垣哲司委員 それで、この波及効果と申します

か、それを導入することによって雇用が生れますよ

ね。今、県の試算としては、今言う5200億円の生産

波及効果が出てくると。雇用はどのぐらい試算され

ておりますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 雇用として、Ｉ

Ｒに直接雇用される方としては9100人、そしてもろ

もろの経済の誘発効果でもって生まれる雇用として

は、５万4000人に相当するというシミュレーション

でございます。

○新垣哲司委員 今言ったＩＲの税収増から見た場

合、これはあくまでも試算ですが、この試算からい

くと２万8000人ぐらいの雇用だと思いますが、それ

はどの辺が違っているのですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今、糸満市でさ

れたシミュレーションと前提条件がどうなっている

のかというので違いが出てくると思いますが、県で

やったものは、敷地面積が43ヘクタールで1600億円

の投資をやるという前提でやって、直接の雇用が

9100人、そして波及として５万4000人というシミュ

レーションでございますので、前提をお聞きしない

と、どこが違っているのかというのはコメントが難

しいと思います。

○新垣哲司委員 わかりました。やはり面積が違い

ますね。試算も違ってくる、この３倍ぐらいですか

ら。その辺はよくわかりました。もう時間も時間で

すが、もう一度これを聞きたいのですが、文化観光

スポーツ部長、きょうの基調講演は成功すると思い

ますか。成功裏に終わるように、県としてそう思い

ますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 糸満市として

は、議員の皆さん中心にその検討委員会みたいなも

のを立ち上げて積極的に取り組んでいると思います

ので、そういった意味では、一定の方が集まって、

地域としての盛り上がりは出てくるものと期待して

おります。

○新垣哲司委員 日程もいろいろあるようでありま

すが、やはり担当部署としてこういう年に１度、２

度ぐらい……。外野は言わないでくださいよ、質疑

しているのは私ですから。文化観光スポーツ部長、

これは隠れても行ってくださいよ。人には言わなく

ても堂々と行ってくださいよ。私はどんな用事が

あってもきょうは参加してお聞きしたいと。恐らく

会場がいっぱいで入れないぐらいの市民を初め県民

が来ると期待しているのですが、基調講演の日本に

おけるＩＲ事情の動向、そしてまたもう一方は、Ｉ

Ｒにおける人材育成と入場の規制ということで、Ｉ

Ｒを誘致する上で大変貴重な講演だと思っておりま

す。それから、ギャンブル依存症についても十分お

話があると思いますので、その辺もやはり改善しな

くてはならないということで、今、国会に期待をし、

それからまたこれから予算も頂戴して、あらゆると

ころの先進地はほとんどの国がＩＲもありますの

で、そのように期待を申し上げまして、最後に文化
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観光スポーツ部長の見解を聞きたいと思っておりま

す。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 知事がこれまで

答弁いたしているとおり、産業振興として魅力ある

ものの、さまざまな意見がございますので、国の動

向も踏まえながら、県として県民のコンセンサスを

前提にこの問題については取り組んでいきたいと

思っております。

私は、市議会中心の主催と勘違いしておりました

ので、そこの部分は少し訂正させていただきます。

○上原章委員長 以上で商工労働部長及び文化観光

スポーツ部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○上原章委員長 再開いたします。

決算調査報告書記載内容等について、休憩中に御

確認願います。

休憩いたします。

（休憩中に、決算調査報告書記載内容等につ

いて協議）

○上原章委員長 再開いたします。

要調査事項及び特記事項につきましては、休憩中

に御確認いたしましたとおり決することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上原章委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

決算特別委員長に対する決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上原章委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○上原章委員長 次に、視察調査日程についてを議

題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、視察日程調査について協議した

結果、日程案のとおり行うことで意見の一

致を見た。）

○上原章委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

視察調査日程につきましては、休憩中に御協議い

たしましたとおり決することとし、議長に対し委員

派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上原章委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時42分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 上 原 章
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月16日 (木曜日)

午前10時１分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 呉 屋 宏君

副委員長 狩 俣 信 子さん 中 川 京 貴君

委 員 又 吉 清 義君 照 屋 守 之君

委 員 新 田 宜 明君 赤 嶺 昇君

委 員 糸 洲 朝 則君 西 銘 純 恵さん

委 員 比 嘉 京 子さん 嶺 井 光君

欠席委員

島 袋 大君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 仲 本 朝 久君

参 事 阿 部 義 則君

保 健 医 療 政 策 課 長 金 城 弘 昌君

健 康 長 寿 課 長 糸 数 公君

国 民 健 康 保 険 課 長 上 地 幸 正君

薬 務 疾 病 対 策 課 長 上 里 林君

病 院 事 業 局 長 伊 江 朝 次君

病 院 事 業 統 括 監 當 銘 健 一君

県 立 病 院 課 長 津嘉山 朝 雄君

県立病院課経営企画監 松 田 碩 志君

県立病院課医療企画監 篠 崎 裕 子君

北 部 病 院 長 上 原 哲 夫君

中 部 病 院 長 松 本 廣 嗣君

南部医療センター・こども

医 療 セ ン タ ー 院 長
我那覇 仁君

精 和 病 院 長 伊 波 久 光君

宮 古 病 院 長 安谷屋 正 明君

八 重 山 病 院 長 依 光 たみ枝さん

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（保健医療部所

認定第１号 管分）

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県病院事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第21号

3ii4

○呉屋宏委員長 ただいまから文教厚生委員会を開

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会認定第１号、同認定第21号の決算２件の調

査及び決算調査報告書記載内容等について、一括し

て議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、保健医療部長から保健医療部関係決

算の概要の説明を求めます。

仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、お手元にお配

りしております平成25年度歳入歳出決算説明資料保

健医療部と書かれた資料に基づきまして御説明いた

します。

資料の１ページをお願いいたします。

表の右側の端の欄には平成25年度沖縄県歳入歳出

決算書のページを記載してありますので、御参照願

いたいと思います。

それでは、歳入決算の状況について御説明いたし

ます。

一番上の保健医療部の計の欄でございます。予算

現額の計（Ａ欄）80億8237万9000円に対し、調定額

（Ｂ欄）は81億4061万3891円、そのうち収入済額（Ｃ

欄）が81億2397万3573円、収入未済額（Ｅ欄）は1664

万318円で、収入比率は99.8％となっております。

収入未済額（Ｅ欄）のうち、主なものを御説明い

たします。

３ページをお開きください。

上から６行目の（目）衛生貸付金元利収入の収入

未済額（Ｅ欄）1071万7732円は、看護師等修学資金

返還金に係るものであります。

看護師等修学資金につきましては、看護師免許等

を取得後、県内の指定病院に一定期間勤務した場合

は返還を免除しておりますが、県外病院への就職、

文教厚生委員会記録（第２号）
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あるいは看護師等を離職した場合等に返還すること

となっており、この支払いが滞ったことにより収入

未済となっております。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

４ページをお願いいたします。

一番上の保健医療部計の欄でございます。予算現

額の計（Ａ欄）592億4147万3000円に対し、支出済

額（Ｂ欄）は572億2219万8645円、翌年度繰越額（Ｃ

欄）は５億9386万3488円、不用額は14億2541万867

円となっております。

翌年度繰越額（Ｃ欄）の主なものといたしまして、

５ページになりますが、上から７行目、（目）食品

衛生指導費における食肉衛生検査所建設事業や、そ

の６行下の（目）医務費におけるへき地歯科診療所

整備補助事業などにおいて繰り越しとなったもので

ございます。

食肉衛生検査所建設事業につきましては、地盤調

査により当初の想定以上に地盤が弱いことが判明し

たことによる設計変更があったこと、また、へき地

歯科診療所整備補助事業につきましては、天候不良

により船舶の欠航が生じ、資材の運搬等ができず工

事のおくれが生じたことなどから繰り越したもので

ございます。

不用額について御説明いたします。

４ページにお戻りください。

上から４行目、（款）民生費の不用額５億6951万

2046円について、その主なものを御説明いたします。

（目）で言いますとその４行下になりますが、（目）

国民健康保険指導費において市町村に対する財政調

整交付金の実績減があったことや、その下の（目）

障害者自立支援諸費において精神障害者医療費の実

績が見込みより少なかったことなどから不用が生じ

ております。

次に、（款）衛生費の不用額８億241万1538円につ

いて、その主なものを御説明いたします。

（項）公衆衛生費の不用額４億1599万3924円は、

下から３行目になります（目）精神衛生費において

精神医療事業費の復帰特別措置医療費の実績が見込

みより少なかったことによるもの、次の行の（目）

母子保健衛生費におけるこども医療費助成事業費の

市町村に対する補助実績の減等によるものでござい

ます。

５ページをお願いいたします。

下から８行目になります（項）医薬費の不用額３

億2933万2243円は、２行下になります（目）医務費

におけるシミュレーションセンター整備事業の補助

実績減などによるものであります。

６ページをお開きください。

１番上の行、（款）教育費の不用額5348万7283円

は、（目）看護大学費における教職員給与費の減及

び経費節減等によるものでございます。

以上で、保健医療部所管の平成25年度一般会計歳

入歳出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 保健医療部長の説明は終わりまし

た。

次に、病院事業局長から病院事業局関係の決算の

概要の説明を求めます。

伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、平成26年第５

回議会認定第21号平成25年度沖縄県病院事業会計決

算について、その概要を御説明申し上げます。

お手元にお配りしてあります平成25年度沖縄県病

院事業会計決算書に沿って御説明いたします。

初めに、県立病院の事業概要について御説明申し

上げます。決算書の11ページ、沖縄県病院事業報告

書をお開きください。

１、概況の総括事項でありますが、沖縄県病院事

業は、６つの県立病院と16カ所の附属診療所を運営

しております。医師や看護師等の医療スタッフの確

保を図るとともに、医療機器の整備充実を図るなど、

適切な医療提供と医療水準の向上に努めてまいりま

した。

エ、業務状況につきましては、入院患者延べ数が

67万4465人、外来患者延べ数が77万6667人で、総利

用患者延べ数は145万1132人となっており、前年度

と比べますと6091人の減少となっております。

それでは、病院事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

まず、沖縄県病院事業決算報告書の収益的収入及

び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款病院事業収益は、当初予算に補正予

算を加えた予算額の合計513億8381万8000円に対し、

決算額は486億6121万8095円となり、27億2259万9905

円の減収となっております。

これは、第１項の医業収益において26億1696万

8064円、第２項の医業外収益において１億8261万

3752円の減収となったことが主な要因であります。

一方、支出の第１款病院事業費用は、当初予算額

に補正予算額を加えた予算額の合計513億527万5000

円に対し、決算額は484億5730万3968円で、地方公
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営企業法第26条第２項の規定による繰越額が１億

1609万7000円となり、不用額は27億3187万4032円と

なっております。

この不用額は、第１項の医業費用において26億

7286万516円、第２項の医業外費用において2821万

4780円の不用が生じたことなどによるものでありま

す。

次に、２ページの資本的収入及び支出について御

説明申し上げます。

収入の第１款資本的収入は、当初予算額に補正予

算額を加えた予算額の合計37億1974万3000円に対

し、決算額は31億975万1145円となり、６億999万1855

円の減収となっております。

これは、第１項企業債において５億2050万円の借

り入れの減があったこと、第２項他会計負担金にお

いて8303万8520円の減があったこと等によるもので

あります。

第２項他会計負担金の決算額20億5438万6480円に

つきましては、その主なものが各県立病院の資産購

入費及び企業債償還金に対する一般会計からの負担

金となっております。

第３項国庫補助金の決算額237万6665円につきま

しては、各病院の医療機器購入に充当した補助金で

あります。

第４項寄付金の決算額1548万8000円につきまして

は、沖縄県立中部病院に対する寄附金となっており

ます。

一方、支出の第１款資本的支出は、当初予算額に

補正予算額を加えた予算額の合計55億3666万9000円

に対し、決算額は49億1038万6927円で、地方公営企

業法第26条の規定による繰越額は５億4775万円と

なっております。

不用額は7853万2073円となっており、主に施設整

備費及び資産購入費の執行減などによるものであり

ます。

次に、３ページの平成25年度沖縄県病院事業損益

計算書に基づき、経営状況について御説明申し上げ

ます。

医業収益は、入院収益、外来収益、診療所収益及

びその他医業収益で、合計434億431万9499円となっ

ております。

一方、医業費用は、給与費、材料費、経費などの

合計で459億7528万9747円となっており、差し引き25

億7097万248円の医業損失が生じております。

医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助金、

国庫補助金などで合計50億6161万7053円となってお

ります。

次に、４ページをお開きください。

医業外費用は、支払利息、繰延勘定償却、雑損失

で合計16億853万3282円となり、差し引き34億5308

万3771円の医業外利益が生じております。この医業

外利益と先ほどの医業損失とを合わせた結果、経常

利益は８億8211万3523円となっております。

さらに、特別利益が１億2259万3894円であるのに

対し、特別損失が12億5563万3800円となっており、

11億3303万9906円の損失が生じております。この主

な要因は、旧沖縄県立宮古病院の固定資産除却に伴

う臨時損失10億5777万4027円によるものでありま

す。この損失を経常利益と合わせますと、当年度純

損失は２億5092万6383円となり、前年度繰越欠損金

167億6823万1184円を加えますと、当年度未処理欠

損金は170億1915万7567円となっております。

次に、５ページの平成25年度沖縄県病院事業剰余

金計算書について御説明申し上げます。

資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計である資

本合計は、前年度末残高635億3151万3498円となり、

前年度処分額が０円であるため、処分後残高は同額

となっております。

当年度変動額は、マイナス15億9918万3257円と

なっております。

その主な内訳は、固定資産除却に伴う除却損への

補塡がマイナス３億5l18万3797円、企業債の発行が

10億3750万円、企業債の償還がマイナス20億4492万

3746円、負担金の受け入れが20億5438万6480円、補

助金の受け入れが237万6665円、当年度純損失が２

億5092万6383円となり、その結果、資本の当年度末

残高は619億3233万241円となっております。

次に、平成25年度沖縄県病院事業欠損金処理計算

書について御説明申し上げます。

当年度未処理欠損金は、先ほど御説明申し上げま

したように、170億1915万7567円となっております。

これにつきましては、地方公営企業法第32条の２の

規定に基づき、全額を翌年度に繰り越すこととして

おります。

次に、６ページの平成25年度沖縄県病院事業貸借

対照表について御説明申し上げます。これは、平成

26年３月31日現在における病院事業の財政状況をあ

らわしております。

まず、資産の部における固定資産について申し上

げますと、土地が45億8844万2289円、建物が346億

9495万5780円、構築物が９億8516万223円、器械備

品が92億6392万5003円、車両が2140万234円、建設
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仮勘定が４億1262万2687円、その他有形固定資産が

210万円で、有形固定資産合計が499億6860万6216円

となり、無形固定資産1260万3544円と合わせた固定

資産合計は、499億8120万9760円となっております。

次に、７ページの流動資産について御説明申し上

げます。

現金預金が87億3211万4492円、未収金が112億7457

万3771円、貯蔵品が５億8592万8566円などとなって

おり、流動資産合計では206億7734円となっており

ます。

なお、未収金112億7457万3771円のうち、18億9194

万9029円が個人負担分の未収金となっており、残り

の大半は平成26年２月及び３月請求分の診療報酬な

どとなっております。

次に、繰延勘定について御説明申し上げます。

繰延勘定は８億4466万4467円となっております

が、これは、固定資産の購入等に係る控除対象外消

費税額であります。

ただいま御説明いたしました固定資産、流動資産、

繰延勘定を合わせました資産合計は、714億2588万

1961円となっております。

次に、８ページの負債の部における固定負債につ

いて御説明申し上げます。

公立病院特例債に係る企業債が11億9305万9580

円、他会計借入金が36億円、引当金が218万5729円

で、固定負債合計は47億9524万5309円となっており

ます。

なお、他会計借入金36億円の内訳は、沖縄県産業

振興基金16億円、一般会計20億円となっております。

次に、流動負債について御説明申し上げます。

未払金が45億41万3164円などで、流動負債合計は

46億9830万6411円となっております。

固定負債と流動負債を合わせた負債合計は、94億

9355万1720円となっております。

次に、資本の部について御説明申し上げます。

資本金は、自己資本金18億7858万4732円、借入資

本金となる企業債314億6747万4093円、合計で333億

4605万8825円となっております。

次に、９ページの剰余金について御説明申し上げ

ます。

資本剰余金は、他会計負担金及び国庫補助金など

で、合計456億542万8983円となっております。利益

剰余金は、当年度未処理欠損金が170億1915万7567

円となったため、剰余金合計は285億8627万1416円

となっております。

この剰余金と資本金を合わせた資本合計は619億

3233万241円となり、さらにこれに負債合計を加え

た負債資本合計は、714億2588万1961円となってお

ります。

11ページ以降は決算関連の附属資料を付してあり

ますので、御参照ください。

以上が決算概要の説明でございます。

よろしく御審査のほど、お願いします。

○呉屋宏委員長 病院事業局長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」（平成26年９

月22日議会運営委員会決定）に従って行うこととい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにして

おります。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うように御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことといたしたいと存

じます。委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 まず、主要施策の成果に関する報

告書の83ページになります。そこにあります特定不

妊治療費助成事業についてですが、１億7000万円余

りあるのですが、その中で、特定不妊治療は何名の

方が受けて、補助を受けた方の中で出生はどのぐら

いあったのか、１人何回までそれを受けられるのか、

年齢制限はどうなのかなど状況をお知らせくださ

い。

○糸数公健康長寿課長 特定不妊治療につきまして
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は、一般の不妊治療とは違いまして、体外受精、そ

れから顕微鏡を使った顕微授精というものを使う治

療方法で、保険が適用されないということで１件当

たり高額な治療費を必要としております。

助成要件につきましては、法律上の婚姻をしてい

る夫婦で特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込

みがないこと、夫婦のどちらかが県内に住所を有し

ていること、夫婦の合計所得が730万円未満である

という条件、それから指定医療機関が県内に７つご

ざいますけれども、そこで治療をすることなどを要

件として県で補助を行っております。

補助の金額ですが、治療方法が幾つかありますが、

１回の治療につき上限額を15万円としています。た

だし、一部の治療については７万5000円と治療方法

によって額が少し異なっております。先ほどの助成

額の実績は１億7000万円余りということですが、そ

の人数につきましては、先ほどの金額に対応する人

数としては873人の方が沖縄県の助成を受けており

ます。

今、那覇市が別で独自に行っていますので、那覇

市も入れた沖縄県全体になりますと1076名の方が平

成25年度に助成を受けて、お１人当たり約1.6回、

１回で妊娠しない場合は数回繰り返すということで

助成を行っております。

そこから出産にどの程度つながったかということ

につきましては、この助成を受けた人たち以外の特

定不妊治療も全てトータルした値しか把握をしてお

りません。最初に申し上げました所得の制限とかい

ろいろな回数の制限があって、沖縄県の助成はある

程度制限があるのですが、特定不妊治療により生ま

れた赤ちゃんの数は、沖縄県内全体の特定不妊治療

ということで助成を受けていない方も含まれる数字

ということで御理解いただきたいのですが、全体で

479件が妊娠に至っているというデータはございま

す。

年齢制限につきましては、今のところは年齢制限

はございませんけれども、国の方針として、平成28

年度から43歳未満に限るという方針は出していると

ころでございます。

○狩俣信子委員 特定不妊治療費の対象外の方も含

めると479件あったということですね。それは大変

よかったと思うのですが、今のところは年齢制限は

ないと。１人何回まで受けられるかというのはあり

ますか。

○糸数公健康長寿課長 現在の回数につきまして

は、申請初年度は年に３回まで受けられます。年に

３回の治療を受けることができて、２年度以降は年

に２回、合計５年間で10回までという制度が現在40

歳以上の方については適用されております。これは

平成26年度からですが、39歳以下の方は通算６回ま

でということで、この場合は年に３回という縛りも

なくて、本人の体調によって３回を超えてやるとい

う、年齢によって助成回数が少し違うという状況に

なっております。

○狩俣信子委員 一応、今のところは５年間で10回

受けられるということですね。そこでお子さんがで

きると本当にいいと思うのですが、やはり経済的に

大変な人たちのためにはこの事業はとても助かると

思いますね。これは継続してやっていかれるのです

よね。

○糸数公健康長寿課長 継続して実施していく予定

です。

○狩俣信子委員 次に行きます。妊婦健康診査につ

いてですが、85ページです。今まで５回だったのが

14回になったということですが、まず、その受診率

はどうなっていますでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 妊婦健康診査の受診率につ

きましては、妊娠してから出産に至るまで健康診査

を受けるわけですが、現在のところのデータとして、

１人の妊婦の方が何回受診したかという個別のデー

タの集計が今手元に出ていないものですから、私た

ちとしては、この14回の公費で受けられる健康診査

のうち何回受診したか、全体の回数を妊婦さんの数

で割るという概数で試算しているところです。平成

24年度の妊婦１人当たりの受診回数は11.3回になっ

ております。

○狩俣信子委員 私がそれをお聞きしましたのは、

低体重児の状況とどう結びつくのかというのが気に

なってお聞きしたのです。沖縄県における低体重児

の出生状況で、例えば早産とかとどうかかわるかと

いうことがあるものですから、低体重児の状況をお

聞きしたいと思います。

○糸数公健康長寿課長 低体重児、あるいは低出生

体重児と表現していますけれども、一応定義では

2500グラム未満で出生したお子様の場合を低体重

児、あるいは低出生と申し上げております。沖縄県

における全出生に対する低体重児の割合が11.6％と

なっております。これは全国の平均が9.6％ですの

で、全国の中ではかなり多い、率としては一番高い

という状況になっています。

○狩俣信子委員 全国に比べると11.6％は高いと思

うのですが、原因を調査したことはありますか。そ
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ういうこともわかりますか。

○糸数公健康長寿課長 原因の調査につきまして

は、少しデータは古いのですが、平成11年度に沖縄

県全体で１度調査をしたことがございます。そのと

きには、妊娠中の喫煙、妊娠高血圧症候群、お母さ

ん自身が流早産の既往がある―過去にそういう流産

とか早産とか、あるいは開腹手術などの要因、それ

から母子手帳を交付するときにしっかり保健指導を

受けていないというものも要因としてあるなどの状

況がございました。

○狩俣信子委員 平成11年に調査したとはいえ、状

況はいろいろ出ているわけですよね。やはりそこに

対する妊産婦への指導体制が求められていくのか

と。全国に比べて低体重児が多いことを考えると、

受診率も平均11.3回ですよね。そうすると14回まで

受けられるわけですから、そこらあたりの周知徹底

みたいな、それは沖縄県としては何か対策をとって

いますでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 その調査結果を受けて、妊

娠すると最初に市町村の窓口で母子健康手帳をもら

いますので、その窓口の場で保健指導の実施である

とか、あるいはたばこを吸っている妊婦さんについ

ては、禁煙の重要性を伝えるという保健指導を市町

村において徹底しているところです。

ただ、なかなか母子健康手帳をもらいに行くタイ

ミングが遅いとか、いろいろ課題がありますので、

それらを市町村であるとか、あるいは今、沖縄県で

健やか親子おきなわ21という母子保健の関係者が毎

年いろいろな課題を協議する場があるのですが、そ

こで課題を共有して、それぞれの産婦人科であると

か小児科であるとかで対策をとっているところで

す。

今、妊娠の回数につきましても正確な数字ではな

いこともありますので、今年度は妊婦健康診査の個

人個人のデータと、生まれた後に乳幼児健康診査を

行っていますけれども、そのデータを連結して、妊

娠中の健康診査データがこうであると、生まれたと

きの状況がこうで、その後の健康診査でどのような

異常があるかというデータを連結した事業で、もう

少し正確な要因の調査と対策を行う事業を今年度か

ら始めているところです。

○狩俣信子委員 せっかく妊娠しても、子供たちが

しっかり育つような対策はやはり県としても必要だ

と思いますので、よろしくお願いします。

次に行きます。89ページでしょうか、医師確保対

策が載っています。それについて現状と課題をお願

いします。

○金城弘昌保健医療政策課長 医師確保対策につい

てでございますが、主要施策の成果に関する報告書

で事業実績を述べていますが、主に沖縄県立病院で

行います医学臨床研修事業でありますとか、あと代

診医派遣事業、いわゆるドクタープールの事業であ

りますとか、次のページになりますが、医師修学資

金等貸与事業ということで医学生に対する修学資金

の貸与とか、そういった事業を通して医師確保に取

り組んでいるところでございます。

○狩俣信子委員 毎回医師不足の話が出るものです

から、やはり医師確保の事業はとても大切なことだ

と思いますので、継続して医師不足にならないよう

な対策をお願いしたいと思います。

次に行きます。救急医療体制の充実ということで、

91ページです。現状と課題をお聞きしたいのですが、

私はこれに対して、沖縄県は救急患者のたらい回し

がないということで高く評価しているのです。そこ

らあたりで現状と、あるいは課題があったら教えて

ください。

○金城弘昌保健医療政策課長 救急医療体制の現状

について申し上げます。

まず、救急医療については３次救急まで準備をし

ておりまして、まず初期救急医療体制ということで、

これは比較的軽症で入院を伴わないという場合に

は、一般の医療機関、民間の診療所といったところ

ですとか、市町村の休日夜間診療所などで対応して

いただいております。

あわせて２次医療圏ということで、これは入院を

必要とする患者さん、それと比較的重症な患者さん

に対応するもので、これは５つの医療圏に救急告示

病院を準備しておりまして、全ての医療圏に救急告

示病院を整備しているところでございます。現在25

カ所ございます。

次に、３次救急医療ということで、これは２次救

急医療では対応できない複数の診療科領域にわたる

重篤な救急患者さんを24時間365日受け入れて、高

度な専門医療を総合的に実施するということと、救

急医療実習の教育なども行うという観点で、現在、

沖縄県では３カ所―沖縄県立中部病院、沖縄県立南

部医療センター・こども医療センター、それと社会

医療法人仁愛会浦添総合病院を指定しているところ

でございます。

課題といたしましては、先ほど委員から御指摘が

ございましたが、人口増とか高齢化に伴いまして救

急搬送の患者が増加しております。しかしながら、
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救急告示病院では軽症の患者さんも受け入れている

状況があるものですから、それについて、救急の状

況について厳しい状況がございます。

○狩俣信子委員 そういう意味では、やはり沖縄県

の病院体制というのですか、そういう連携体制も含

めてちゃんとできているのかと私は思っておりまし

て、これからもまた救急医療に対する御尽力をお願

いしたいと思います。

それから次に、ドクターヘリについてお尋ねした

いのですが、現状と課題ということでまずお願いし

ます。

○金城弘昌保健医療政策課長 沖縄県ドクターヘリ

でございますが、平成25年度の搬送件数は433件と

なっております。事業費としましては約２億6900万

円となっております。沖縄県は島嶼県ということも

ありまして、本土に比べ燃料費が高い、それと本島

周辺離島からの急患搬送も多く、往復200キロの海

上飛行があると。急患搬送１回にかかる燃料費が割

高になっていると。また、あわせて長距離の海上飛

行による塩害で機体の耐用年数が短く、機体のリー

ス料が割高となっており、厚生労働省の基準額との

乖離があり、赤字の要因の一つとなっております。

○狩俣信子委員 塩害という話が出ていました。実

は社会医療法人仁愛会浦添総合病院がドクターヘリ

の試乗会みたいなものを募集したのです。私がそれ

を希望したら、前日になって機体の故障でできませ

んと言われたものですから、そういう面では沖縄県

の塩害は大変だなという思いがあるのです。ドク

ターヘリも与論島まで行くと、あちこちまで行くと

いうことで大変だと思うのですが、それだけではな

くて、北部のほうで認定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨサポー

トというものがありますよね。そこらあたりも状況

がわかりましたらお願いします。

○金城弘昌保健医療政策課長 認定ＮＰＯ法人ＭＥ

ＳＨサポートで運用しておりますドクターヘリの平

成25年度の急患搬送件数は、６月から３月までです

が、10カ月で89件となっております。あわせてこの

認定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨサポートへの支援につきま

しては、沖縄北部連携促進特別振興事業ということ

で、北部広域市町村圏事務組合が多目的ヘリコプ

ターの運行ということで支援をしておりまして、平

成25年度の実績で2258万1000円、これは３カ月間で

したが、平成26年度、今年度は１年を通して実施し

ておりまして、予算額としましては9890万4000円を

支援するということで聞いております。

○狩俣信子委員 私ども文教厚生委員会でもこの認

定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨサポートを視察したことがあ

るのですが、とても小さなヘリコプターですよね。

あれで大変だろうと思うのですが、しかし、北部の

皆さんからすると、それがあることによって10カ月

で89件の搬送があったわけですね。やはり沖縄県と

しての支援もある程度やっていかなくてはいけない

だろうと思うのです。今年度は9890万円ということ

でありますけれども、この認定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨ

サポートに対する補助について今後の見通しとかは

ありますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 沖縄県のドクターヘ

リは救命救急センターに設置しないといけないとい

うことで、現在、社会医療法人仁愛会浦添総合病院

で実施する急患ヘリ搬送事業でも補助をして、北部

地域も含めて本島周辺離島をカバーしております。

ドクターヘリ事業は国の基準で救命救急センター

が行うことになっておりますので、現状としては認

定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨサポートの救急ヘリへの補助

は厳しいと考えております。

○狩俣信子委員 厳しいといって、次年度はゼロと

いうことですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 先ほど御案内いたし

ましたが、北部広域市町村圏事務組合で沖縄北部連

携促進特別振興事業を使って支援しておりまして、

この金額が9000万円余りということで、１年分の支

援ということで聞いております。

○狩俣信子委員 いずれの形であっても、補助が沖

縄県からも流れているということですね。

あと１つ、ほかに質疑します。シミュレーション

センターを活用した医療人材というものがあるので

すが、先ほど幾らか予算が余ったという話をしてい

ましたよね。これは女性医師が一旦退職した後、復

職するとか、看護師さんが復職するとか、そういう

ときのシミュレーションをやることによって力がつ

いてくるかと思うのですが、その実態、その支援は

どうなっているのかをお尋ねします。

○金城弘昌保健医療政策課長 女性医師等の復職支

援につきましては、沖縄県女性医師等就労支援事業

ということで、国立大学法人琉球大学医学部附属病

院においてシミュレーターを利用したプログラムを

通して女性医師の復職支援を行っておりまして、平

成25年度は13名の女性医師の方が復職支援を受けた

ところでございます。

○狩俣信子委員 次は、病院事業局にお尋ねします。

未収金が18億円余り出ていますけれども、結構多い

数字かなと思うのですが、これはどのように回収し
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ていらっしゃるのか、どこかに委託していらっしゃ

るのか、そこらあたりも含めてお願いいたします。

○松田碩志県立病院課経営企画監 債権の回収につ

きましては、債権回収会社、いわゆるサービサーを

利用しておりました。平成18年から利用していたの

ですが、十分な成果がないということで、平成25年

度で終了しております。沖縄県立中部病院、沖縄県

立南部医療センター・こども医療センター、沖縄県

立宮古病院、沖縄県立精和病院においては平成23年

度で契約を終了しています。その実績につきまして

は、委託額３億5900万円、回収額が1300万円という

ことで、回収率が3.8％でございました。平成24年

度、平成25年度につきましては、沖縄県立北部病院、

沖縄県立八重山病院では委託しております。平成24

年度の沖縄県立北部病院と沖縄県立八重山病院の民

間委託の実績ですが、2.53％ということです。平成

25年度は2.33％ということで、非常に低い数字と

なっております。

このため、平成26年１月から沖縄県立北部病院に

おきまして、弁護士事務所に対して委託をしており

ます。その回収実績につきましては、１月から８月

まで委託額が5000万円余り、回収額が130万円とい

うことで回収率は2.66％となっております。ただし、

弁護士事務所ですので和解の交渉ができます。和解

率が26.4％ということで、非常に高くなっていると

いう状況にあります。

今後は、沖縄県立病院５病院と旧南部病院に関す

る回収困難な未収金について、弁護士事務所に委託

をする予定にしております。

○狩俣信子委員 回収率が大変低くて問題かと思う

のですが、でも、弁護士事務所で和解したのが26.4

％ということであると、ある程度の実績がそこから

上がっていくのかという感じもします。今後はその

弁護士事務所に委託をしていかれるつもりですか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 一応、年内に弁

護士事務所を選定しまして、来年１月から委託をす

る計画にしております。

○狩俣信子委員 弁護士事務所は何カ所に委託して

いらっしゃるのでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 予定としては１

カ所であります。弁護士事務所については今から公

募する予定です。

○狩俣信子委員 26.4％が和解したとおっしゃった

のは、これも弁護士事務所ではないのですか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 沖縄県立北部病

院では、弁護士事務所１カ所に委託をしております。

今後は、残りの４病院について委託をする計画です。

○狩俣信子委員 平成25年度沖縄県病院事業会計決

算審査意見書の６ページですが、「契約事務や各種

手当に係る事務を中心に不適切な事務処理が多く確

認された」とあるものですから、ちょっと気になっ

ています。どのようなことでしょうか。これをなく

すためにはどういうことが考えられますでしょう

か。

○津嘉山朝雄県立病院課長 定期監査で指摘されま

した事項につきましては、給与、手当、旅費等の支

給についてと契約について、それから会計処理につ

いて、未収金関係についてなどを合わせまして46件

の指摘がございました。内容としましては、給与、

手当、旅費等の支給事務につきましては、支給基準

の誤った認識であったり、日数の数え間違い等によ

り支給額が過不足払いとなったもの、それから行う

べき確認作業を怠っていたものなど13件の指摘がご

ざいました。

それから、契約事務につきましては、関係規定等

の誤った認識、それから認識不足により行うべき事

務処理等を行っていなかったもの、決裁者を誤って

決裁していたものなど、それが14件ありました。

会計処理につきましては、関係規定等の認識不足

等によりまして、行うべき事務処理を行っていな

かったもの、それから現金を保管しております金庫

の取り扱いについて不適切であったもの、その他経

理処理において不適切であったもの等、９件の指摘

がございました。

あと、未収金関係につきましては、医業未収金の

縮減につきまして、本庁及び各病院で１件ずつ、７

件の指摘がございまして、その他事務部門の体制に

つきまして３件の指摘がありまして、合わせて46件

の指摘がございました。

今後、これらの不適切な事務処理を改善するため

に、研修等の実施であるとか、事務部門の体制の見

直し等を行っていきたいと考えております。

○狩俣信子委員 チェック体制をちゃんとしていく

と防げるような部分が多くあると思いますので、そ

こはしっかりやっていただきたいと思います。

私はあと１つ、一般会計からの繰り入れについて

お尋ねしますが、今度の繰入額は総額でお幾らだっ

たのでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 一般会計からの

繰入金は、総務省の繰出基準を踏まえた繰入金と他

部局等の補助事業や基金事業等による繰入金があ

り、平成25年度決算におけるその合計額は約68億
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8000万円となっております。

○狩俣信子委員 やはりこういう繰り入れを一般会

計からやることはとても大事なことだと私は思って

いるのです。そして、やはり病院の健全な経営がこ

れでスムーズにいくとなれば、これからも繰り入れ

はぜひ必要だと思っているのですが、病院事業局長

の御意見はどうですか。

○伊江朝次病院事業局長 県立病院は、民間ではな

かなかできないような政策医療とか、あと不採算部

門を抱えておりますので、そういうものがいわゆる

総務省の繰出基準によって繰り出されていると考え

ております。ですから、その点はやはりしっかり我

々も医療サービスを提供しながら、しっかりその収

支を見きわめて、総務省の繰出基準によるものが適

切に繰り出されるように、財政当局とも交渉してい

きたいと考えております。

○狩俣信子委員 やはり県民の命を守るというとて

も大切な仕事でございますし、さっき病院事業局長

がおっしゃったように、不採算部門も抱えていると

いう中で、やはり一般会計からの繰り入れというの

は今後もずっと必要だと私は思うわけです。そうい

う意味では、現在68億8000万円とおっしゃいました

が、やはり次年度も繰入額はしっかりと確保してい

ただきたいと思いますし、それは県民の命を守るこ

とにつながっていくと思いますので、頑張ってくだ

さい。

○呉屋宏委員長 続けます。新田宜明委員。

○新田宜明委員 少し長くなりますけれども、平成

25年度の決算あるいは実績を踏まえて、６県立病院

の院長から、皆さんの現場における医療スタッフの

陣容、課題、そして次年度に向けてどのような予算

要望があるのかをお伺いしたいと思うのですが、よ

ろしくお願いいたします。

○上原哲夫北部病院長 スタッフの状況ということ

でありますので、当院におきましては、やはり医師

不足というのが非常に重要な課題となっておりま

す。定員45名に対しましてマイナス７名という欠員

があります。それから、看護部門におきましても10

対１看護体制をやっていますけれども、10対１看護

体制を維持するための欠員がマイナス９名ぐらいは

あります。それから薬局においてはマイナス１名、

リハビリにおいてはマイナス１名とか、そういう欠

員もあります。

○松本廣嗣中部病院長 沖縄県立中部病院としまし

ては、施設の管理士だとか薬剤師、理学療法士、臨

床工学士、臨床心理士、こういうコメディカルと言

われる部門の方、あるいは事務職、そういうものを

まず満たしていかなければいけないかと思います。

定数に関しましてはいろいろ問題はあると思います

けれども、沖縄県立中部病院に勤務したいと求めて

くる医師がおりましても、定数枠がございませんの

でなかなか受け入れることができない。やはり事業

の内容がどんどん高度化していき、複雑化していき

ますので、それぞれの分野の専門化が図られたりし

て、本当に医師の数をもう少しふやしていかなけれ

ばいけないだろうと。

さらに、私たちの病院は離島・僻地の応援、臨床

研修、さらに周産期医療、救急医療、そういうとこ

ろを一生懸命やらざるを得ない状況にありますの

で、かなり限定された数で全ての作業をすることが

非常に厳しいところであります。人は幾らいても足

りないという状況がございます。場合によっては、

特に救急医療などを制限せざるを得ない状況に追い

込まれるおそれもないわけではございません。そう

いうことで、もっと具体的に数字を挙げろと言われ

たら難しいのですが、今、私たちが求めているコメ

ディカルの数、あるいは事務の数、医師に関しては

数字を挙げませんが、そういう問題がございます。

さらに看護部に関して言いますと、やはり若い女

性がたくさん働いているわけですから、妊娠、出産、

育児という問題がございます。定数ぎりぎりの採用

をやったとしても、その中から一定数は必ずそうい

う休みをとるわけです。そうすると実人員としては

欠損状態になりますので、そういうものも含めた数

での採用、実人員を満たす数という採用方法がやは

り求められるのではないかと思います。

○我那覇仁南部医療センター・こども医療センター

院長 ただいまのコメディカルの不足に関してです

が、医師も含めますとやはり定員数がかなり少ない。

それは何かと言いますと、特に当院は救急医療、先

ほど言いました３次医療を南部地区でやっていかな

くてはいけないということで、現在、確保について

検討しているところでございます。

それから、看護師に関しては、先ほど松本中部病

院長が言いましたように、採用に当たってはいわゆ

る20代、30代の実働、実務といいますか、育児休業、

産休を含めた余裕を持った数を採用してほしい。と

いうのは、現在でも40人とか50人、常にそういった

看護師が休んでいるわけです。これから考えて、ぜ

ひ定員数の枠をそういった余裕を持って採用してほ

しいということは、各沖縄県立病院全ての要望であ

ります。
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それから、薬剤師に関しては、最近薬剤師が６年

制になりました。ということは、民間に採用される

薬剤師の条件とかが非常にいいものですから、沖縄

県立病院ではほとんどの病院で不足しています。当

院においては、５人、６人、７人。本来は、薬剤師

というのはいわゆる分薬といいますか、薬を包装と

かそういうものではなくて、現在の医療機関に求め

られているものは患者さんに対する服薬指導です。

これが基本的には非常に大きなウエートを占めて、

それが患者のサービスにつながることになります。

それから、臨床工学技士―ＭＥ、これは現在病院

事業局でも非常に取り組んでいるのですが、特に開

心術、透析、その他の部分で非常にＭＥが必要にな

ります。現在一番大きな問題は、時間外勤務が非常

に長い。これは少ないためですね。例えば同時に心

臓の手術をしなくてはいけないという場合には、倍

の数が必要になってくるわけです。今、問題は、そ

ういう募集はしているのですが、なかなか人材が少

ないことが１つの問題ではないかと思います。

○安谷屋正明宮古病院長 まず１点目、沖縄県がん

対策推進基本計画の実施が今度行われて、沖縄県立

宮古病院もこれまでがん診療連携支援病院というこ

とでしたけれども、これが今、地域がん診療病院の

推薦の申請をしている真っただ中なのです。その中

には、医師の要件、看護師の要件、薬剤師の要件と

いったところどころにやはり定数増をしなければ対

応できないという状況があるのです。ですから、猶

予期間が約１年間あるのですが、来年度に向けてこ

の定数を確保しなければ、これが実施できないので

はないかということが、今、緊急に課題となってい

るところであります。

それから、２番目に看護師の問題ですが、先ほど

長期研修とか病休、育休補充とか、そういうところ

は沖縄県立中部病院長、沖縄県立南部医療センター

・こども医療センター院長が言ったのと沖縄県立宮

古病院も一緒です。また、沖縄県立宮古病院独自の

看護師の問題としましては、昨年度新病院に移りま

して、手術件数が年間で約200件、約13％ふえてお

ります。それで手術室の看護師の勤務がかなり負担

になってきているということで、やはり来年度に向

けては人員を増員して２交代制がとれないかという

検討を行っているところです。

それから３点目、先ほど沖縄県立南部医療セン

ター・こども医療センターからもありましたよう

に、薬剤師の確保に非常に苦慮しております。現在、

沖縄県立宮古病院では薬剤師の１欠員であります

し、先ほど言いましたように、来年度沖縄県がん対

策推進基本計画関係で定数をふやさなければ対応で

きないという状況があります。それから検査室―沖

縄県立宮古病院はいろいろがん等の病理診断という

もので、手術の場合、迅速に診断をするのです。そ

れを今、国立大学法人琉球大学とのテレパソロジー

というもので対応しているのですが、実際に沖縄県

立宮古病院に病理の医師が来て診断にかかわるとい

うところで、検査室の人員が確保できないというか、

定数がないところで困っているような状況です。

○依光たみ枝八重山病院長 今、沖縄県立宮古病院

の安谷屋院長から話がありましたように、地域がん

診療病院について同じような困難な状況にありま

す。沖縄県立八重山病院の現状を報告いたしますと、

まず、不足状況ですが、医師は眼科が１人、これは

３年前からです。脳神経外科はことしの３月から１

人欠員となっております。看護師は２人欠員です。

コメディカルに関してはケースワーカー、実は定員

が１人ついておりますが、１人欠員となっておりま

す。現状ですが、医師は定数44人に対してまして、

正職員は34人しかおりません。足りない分は臨時的

任用職員７人、派遣５人ということで、他府県、そ

れから国立大学法人琉球大学に応援を依頼しており

ます。脳外科については４月から休診になっており

ますが、緊急手術が必要な患者さんに対しては、地

方独立行政法人那覇市立病院、あるいは沖縄県立宮

古病院などへヘリコプター搬送、あるいは自衛隊を

要請して搬送しております。

看護師のことに関してですが、今も言いましたよ

うに、離島に来る看護師はやはり若い看護師が多い

ので、特に去年度は産休、育休で22人欠員が出まし

た。それを埋めるために臨時的任用職員とか委託職

員を採用して対応しているのですが、どうしても彼

ら、彼女たちは夜勤ができないということで、残っ

ている人たちに非常に負担がかかっているという現

状があります。

全般にですが、離島という地理的制約のある当院

では、やはりドクター、ナース、コメディカル、有

資格者の人材確保で非常に有利ではないということ

が一番大きな問題となっております。それから今も

話がありましたように、実は薬剤師がこの12月にま

た１人欠員となる状況があります。

○伊波久光精和病院長 沖縄県立精和病院の場合

は、毎年の課題でもあるのですが、やはり医師を初

めとして、精神保健指定医、作業療法士、精神保健

福祉士といったパラメディカルの必要な数を安定的
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に確保するのが毎年の課題となっております。それ

と、御存じのように、当院は施設設備が老朽化して

いて、その辺の機器の部品が改修や更新とかがいろ

いろ必要なものですから、そのためのちゃんとした

予算を確保するということです。

以前からもいろいろ検討しているのですが、オー

ダリングシステムみたいなものをもう少し何とか導

入できるように検討したいということと、それから

今年度、なかなか退院できない患者さんの療養病棟

をつくりまして、これは男性だけですが、ここ数年、

女性病床が割と満床でなかなか必要に応じられない

ものですから、女性の病床をもう少しふやすような

病棟改築みたいなことを、今、計画中といったとこ

ろです。

○新田宜明委員 今、６沖縄県立病院からさまざま

な課題について御意見を拝聴いたしました。特に医

師不足、あるいはコメディカルの不足が慢性化して

いると。一番気になっているのは、まず、定数があ

るにもかかわらず空定数になっていること。これを

当面どう解決するかということが大変重要ではない

かと思っているのです。もしかすると、県はこれま

でこの定数というのは空定数が常態化しているので

はないかという疑念を私は持っているのです。これ

は病院事業局長のほうが適当ですか、６病院のお話

をまず聞いて病院事業局長の見解、それから保健医

療部長の見解も含めてお伺いしたいと思います。

○伊江朝次病院事業局長 定数問題に関しては、先

ほど空定数とおっしゃいましたけれども、実際は実

績がありながら、やはり適当な医師がなかなか確保

できないという事情が、今、あります。ですから、

私たちとしてはできるだけそういうものは埋めてい

きたいのですが、なかなか来手がいないということ

で、例えば本島の沖縄県立病院から応援業務を依頼

してやったり、あるいは一旦本島の沖縄県立病院に

おいて、そこから全員で何カ月かの交代で行かせる

とか、このようなことでやりくりしている状況がご

ざいます。

それから、コメディカルの空定数の件でございま

すが、実は47人定数増をしたときに、一気にこれだ

けの数を同時期にやって、同じ年代になってしまっ

ては困るだろうというのと、やはり人物をしっかり

選んでいって、ある程度ばらしたほうがいいのでは

ないかということで、三、四年の計画期間を置いて、

しっかりその定数を埋めていくということで、最終

的に平成28年にはしっかり正規職員で埋めるような

状況にしたいと、今、考えておりまして、その間で

きるだけ臨時的任用職員の技師さんを確保して、そ

の数を埋めていくという方針で、今、やっておりま

す。

○仲本朝久保健医療部長 沖縄県立病院の職員定数

につきましては、地域における医療提供体制の確保、

あるいは病院経営の影響等を考慮しながら、当然な

がら病院事業局の中で十分議論され、また沖縄県職

員定数条例につきましては所管するのは総務部にな

りますので、そことの間で適切に協議されていくと

考えております。

○新田宜明委員 保健医療部長、もっと積極的に、

その辺は財政部門あるいは総務部門、人事部門のい

ろいろな総合的な調整の上で定数改正等もあるかと

思うのですが、やはり現場の状況がこういう状況で

すから、それをしっかり認識していただいて、ぜひ

頑張っていただきたいと思うのです。やはり現場は

非常に深刻だということは、私どもが視察してもわ

かるのですよ。だから、そういう現状を―これは人

材がいないのか、あるいは予算がつかないのかどち

らですか。病院事業局長あるいは保健医療部長も含

めて、これは予算の確保が難しいのですか、それと

も人材がいない、両方ですか、どちらですか。

○伊江朝次病院事業局長 正確に言えば両方だと思

いますけれども、我々は公営企業として公共の福祉

に貢献するという大切な使命がございますけれど

も、一方ではやはり経済性もしっかり発揮して、そ

の収支を見ながら事業を展開するという役割も負っ

ていると思います。ですから、人もふやすという意

味では、現場の労働の過重状況とかも考えながら、

当然それも、そういう意味ではやはり採算というも

のも度外視してやらなければいけないということが

あるとは感じておりますし、経済性の面では、これ

まで経営健全化計画でやってきて、ある程度沖縄県

立病院事業が健全化しつつあるという状況の中、ぜ

ひそういったことも維持しながら、現場の就労環境

を改善して、県民の皆様が納得いけるような、満足

いけるような医療提供をしていきたいと考えており

ます。

○新田宜明委員 そこまで実態把握しているかどう

か、大体わかると思うのですが、民間で採用されて

いる医師、あるいはコメディカルの実際の給与水準

と沖縄県立病院との間には相当の差があるのでしょ

うか。あるいはほぼ同水準で給与水準はなっている

のか、その辺をわかるようでしたらお願いします。

専門医によっても違うかもしれませんけれども。

○伊江朝次病院事業局長 この点については、民間
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医療機関の給与の状況というのはなかなか公表され

ていないこともありまして、我々としては正確な数

字をなかなか把握しにくいという状況がございま

す。聞くところによると、病院によっては人それぞ

れで決まっていくとか、あるいは例えば稼ぎの状況

で翌年幾らとか、こういった形で決まっていくとい

う状況があって、大体毎年その年ごとに一年契約で

額を決めていくという話を聞いております。

一方では、沖縄県立病院の場合は公務員としての

身分が保障されますから、例えば病休とかがあって

もその一定期間は何割かの給与が保障されながら

しっかり療養に専念できることもございまして、選

ぶのはそれぞれだとは思いますが、沖縄県立病院の

場合は、委員も御存じのとおり全県下に６病院あり

ます。もちろん就労環境も住居環境も違ってくるわ

けですから、昨今の風潮としては、子供の教育とか

生活の便利さを考えると、やはりどうしても都会に

住みたがるという状況がございまして、人事異動等

も含めたハンディがある一方で、そういった人材確

保も厳しい。その中で病院という職場が、医師たち

によってはかなり厳しい状況になっていることがあ

ると思うのです。ですから、そういうことを解消す

るにはやはり人手を多くして、例えば当直とか、時

間外の負担をできるだけ軽くしていくことも１つの

方法だとは思います。ですから、待遇をよくしたか

ら来るというものでもないと考えておりまして、人

それぞれそういう価値観の違いはあると思っており

ます。そういう中でも、我々がしなければいけない

ことは、そこで働く人たちのいわゆる就労環境をよ

りよくして、働きやすい環境をつくるのが一番大事

ではないかと考えております。

○新田宜明委員 まず、これは私の主観的な意見か

もしれませんけれども、やはり就労環境と待遇をよ

くするということは絶対的な条件ではないかと。そ

して、子供が住んでいるところについては、教育格

差がないような、こういう遠隔でもちゃんとした、

都会と同じぐらいの教育を受けられるようなシステ

ムも大事だと思うのです。

きのう、教育委員会の決算議案調査もありました

けれども、そこでも離島・僻地と本島都市部との教

育格差をどうするかという問題を議論しましたけれ

ども、これはどの職業についている人でも必要だと

思うのです。そういう意味ではひとつ、保健医療部

長が行政のトップですから、トータル的にそういう

議論をぜひやっていただきたい。そうでないと、離

島を抱えた特殊なこの沖縄県では、医療問題はなか

なか前進しないのではないかという感じがしてなら

ないです。そういう意味では、６つの沖縄県立病院、

これはぜひ存続をさせながら医療行政に貢献してい

ただきたい。

特に医療分野というのは、私は費用対効果論、経

済性だけで見てはいけないとずっと思っています。

どうも最近―私も豊見城市役所にいましたけれど

も、行政が合理化で最初にターゲットにするのは教

育と福祉です。まず公立保育所を廃止したり、ある

いはまた学校の用務員を廃止したり、給食センター

を民間に委託したり、あるいは児童館だとかさまざ

まな公的施設をぼんぼん指定管理していると、特に

行政の中でもソフトの部分で人員削減が始まるので

す。どうもハードの部分は国からの補助金とかが結

構いっぱいありまして、使い切れないぐらい、たま

には事務費がおりてきたりして、これをばらまいて

会計検査院に指摘されたり、こういうこともあるの

です。ですからそういう意味では、住民というのは

ハードはよく見えるので、何か成果が上がったかの

ように見えますけれども、しかし、人間本来の住み

やすさだとか、あるいは幸せ観というものは、安心

して生活ができるという環境整備が非常に大事だと

思うので、昨今のいろいろな状況を考えたときに、

こういった病院部門、福祉部門というものは非常に

大事だと思いますので、ひとつ政策的な決意も込め

て―本来ですともっと細かい個別の問題に入りた

かったのですが、きょうは総括的な話で私は終わり

たいと思いますので、保健医療部長から決意のほど

を伺いたいと思います。

○仲本朝久保健医療部長 私が保健医療部に来て、

４月からやっていまして、特に病院事業局とはこの

間何度も何度も連絡会議を開き、いろいろ意見交換

をしています。特に医師確保については喫緊の課題

ということで、今般基金も設置し、それをもって病

院事業局のほうに医師をしっかり確保するというこ

とをまずやりました。

また、それ以外にも、北部地域は、今、特に厳し

い状況にあるものですから、沖縄県立北部病院、公

益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院との

統合も含めた基幹的病院の設置についての研究会も

立ち上げて、議論が進んでおります。その中で、委

員の話にありました住環境、教育環境とか、医師が

そこに来たがるような生活環境をつくるということ

も、これは北部広域市町村圏事務組合のほうでの研

究もあります。そういう意味でも、我々としてもしっ

かり病院事業局とタイアップしながら、いろいろな
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ところで研究して、検討し、それから実施していき

たいと考えています。

○呉屋宏委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず最初に、今ちょうど病院の件が

出ましたのでお聞きしたいのですが、先ほど各県立

病院の先生方から薬剤師が不足していることが出て

いましたので、病院事業局長から、これについての

対策をお聞かせください。

○當銘健一病院事業統括監 現在、薬剤師の欠員解

消に向けて、これまで行ってきましたホームページ

の活用とか、ハローワークでの募集を行うとともに、

一般社団法人沖縄県薬剤師会ですとか、あと薬科の

学科を有している大学などの関係機関にも協力を依

頼するなど、それとまた各沖縄県立病院とも連携し

て人材確保に取り組んでいるところでございます。

○赤嶺昇委員 募集をかけるのは当然の話であっ

て、沖縄県立病院に薬剤師が来ない理由は何ですか。

○伊江朝次病院事業局長 委員も御存じのとおり、

薬剤師は４年制から６年制へといわゆる修業年限が

変わったことがございます。そして一方で、病院以

外にちまたの薬局、こういうものが企業ぐるみで全

国展開していて、かなりそういう人材のニーズが高

まっている状況がございます。そういう中で、病院

でやる業務というものが、従来の病院の薬局窓口だ

けではなくて、病棟にも行かなければいけない、患

者さんに説明しなければいけない。それから、そう

いった臨床業務、医学的なことも含めた患者さんへ

の対応をしなければいけないということが複雑な業

務になってきております。そういう意味で、薬剤師

の皆さんにもかなり負担がかかってきているのでは

ないかということがございます。一方では、沖縄県

立病院の場合、沖縄県立中部病院では薬剤師の３交

代をやっておりまして、こういうところも人材を

しっかり確保していかないと、就労環境としてなか

なか難しい、ハンディのある状況なのかということ

はございます。そういうことで、病院業務に対して、

薬剤師の皆さんたちが就職口として選ぶのが大分遠

のいているのかという感じはしております。

○赤嶺昇委員 今、病院事業局長から課題が全部出

ましたので、それについてどう対応されますか。

○伊江朝次病院事業局長 この件に関しては、先ほ

どから言っています就労環境をよくしていくことし

かないだろうと思うのです。そのためには人材確保

をしなければいけないですし、こういう薬剤師の業

務の負担軽減ができるような環境、あるいは研修と

かをしっかりやって、気持ちよく働けるような条件

を整備していくことが一番大事ではないかと思いま

す。

○赤嶺昇委員 ぜひ、各沖縄県立病院の院長の皆さ

んと、薬剤師の皆さんが来たくなるような環境を構

築できるかどうかをしっかり連携して、それを示し

てもらいたいと思っています。

それから、委員長を通してお願いしたいのですが、

先ほど各沖縄県立病院の院長の皆さんから課題等に

ついて述べてもらいましたので、できたらこれを

ペーパーで―述べたもの以外でもあれば、きょうで

はなくてもいいですので、提出をお願いしたいと

思っております。

それから、先ほど定数の話が大分出たのですが、

総務部の定数の中で、大分沖縄県議会でも議論して

きましたが、総務部は一方でいわゆる経営安定化で

財政的な部分を言いますし、各沖縄県立病院の院長

の皆さんは、現場の職員、スタッフの疲弊という話

がこの間よく出てきたのです。きょうあえて各病院

の院長の皆さんに聞きたいのですが、例えば定数の

枠を広げた場合に、要するに定数を無限に広げると、

今度は財政的な部分の問題が出ますよね。それは各

病院の院長の皆さんは、定数の枠を広げたとしても

ちゃんと経営は安定できるという自信があるかどう

かも含めて、１人ずつお答えいただけませんか。

○上原哲夫北部病院長 確かに当院では今、医師の

数に関しまして欠員状態でありますけれども、それ

をどのように集めるかということで、医師１人が集

まればやはり患者さんは集まりますので、それなり

の利益の増にはなると思います。ただ、どうして沖

縄県立北部病院に来てくれないのかという問題をい

かに解決するかということがその先の問題であっ

て、医師を確保して、患者さんが集まって、さらに

看護師をふやしていくというパターンになると思う

のです。今、北部市町村会でも頑張っていますけれ

ども、いかに定住条件をよくして皆さんが来てくれ

るかということを検討しながら、みんなでいろいろ

な会を持ちながらやっているところでありますけれ

ども、ちょうど全国的に都市に医師が集まるみたい

に、例えば沖縄県立中部病院とか沖縄県立南部医療

センター・こども医療センターには集まるけれど

も、沖縄県立北部病院には行きたくないとか、離島

に行きたくない、そういうことをいかに解消してい

くかがこれからの課題ではないかと思います。

確かに医者が集まれば患者さんが集まるし、看護

師も集まるので、医師に関する定数は沖縄県立中部

病院も困っているところはあるみたいですが、うち
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ではまず来てくれないということがあって、来てく

れればもうちょっとふやすということはあると思い

ます。

どうしたら沖縄県立北部病院に来てくれるかとい

うことをいかにやっていくかが今の課題でありま

す。定数をふやせば明らかにリハビリの感じで―こ

の前３名ふやしてもらいましたけれども、それで

4000万円ほど上がりましたし、増収になる部分はあ

ると思うのです。あともう一つは、患者さんのケア

の問題、７対１看護体制をいかに導入するかとかそ

の辺もありますので、その辺はプラスマイナスを考

えながら、いかに医療をよくしていくか、地域の医

療をよくしていくかということを考えないといけな

いと思います。

○呉屋宏委員長 質疑は経営と定数ですので、それ

に特化してお答えください。

松本廣嗣中部病院長。

○松本廣嗣中部病院長 国の診療報酬改定というも

のは、恐らくそういう部分を十分見込んで改定して

いると思います。私はうちの病院の薬剤師、医師の

増加、臨床工学士の増加あるいは理学療法士の増加

などに関しては、診療報酬側はもう十分対応の準備

をされていると思います。ですから、それをふやせ

ば、その分だけ収益を上げることができるだろうと

思っております。

○我那覇仁南部医療センター・こども医療センター

院長 医師、コメディカルをふやすということは、

要は診療内容の改善につながると思うのです。例え

ば医師に関しては、御存じだと思うのですが、近々、

専門医の研修施設として公益財団法人日本医療機能

評価機構、第三者で評価されて、その施設になるた

めにはどういった医者がいなくてはいけないか、何

名いなくてはいけないかというのがかなり要求され

ます。そのため、高度医療によって患者さんが集ま

るということで、各科によって医者は何名、専門医

は何名いなくてはいけないというある程度の規約が

ありますから、それをクリアしたい。

それから、最近は歯科口腔外科のケアが総合病院

では非常に重視されています。１人から２人にふや

しました。それで随分増収があります。具体的には

数千万円の増収がありました。それから、もう一つ

は看護師です。後でディスカッションになるかもし

れませんけれども、今我々が考えているのは、小児

集中治療センター、ＰＩＣＵ、それとＮＩＣＵ。小

児集中医療センターは６床から８床にすることに

よって管理加算が随分変わります。１.5倍に変わり

ます。これをある程度試算しますと、これも7000万

円、8000万円の増収があります。それから、ＮＩＣ

Ｕに関しても、今30床ですが、実際12床がいわゆる

ＮＩＣＵ、18床がそれを超えたいわゆるＧＣＵとい

います。やはり重症のところはこれを逆転させる。

要するにＮＩＣＵを18床、ＧＣＵを12床にすること

によって、これも加算が違います。ところが、それ

をするためには、２対１の看護師がいないとＮＩＣ

Ｕが開けないのです。そのためには、９名ほどの看

護師が必要だと。これによって試算しますと、随分

増収が―恐らくそれも8000万円ぐらいの増収が見込

まれますので、我々が増員の要求をするときには、

確かにサービスの問題もありますけれども、増収を

するという、人をふやせば増収があることをある程

度確信といいますか、考えての要求ですから、ぜひ

それを委員の皆さんも後押ししてほしいと思いま

す。

○安谷屋正明宮古病院長 まず１点目は、チーム医

療で医療の質を上げると診療報酬も上がってくるの

です。ですから、各病院もそうだと思うのですが、

そういうことを毎年毎年模索しながら進んでいると

いう状況です。ですから、質の向上は診療報酬が上

がることにつながるということが１点目です。

それから、離島の場合には、やはり人をふやすと

給与費が特に上がります。ですから、離島増嵩費が

ないと、沖縄県立宮古病院、沖縄県立八重山病院の

場合には、人員を確保した場合に本島の病院より給

与費が非常にふえます。ですから、離島増嵩費はぜ

ひ必要になります。

それから３点目です。我々は沖縄県立病院の危機

的状況というものを、本当に倒産するかというよう

な危機的状況を踏まえて、この経営再建計画を立て

て乗り切ってきました。まだ途上にあるところです

が。ですから、我々が定数をふやす、人をふやすと

いうことは、あくまでも経営を鑑みた、こういう経

験上から鑑みたことを言っていると思うのです。そ

の辺を御理解いただきたいと思います。

○依光たみ枝八重山病院長 今お話ししようと思っ

たら、我那覇南部医療センター・こども医療セン

ター院長、安谷屋宮古病院長がもう言いたいことを

話し済みなのですが、１点、沖縄県立八重山病院で

ことし収益を上げようということで、看護部、それ

からコメディカルともいろいろ話をしまして、今

言ったがん診療のことに関して、それからいろいろ

な加算に関しては、どうしても定数が必要だという

ことです。それから、新しくＨＣＵ、ＮＩＣＵは、
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ずっと運営はしていたのですが、加算がとれないと

いうことがありまして、ナースの数、それから施設

設備の問題ということで、実はＨＣＵは８月から加

算がとれるようになりました。それはナースの増員

によってとれるようになりました。ＮＩＣＵは施設

設備が必要ということで、予算をお願いして、実は

今年度中の開院の準備をしております。

○伊波久光精和病院長 定数をふやすと経理的には

いいかという問いですが、そもそも我々は医者に関

しては、皆さん御存じのように、一般科は16対１の

医師定数ということになっているのですが、精神科

医に関しては48対１と、それでいいという精神科特

例というものがありまして、それに基づいて我々の

病院は、創立以来ずっと定数が９名となっているの

です。これだけ医師の役割とか精神科医療の役割と

か、いろいろなことがなされているにもかかわらず、

ずっと９名ということで来ているのでいろいろ忙し

いものですから、結局はその９名もなかなか確保で

きない、毎年９名確保するのも大変だということで

す。

御存じのように、沖縄県立八重山病院とか沖縄県

立宮古病院、総合病院の場合は大体16対１になって

いるのですが、我々の病院は医療観察法とか、昔と

違っていろいろな医師の負担が大変大きくなってい

るにもかかわらず、９名で据え置かれているという

ことが一番のあれです。他の職種の定数化は、結局

定数以上に業務を行っていて嘱託職員、臨時的任用

職員とかでカバーしているのですが、彼らはある程

度やったら期限切れで、民間は定数というものはあ

りませんのでどんどん採用されるものですから、す

ぐ去っていくので毎年入れかわりがある。欠員とは

言いませんけれども、それが生ずるものですから逆

に収入が落ちてしまう。訪問看護が少なくなったり、

デイケアができなかったり、作業療法士でなかなか

とれないとかということです。一番言いたいのは、

精神科の場合は医師定数は何とか維持はできるので

すが、本来は定数10人、11人、12人というようにあ

る程度幅を持たせておかないと、これからやってい

けないのではないかということです。

○赤嶺昇委員 伊江病院事業局長にお聞きしたいの

ですが、先ほど沖縄県立八重山病院の医師の定数44

名に対して正規雇用は34名ということだったのです

が、ここの医師数に対して、正規雇用、非正規雇用

の割合はどうなっていますか。医者の正規雇用とそ

うではない雇用があるわけですよね。全体のその割

合とか数はどうなっていますか。

あと、先ほど平成25年度沖縄県病院事業会計決算

審査意見書の中で、狩俣委員も聞いていたのですが、

未収金の件で、いわゆる弁護士等を活用するという

ことだったのですが、未請求というものはあります

か。

○松田碩志県立病院課経営企画監 未請求というこ

とはないです。

○伊江朝次病院事業局長 未請求というものは、要

するに一定の書類が整っていないということで支払

基金に請求していないというケースでございます

が、それはあります。現在のところ幾らかというこ

とは、手元に資料がないので把握しておりませんけ

れども、存在します。

○赤嶺昇委員 ですからこの未請求、以前にも質疑

させてもらったのですが、この数字を、今、把握は

していないのですか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 未請求の状況に

ついて、平成26年８月末時点の６病院の合計額が８

億8000万円となっております。未請求の主な理由と

しましては、高額コメントの未記入が29％、公費負

担医療の未決定が48％ということであります。

○赤嶺昇委員 この29％のコメントの未記入という

ことですが、これはちゃんと対処はできるものなの

ですか。ミスですか。これはどういう要因。

○伊江朝次病院事業局長 これは、いわゆる主治医、

担当医師が診療した患者さんについて高額コメント

は記入することになっておりまして、その記入が、

作成がおくれている、あるいはたくさん持っていて

なかなかそこまではかどらないという方もおりま

す。ということで、実際的には担当医師がまだそう

いったところに、いわゆる請求するまでにまだ至っ

ていないという状況です。

○赤嶺昇委員 ですから、そこにも８億円ぐらい不

足しているということが出てくるわけです。総務部

は収支のことをよく言われるのですが、こういうこ

とも本来もう少しゆとりがあると、請求業務も含め

て、多分現場が非常に大変な状態で、結果的にそう

いうことにまた影響することは僕らも予測できるわ

けですよ。経営安定化ということは我々もわかりま

すよ。しかし、不採算医療もありながらこれを総合

的にやらないといけないこともあって、こういうと

ころに影響が出ていることについて、病院事業局長

の意見をもう一回お聞かせください。

○伊江朝次病院事業局長 これは、委員おっしゃる

ように、業務がなかなか過重でそういう時間がとれ

ないというケースもございますので、そういった実
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態をしっかり把握して、どのような改善ができるか

ということは病院現場ともこれまでもいろいろ意見

交換しておりますけれども、以前から比べると減っ

ている状況はございますが、なかなかこれがゼロに

なるということがないので、やはり新たな対策とい

うのは、人材確保も含めたことを検討していきたい

と思っております。

○赤嶺昇委員 ぜひそういった定数の問題も含めて

総合的に見て、あと各院長の皆さんの現場の声は非

常に大事だと思っております。現場の声と当局で温

度差があるように今でも感じておりますので、しっ

かり連携をしていただきたいと思っております。

ドクターヘリについてお聞きしたいのですが、沖

縄県のドクターヘリは、社会医療法人仁愛会浦添総

合病院が開始してからどのぐらいになりますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成20年12月から運

航しておりますので、７年目ということになります。

○赤嶺昇委員 この沖縄県のドクターヘリは社会医

療法人仁愛会浦添総合病院がやっているのですが、

国からいわゆる補助というか、それに係る経費とい

うのはもう基準が決まっているのか、全国一律なの

か。先ほど赤字という話をされていたのですが、国

からの支援はどのようになっていますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 これは国の事業メ

ニューでございますので、国庫の基準額がございま

す。平成24年度までは国庫の基準額として１億円と

いうことでしたが、平成25年度は１億588万2000円

になっております。

○赤嶺昇委員 そうしますと、今、実際運行するた

めにかかっている経費で、沖縄県の負担はどれぐら

いになっているか教えてください。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成25年度の実績で

ございますが、沖縄県で実施しております負担は

8035万1000円となっております。あわせて、このド

クターヘリについては鹿児島県のほうにも飛んでお

りますので、鹿児島県が負担している分を雑入とし

て収入しておりまして、それも合わせて歳出に組ん

でいるところでございます。

○赤嶺昇委員 鹿児島県からは沖縄県に幾ら入って

いますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成25年度の実績で

ございますが、3183万7000円でございます。

○赤嶺昇委員 社会医療法人仁愛会浦添総合病院は

いわゆる赤字だと思うのです。社会医療法人仁愛会

浦添総合病院がこの事業を平成20年からやってい

て、これまで幾ら、赤字の推移を教えてもらってい

いですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成20年度からでよ

ろしいですか。平成20年度は12月からの運用でござ

いますが、平成20年度が782万5000円、平成21年度

が3639万8000円、平成22年度が4577万1000円、平成

23年度が4999万6000円。実は平成24年度から、先ほ

ど少し説明しましたが、沖縄県は特殊な事情がある

ということで沖縄振興特別推進交付金を活用しまし

て、一部補塡をしておりまして、赤字額が少し減っ

ておりまして、平成24年度が2765万3000円、平成25

年度は1631万円となっております。

○呉屋宏委員長 所要のため、副委員長に委員長の

職務を代行させますので、よろしくお願いします。

休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○狩俣信子副委員長 再開いたします。

委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

します。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 沖縄県もいろいろと努力しているこ

とは認めますけれども、社会医療法人仁愛会浦添総

合病院がこれだけいわゆる持ち出しというか、赤字

をやりながら、その役割は非常に大きいと思うので

す。その大きい役割がある中で、さっき保健医療政

策課長がおっしゃったように、鹿児島県までカバー

して、沖縄県の特殊事情が燃料の問題であったりと

か、せっかく社会医療法人仁愛会浦添総合病院が頑

張ってやっている部分について、いま一度、せめて

赤字を出させないようにやるべきではないかと思い

ますけれども、保健医療部長、いかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 先ほど保健医療政策課長

からもお答えしましたように、沖縄振興特別推進交

付金を使いまして、赤字についての対応ということ

をやってまいりました。今後についても、またでき

る部分についていろいろ検討はしていきたいと思い

ます。

○赤嶺昇委員 努力とかではなくて、要するに沖縄

県のドクターヘリをやってもらっていて、皆さんは

補助という観点かもしれないのですが、赤字がこれ

だけ出ると非常に厳しいです。片や鹿児島県からは

皆さんちゃんと沖縄県に入れているわけです。この

鹿児島県の分をせめて沖縄県に入れるのではなく

て、実施しているのは社会医療法人仁愛会がやって

いるわけですから、そこを鹿児島県から入っている
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分ぐらいの赤字は補塡するべきではないかと思いま

すが、いかがですか。それは検討するべきだと思い

ますよ。

○仲本朝久保健医療部長 繰り返しになりますが、

いろいろな方法を検討していきたいと思います。

○赤嶺昇委員 今言った、鹿児島県から入っている

分も含めて検討するということで理解していいです

か。

○仲本朝久保健医療部長 この分につきましては、

向こうとの関係、調整もありますので、お答えはな

かなかしにくいですが、いろいろな方法で社会医療

法人仁愛会浦添総合病院の負担が減っていくように

という検討をしてまいります。

○赤嶺昇委員 ドクターヘリの実績も含めて、それ

は今後も大事だと思うのです。社会医療法人仁愛会

浦添総合病院以外でほかができるかというと、なか

なかこれだけの赤字を出してまで非常に厳しいと思

います。ですから、それを負担しながらやっている

と。もっと言うと、社会医療法人仁愛会浦添総合病

院は独自でドクターカーもやっているのですよね。

ドクターカーそのものもかなりいい実績を出してい

ると思うのです。それについて皆さんは認識という

か、把握していますか。

○阿部義則参事 社会医療法人仁愛会浦添総合病院

が運行しているドクターカーというものですが、存

在は承知しております。患者のもとにドクターを運

ぶという役割、救急車とはまた別の役割だと認識し

ております。ただ、実績については、申しわけあり

ませんけれども承知しておりません。

○赤嶺昇委員 社会医療法人仁愛会浦添総合病院に

ドクターヘリについていろいろ確認したところ、ド

クターカーもやっていると。実績はやはり出ている

のです。例えば浦添市立浦西小学校の女子生徒が登

校したときに正門前で倒れて、ドクターカーがすぐ

出動して、そのおかげで助かったという事例がある

のです。医師が直接行きますからね。ですから、そ

ういう実績がある病院なのです。別に皆さん何とか

しなさいという話をしているのではなくて、沖縄県

のドクターヘリもやりながら、なおかつドクター

カーもやっているということは、全国的にかなり注

目されている部分なので、沖縄県としてそういう事

業もやっているということで少し情報収集をしてい

ただきたいと思っています。このドクターカー事業

は、別に浦添市だけではなくてほかの地域でも、場

合によってはニーズとして非常に高くなるのではな

いかと思っておりますので、今後研究していただき

たいと思いますけれども、いかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 今のドクターカーにつき

ましても、実態、実績等々を確認して研究してまい

りたいと思います。

○狩俣信子副委員長 先ほどの答弁が残っているよ

うですので、発言を許します。

篠﨑裕子県立病院課医療企画監。

○篠﨑裕子県立病院課医療企画監 沖縄県立八重山

病院の定数の件ですが、沖縄県立八重山病院自体44

名の定数のうち34名の正規職員がはまっています。

あと７名が臨時的任用職員で今配置されています。

それ以外に、民間とか県外の大学から派遣していた

だいている医師が、派遣会社を通して勤務していた

だいているのが５名いらっしゃいます。

○狩俣信子副委員長 休憩いたします。

午後０時４分休憩

午後１時22分再開

○狩俣信子副委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 大体午前中に狩俣委員がやったの

と重複しますが、角度を変えてまた質疑をしたいと

思いますので、よろしくお願いします。

主要施策の成果に関する報告書を中心にやります

ので、よろしくお願いします。

１番目に、医療費の負担軽減。これについてはこ

ども医療費助成事業、皆さんのこの説明によります

と、41市町村に対して子供の医療費助成が平成７年

度から開始されておりまして、大変高い成果を上げ

ていると、非常にいいことでございます。そこでお

伺いしますが、市町村によってそれぞれ取り組みに

も時期的なものもあるし、例えば年齢の制限とか、

あるいは入院、通院等、いろいろなそういった差が

あろうかと思いますが、それに対する現状の認識を

まず聞いておきたいと思いますが、御説明をお願い

します。

○糸数公健康長寿課長 こども医療費助成事業、実

施主体は市町村ということで、今おっしゃったよう

に、市町村の助成の枠が若干異なっていることは認

識しております。沖縄県としましては、平成24年10

月に入院の医療費を中学校卒業まで拡大したところ

で、現在は、その助成枠を拡大したことによる事業

費の動向や実施市町村の意向を踏まえて検討してい

るところであって、今、沖縄県としては通院は３歳

まで、それから入院は中学校卒業までということで

実施しているところです。
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それと、市町村によってばらつきというか、差が

あるとおっしゃいましたけれども、平成26年４月１

日現在で、入院について高等学校卒業までカバーし

ているのが３町村、それから中学校卒業までが38市

町村、合計41となります。通院につきましては、高

等学校卒業までが２町村、中学校卒業までが12市町

村、就学前までが11市町村、それから４歳児までが

１市、そして３歳児までが15市町村となっておりま

す。

○糸洲朝則委員 入院については中学校卒業までと

いうのがほとんど、高等学校も３町村あるという話

でございます。本県は離島県の中のさらに離島を抱

えている県でございますから、とりわけ私も多良間

島の生まれ育ちだから、やはり入院となると宮古に

行ったり、沖縄本島に来たりと、いわゆる医療費が

かさむわけで、だからその医療費が２分の１助成、

あるいはまた全額助成ということは大変ありがたい

わけでございます。

これは別の項目でもよく議論される、例えば付き

添いとか、あるいはまた宿泊の問題とか、そういっ

たものについては、この場では議論をしませんが、

しかしながら、やはり離島を抱えている県としては、

常にそこら辺の離島の負担軽減ということは、医療

費助成と相まってやっていくべきではなかろうかと

思っておりますが、いかがでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 離島の医療環境は厳しい

ものがあります。助成については、まず市町村から

いろいろな健康診断の渡航費ですとか、そういう助

成をしているところもあります。また、離島の交通

コストの軽減ということで、沖縄振興一括交付金を

活用した離島住民に対する交通コストの低減もござ

います。また、今般、沖縄県立八重山病院の新設に

当たっては、地元の市町村から宿泊、移動について

の要請も出ていますので、これについてもまたいろ

いろと検討していきたいと考えています。

○糸洲朝則委員 次に、医師確保対策事業に係るド

クターバンク及びへき地医療支援機構の運営につい

て、これは予算2356万5000円という、ちょっと少な

いのではないかと。といいますのは、登録医師が129

人、派遣人数が13人、派遣日数2200日というこの成

果を見ていると、この数字の裏づけというもので理

解しにくいのがありますが、この運営状況について、

簡単に御説明いただけますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 ドクターバンク及び

へき地医療支援機構の運営について簡単に御説明さ

せていただきます。

沖縄県におきましては、厚生労働省が定める要綱

に基づきまして、公益社団法人地域医療振興協会と

いうのがございますが、そこにへき地医療支援機構

の設置と運営を委託してございます。このへき地医

療支援機構においては、いわゆる沖縄県内の離島等

の沖縄県立病院や診療所での勤務を希望する医師の

情報ということで―ドクターバンクでございます

が、登録をしております。派遣可能な民間病院の情

報を沖縄県内外から幅広く収集しまして、登録管理

をしております。これら地域で専門医が不足した場

合には登録された専門医を派遣するということで、

派遣元と派遣先の医療機関との相互調整を行うとい

うことで、この費用につきましては、派遣調査を行

う専門官の人件費等になってございます。それで医

師を確保しているということで、具体的にその派遣

された医師の例えば給与につきましては、それぞれ

の受け入れた医療機関で経費を賄っているところで

ございます。

○糸洲朝則委員 そうすると、そのへき地医療支援

機構の運営費になるわけでございますので、大体毎

年予算規模としてはこの規模ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 人件費を計上してお

りますので、大体そういう規模、合わせて必要な諸

経費を計上しております。大体このような規模でご

ざいます。

○糸洲朝則委員 このドクターバンク、プールして

登録されているということでございますが、どう

いった先生方がこの登録をなさっているのか、ある

いは登録に至るまでのシステムとかがありましたら

教えてください。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成26年４月末現在

になりますが、数字が129名と少し違います。まず

内科が68名、外科が13名、小児科が２名、整形外科

が４名、泌尿器科が２名、産婦人科が５名、麻酔科

が３名、救急が９名、総合診療科が10名、眼科が２

名、歯科が14名となっております。ただ、これにつ

きまして、すぐに派遣を希望するというわけではな

くて、医師のほうでいつごろを希望する、もしくは

短期でとか、長期でとかいろいろな内容がございま

すけれども、まずは沖縄県内で働くという興味・関

心のある方に登録してもらうということで取り組ん

でいるところでございます。

○糸洲朝則委員 皆さんの事業の効果によります

と、「ドクターバンク登録医８名を県立北部、八重

山病院等に派遣した」という御説明でございますが、

当然沖縄県立北部病院、それから沖縄県立八重山病
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院には附属診療所がございますね。そこへはどれぐ

らい派遣されていますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 この事業を活用して

の派遣は座間味診療所になっております。それ以外

には沖縄県立北部病院に２名、それと沖縄県立八重

山病院に５名という状況で、それ以外に後期臨床研

修事業を使った派遣であるとか、学校法人自治医科

大学卒業生の派遣であるとか、そういったものは別

途診療所に派遣しているところでございます。

○糸洲朝則委員 それと、今も少し話が出ましたけ

れども、医学生の後期研修医とか、修学資金の貸与、

62人の計画に対して54人という実績、あるいは後期

研修医も６人の計画で１人の実績と、予算化された

計画と実績が―特に後期研修医については６人の予

定が１人と。これは何か原因があるのですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 後期研修医につきま

しては、これは特定診療科ということで、産科、脳

外科、麻酔科の３つでございますけれども、それぞ

れ合計で６名を計画しておりましたが、結果的にそ

の資金を申し込んだ方が１名になったということ

で、減になっているという状況でございます。

○糸洲朝則委員 これは多分必要な診療科目だか

ら、先生方だからそういう計画を立てたと思います

が、やはりこれは継続的に次年度へさらに進めてい

くとか、こういったこと等も考えておりますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 委員おっしゃるとお

り、この事業につきましては、医師確保について非

常に重要な施策であると考えていますので、引き続

き修学資金の確保については取り組んでいきたいと

考えております。

○糸洲朝則委員 この離島へき地病院勤務医師研修

派遣事業への補助、これも国内で１人ですよね。計

画で４人、国外は２人の計画がゼロ人と、これも計

画と実績の差というのが気になるので伺いますが、

この国内への研修事業の内容とか、あるいは仕組み、

国外への仕組み、あわせてこの実績の差という３点

についてお願いします。

○金城弘昌保健医療政策課長 この事業につきまし

ては、平成25年度から沖縄振興一括交付金を活用し

て実施している事業でございます。事業の調整につ

きましては、病院事業局と調整させていただいたと

ころでございます。結果として、派遣といいますか、

研修派遣できるような方が１名になったということ

で、詳細については、病院事業局でお願いしたいと

思います。

○糸洲朝則委員 難病相談・支援センターについて

伺いますが、まず、難病相談・支援センターについ

ての現在の状況と、今後の展望等がありましたら伺

います。

○上里林薬務疾病対策課長 沖縄県内に１カ所難病

相談・支援センターを設置いたしまして、難病患者、

家族等の日常生活における悩み等に対する相談、就

労支援などを行っております。

活動内容といたしましては、昨年の実績は、相談

支援としては685件、内訳が電話相談540件、面談47

件、その他98件ということで685件になっておりま

す。その他の活動といたしまして、医療相談会、地

域交流会等の支援、就労支援、難病情報誌を発行、

講演会、研修会等を開催し、意思伝達装置貸し出し

等も行っております。

○糸洲朝則委員 難病相談・支援センターは、僕の

認識では、たしかＮＰＯ法人アンビシャスに業務委

託していると認識しておりますが、そのとおりです

か。

○上里林薬務疾病対策課長 そのとおりでございま

す。

○糸洲朝則委員 このＮＰＯ法人アンビシャスにつ

いては、皆さん方の委託料と、あとは寄附とか、そ

ういう周囲の善意の皆さん方からいただくもので

賄っているのです。しかし、それはそれとしてとう

といし、またありがたいことですが、たしか私の記

憶では、うちの坂口厚生労働大臣の時代に各県に１

カ所難病支援センターを設置するようにというのが

あったと思います。したがって、あれから何年もた

ちますが、沖縄県はこのＮＰＯ法人アンビシャスが

ずっとやっている。しかも予算の規模はふえないか、

ひょっとして減っているか、そういうことを考える

と、新たな展開等も含めながら、せめてあの人たち

の活動がもっとしやすいようにやってあげるとか、

もっと前向きに取り組めませんか。

○仲本朝久保健医療部長 373万4000円という予算

額でございますが、次年度以降、この分についてど

のような手当てができるかについては、検討してい

きたいと考えています。

○糸洲朝則委員 病院事業局に移ります。通告して

おります当年度未処理欠損金、いわゆる累積赤字、

これは病院事業局長の説明にもありましたように、

170億円を超える金額でございまして、この対策に

ついてはいろいろ説明もしてありますが、やはり病

院事業を健全に運営していくには、この処理という

ものは大変重要な課題であると思って通告をいたし

ました。その対策について伺いたいと思います。
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○津嘉山朝雄県立病院課長 累積赤字の対策につい

てでございますが、平成25年度決算における当年度

未処理欠損金、当年度純損益２億5092万6388円、こ

れに前年度の繰越欠損金を加えますと170億1915万

7567円となっております。この主な原因は、旧沖縄

県立宮古病院の固定資産の除却をしたことに伴う臨

時損失が出たということで、これが約10億5000万円

計上しております。この赤字を減らす対策といたし

ましては、当年度の純利益を出すことが赤字を減ら

していくことになりますので、平成21年度から平成

24年度までは５年連続で純利益を計上しておりまし

た。累積赤字も238億8000万円から167億7000万円ま

で減少しまして、平成25年度につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、沖縄県立宮古病院の固定

資産の除却があったために飛び出た形になっており

ますけれども、引き続き経営健全化に取り組むこと

で、この累積赤字は減少していけるものと考えてお

ります。

○糸洲朝則委員 病院事業だから、赤字とかあるい

は黒字とか、そういった問題で議論すべきではない

かもしれませんが、事業である以上は、やはり健全

な経営、運営というものは当然求められることでご

ざいますから、頑張っていただきたいと思います。

それで、当初業務予定量と実績というところを見

ておりますと、きょう午前中より各病院の院長先生

からいろいろお話も伺って、なるほどなとうなずく

場面もありましたが、沖縄県立中部病院を除く各病

院で実績が予定量を下回っていることについて、総

体的に説明をいただきたいと思います。

○松田碩志県立病院課経営企画監 業務予定量につ

いてですが、当初予算の患者数の予定量は、前年度

実績と当年度上半期実績をもとに、各病院において

診療体制や患者数の推移等を考慮して設定しており

ます。これは当該年度の設定目標という側面もあり、

実際は現場における医師等の退職や診療制限等によ

り、予定業務量を実績が下回っているということが

実情であります。

○糸洲朝則委員 時間が余りありませんので、附属

診療所の状況について伺います。

皆さんの説明によりますと、現在、19カ所の附属

診療所が稼働しておりまして、３カ所が休止または

廃止と説明してありますが、この附属診療所におけ

る医師や看護師の配置、あるいは医療機器の設備の

状況等、これも一つ一つ説明すると大変な時間がか

かりますが、ここにおける大ざっぱな状況について

伺いたいと思います。全部足りているのか、不足し

ているのかも含めて。

○篠﨑裕子県立病院課医療企画監 一応16診療所に

医師１人、看護師１人を今配置しております。医師

に関しては、学校法人自治大学を卒業した離島勤務

義務を持っている方たち、または沖縄県立中部病院

のプライマリケア医コースという島医者養成コース

を希望して研修を受けている方たちが、また離島勤

務義務として１年間そちらに医師を配置して、今の

ところは充足しております。看護師に関しては、ほ

かの他の沖縄県立病院間での人事異動によって配置

されています。

○津嘉山朝雄県立病院課長 附属診療所の医療機器

についてですが、附属診療所の医療機器につきまし

ては、所属する病院において管理者が必要に応じて

更新しております。これまで地域医療再生基金等の

財源を活用して大幅な機器整備を行っておりまし

て、今後とも定期的にきちんと整備していきたいと

考えております。

○糸洲朝則委員 僕は多良間の人間だから、多良間

は、何年か前に行ったときに、レントゲン設備が随

分古いもので、これではかわいそうだなと思ったの

が１つ。もう一つは、委員会で与那国の―向こうは

町立ですか、そこに行ったときに、かなり高度なＣ

Ｔか何かがありまして、その先生が言われるには、

直で沖縄県立八重山病院と、あるいはまた本島の病

院と連携がとれますので、ここにいながらにしてか

なりスピードアップした診察ができると。この両極

端を見ているものですから、やはり地域医療、ある

いはまた離島医療からすると、機器の設備というも

のは大変重要ではないかと思ってあえて伺いまし

た。したがって、今後の対応として病院事業局長か

ら、そこら辺への希望的答弁をいただければこれで

終わります。

○伊江朝次病院事業局長 沖縄県立の附属診療所に

つきましては、多分糸洲委員がごらんになったのは

大分前ではないのかなと思います。実は、それは財

政的に厳しい状況の中で、旧型のレントゲン機器

だったものですから、これをやはりデジタル化した

ものに変えていく必要があるだろうということで、

当時、毎年２カ所ずつやろうということで始めまし

たけれども、これが一気に、先ほど言いましたよう

な地域医療再生基金とかが出たりして、そういった

ものはほとんど全てが新しいデジタル機械に変わっ

ていて、現像したりとか、現像液を廃棄したりとか、

こういうことがもうなくなっておりまして、かなり

診療所の設備に関しては機器が更新されてきており
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ます。我々は、各診療所を実際に回りながら、この

効果のほどを見て、医師や看護師たちと意見交換し

ながら、そういう必要なものがあれば、順次定期的

に更新していくという状況で今やっておりますの

で、とにかく古い機械を使って診療所の先生方が苦

労をなさらないようにということをしっかりやって

いきたいと思っております。

それから、与那国については町立診療所でありま

して、多分に沖縄県立とのこういった補助金あたり

の獲得の仕方で少し違うのがあるのではないかなと

思いまして、それでああいったＣＴとかが入るよう

な状況があるのではないかと思います。ですから、

そういう意味では、今後、各町村立との連携とかも

含めた沖縄県立病院のあり方を考えるのも一つの方

法ではないかという感じはします。

○狩俣信子副委員長 委員長が戻りましたので、委

員長と交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○呉屋宏委員長 再開いたします。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 主要施策の成果に関する報告書83

ページ、こども医療費からお尋ねします。

予算額と決算額の違い、そして医療費にかかった

のと、それ以外の経費を分けて説明をお願いします。

○糸数公健康長寿課長 まず、予算と決算の差が出

た理由ですが、平成25年度は11月から自動償還シス

テムを市町村に順次導入していくということで、自

動償還システムの導入による医療費の増加を見込ん

でおりましたが、予想したほどは増加しなかったた

めに、不用が少し出ているための差額となっており

ます。

それから、この内訳についてですが、自動償還シ

ステムを導入する際に、市町村に上限500万円とい

うことでシステム整備費を補助しております。その

額が平成25年度は6240万円ということになっており

ます。そして、沖縄県が補助する医療費の実績が９

億7130万円ですので、それを合わせた額がこの主要

施策の成果に関する報告書に載っている10億3000万

円となっております。

○西銘純恵委員 入院と通院に分けて、平成24年度

の決算額と平成25年度との比較をお願いいたしま

す。

○糸数公健康長寿課長 まず、平成24年度から答弁

いたします。これは沖縄県の補助ベースですが、平

成24年度、入院は５億126万円、通院が13億2430万

円となっております。平成25年度に関しましては、

入院が５億5740万円、通院が13億9670万円となって

おります。

○西銘純恵委員 入院が中学校卒業まで無料になっ

たのはいつからですか。

○糸数公健康長寿課長 平成24年10月からというこ

とです。ただし、この請求については１年間有効で

すので、治療が終わってから１年間は有効期間に

なっております。

○西銘純恵委員 決算額を聞いたら、中学校卒業ま

で入院費無料、拡大してもそんなに予算額的には変

更がないのかなと思いまして聞いたのですが、それ

についての見解と、通院費を中学校卒業まで無料に

した場合の試算を、今の実績から試算をお尋ねしま

す。

○糸数公健康長寿課長 まず、入院を中学校卒業ま

で拡大した影響額ですが、平成24年10月から拡大し

ています。平成24年度分の沖縄県補助分では約1000

万円、平成25年度は約4000万円と影響が出ていると

ころです。通院年齢を引き上げた場合の予算の対象

につきまして、通院を中学校までに拡大しますと、

これは沖縄県が補助する額として20億800万円とい

う額になります。したがいまして、沖縄県の補助額

ベースで現在よりは10億円余り増加することになり

ます。

○西銘純恵委員 就学前までというのも結構通院費

が拡大されていますが、その試算は出したことがあ

りますか。入学前まで。

○糸数公健康長寿課長 現在、３歳までの通院費助

成を就学前まで拡大した場合に増加する沖縄県の補

助額は、約４億円と計算しております。

○西銘純恵委員 ぜひ早急に拡大していただきたい

という希望をして、次は、がん対策推進計画の達成

状況をお尋ねします。

○金城弘昌保健医療政策課長 がん対策推進計画に

ついては、平成25年４月に策定しておりまして、平

成29年度までということで、がん予防、あとがん医

療提供体制の構築などを計画的に推進していくと

なっております。がん予防、がん早期発見、それと

普及啓発、医療対策については分野別に施策を実施

しておりますが、主な取り組みといたしまして、ま

ずがん診療連携拠点病院の機能強化ということで、

機能強化を図るとともに、あわせて沖縄県立宮古病

院、沖縄県立八重山病院をがん診療連携支援病院と

位置づけて、拠点病院との連携、推進を図っており

ます。
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また、がん患者等、関係者への支援の取り組みと

いうことで、国立大学法人琉球大学医学部附属病院

がんセンターにがん患者の相談支援事業などを委託

しまして、おきなわがんサポートハンドブックを配

布したりとか、医療に対する助成制度の周知を行っ

ているところでございます。進捗としてはそういっ

た状況でございます。

○西銘純恵委員 沖縄県立宮古病院、沖縄県立八重

山病院の院長先生方が同じようなことをおっしゃっ

たのですが、予算的には、連携病院になったときに

体制も含めてどうなるのかお尋ねします。

○金城弘昌保健医療政策課長 現在、県単事業とし

まして、がん診療連携支援病院ということで実施を

しております。国の制度が変わりまして、グループ

指定ということで、先ほど沖縄県立宮古病院、沖縄

県立八重山病院の院長先生からもお話がありました

が、この詳細については、職員の配置の件であった

りとか、あとは診療体制の件とか、そういったクリ

アすべき事項がございますので、まだこれについて

現在調整中で、費用について幾らぐらいになるかと

いうことは、今現時点、積算をしておりません。

○西銘純恵委員 例えば入院病床をどれだけとか、

医療体制とか、医師、看護師とかを含めてできてい

ないと、次年度からは稼働しないと思うのですが、

全くの白紙状態ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 現在、グループ指定

のクリアができるかどうか調整をしているところで

ございます。ただし、沖縄県の手法としましては、

現在、がん診療連携拠点病院、沖縄県立中部病院、

それと地方独立行政法人那覇市立病院がございます

ので、そこと離島の病院は連携をとっていますので、

それに対する費用として、県単ではそのまま当面続

けていくことを考えております。

○西銘純恵委員 がん患者の皆さんが、沖縄県立宮

古病院、沖縄県立八重山病院で同じがん治療ができ

るということになれば問題ないと思うのですが、今、

離島から出てきた皆さんに対する本島での放射線治

療の宿泊費補助があるのですが、それはがん対策、

患者支援ということでの事業ではないのでしょう

か。

○金城弘昌保健医療政策課長 がん患者の宿泊支援

につきましては、離島・僻地の医療機関で整備され

ていない放射線治療が可能な本島中南部の圏域での

受診ということで、負担軽減を目的として、これは

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合の協力を得て実

施しているところでございます。

○西銘純恵委員 実績を聞いたことがありますか。

そして、県費負担があって、もっとがじゅまるの家

みたいに低廉にしてほしいという要望があるのです

が、どう考えていますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 現在、この事業につ

きまして、それぞれ放射線治療の可能な医療機関、

離島の市町村窓口、それと離島の医療機関でも周知

を図っていますが、現時点、利用の件数はございま

せん。沖縄県としましては、これは７月から実施し

ておりますので、どういった課題があるか、離島の

患者会と少し意見交換をしたいと考えています。

○西銘純恵委員 患者会ははっきりしているので

す。宿泊４割補助はまだ負担が重いということです

から、ぜひ実効あるものに、このがん支援というと

ころで予算をつけて、できるところまでやっていた

だきたい。要望します。

次に、後期高齢者医療の特例廃止という記事が出

たのですが、この特例廃止によって影響を受ける沖

縄県内の人数は何名でしょうか。

○上地幸正国民健康保険課長 沖縄県内における特

例軽減措置を受けている被保険者の人数についてで

すが、平成25年度末時点で約８万人となっておりま

す。

○西銘純恵委員 廃止されると、この皆さんがどの

ような不利益を受けることになるのでしょうか。額

的なものも出るのでしょうか。

○上地幸正国民健康保険課長 まず、特例措置を受

けているケースは２つありまして、低所得者に対す

る軽減措置の場合ですと、まず平成26年、平成27年

の保険料均等割額が今４万8440円でありますが、そ

れで試算しますと、９割軽減の方が７割軽減になっ

た場合、月額で現在403円が1211円になると808円の

増額、それと8.5割軽減の方が７割軽減になった場

合、現在月額605円が月額1211円ということで606円

増額になるということでございます。

また、被用者保険の被扶養者だった者につきまし

ては、制度加入後２年以内の被保険者ですと現在９

割軽減ですが、これが５割軽減になるということで、

月額403円から2018円と1615円の増額、もう一つ、

制度加入後２年以上経過している被保険者の均等割

額、これは９割軽減から軽減がなくなるので、月額

403円から4036円と3633円の増額になるということ

でございます。

○西銘純恵委員 後期高齢者75歳以上の医療費が２

倍、３倍、５倍になっていくというものだと思うの

ですが、８万人の沖縄県民が影響を受けるというと、
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これは厚生労働省が出していますけれども、沖縄県

から声を上げるべきだ、こんなことをするなという

ことで言うべきだと思うのですが、保健医療部長の

見解はどうでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 現在、保険料の特例軽減

措置の廃止につきまして、社会保障審議会の医療保

険部会において協議が行われているとなっておりま

す。沖縄県としては、現時点では国の動向を注視し

ていきたいと考えておりまして、詳細等がわかり次

第、対応を検討したいと思います。

○西銘純恵委員 社会保障改悪で８万人の沖縄県の

お年寄りの皆さんが負担増になると、べらぼうな負

担、総額でどれだけになるかというものを今すぐ出

せるのでしたらお尋ねしたいのですが、私は沖縄県

から声を上げておくべきだと指摘をしておきます。

次に、国民健康保険指導費についてお尋ねします。

平成25年度歳入歳出決算説明資料の４ページ。

○上地幸正国民健康保険課長 特例軽減措置につき

ましては、全額国庫で対応しているものですから、

国が負担している額につきましては、平成25年度で

９億599万円となっております。影響額については

承知しておりません。

次に、国民健康保険指導費の概要についてですが、

主な事業として、県調整交付金があります。これは

国民健康保険財政の安定的な運営を目的に、保険給

付等の９％相当額を市町村に交付するといった内容

でございます。

次に、保険基盤安定負担金があります。これは保

険税の負担能力の低い被保険者の税負担の緩和と保

険財政基盤の安定を図るため、低所得者に対する保

険税の軽減分の補塡と、低所得者数に応じ平均保険

料の一定割合を保険者に負担しているものでござい

ます。そのほか、高額医療費共同事業負担金があり

まして、レセプト１件当たり80万円以上の高額な医

療費の発生によるリスクを分散し、国民健康保険財

政運営の安定化を図るため、市町村拠出金に対し、

沖縄県はその４分の１を負担するものでございま

す。

○西銘純恵委員 これは聞いていると、交付金が４

億1292万円減ったということは、市町村の国民健康

保険財政が縮小したということで見るのかなと思う

のですが、市町村の国民健康保険財政は平成25年度

はどのようになっていますか。

○上地幸正国民健康保険課長 まずは、国民健康保

険指導費の不用額は４億1292万8508円で、主に国民

健康保険負担金等事業費における県調整交付金が３

億5099万4000円不用になったことによるものでござ

います。

平成24年度の沖縄県市町村国民健康保険の実質的

単年度収支は98億8932万円の赤字で、赤字保険者は

39市町村となっており、財政運営は一般会計からの

繰り入れに頼らざるを得ない厳しい状況にありま

す。

○西銘純恵委員 今98億円赤字と言いましたけれど

も、各市町村、平成24年度、平成25年度、二、三年

で結構ですが、保険料、介護とかも含めて引き上げ

をした市町村は、41のうちどれだけあるのかわかり

ますか。

○上地幸正国民健康保険課長 沖縄市は平成25年度

と平成26年度に応益分の増額改定を行っておりまし

て、平成26年度に応能分の保険料率の減額改定を

行っております。市の試算では、１人当たりの調定

額がトータル2266円の増となっております。

次に、うるま市ですが、平成26年度から応益分の

増額改定を行い、市の試算では、１人当たりの調定

額が3890円の増となっております。平成25年度と平

成26年度に保険税の改定を行っている市町村は以上

でございます。

○西銘純恵委員 浦添市も保険料増額議案が出され

て、今継続ということですが、小さい市町村は調査

をされているのか。今98億円の赤字ということで、

前にもやりましたけれども、沖縄県は前期高齢者が

少ないので、１年間で160億円ぐらい、これだけ順

当に繰り入れをしたら、国から交付金が来ればこん

な引き上げは必要ないとも思うし、少なくともまだ

負担が重いのではないかということを感じていま

す。国民健康保険の滞納状況の推移はどうなってい

るのでしょうか。

○上地幸正国民健康保険課長 平成25年６月１日現

在ですが、滞納世帯が４万2263世帯で、率が16.3％

になっております。

○西銘純恵委員 先ほど軽減の話をされたと思うの

ですが、具体的に軽減に交付金を入れているとおっ

しゃったのですが、どのような軽減でしょうか。事

例を挙げて説明できますか。

○上地幸正国民健康保険課長 国民健康保険税の算

出は、医療費の見込み額に応じた医療分と後期高齢

者医療制度を支えるための支援分、40歳から64歳に

付加される介護分を合算した金額となります。医療

分、支援分、介護分について、所得割、均等割額、

平等割額は各市町村で定められているところです。

例として、那覇市において30代の夫婦で子供１人の
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場合、給与収入が約200万円とした場合、控除等を

差し引いて給与所得は100万円ということで、妻の

収入がないと仮定しますと、この場合、国民健康保

険税の計算としては５割軽減ということになります

ので、所得分としては７万5643円、均等割の金額と

平等割の金額を足した額９万5200円、それから５割

軽減分４万7600円を引いた12万3100円が国民健康保

険税額となります。

○西銘純恵委員 保険料、国民健康保険税がいかに

高いかということは、今200万円世帯、３人家族で12

万円余りの国民健康保険税負担をしているという、

滞納も16％というところをやはりシビアに見て、払

えないというところでどうするかというのを、私は

前から法定外の繰り入れを沖縄県がやるべきだとい

う立場をずっと主張してきたのですが、このような

実態について、もっと国民健康保険世帯の軽減をさ

れている皆さんの滞納が多いのか、少なく設定され

たけれども滞納が多いのか、高額のところで滞納が

多いのか、やはりきちんと調査もすべきだと思うの

ですが、ぜひ実態も調査していただいて、法定外の

繰り入れを県として真剣に考えるべきだと思うので

すが、いかがでしょうか。

○上地幸正国民健康保険課長 市町村国民健康保険

は、国、県の公費負担や保険税等を財源として、保

険者である市町村の責任により運営されておりま

す。沖縄県としましては、市町村に対し国民健康保

険法に基づき、国民健康保険税の軽減措置や医療給

付費に対する支援を行っているところであり、独自

の助成を行うことは困難であると考えております。

ただ、国に対しては、市町村国民健康保険の持続的

運営が図られるよう、社会保障・税一体改革大綱で

示された国民健康保険の財政基盤強化策の早期実施

と、国費の拡充を含めた国民健康保険の構造的課題

に対する抜本的な解決策について、全国知事会を通

して要望しているところでございます。また、市町

村と連携しながら、沖縄県の特殊事情による本県市

町村国民健康保険への特段の財政支援を要望してお

ります。

○西銘純恵委員 病院事業に移ります。

平成25年度沖縄県病院事業会計決算審査意見書

で、審査の手続で病院事業の運営が常に経済性を発

揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉

を増進するように運営されているかどうかについて

特に意を用いてほしいと。そして、沖縄県立病院に

ついて、「救命救急医療、周産期医療、高度・特殊

医療、離島・へき地医療など、県民の生命及び健康

を守り、生活の安心を支える重要な役割を担ってい

る」ということで、監査委員の意見もあります。病

院事業局長も、そして病院長も同じような立場で

やっていらっしゃると思うし、午前中のを聞いても、

やはり沖縄県民の医療を守るということで、医療体

制をどう確保するかということに腐心されていると

いうのをとても感じました。

病院事業局長に伺いますが、経営安定化はどう

なっているのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 県立病院経営安定化計画

では、１、経常収支の黒字、２に、手元流動性の確

保、３に、長期債務の縮減というこの３つの目標を

立てて、収益の確保、費用の縮減、それから人員体

制の整備と人材の安定確保、効果的・効率的な設備

投資、長期債務の縮減に、今、取り組んでおります。

平成24年度からこの県立病院経営安定化計画を

やっておるわけですが、平成25年度決算では、経常

収支で８億8000万円の黒字、それから総事業費用の

１カ月分を超える期末現金・預金残高約87億3000万

円の確保、長期債務の約10億円の縮減と３つの目標

を全て達成しております。

○西銘純恵委員 現場から医療の人材体制をという

ことで、相当議論して、コメディカルも含めて医師

確保も定数をふやしてきたのですが、私はやはり医

療現場の定数は、現場の声を出発点にしてやってほ

しいと。病院事業局長ではなく、保健医療部長にそ

ういうことをしっかり届けておきたいと思います。

１床当たりの繰り入れについては、全国と比べて

どうでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 病床１床当たり

の繰入額については、平成24年度地方公営企業年鑑

に基づき、全国と比較すると、全国平均463万円に

対して本県は301万6000円で、全国の33位となって

おります。

訂正します。沖縄県の場合は314万4000円です。

全国は平成24年度で488万1000円となっております。

差額が173万7000円沖縄県は少ないということです。

○西銘純恵委員 病床を掛けたらどれだけ全国平均

と違いますか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 許可病床数で計

算した結果、38億55万6000円となっております。

○西銘純恵委員 繰り入れの件ですが、68億円余り

だと決算で言われましたが、あと38億円は全国並み

にすれば繰り入れができる額だと私は思っているの

ですが、病院ごとの繰入額、明細をお尋ねします。

○松田碩志県立病院課経営企画監 病院ごとの報告
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をいたします。

沖縄県立北部病院４億8701万9000円、沖縄県立中

部病院６億9006万8000円、沖縄県立南部医療セン

ター・こども医療センター12億9806万円、沖縄県立

宮古病院７億4760万6000円、沖縄県立八重山病院６

億4612万6000円、沖縄県立精和病院５億3287万1000

円、以上です。

○西銘純恵委員 離島増嵩費について、沖縄県立宮

古病院、沖縄県立八重山病院はどれだけ入っている

のでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 沖縄県立宮古病

院が１億2500万円、沖縄県立八重山病院も同額で１

億2500万円です。

○西銘純恵委員 平成25年度予算の審査のときに、

とりあえずは４億円を―離島増嵩費として計算がで

きていないのでと伊江病院事業局長はおっしゃいま

した。今度、沖縄県立八重山病院からそのときにい

ただいた基礎データということで、離島で必要な細

かい手当をみんな入れて、３億6342万円という数字

が出たのですよ。そうしたら、それで決算ができて

いないということは、離島増嵩費をきちんと充てて

いないということにしかならないかと思うのです

が、病院事業局長、いかがでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 現場との試算、それから

県立病院課でやった試算と、いろいろ繰り入れに関

しては二重になったりしているところがありまし

て、現場の言っているような額にはならないのでは

ないかということがありまして、今回は、いわゆる

離島医療の人件費の差額分、例えば特地勤務手当と

か、準特地勤務手当とか、そういう差額分をしっか

り手当てしようということで、財政当局と折り合い

をつけて決めたのが、今回の離島医療増嵩費でござ

います。

○西銘純恵委員 沖縄県立八重山病院のを見たら、

確かに手当ということで２億2600万円という数字が

あって、残りが燃料とか、離島ならではの増嵩がた

くさんあるわけです。それが給与以外で１億1300万

円とか。だから、今回はということで病院事業局長

がおっしゃったので、やはり実態に合った増嵩費を

ぜひ繰り入れとしてやっていただきたい。沖縄県立

宮古病院も同じ計算をされていると思いますので、

これは必要額だと思うし、先ほどの全国と比べても、

順当に入れたら―特に沖縄県は離島が多いし、沖縄

県立中部病院は医師派遣で離島を相当支えている。

だから、38億円を順当に繰り入れしたら、医師の定

数も必要な沖縄県立宮古病院、沖縄県立八重山病院

の体制もできるのではないかと思いますので、よろ

しくお願いします。

○伊江朝次病院事業局長 頑張ります。

○呉屋宏委員長 私が質疑を行うため、副委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○狩俣信子副委員長 再開いたします。

委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 15分で終わらせるようにしますか

ら、御協力をよろしくお願いします。

まず、主要施策の成果に関する報告書を見ていた

だきたいと思います。92ページです。セーフティー

ネットの充実、救急医療用ヘリコプターの活用につ

いて、先ほどからこの辺の話がありましたけれども、

鹿児島に行っていることは前から聞いていますけれ

ども、どれぐらいのパーセンテージでそこに出動し

ているのか教えていただきたいと思います。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成25年度の実績で

ございますが、433件ございまして、そのうち鹿児

島圏域は99件となっております。それ以外は沖縄圏

域で344件となっております。

○呉屋宏委員 それは大体何％ぐらいになるの。

○金城弘昌保健医療政策課長 大体20％程度となっ

ています。

○呉屋宏委員 私どもの沖縄県は、もともと認定Ｎ

ＰＯ法人ＭＥＳＨサポートというものをみんなで見

に行ったときから私はそう思っています。離島県で

ありながら、ヘリコプター１機でいいのかなという

ことを本当に考えながら、これは全国に四十何機か

あったと思うのですけれども、もっとあったのかな、

それぐらいだと記憶しているのですが、その中で沖

縄県は１機、それも鹿児島にも飛んでいる。20％ぐ

らい飛んでいるということになりますと、我々はこ

の１機だけでいいのかなという議論、細かい数字の

議論ではなくて、政策的な議論だとして考えたとき

に、病院事業局長、どう思いますか。

○伊江朝次病院事業局長 今、ドクターヘリは、沖

縄県の補助で社会医療法人仁愛会浦添総合病院と、

それから認定ＮＰＯ法人ＭＥＳＨサポートが北部市

町村の補助でやっていると伺っておりますが、南北

400キロメートル、それから東西1000キロメートル

というこれだけ広大な離島県ということを考えます
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と、やはりこの程度の数では厳しいかと。例えば宮

古、八重山はどうするかという件もあると思います。

今のところ、幸いに先島は海上保安庁の皆さんが協

力してやっていただいているので、滞りなく急患搬

送はされておりますけれども、理想を言えば、ドク

ターヘリがあれば確かに住民のこういったリクエス

トにお応えできるし、現状を考えると海上保安庁の

役割も少しは軽減できるのではないかという気はし

ます。

○呉屋宏委員 私は常々一般質問でもやってきたの

ですが、この北部医療圏、これは何度も北部へ行っ

て、沖縄県立北部病院の宿舎の改築もやるべきだと

言ってきた。今年度だったか、去年度だったか、そ

れにも着手されていると思います。ところが、予算

をつけた後でしまったなと思ったのが、実は宿舎の

問題でして、予算がついて、これは失敗ではなかっ

たのかな、これは改築すべきではなかったのではな

いかなということさえ感じました。北部地区医師会

病院と県立北部病院、この２つはやはりくっつける

べきですよ。そのようにしなければ、10万人医療圏

が分散している。だから両方とも最悪な状況になっ

ている。それが私たち一般、皆さんのように専門で

はない側から見た意見だと思っています。僕が全て

正しいとは言っていないけれども、そのような気が

してならない。そこにドクターヘリを１機入れるべ

きだと。そういう医療体制を北につくらなければ、

私は北部の人口増というものは、離島過疎化地域の

解消というものはできないと僕は思っています。こ

の間も一般質問で私は教育委員会にやりましたけれ

ども、あの160名の安田や、あるいは200名余りの奥、

そういうところを一つ一つ見ていくと、最終的に必

要なのは、やはり医療と教育と、そして産業振興、

この３つですよ。ところが、医療は今の状況の中で

本当にできているかというと、脳外科が１人いるだ

けでしょう。違いますか―２人いるの。この間１人

と言わなかったですか。はっきりしてください。

○伊江朝次病院事業局長 私の認識しているところ

では、沖縄県立北部病院にお２人いらっしゃると思

います。

○呉屋宏委員 認識不足でした。それで、私たちが

今この北部医療圏をやるときに、どこから飛ばした

のかわかりませんけれども、ドクターヘリをいつも

見るのが泡瀬なのです。泡瀬の公園におりていくの

です。そこにうるま市の救急車が着くのです。そし

て沖縄県立中部病院に行くのです。恐らく北側から

飛んできていると思うのです。例えばドクターヘリ

がここから北部まで飛んで、患者をピックアップし

て、それからその泡瀬の埋立地におろして、そこか

らうるま市の救急車が沖縄県立中部病院に連れてい

く。この間で脳に疾患を持った人が助かるだろうか

ということを考えたときに、本当にこんなのでいい

のですか。これで本当に沖縄県の医療を守っている

と思っているのですかと思うのだけれども、伊江病

院事業局長、どう思いますか。

○伊江朝次病院事業局長 こういったヘリコプター

で運ばなければ救助できないような患者というもの

は、大体収容してから15分以内に病院に行かなけれ

ばいけないと定説で言われていると思います。です

から、そういう意味では、ちょっとタイムラグがあ

るのではないかなという感じはします。

○呉屋宏委員 僕はうるま市議会議員からこんなこ

とも聞きましたよ。あちらこちらの市町村からピッ

クアップしてきた患者を、なぜうるま市の救急車で

連れていかなければいけないのですかと。これは余

談で聞いてくださいねとか言っていたのだけれど

も、何も協力したくないと言っているわけではない

ですよということもあった。なぜ沖縄県立中部病院

にヘリコプターがおりられないのかというのも不思

議でたまらないけれども、これはそのままずっとや

るおつもりでいるのですか。

○阿部義則参事 今おっしゃった沖縄県立中部病院

におりられないかという話ですが、沖縄県立中部病

院は、災害拠点病院の基幹病院になっておりまして、

要件として、本来であればこのドクターヘリがおり

られるヘリポートが必置要件となっております。実

は昨年度、沖縄県立中部病院に設置できないかとい

うことで、地域医療再生基金を活用してちょっと調

整をしたところはございます。ただ、あの地域の周

りの上空、飛べるか飛べないかということも含めて、

周りに住宅も多うございます。そこの住民の合意形

成がなかなか難しいということで、一旦は見送りに

なった経緯がございます。

基幹病院ですので、我々としてはぜひ設置を求め

ていきたいというところはございますので、今後、

さらに調整を続けていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 細かい数字の話はしませんけれど

も、ただ、これは沖縄県民、北部を含めて、過疎地

域の皆さんが本当に困っていることなので、皆さん

が言っているようなことが―これは検討したけれど

も、やはり周辺の住宅街がどうのこうのとかという

ことは、必死になってお願いしたら、それは人の命

にかかわることですから、私は受けていただけるの
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ではないかと思うのです。そこはしっかりと考えを

やはりもう一回練り直していくべきだと思っていま

すので、そこら辺のぜひ決意表明を、伊江病院事業

局長。

○伊江朝次病院事業局長 今の件は、確かにいわゆ

る救命救急センターとしては、そういったヘリコプ

ターの離発着という設備をしっかり備えておかない

と、患者さんのこういう救急救命にしっかり対応が

できないと思っております。ですから、これは保健

医療部ともしっかり協力しながら、今後、そういう

方向でぜひ進めていきたいと私は考えております。

○呉屋宏委員 ぜひそこは、本来であれば沖縄県立

中部病院におろす必要はないのです。本当に沖縄県

立北部病院を整備して、そこの10万人医療圏をしっ

かりと支えるということであれば、そのまま沖縄県

立北部病院に統合して、そこにおろせばいいわけで

すから、もっと時間が短くなるわけですから。沖縄

県立北部病院の強化は、私はこれ以上ない北部地域

の振興には絶対条件として必要だと思っていますの

で、御検討いただきたいと思います。

あと５分ありますから、頑張ります。

81ページの健康づくり活動の推進、健康おきなわ

21という2040運動ですか、私はこれはとても希望を

持っているのです。沖縄県という地は自然環境もい

い、だから観光客が来る。しかし、最初に注目を浴

びたのは沖縄県の長寿だ。ところが、その長寿が崩

れていっている。観光で見るものも赤土だとか、そ

ういうもので崩れていっている。沖縄県のよさとい

うのがどんどんなくなってきている気がしているも

のですから、少なくとももともとの沖縄県のスロー

ライフで、それもしっかりとした長寿になっている

沖縄県をもう一回復活させるのだということは非常

にいいことだと思っているのです。

ところが、この表の一番問題なのが推進事業費。

こういうものを見ていると、こんなもので2040年に

沖縄県は世界一の長寿県になっていると本当に言い

切れるのか、私は不思議でしようがないのだけれど

も、保健医療部長、どうですか。

○糸数公健康長寿課長 健康づくりに関する予算に

つきましては、主要施策の成果に関する報告書に

載っております健康づくり関連の予算の推移につき

まして、平成23年までは通常のというか、健康長寿

おきなわの推進に係る事業費、健康増進推進費、そ

れから保健諸費に計上されていて、その推移につい

てですが、平成21年度が9126万円、平成22年度が7901

万円、平成23年度が9416万円と推移しております。

平成24年度より健康長寿復活への取り組みというこ

とで予算額１億761万円になりまして、平成25年度、

昨年度からは予算としては２億723万円となってお

ります。今年度につきましては、当初予算で３億5500

万円ということで、額の水準はありますけれども、

この数年は予算を手当てしていただいているという

ことで、それをもとに健康長寿復活に取り組んでい

こうと考えています。

○呉屋宏委員 ３億5000万円で世界一になれたらい

いよね。３億5000万円で本当にできるのかね。

９月でしたか、テレビを見ていますと、日曜日だっ

たか、１時間番組でしたけれども、奄美大島の健康

づくりのものを見ました。ここの中に入っていなく

て私は残念だけれども、発酵菌の推進というのが、

あの番組の中で非常に衝撃を受けましたよ。奄美大

島はほかの地域よりも100歳以上の人口が３倍もい

る。なぜか。それを突き詰めていくと、発酵菌。例

えば米を発酵させた発酵菌飲料のミキという飲料が

ありまして、清涼飲料水か何かよくわかりませんけ

れども、東村でもこの話をしましたら、呉屋さん、

東村は今でもこれをつくっている人がいますよとい

う話でした。僕はああいうものの地道な開発、そし

て毎日飲めるようなもの、毎日食べられるようなも

の、ただ、これを見ていると、健康づくりのための

メニューで10年前から何も変わっていないような気

がします。ああいう発酵菌をどうするかと、発酵文

化が沖縄県にはあったはずです。その発酵文化をど

うするかということが最終的には長寿にかかってく

るものではないのかなという気がします。保健医療

部長、そのように思えませんか。どうですか。

○仲本朝久保健医療部長 この健康づくり事業、先

ほど健康長寿課長が説明しました平成26年度で３億

5000万円の事業は、直接健康長寿課に計上している

事業の予算でありまして、昨年来、長寿復活に向け

て庁内で推進本部を立ち上げて、各部局各課それぞ

れで健康づくりを意識した、長寿復活を意識した事

業を展開しましょうということで取り組んでおりま

す。また、沖縄県民挙げて健康長寿復活の県民会議

というものを70団体網羅して設置しました。そこで

もマスコミを初め、各保健の団体ですとか、市町村

等々、企業も含めまして、全体となって取り組むこ

とになっています。

また、今御質疑にありました健康に関する研究事

業という部分について、まだ現状については具体的

なものが余り出てきていませんけれども、今後、そ

の予算の中で活用できるのかどうかは、また検討し
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ていきたいと考えています。

○呉屋宏委員 私はこれを見たときに、発酵菌を研

究していたドクターが、東京からその奄美大島に飛

んで、二、三日ずっと調査をやる。人間の排便から

も発酵菌に関係するものをずっと調査している。あ

あいうものを見ていると、間違いなく長寿がその発

酵菌と関係があることははっきりしているわけで

す。だから、今僕らが議論をしているのを見ると、

その病気になった人をどう対策するかということば

かりがこの委員会の中で言われているのではない

か。もちろん国民健康保険税が上がるのは、残念な

がら納得できないけれども、しかし、今、我々が話

しているのは対処法でしかないのですよ。病気にし

ないためにどうするかという議論が欠けているよう

な気がしてならないのです。そういうところをもっ

と我々はやらなければいけないのではないかという

気がして、僕はあえてきょう質疑しようかどうしよ

うか迷っていたのですが、嫌がられる委員の顔を見

ながら、やりたいと言っているのはそういう思いで

やっていますので、発酵菌、これをもう一回―実は

副知事にも提案して、これをやったらどうかという

こともしてあります。ぜひそこに力を入れて、健康

長寿課長、決意表明をお願いします。

○糸数公健康長寿課長 直接のこの健康、保健サー

ビスとは少し異質な感じではあるのですが、例えば

沖縄県の中では企画部がいろいろな研究開発をして

おりまして、詳細は存じ上げていませんけれども、

例えばモズクの成分からいろいろな特定保健用食品

の商品をつくるというバックアップをしていると。

部を超えて私たちもそういう研究については、こち

らの専門的な立場でまた情報のやりとりをして、進

めるように調整していきたいと思っております。

発酵菌につきましては、そのエビデンスを含め、

私たちも、今、情報がないですので、それを収集し、

また関係機関と相談するという形になると思いま

す。

○狩俣信子副委員長 委員長と交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長の交代）

○呉屋宏委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 質疑いたします。ちょうど今、前

段の呉屋委員の質疑で同じような健康長寿のお話が

ありましたので、それからお聞きしたいと思います。

健康長寿の数字的なことを改善するために、幾つ

もの課題があるとは思うのですが、まず１つに、早

世の解消といいますか、早く亡くなる人について、

どういう対策をするかというのが１つの大きなポイ

ントだろうと理解しています。そのために質疑する

のですが、まず、これまで本県独自で早世の原因等

を調査、分析したことがありますか。一般論ではな

く、本県独自の早世した方々の分析等、またデータ

等があるのでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 平成24年度から平成25年度

にかけて、健康おきなわ21という計画の評価、見直

しをする際に、各病気ごとの死亡率について、1973

年ごろからの推移も含めまして、ほかの県と沖縄県

を比較したというグループがございました。詳細は

あれですが、例えば、ほかの県ではアルコール性の

肝疾患の死亡率がこの20年ぐらいで減っているので

すが、沖縄県では、特に男性においては増加してい

る、死亡率が高くなっているということで、全国と

全く逆の動きをしているので、もちろんその病気自

体で早世ということもありますし、全体の寿命への

影響も少し出ているということがありました。そう

いう死亡に関するデータで、沖縄県内で分析したこ

とはございます。

○比嘉京子委員 それに対して、出てきたことに対

する具体的な対策等が施策に反映されているのがあ

りますか。

○糸数公健康長寿課長 具体的な施策の展開はこれ

からになるのですが、先ほど申し上げた研究の結果

を踏まえて、これまで過去10年健康おきなわ2010あ

るいは21ということで、生活習慣病全般を進めよう

ということでやってきたのですが、少し焦点を絞っ

た形で、アルコールについて生活習慣全般の中から

重点項目を３点絞りまして、１つは、先ほど申し上

げましたアルコールに関する適正飲酒を推進すると

いうことで挙げております。残りの２つは、がん検

診、それから特定健康診査をもっと受診して、いわ

ゆる危険な状態の人を早く見つけるというもの、そ

れから、10年前から取り組んでいてなかなか成果が

出ない肥満対策、肥満の解消というように、ポイン

トを絞った形で沖縄県民の方に県民運動として広げ

るという計画を今つくって、今年度からそれに基づ

いて各施策を事業化しているところでございます。

○比嘉京子委員 今、皆さんから出てきた主要施策

の成果に関する報告書を見て、多分、呉屋委員も質

疑したと思うのですが、私もそうですが、なかなか

具体的な施策をとっていない。ただ、今、沖縄県が

一生懸命に沖縄県民に訴えている、いろいろなメデ

ィアを使った訴え方というものは、頑張っているな
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というようなことも含めて、何かしらみんな感じて

いると思うのです。１つ焦点を絞りたいのは肥満で

すが、私はここの中に、例えば沖縄21世紀ビジョン

実施計画もきょう持ってきて少し見ているのです

が、ここの中で生活習慣が身につくとき、だから、

幼児期とか学童期、いわゆる義務教育の間、そうい

う時期とのタイアップというのがなかなか見えな

い。これはどうなっていますか。

○糸数公健康長寿課長 生活習慣が身につく前のい

わゆる小学生、中学生の時期から健康教育に生活習

慣病予防を取り入れていただくということで、これ

は平成25年度補正予算の事業として副読本を作成し

て、全小中学校に配布すると。今年度までかかって

いますけれども、それを実施しております。内容に

つきましては、主に食育、生活習慣、それから中学

生については心の健康につきまして、沖縄県医師会

に委託をして、医師会の先生、教育関係者、それか

ら私たちスタッフというようにグループをつくっ

て、その中身について副読本を作成し、さらにそれ

が教育現場で活用できるように、学校の先生の講習

会を開いて意見を聞いたりということを今やってお

ります。

○比嘉京子委員 その関連もあるかと思うのです

が、学校栄養教諭です。栄養教諭の活用ということ

をきのう教育のほうに聞いてみました。そうすると、

栄養教諭の任用は41市町村に１人ずつ配置されるよ

うに41名任用している。これで今の副読本がどう生

かされるかということは、各担任に動いてもらうし

かないと思うのですが、活用状況については、こと

し配ったということですから、しっかりと教育現場

へおりていくような仕組みづくりが必要と思うので

すが、具体的にはどうですか。

○糸数公健康長寿課長 今、作成途中でありまして、

次年度から配布をすると考えております。

内容につきましては、栄養の専門ではなくても、

あるいは保健の専門ではない先生、担任のレベルで

子どもたちに伝えることができるように、教師用の

テキストも今あわせてつくっておりまして、それを

各教育事務所ごとに、夏休みを利用して先生方に集

まっていただいて、その中身を、教師用のテキスト

も含めて見ていただいて、これでできますかという

形のやりとりを今やっているところです。次年度か

らの利用に向けて、そのような調整を今していると

ころです。

○比嘉京子委員 非常にいい一歩だと思います。子

供が変わろうとすると、親御さんも変わるのです。

だから一番効果的なのは、子供たちに言うことに

よって、親にこうだってよとか、こう言われたよと

か言って、家に持ち帰ることで大人が変わるという

ことで、効果は非常にあると私は思います。

それで、まず１つは今のような地道なことと、も

う一つは、地域において学生でない人々、成人の方

々に対しては、食生活改善推進員というものはやは

り重要だと思うのですが、そこについてはどういう

考えですか。

○糸数公健康長寿課長 食生活改善推進員という制

度がございます。その養成につきましては、過去３

年間で259名が養成されていますけれども、これは

市町村が独自で養成講座を組んで、その講座を修了

した方が養成される仕組みになっております。沖縄

県としましては、例えば保健所などにおきまして、

市町村から要望があった場合に、その養成の支援、

講師を行ったり、あるいは養成講座の運営に対する

支援などを行って、その市町村の支援をしていると

ころです。

○比嘉京子委員 その養成人数の目標値があれば教

えてください。

○糸数公健康長寿課長 食生活改善推進員の食育推

進計画等々、指標があるのですが、平成23年で1060

人を平成29年は1400人と増加の目標を立てておりま

す。

○比嘉京子委員 例えば先進地の長野県あたりを参

考として、何名に１人の割合で養成とかという数値

目標はないのですか。やはり市町村におりて、市町

村で養成するからには、人口何名当たり何名を目標

に養成してくださいということが必要ではないかと

私は思うのですが、いかがですか。

○糸数公健康長寿課長 食生活改善推進員は全国組

織でございますので、全国の協議会の目標としては、

70世帯に１人という目標が出ております。ちなみに

沖縄県の現状は、今591世帯に１人ということでま

だ足りないという状況になっています。

○比嘉京子委員 全国が目指しているような数値目

標で、沖縄県もしていくというお考えがありますか。

○糸数公健康長寿課長 目指すべきはそこだとは思

うのですが、ただ、現状を見てみますと、そのなり

手、現在の食生活改善推進員の方々の少し高齢化と

は言いませんけれども、いろいろな仕事をしながら

やっているということがあり、それから市町村の規

模にもいろいろ影響されますので、沖縄県としまし

ては、まず、どのような支援があれば食生活改善推

進員がもっと活動しやすいのか、あるいはもっと養
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成できるのかということを１度実態調査を今年度

行って、その結果を踏まえてまた目標を立てたいと

考えているところです。

○比嘉京子委員 健康問題はこれぐらいにして、医

師不足に対する保健医療部の考え方を伺います。

私はこの間の議会においても、医師確保対策事業

費の総額は幾らでしょうかとお聞きしましたが、平

成25年度決算における医師確保対策事業の総額は幾

らでしょうか。

○金城弘昌保健医療政策課長 平成25年度の医師確

保に係る決算でございますが、15億9670万1000円と

なっております。

○比嘉京子委員 例年15億円だったり、17億円だっ

たりと、医師確保対策事業に拠出をしているわけで

すが、朝の発言のように、各沖縄県立病院の院長が

おっしゃるように、こんなにも深刻な医師不足が起

こっていることを改めて認識させられたわけです。

そこでお聞きしますけれども、１つの事例として、

医師の修学資金等貸与事業がありますね。これは主

要施策の成果に関する報告書の90ページ、これにつ

いての実績を伺いたいのですが、聞きたいことは何

かといいますと、貸与している人数は書いてあるの

です。それで、ことし、これまでに卒業して対象と

なった人が何名いて、そのうちから何名沖縄県立病

院、または僻地医療に携わったかの実績を伺いたい

と思うのです。

○金城弘昌保健医療政策課長 対象となった人員と

いうものは、専門医の取得とか、あと卒業後、初期

臨床を終えて、後期臨床研修を終えて、さらに専門

医取得をやった後が対象になるものですから、対象

人員となると、貸与者として把握はしておりますけ

れども、実際の貸与の義務が始まったのが平成23年

度からでございまして、平成23年度が義務履行者お

１人、それと平成24年度が義務履行者お２人、平成

25年度が義務履行者お１人となっています。そのう

ち診療科の変更とか、あと本人の都合とかがありま

して、返還に至った方が平成25年度にお１人いると

いうことでございます。

○比嘉京子委員 専門にとかということではなく、

貸与を終えた後の人は何名いるのですか。平成23年

度、平成24年度、平成25年度に何名貸与が終了しま

したかというのをお願いします。

○金城弘昌保健医療政策課長 まず、貸与者の状況

でございますが、平成19年度から実施しておりまし

て、平成19年度が……。

繰り返しになりますけれども、貸与を終えて義務

を履行するというのが先ほど言った人数でございま

す。

○比嘉京子委員 では、その借りたものをお返しし

て、義務を逃れた者は何名ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 返還した方は平成25

年度でお１人でございます。

○比嘉京子委員 私は、この修学資金の返還免除の

皆さんの内容は、やはり変える必要があると思うの

です。これは幾らでも無利息で必要なときに借りら

れて、そしてそれをうまいように使うことができる

ようなシステム、これはぜひ直してほしい。貸与し

た今の４名のうち、実際には何名獲得できているの

ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 先ほど御説明いたし

ましたが、平成23年度はお１人働いておりますし、

平成24年度はお２人、平成25年度はお１人働いてお

ります。

○比嘉京子委員 対象者は義務を全て履行している

という理解でいいのですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 返還をした方を除き

ましては、義務履行もしくは義務履行中となってお

ります。

○比嘉京子委員 私の認識と随分違うように思いま

す。そのことが問題ではなくて、年間17億円も、15

億円も使っていて、今、朝の各病院の院長先生たち

からあったように、医師がこれだけ獲得できていな

いという事実に対して、保健医療部長、どういうお

考えですか。

○仲本朝久保健医療部長 医師不足を抜本的に解決

する方法があるかというと、これは残念ながら、す

ぐにはできません。その上で、今、約17億円の予算

をかけて従来実施していたものを、中期的な取り組

み、長期的な取り組み、それから短期的な応急処置

も含めて、医師確保についてさまざま取り組んでい

るところでございますが、現状としてまだ各病院の

欠員が５名いる。さらにまた厳しい状況もあるとい

うことですので、そのために今般、医師確保の基金

を20億円積み、病院事業局で医師確保がしやすい環

境を私たちはつくっていくということで基金を設置

しましたので、もちろんこれまでやった事業につい

て効果を検証しつつ、またそれも改善しつつ、さら

に加えてその基金を活用して、できるだけ医師不足

をゼロに近づけるということをしっかりやっていき

たいと考えています。

○比嘉京子委員 毎年のようにその医師の問題等を

議論している中で、私は前回資料をおあげしたので
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すが、全国25カ所に調査をかけましたらば、沖縄県

は医師確保事業にかけているお金がトップクラスで

す。それでいてこういう状況であるということは、

私はなかなか説明がつかないと思っています。その

ことによる決意がやはり弱いのだろうと私は思うの

です。沖縄県内の医師をどうするのかということを

担っている部署の決意が弱いと私は思っていますの

で、今保健医療部長がおっしゃったこれまでの事業

の見直し、それから効果、それをぜひとも一緒になっ

てやっていただいて、毎年のように医師不足でずっ

と離島医療がまともにされないということがないよ

うに、ぜひお願いしたいと思います。

次にですが、先ほど沖縄県立宮古病院の院長が、

医療の質を上げることが収入アップにつながると、

これは真理だと思うのです。質を上げようとすれば、

経営状態をよくしようではないですよ。医療の質を

上げようとすれば、おのずと収益はアップするよう

になっているのです。そのことを考えると、医師不

足や人員不足は深刻なのです。ぜひ離島増嵩費も一

緒にして考えてほしいと思うのです。

その次に、病院事業局にお聞きします。

先ほどから未収金の問題があるのですが、私はこ

れは予防策にもっと重点を置くべきだという認識を

持っています。予防策として、今、とられているの

はどういうことでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 現在、予防策と

しましては、各病院に未収金担当者を置いておりま

す。また、メディカルソーシャルワーカーによる納

付相談も行っています。それと、高額療養費制度や

出産一時金直接支払制度、社会保障制度の活用の支

援も行っています。また、退院の日時事前通知の徹

底によって、入院費の支払い準備期間の猶予も設け

ています。さらに、各病院では未収金対策委員会を

開催し、未収金対策の周知、院内連携強化も図って

います。来月ですが未収金対策強化月間を実施しま

す。あと、クレジットカードを導入しまして、支払

い方法の多様化を実施しています。

○比嘉京子委員 各病院にその窓口があることはと

てもいいことだと思うのですが、それは患者さんに

周知されていると理解していいですか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 周知されている

と考えています。

○比嘉京子委員 今、クレジットのお話もありまし

たけれども、他の都道府県の病院を見学に行ったと

きに、電子カルテに合図が出るようになっていると

いう仕組みがありましたけれども、そういうことは

どのようにお考えでしょうか。

○松田碩志県立病院課経営企画監 電子カルテに未

収金の方が来た場合に、ポップアップで注意事項が

出るということを実施したいという病院もあると聞

いているのですが、ただ、それと窓口との連携がな

かなかうまくいかないということと、医者から診療

の邪魔になるという話も聞いて取りやめたという病

院もあると聞いています。また、沖縄県立中部病院

では電子カルテを使っておりませんので、沖縄県立

中部病院では実施できないということです。

○比嘉京子委員 やはり、そこを丁寧にやっていく

ことがそういうことを防ぐことの１つかと考えてい

ます。

最後にがんのお話ですが、沖縄県は今、国立大学

法人琉球大学医学部附属病院にがん拠点をという話

があるのですが、沖縄県立としてがんの拠点病院を

考えるという議論はあるのでしょうか。

○金城弘昌保健医療政策課長 地域がん診療連携拠

点病院として沖縄県立中部病院が指定されておりま

す。

国立大学法人琉球大学医学部附属病院にはがんセ

ンターがございますので、そちらで実施するという

ことで、沖縄県の地域がん診療連携拠点病院として

指定しているところでございます。

○比嘉京子委員 今の患者数にすると、その１カ所

である意味で間に合うという理解ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 都道府県のがん拠点

病院につきましては、都道府県１カ所ということで

国で定められているものですから、国立大学法人琉

球大学医学部附属病院が指定されているところでご

ざいます。

○比嘉京子委員 離島のがん対策の問題がこのよう

な状態の中で、今、重粒子線治療が非常に議論され

ているわけですが、それを否定するものではないの

ですが、非常にアンバランスを感じています。これ

だけ北部、それから離島地域においてがんの緩和セ

ンターもなければ、治療の実態も完結できていない。

こういう中において、一方でそういうお話がある。

そのリスクマネジメントも十分とは私は認識してお

りません。そういう中で、私はもっと沖縄県の医療

全体を負担軽減するために、もっと積極的な議論を

してほしいと要望して、終わります。

○呉屋宏委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 大変御苦労さまでございます。私

で最後でございますので、３時半までには終わりた

いと思いますので、皆さん、ひとつ気合いを入れて、
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簡潔な御答弁でお願いしたいと思います。

まず、主要施策の成果に関する報告書の82ページ

です。この中で、委員長からもありました、やはり

人間は生きている間、健康で元気でありたいのが本

音だし、大変重要なことだと思います。その中で、

本日ここにお越しいただいている皆さん、ほとんど

が青壮年期の皆さんかと思います。この青壮年期を

対象にした健康行動実践モデル実証事業というのが

沖縄県の予算で7100万円行われております。これの

概略、そして一定の調査対象分の確保ができたとい

うことで出ておりますが、まずそれを簡潔に御説明

していただけませんか。対象分というものはどう

いった地域になるのか、そしてこの事業の概略、ど

のようなものになるのか、簡潔に御説明をお願いし

たいと思います。

○糸数公健康長寿課長 健康行動実践モデル実証事

業という名称で、平成24年度から平成28年度まで５

年かけて実証するという事業になっております。ま

ず、沖縄県内のモデル地区で集団を選定いたします。

そこで一番ターゲットになるのは、健康について意

識が弱いと思われる青壮年期の方々。ただし、そう

いう人たちになかなか直接働きかけるのは難しいの

で、その方たちの学校の校区で子供たちに食育の実

践であるとか、調査を行います。先ほど少しありま

したが、親は子供が言うことを聞くという話があり

ましたので、その学校であったことを家で話しても

らうということで、青壮年期に働きかけをする。も

う一つは、例えば高齢者だとか、いろいろな公民館

だとか、地域の人たちにそういう講演を同じように

行って、その効果としてまた働き盛りの世代の人た

ちへの波及を狙うということを、沖縄県内11市町村

ですが、モデル地区を指定しまして行っているとこ

ろです。モデル地区の市町村名を申し上げますと、

恩納村、うるま市、読谷村、沖縄市、北谷町、それ

から宜野湾市、西原町、浦添市、南城市、石垣市、

宮古島市、以上の11市町村において学校の校区とし

ては25の小学校に御協力いただいて、先ほど申し上

げたようなモデル事業を実践しているところです。

これで効果があったかどうかを最終的に検証しま

すので、介入をする前に栄養調査―どういうものを

食べていますかということを、その子供たち、ある

いは成人の方々に栄養あるいは運動等に関する調査

を行って、その介入の後にどう変わったかというこ

とをこれから調べていくことになっています。ある

程度の調査人員が確保できたと書いていますのは、

調査実績としまして、これまでに小学生4214人、地

域の大人の方が1378人ということで介入前の調査を

実施したとなっています。したがって、今後また同

じように各地域において介入を行った後、それで効

果があったかどうかということを調査する予定に

なっております。

○又吉清義委員 確かにこういうことをすることは

大切なことだと非常に評価いたします。何を言いた

いかといいますと、これまでとにかく、よく病気に

なったことを治すことに膨大な経費をかけておりま

す。それはそれで仕方がないかと思います。やはり

これから病気にならない教育、病気にならないため

のお互いどういった準備をすればいい、どうしてそ

うなるかということは非常に大切なことかと思いま

す。ですから、今小学校区を対象にやる中で、今、

子供たちから青壮年期の皆さんまで伝えるという仕

組み、別にこれも否定しませんけれども、むしろそ

れもする中で、もう少しやはり伸ばして、健康な青

壮年期も集めていただいて、大いにやることも大事

ではないかと。確かに小学校区で子供たち4200名、

青壮年期1300名対象ということですが、それはそれ

でいいかと思います。その中で、25の校区で行うに

当たって、7100万円という予算の枠ですが、これを

これから、今後、平成28年まで続けていくというこ

とですが、やはりその辺はもう少し思い切って予算

をかけていただいて、もっと突っ込んだものをやっ

てもいいのではないのかと。中身を聞く範囲ではま

だ非常に小さい感じがするのですが、皆さんとして

この食育をする中で、そしてまた大人に伝える中で、

今後はこれをどのように、また残り平成28年まで

持っていこうという、また数字的に何をどう改善し

ようとしておりますか。例えば先ほど肝疾患の問題、

がんの問題、そして生活習慣病の問題、メタボリッ

ク、糖尿病とかがあります。これをそうすることに

よって数値目標をどのようにしようかという、そこ

まで計画性がまずあるかないかですが、そこまで

持っていただいて事業を頑張っていただく。そして、

どのように予算をかけてどうなるとすることによっ

て非常に意識も高くなるかと思うのですが、これは

そこまでの目標数値をまず持っているかいないかで

すが、それをお伺いいたします。

○糸数公健康長寿課長 この事業に関しましては、

実証モデル事業ということですので、このように取

り組んでいけば効果があったかどうかということを

証明するような形の事業ですので、この事業に関す

る目標値は特に今のところは設置していないのです

が、ただ、委員おっしゃるように、なるべくたくさ
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んの大人の方が参加できるように、地域でいろいろ

な講演会などは開いているところで、そこにもっと

人が集まるようなことを―委託先が国立大学法人琉

球大学なものですから、国立大学法人琉球大学と調

整しながら進めていきたいと思っております。

沖縄県全体の目標としましては、先ほどの青壮年

期の死亡率がほかの県よりも高いという現状があり

ますので、2020年までに現在よりも10％程度早く亡

くなる方を減らすという目標は立てていて、それに

向かってどのように進めていくかということは、今、

議論しているところです。

○又吉清義委員 ぜひ大いに議論して、いかに沖縄

県民、また青壮年期に周知徹底するか。やはりこう

いうのも大きなポイントになるかと思うのです。今、

健康長寿課長がおっしゃったように、お互いの50代、

60代、今世界一短命なわけです。だから世界中も注

目しているのです。世界一長寿だった沖縄県が世界

一短命に向かおうとしていると。これを解明できた

ら人間は長生きできるよと。そのぐらいの非常に大

きいポイントがあるものですから、悪い言い方をす

ると、天国にいた私たちが、今、地獄に、そのぐら

いの差があるということが解明できると、非常に大

きなポイント、今後は何をどうすればいいかという

ことでそこに解答が出てくるかと思うのです。です

から、そういった意味でも、この取り組みというも

のは非常に大切な事業であるし、ぜひこういうのを

いろいろな角度から考えて、やはり取り組んでいた

だきたいということは切にぜひお願いいたします。

余り詳しいことは言いませんが、ぜひ10ポイント、

そういった目標を持つ、そしてこういった青壮年期

にいかに知らしめるか。やはり意識を持たないと、

沖縄県民というのは―健康というものは本来ならば

自分自身で行って、管理をしてやるのが当然ですが、

どうもそういった健康事業というものは、公共機関

が行うと誤解をしている方もいっぱいいるような感

じがするものですから、やはり健康というものはみ

ずから行い、みずからそれをどうするかという、い

かに意識をさせるかです。これもぜひ頑張っていた

だきたい。

あと１つ強いて言わせていただきますと、沖縄県

が島嶼県である、細長い県であるならば、もう少し

北部、一番上は恩納村までだということですが、そ

れから上、例えば老人世帯がいっぱいいるところも

やはり健康モデルとして入れることによって、青壮

年期もそうかもしれませんけれども、お年寄りを抱

えている青壮年期の方々もデータをとることによっ

て、将来沖縄県が向かう形態のしっかりとしたデー

タがとれると思いますので、そういったものをぜひ

勘案していただきたいなということをあえて申し上

げておきます。

あと１点、同じく93ページの看護師確保対策、資

質向上に要する経費ということで入っているのです

が、非常に皆さんが御尽力、努力していることはよ

く理解いたします。その中で、今看護師不足、医師

不足、そういったものを少しでも改善するためにで

すが、同じく沖縄県立病院でオンコール制度という

のがあるかと思いますが、これがどういった中身で

あるのか。またどのように今、看護師、その他医師、

技術者に適用されているか御説明をお願いしたいと

思います。

○津嘉山朝雄県立病院課長 オンコール手当につい

てですが、沖縄県立病院においては、いわゆるオン

コール、自宅待機をしているわけですが、その手当

につきましては、国とか他の都道府県でもまだ支給

されていないような状況にありまして、沖縄県立病

院においても今のところ支給はしていないところで

ございます。この理由としましては、給与というも

のが基本的に勤務の対価として支払われるという仕

組みになっておりまして、実際に医療に従事したと

きに支払うべきものであろうということで、待機の

状態というものは一定の行動の制約は伴いますけれ

ども、上司の指揮下にはいないものですから、今、

手当という形では支給しておりません。この手当に

つきましては、今後、国とか他県の動向を見ながら、

検討はしていく必要があるかと思っております。

○又吉清義委員 確かに御説明のとおりかと思いま

す。確かに契約―ただ、そこで実際オンコール制で

待機をさせられている例えば医師、看護師から言わ

せると、その日は連絡があったときに何分以内に到

着しないといけない。ある程度拘束をされること自

体、極端に言えば、例えばきょうは家族で運動会に

行く予定だったと。しかし、看護師である母ちゃん

は自宅待機だよと。きょうみんなで遠出しようと

思ったら、そういったものに弊害も出てしまう。し

かし、人命を預かるという大きなモラルを持ってい

る方はそれも十分こなすことができます。そういっ

た考え方、看護師の中で特に手術の部門に当たる看

護師ほど、この部門に入るとやはりオンコール制度

で多く縛られてしまう。だから、こういうものはや

りたくないという本音の声も結構聞こえます。です

から、実際に今オンコール制度はどうなっているか

というと、今協議に乗り始めております。現場の声
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も聞きながらどうあるべきかということは、沖縄県

としても、手当もどうするのか、これはどうあるべ

きかということに取り組む姿勢があることによっ

て、私は現場で働いている方々も、皆さんお互いに

御理解いただけるということも大きな心のつながり

になるのではないかと。やはり働いている方の気持

ちも理解していただく。そして、これはどうあるか

ということも、全国的にないからどうのこうのでは

なくて、であれば、どのように改善できるかという

ことも大きなポイントだと私は思います。ぜひ現場

の声も聞いていただいて、本当に待機をさせられる

ことによって、そういった行事に行けない、そして

自分の予定がこなせないということは事実でありま

す。そういったものをもう少し皆さんと突っ込んで

協議をしてもらって、調査もしてもらって、前向き

に検討していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○伊江朝次病院事業局長 職員の中にそういった考

え方が起きていることは十分理解しております。従

来なかったそういう手当をやるということはなかな

か困難な状況でございますが、やはり今後、こういっ

たことは真剣に取り組んでいかなければ人材確保も

なかなかままならないと思いますので、しっかり検

討していきたいと思っております。

○又吉清義委員 予算を伴いますので、皆さんも予

算編成をやる中で、どのぐらいどうなるかというこ

とも大事な点かと思います。そういうことも病院側

とまたお互いそういったものを検討する中で、ぜひ

前向きに、今後、検討してください。よろしくお願

いいたします。

○呉屋宏委員長 以上で、保健医療部長及び病院事

業局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。退席後に要調査事

項及び特記事項について確認。）

○呉屋宏委員長 再開します。

要調査事項及び特記事項については休憩中に御確

認いたしましたとおり決することに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

決算特別委員長に対する決算調査報告書の作成に

つきましては、委員長に御一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時52分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 呉 屋 宏
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本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第26号議案 て

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計未処分利益剰余金の処

乙第27号議案 分について

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（環境部所管分）

認定第１号

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第22号

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3ii4

○新垣良俊委員長 ただいまから土木環境委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

５回議会乙第26号議案及び同乙第27号議案の議決議

案２件、平成26年度第５回議会認定第１号、同認定

第22号及び同認定第23号の決算３件の調査及び決算

調査報告書記載内容等についてを一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、環境部長から環境部関係決算の概要

について説明を求めます。

當間秀史環境部長。

○當間秀史環境部長 それでは、環境部の平成25年

度一般会計決算の概要について、お手元にお配りし

ております歳入歳出決算説明資料に基づきまして御

説明いたします。

まず初めに、環境部の歳入決算状況について御説

明いたします。

資料の１ページをお開きください。

環境部所管の一般会計の歳入は、使用料及び手数

料、国庫支出金、財産収入、繰入金、諸収入の５つ

の款から成っております。その合計額は一番上の行

になりますが、予算現額の合計（Ａ）欄が21億4985

万7000円で、調定額（Ｂ）欄が19億5893万7774円、

収入済額は調定額と同額の19億5893万7774円となっ

ております。調定額に対する収入済額の割合である

収入比率は100％となっております。

次に、歳出決算状況について御説明いたします。

３ページをお開きください。

一般会計の歳出は衛生費、農林水産業費の２つの

款から成っております。その合計額は、一番上の行

になりますが、予算現額の計（Ａ）欄が34億9753万

土木環境委員会記録（第２号）
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6000円で、うち支出済額は32億8214万9889円で、翌

年度への繰越額はなく、不用額は２億1538万6111円

となっております。予算現額に対する支出済額の割

合を示す執行率は93.8％となっております。

不用額２億1538万6111円について（目）レベルで

主なものを御説明いたします。

上から５行目になりますが、（款）衛生費（項）

環境衛生費（目）環境衛生指導費の不用額１億4225

万3014円は、主に海岸漂着物地域対策推進事業費に

おける委託料の残及び公共関与事業推進費の地域振

興補助金未執行による残によるものであります。

上から８行目になりますが、（項）環境保全費（目）

環境保全費の不用額2676万5456円は、主に自然環境

の保全・再生・防災機能戦略的構築事業の委託料入

札残によるものであります。

下から４行目になりますが、（項）環境保全費（目）

自然保護費の不用額2546万7079円は、主にサンゴ礁

保全再生事業の補助金の執行残によるものでありま

す。

一番下の行になりますが、（款）農林水産業費（項）

林業費（目）造林費の不用額672万7014円は、主に

全島みどりと花いっぱい運動事業の委託料残による

ものであります。

以上をもちまして平成25年度の環境部一般会計決

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 環境部長の説明が終わりまし

た。

次に、企業局長から平成26年第５回議会乙第26号

議案及び同乙第27号議案の議決議案２件、平成26年

第５回議会認定第22号及び同認定第23号の決算２件

について説明を求めます。

平良敏昭企業局長。

○平良敏昭企業局長 企業局は議決議案が２件、認

定議案が２件の合計４件になります。水道事業、工

業用水道会計の決算等の説明になりますので、少々

長くなりますがよろしくお願いいたします。

それでは、認定第22号平成25年度沖縄県水道事業

会計決算について、お手元にお配りしております決

算書に沿って御説明いたします。

決算書はこのＡ４の横の冊子でございます。

それでは、水道事業の概況ですが、お手元の決算

書の11ページをお開きください。

11ページでございますが、(１)の総括事項でござ

います。平成25年度の水道事業では那覇市ほか20市

町村及び１企業団―これは南風原町と八重瀬町で構

成する企業団でございますが、水道用水を供給して

おります

アの営業収支、イの建設工事等については記載の

とおりでございますので、後ほど目を通していただ

きたいと思います。

それでは、水道事業の決算の状況について御説明

申し上げます。

恐縮ですが１ページにお戻りください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計162億

6370万7000円に対しまして、決算額は165億3645万

1557円で、予算額に比べて２億7274万4557円の増収

となっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

169億3309万455円に対しまして、決算額は159億182

万6864円で、翌年度繰越額は１億8021万3410円、不

用額が８億5105万181円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し不測の日数を要したことによるものでござい

ます。

また、不用額の主な内容は、第１項の営業費用に

おける動力費や負担金等の減少によるものでありま

す。

２ページをお開きください。

(２)の資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず、収入の第１款資本的収入は、予算額合計153

億1966万9000円に対しまして、決算額は126億3867

万597円で、予算額に比べて26億8099万8403円の減

少となっております。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い、

第１項の補助金における国庫補助金が減少したこと

などによるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計196

億4134万4640円に対しまして、決算額は160億4101

万6542円で、翌年度への繰越額が33億2342万6134円、

不用額が２億7690万1964円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し不測の日数を要したことによるものでありま

す。

また、不用額の主な内容は、第１項の建設改良費

における執行残等によるものでございます。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経
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営成績について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計154

億3883万363円に対しまして、２の営業費用合計は

131億5772万4993円で、差し引き営業利益が22億8110

万5370円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計２億3530万4565円に対しまして、次のページ、

４ページの４の営業外費用合計は17億5391万3226円

で、右の上のほうになりますが差し引き15億1860万

8661円の営業外損失となっております。

この営業外損失と、前のページ、３ページの営業

利益とを合わせた経常利益は７億6249万6709円と

なっております。

さらに、５の特別利益合計9007万3350円に対しま

して、６の特別損失合計は３億5519万6322円で、差

し引き２億6512万2972円の損失となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は４億9737万3737円となっております。

この当年度純利益が当年度末未処分利益剰余金と

なっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明い

たします。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高6528億5529万4227円に対し、当年度変

動額が65億6859万2083円増加したことにより、資本

合計の当年度末残高は6594億2388万6310円となって

おります。

次に、６ページをお開きください。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金は、当年度末残

高４億9737万3737円の全額を今後の企業債償還に充

てるため、議会の議決を経て減債積立金に積み立て

ることとしております。

このことから、認定議案とは別に平成25年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について提

案しているところでございます。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は合計で、８ページの右端の上のほうでござ

いますが6489億5893万8275円となっております。

これに、２の流動資産合計の225億3976万7058円

を合わせますと、資産合計は6714億9870万5333円と

なっております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は、合計で41億4694万894円となっ

ており、これに４の流動負債合計の79億2787万8129

円を合わせますと、負債合計は120億7481万9023円

となっております。

９ページをお願いいたします。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は、合計で905億3461万2047円

となっており、これに６の剰余金合計、これは右端

の下から３行目でございますが5688億8927万4263円

を合わせますと、資本合計は、下から２行目になり

ますが6594億2388万6310円となっております。

なお、11ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただければと思っております。

これで、認定第22号平成25年度沖縄県水道事業会

計決算の概要説明を終わります。

続きまして、認定第23号平成25年度沖縄県工業用

水道事業会計決算について御説明申し上げます。

53ペ－ジをお開きください。

工業用水道事業の概況について御説明申し上げま

す。

（１）総括事項についてでありますが、平成25年

度の工業用水道事業では、沖縄電力株式会社石川火

力発電所ほか93事業所に対して工業用水を供給して

おります。

アの営業収支等については、後ほど目を通してい

ただきたいと思います。

それでは、恐縮ですが43ページにお戻りください。

工業用水道事業の決算の状況ですが、決算報告書

の（１）収益的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

３億3094万1000円に対しまして、決算額は３億5816

万3933円で、予算額に比べ2722万2933円の増収と

なっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増によるものでございます。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計３億5688万8000円に対しまして、決算額は３

億2209万485円で、翌年度への繰越額は1025万8550

円で、不用額が2453万8965円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し不測の日数を要したことによるものでござい

ます。

44ページをお開きください。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上
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げます。

まず、収入の第１款資本的収入は、予算額合計7995

万7000円に対しまして、決算額は8035万9428円で、

予算額に比べ40万2428円の増収となっております。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１

億9549万円に対しまして、決算額は１億8643万8507

円になっております。翌年度への繰越額は741万2400

円、不用額は163万9093円であります。

次に、45ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計２億

7357万1690円に対しまして、２の営業費用合計は２

億8335万9542円で、差し引き営業損失が978万7852

円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計6084万9311円に対しまして、46ページの４の

営業外費用合計が1976万9940円で、これは右端の上

のほうになりますが、差し引き4107万9371円の営業

外利益となっております。

この営業外利益と、45ページの営業損失とを合わ

せた経常利益は3129万1519円となっております。

さらに、５の特別利益合計1006万6646円に対しま

して、６の特別損失合計は496万9874円で、差し引

き509万6772円の利益となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は3638万8291円となっております。

この当年度純利益が当年度末未処分利益剰余金と

なっております。

次に、47ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高175億4138万1326円に対し、当年度変

動額が511万5169円減少したことにより、資本合計

の当年度末残高は175億3626万6157円となっており

ます。

次に、48ページをお開きください。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金につきまして

は、当年度末残高3638万8291円の全額を今後の企業

債償還に充てるため、議会の議決を経て減債積立金

に積み立てることとしております。

このことから、水道事業と同様に平成25年度沖縄

県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて議案として提案しているところでございます。

次に、49ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は、合計で、これは50ページの右端の上のほ

うでございますが169億7473万9964円となっており

ます。これに２の流動負債合計７億3456万9169円を

合わせますと、資産合計は177億930万9133円となっ

ております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は合計で１億5725万2881円となって

おり、これに４の流動負債合計の1579万95円を合わ

せますと、負債合計は１億7304万2976円となってお

ります。

51ページをお開きください。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は、合計で８億8354万1196円と

なっており、これに６の剰余金合計、これは右端の

下から３行目でございますが166億5272万4961円を

合わせますと、資本合計は、下から２行目に記載さ

れておりますが175億3626万6157円となっておりま

す。

なお、53ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただければと考えております。

これで認定第23号平成25年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の概要説明を終わります。

続きまして、当該決算と関連のある議案として提

出しております未処分利益剰余金の処分について、

その概要を御説明申し上げます。

別冊の平成26年第５回沖縄県議会（定例会）議案

（その２）81ページをお開きください。

乙第26号議案平成25年度沖縄県水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について御説明申し上げます。

本議案は決算における未処分利益剰余金の処分を

行うために、地方公営企業法第32条第２項の規定に

より、議会の議決を必要とすることから議案を提出

しております。

内容につきましては、平成25年度水道事業会計の

未処分利益剰余金４億9737万3737円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため全額を減災積立

金に積み立てるものであります。

これで乙第26号議案平成25年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終わりま

す。

続きまして、乙第27号議案平成25年度沖縄県工業

用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。
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82ページをお開きください。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うため、水道事業会計と同様に議会の議決を必

要とすることから議案を提出しているところでござ

います。

内容につきましては、平成25年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金3638万8291円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため全額を減災積立

金に積み立てるものであります。

これで乙第27号議案平成25年度沖縄県工業用水道

事業会計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終わ

ります。

以上で、決算及び関連する議決議案の概要につい

て御説明申し上げました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 企業局長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、「決算議案の審査等

に関する基本的事項（常任委員会に対する調査依頼

について）」（平成26年９月22日議会運営委員会決定）

に従って行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に

お願いします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、企業局からお聞きしま

す。

まず、沖縄県監査委員の審査意見書の中でも審査

意見で述べられているのですが、平成25年度決算で

は水道事業会計で４億9000万円、工業用水で3600万

円の純利益を計上しているということで、計画目標

を上回っているという審査意見があります。

この第８次沖縄県企業局経営計画は平成25年度で

終えるわけですが、経営そのものは第８次沖縄県企

業局経営計画の内容に沿って行われてきたのかどう

か。これは企業局長、どういう御感想をお持ちでしょ

うか。

○平良敏昭企業局長 今、仲宗根委員から御質疑の

ありました第８次沖縄県企業局経営計画、これは平

成22年度から平成25年度までの４年間でございます

が、その中で私ども企業局としては、安定給水の確

保、安全でおいしい水の供給、経営基盤の強化など

５つの推進施策を挙げまして、計画達成に向けて全

力を挙げて取り組んできたわけです。

数値目標などもいろいろ20項目ほど掲げておりま

すが、そのうち14項目は目標どおり達成しておりま

す。経費節減効果も、目標額は４年間で２億6265万

8000円ぐらいの経費節減目標を掲げまして、実績を

申し上げますと４億1038万円ということで、一応経

費節減効果においてはかなりな成果を上げておりま

す。基本的に委員の御質疑どおり、計画に沿って着

実に取り組んだということでございます。

○仲宗根悟委員 企業局長の説明からしますと、第

８次沖縄県企業局経営計画そのものは、計画にやや

沿って計画どおり行われてきたという理解でよろし

いのでしょうか。

○平良敏昭企業局長 そのとおりでございます。

○仲宗根悟委員 経過のところにもあるとおり、経

費の節減を図って計画どおり行ってきたというので

すが、その主な経費節減の効果というのでしょうか、

どのあたりから節減されて計画どおり来たのか。そ

の辺の説明をお願いできますか。

○大村敏久総務企画課長 先ほど４年間で４億1000

万円余りの効果があったということですが、その主

なものとして、計画に対して伸び率が一番高いのが

動力費で２億2400万円、計画に対して171％の実績

です。続きまして、人件費が計画に対して110％の

４億9300万円余りということで、トータルで２つが

主な要因です。

○仲宗根悟委員 そうしますと、動力費の節減、人

件費の縮減を図って減ってきたという内容ですが、

ここで言う定数管理、民間委託も休日、夜間で運転

業務ですか、管理業務を委託しているわけですが、

この定数管理はどのような形でこれまでやってきた
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のか。それから、もう第９次に入るわけですよね。

第９次の計画の中でもどのような定数管理がなされ

ていくのか。その辺の見通しをお願いします。

○平良敏昭企業局長 概要については私から答弁い

たしますが、細かいことは担当課長から答弁させま

す。

まず、第８次沖縄県企業局経営計画では定員管理

の適正化ということで、民間委託等も進めておりま

した。その結果として、平成21年度に比べて第８次

沖縄県企業局経営計画の期間中で28人の減。そして、

平成25年度目標が252名でございましたので、実績

が246名ということで目標を若干上回っております。

これは再任用職員の活用というテーマがありますの

で、その辺の部分で目標を上回っているということ

でございます。

今後の定員管理については、第９次の計画でまた

引き続き今後―一部、久志浄水場の民間委託等も、

今後、第９次の中で検討していくことになりますの

で、その分で定員管理はまたきちんと管理していき

たいと考えております。

○大村敏久総務企画課長 第９次の計画はどうなっ

ているかという最後の質疑でしたので、第９次にお

きましても、先ほど企業局長からもありましたとお

り、もう既に平成26年度に西原浄水場も民間委託し

ております。それを含めますと、第９次の４年間で

18名の職員定数を減らす計画にしております。

○仲宗根悟委員 全体で、この意見書の中でも平成

25年度は定数削減は行わなかったのですか。

○大村敏久総務企画課長 平成25年度は対平成24年

度に比較しまして４名の職員減となっております。

先ほどの数字は正職員の数を言っておりまして、

決算書の資料においては再任用職員、臨時的任用職

員等を含めた数になっております。ということで、

それぞれを含めますと全体では変動がないというこ

とであります。

○仲宗根悟委員 では、この264名から第９次の段

階でどのぐらいまで削減して、皆さんは適正な職員

数だという計画になっているのでしょうか。

○大村敏久総務企画課長 先ほどの264名というも

のは正職員が246名、再任用職員が14名、臨時的任

用職員が４名という内訳が出ます。私としても定数

管理の中では正職員の数をどうするかということで

長期的にやっているものですから、この246名が第

９次の計画では最終的に228名になるということで

す。

○仲宗根悟委員 もう一回お願いします。

○大村敏久総務企画課長 第９次の最終年度、平成

29年度は228名を今予定しております。正職員につ

いての数です。

○仲宗根悟委員 では、一番大きな要因の動力費の

縮減ですが、この動力費というものは恐らく施設を

動かすための電気料と思うのです。これほど多く４

年間で電気が削減できるものかなと、非常に頑張り

もあったのか。この辺のお話を伺えませんか。

○平良敏昭企業局長 ごもっともな疑問だと思いま

す。動力費についてはいろいろな水の運用を、でき

るだけ電力料金―実は電力料金が企業局の原価の中

では減価償却費に次いで大きなコストアップ要因と

なっておりまして、いかに動力費を削減していくか

というものが大きな課題になっているわけです。

浄水場で言うと一番動力費を要するのが北谷浄水

場で、特に海水淡水化施設をどのぐらい運転させる

かによって動力費が相当違ってくるということで

す。今現在、海水淡水化については日量5000トン以

下、三千数百トンぐらいで動かしておりまして、そ

ういうことで、その分で、要は海水淡水化施設をど

のぐらい動かすかという目標によって、当然できる

だけ動力を抑えているので、今、水も特に海水淡水

化に頼るほどではありませんので、その辺の関係で

一番大きな動力費の削減要因と思っております。

○仲宗根悟委員 よくわかりました。

それから、今、非常に心配、懸念するのですが、

沖縄の水の需給バランスというのでしょうか、人口

もふえていくと。そして観光客も1000万人を誘致し

ようと一生懸命です。１日平均41万立方メートルを

供給しているということですが、ふえ続ける需給バ

ランス、この見通しはどうでしょう。今後ふえ続け

るであろうと思うのですが、その辺について現在の

見通しはいかがですか。

○平良敏昭企業局長 水需給バランスにつきまして

は、近年１人当たりの水使用量がかなり減少してお

りまして、例えば生活用水ベースで見ると、平成20

年が１人当たり248リットル、これは１日当たり248

リットルの計算になるわけですが、平成24年度235

リットル。毎年低下傾向にあります。この要因は我

々もいろいろ調べていますけれども、やはり節水意

識もそうですが、節水機器類の普及が一番大きい原

因ではないかということでいろいろ調べますと、例

えば食洗機、特に食生活も米からパン食に変わった

り、水を余り使わない傾向にあるわけです。

ですから、委員がおっしゃるように人口は微妙に

少しずつ伸びています。今、企業局の給水区域で給
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水人口が125万人ぐらいですかね。大体それぐらい

伸びてきているのですが、なかなか使用量は伸びな

い。観光客が近年急速に伸びているわけですが、先

日恩納村の資料を取り寄せますと、観光客は１日500

リットル余り使うわけですね。県民１人当たりの約

２倍ぐらいの水を使うわけです。けれども、これも

夏はいっぱい使うわけですが、冬場と平準化してき

ますと、だんだんこれも安定してくるということで

すね。そんなに大きな伸びはないのではないか。

もう一つ、少し研究してみたいなと思うのが、人

口の高齢化という問題で水の使用も下がってくるの

かなということで、なかなか需要としては伸びにく

い。ただ、今後、観光客も1000万人とかいろいろあ

りますので、こういう対応を十分できるだけの水源

量を抱えております。それから浄水場の給水能力も

抱えておりますので、水の安定供給については特に

問題はありません。全体的な見通しはそう見ており

ます。

○仲宗根悟委員 皆さんのホームページを開いてみ

て非常に心配だなと思ったくだりがありましてね。

沖縄の雨の特徴ということで、人口密度が高いため

に１人当たりの降雨量が本土の半分以下になってい

ますということで、地形上雨が降ったら、さっとも

う海に流れるような地形だという内容で掲載されて

いるものですから。今、企業局長がおっしゃるよう

に、県民の意識そのものが、節水意識がもう働いて

いるんだと。もうだんだん使用量が減ってきている

という内容ですね。

これから金武ダムでしたか、あそこが４月１日か

ら供用開始が始まったのかな。そうすると、向こう

を合わせて、これまで使用していた１日の取水量と

いうのか、それでどのぐらい差というか増してきた

のか。

○平良敏昭企業局長 既存の旧億首ダム時代がたし

か１万5000トンだったわけです。一応水利権者の取

水できる分は。これが金武ダムになりまして、開発

水量ということで１万300トンぐらいふえています

ので、その後はまた余裕はできていると。

○仲宗根悟委員 それともう一つは、企業局長の非

常に喜んだ顔が写っているのがあって、水源開発が

進められたおかげで連続給水が平成26年３月１日で

丸20年を迎えましたよというお知らせが載っていま

す。今のお話からすると、連続給水はどんどんまた

伸びていくとは思っておりますので安心もしている

のですが、一つ気になったのが、金武ダムで死魚が

ありましたが、その影響ですぐ取水をストップした。

原因を究明したら大丈夫だったということでまた再

開したという話だったのですが、この魚の死因につ

いては確定したのか。どういった原因が究明できた

のですか。

○石新実配水管理課長 ４月に金武ダムで魚の大量

死がございましたが、環境部、我々、管理する沖縄

総合事務局、それぞれで原因を探ったのですが、毒

物等は検出されなかったということで、最終的には

アオコが大量発生したことが原因ではないかという

ぐあいに結論づけられておりまして、安全性には問

題ないということでございます。

○仲宗根悟委員 わかりました。

あと、もう一つは取水河川についてお聞きします。

特に比謝川と長田川についてお聞きしたいのです

が、全体の取水量は河川水は10％でしたか、11％で

したか。

○石新実配水管理課長 平成25年度の実績ですが、

企業局が取水している全ての水源の水量に対しまし

て、河川水は約14％を占めております。

○仲宗根悟委員 この14％の取水、河川水ですが、

そのうち長田取水ポンプ場、比謝川取水ポンプ場と

分けてわかりますか。どのぐらいのウエートを占め

ているか。

○石新実配水管理課長 全取水量に対する割合とい

うことでよろしいでしょうか。

○仲宗根悟委員 いえいえ。河川が14％ありますよ

ね。その14％の中で長田川ポンプ場と比謝川ポンプ

場はどのぐらい占めますかということです。全体で

14％を河川ごとで。

○石新実配水管理課長 河川水全体に占めます長田

川と比謝川の占める割合は53％になっております。

○仲宗根悟委員 ということは、この河川水の半分

以上はこの２つから取水しているという意味では、

両方とも皆さんからしますと、経営上戦略上重要な

ポンプ場でしょうか。そうではないですか。

○平良敏昭企業局長 長田川、比謝川の取水は１日

平均で両方合わせて３万2000トンぐらい、今、とっ

ているわけですが、例えば長田川について言うと１

万4000トンから5000トン、これは旧億首ダムと同等

の取水になるわけですね。そういう点では１万四、

五千トンというものは小さいように思えますが、旧

億首ダムは１万5000トンぐらいしかありませんでし

たから、そういう意味では非常に大きなウエートを

占めているわけです。ですから、私どもとしては大

変重要な水源として、周辺住民、嘉手納町、読谷村

の住民の皆さんにも本当に感謝しているところでご
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ざいます。

○仲宗根悟委員 時々大雨で長田川周辺が冠水する

ということで、地域の皆さんからたびたびもうこれ

は要請をされて、どうにか整備できないかと。水利

権を持っていらっしゃる企業局側は、堰があってそ

れで取水できる状態を、堰を取っ払ってしまったら

取水が不可能になってしまうというバランスもある

わけですから、どうにか冠水しないような工夫がな

されないかどうかということで、地元の皆様は非常

に頭を悩ませているようです。その辺について、長

田川は２級河川ではないわけですから市町村管理だ

とは思いますが、その辺の、企業局側として取水を

している周辺が冠水している状態で、どうにか方法

がないかなということをお持ちではないですか。

○平良敏昭企業局長 先日、国道58号が水没して周

辺住民に大変迷惑をかけたと。固定堰もその要因の

一つという御指摘等もありますので、私どもとして

はその問題は深刻に受けとめております。

先ほど答弁したように、長田川、比謝川の取水に

よって非常に重要な水源になっている一方で、こう

いう問題が災害等の要因の一つとなると、私どもは

やはり真剣にこの問題に対応していかないわけにい

かない。先送りできないと考えております。

ただ、嘉手納町側は屋良城跡公園の親水公園とし

ての取り組みの一方で、堰をなくしてほしいという

要望、そこでまた、いや、可動堰にできないかとか、

いろいろな要望があります。可動堰については、な

かなかやはり費用の面で厳しいという現状がありま

す。10億円を超えると思います。

また、もう一つは、可動堰にした場合に河川管理

上の問題が出てきますので、これは企業局では手に

負えない。河川管理との関係がありますので、そう

いう問題等もあって、ではどうしたものかというこ

とで、今、内部的に今年度緊急に流用で調査費を計

上して、３月末までに調査を行って、その結果を踏

まえてまた土木建築部、嘉手納町、読谷村等ともも

ちろん議論して、どの方法がいいのか、その辺を模

索しながらやっていきたい。

ただ、１つ言えることは、今、長田川で日量１万

4000トン、多いときは１万7000トン近く取っている

と思うのですが、その水源がなくなるということは

非常に大きな痛手でもあるわけです。仮に堰を撤去

した場合に、長田川取水ポンプ場は国道58号の北に

向かって右側にありますが、そこの付近で取水堰が

できないか。ただし、その前に水量をどの程度取れ

るかということも非常によくわからないわけです。

だから、その辺の調査も含めてやろうと。

もう一つ、堰を撤去した場合は、今度は海水が遡

上してくる可能性がある。そうなると、なかなかポ

ンプ場は取水しにくくなる可能性もあるので、この

辺のさまざまな問題等がありました。一方で、堰を

撤去したら、また下流域への浮草、土砂等の一部流

出等もあって、この辺は総合的に検討して結論を出

す必要があるとは思っています。

○仲宗根悟委員 今、企業局長のお話のとおり、相

当の課題が多いところではあるわけですよね。調査

をしながら嘉手納町を含めて、関係するところと議

論を―協議会というのかな、そういった議論の場が

設けられることが非常に有効だと思いますので、ぜ

ひ両方というのでしょうか、もう３つ、それぞれ意

見があるわけですから、それがどうカバーできるか

十分議論をしていただきたい。いい結果を出してい

ただきたいと思っています。

では、企業局は一応終わります。

あと、環境部ですが、説明資料の３ページの環境

衛生指導費について説明願えませんか。どういった

予算どりをしているのか。

○古謝隆環境政策課長 （目）環境衛生指導費でご

ざいますが、内訳としましては、産業廃棄物の適正

処理であるとか資源循環施策の推進に要する経費、

あるいは市町村への交付金の事務手続があります

が、その指導監督、あるいは一般廃棄物の適正処理、

減量化につながるような施策の推進に要する経費で

ございます。

○仲宗根悟委員 食品衛生指導費がありますが、こ

の食品衛生指導費はどういった形でしょうか。

○古謝隆環境政策課長 （目）食品衛生指導費でご

ざいますが、主に動物愛護管理センターの管理運営

に要する経費、あるいは動物の愛護関係、動物愛護

思想の普及啓発に要する経費として使っておりま

す。

○仲宗根悟委員 それでは不法投棄の処理で、以前、

不法投棄をすぐ処理するべきではないかという質問

に対して、イタチごっこになるのでしばらくは置い

たほうがいいという内容が聞こえたような気がする

のですが、この不法投棄の処理費は年間どの程度使

われているのか。

○比嘉隆環境整備課長 県では平成24年度から沖縄

県不法投棄原状回復促進事業を実施しておりまし

て、不法投棄廃棄物及び撤去及び処理費用の一部を

補助しております。平成25年度におきまして、糸満

市摩文仁において不法投棄された産業廃棄物の撤去
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事業を実施しておりますが、総事業費の417万円に

対しまして200万円の補助を行ったところでござい

ます。

○仲宗根悟委員 この悪質な不法投棄をした投棄物

から投棄者が確認できる場合があると思うのです

が、その場合の行政指導ですとか処分だとかを行っ

たケースは何件あって、どのような摘発の仕方をし

たのですか。

○比嘉隆環境整備課長 手元に具体的な数字はない

ですが、仮に今、委員の御指摘のとおり投棄者が判

明した場合には、厳しく指導をするという体制にし

ております。

○仲宗根悟委員 この判明した事例はないのです

か。

○比嘉隆環境整備課長 平成25年度に不法投棄行使

者が判明した件数は３件、無許可業者が１名、土地

使用者が２名ということであります。

○仲宗根悟委員 この３件についてはどういった処

分内容になるのでしょうか。発見して、どのような

処分を行ったのかと思って。口頭注意なのか。

○比嘉隆環境整備課長 ３件につきましては、撤去

されていない状況で、今、指導している状況でござ

います。

○仲宗根悟委員 では、指導を行っているが向こう

が片づけないという、３件はそういう事例ですか。

これはどうするのですか。

○比嘉隆環境整備課長 現在そういう状況でござい

ます。

○仲宗根悟委員 もっと厳しく当たらないといけな

いと思いますよ。こういうものはもう、皆さんわか

りますよ。イタチごっこで片づけたら、また捨てら

れるということではあるのですが、皆さんがもっと

厳しく指導を行うべきだと思います。

○新垣良俊委員長 新里米吉委員。

○新里米吉委員 通告していませんが、今の問題は

厳しく対処すると言うのだが、厳しく対処する中身

がはっきりしていない感じを受けました。今後どう

対応するのか皆さんの中でもしっかり検討してほし

いですね。ただ口頭注意を繰り返しているというだ

けではなくて、不法投棄を指導してもできない場合

にどうするのか。今後しっかり検討してください。

歳入歳出決算説明資料の３ページですが、環境衛

生指導費だけが当初予算額と補正予算額がほぼ近い

ぐらいの額になっているのですね。九十数％ぐらい

ありますよ。当初予算額が９億1900万円ぐらい、補

正が８億6700万円程度と、もうほとんどイコールぐ

らい。めったにそういうことはないと思うのですが、

補正予算額がこんなに大幅に計上されたのは何か理

由があったのですか。

○比嘉隆環境整備課長 国におきまして地域保健環

境保全対策補助金という、これは全国で100億円と

いう補正がございました。それを受けまして、沖縄

県は約６億円の予算を９月補正で実施しておりま

す。この環境衛生指導費における６億430万円と基

金に繰り入れをしました２億6860万円を加えまし

て、８億円という補正予算額になっております。

○新里米吉委員 主要施策の成果に関する報告書、

38ページですが、これは２つに分けてお聞きします。

オーストラリア国立海洋研究所の先進的研究につい

て、先進的研究とはどういうものなのか。その特徴

的な内容を説明してください。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 オーストラリ

ア海洋科学研究所－ＡＩＭＳの研究につきまして

は、オニヒトデを中心に、今、研究をしているとこ

ろです。オニヒトデの対策につきましては、これま

で捕獲、駆除を中心に実施してきている状況でござ

います。ただ、捕獲の駆除に当たっては、オニヒト

デが大量発生をした後、予算化するということで、

実際に大量発生が下火になったころに予算化される

ということで、なかなか効果的な対応ができなかっ

たという現状でございました。現在、このオニヒト

デ総合対策事業を活用しまして大量発生メカニズム

の解明をしようということで、まず予察をして、想

定をした上で対策を立てようというものが、今、そ

のオニヒトデ総合対策事業の内容でございます。

総合対策事業につきましては、まずメカニズムを

解明しようということで取り組んでいるところでご

ざいますが、先ほども申しましたように、ＡＩＭＳ

につきまして、平成24年度からコンソーシアムを結

成しようということで、平成25年11月にオニヒトデ

研究に関する協定を結んでいるところでございま

す。

○新里米吉委員 これは先の質疑になっています。

わざわざ分割に、僕が前もって皆さんに通告を渡し

てしまったから、これを２つに分けるって。次まで

説明してください。この次から出さないよ。出す必

要もないんだから。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 大変失礼いた

しました。

オニヒトデに……

○新里米吉委員 もう終わったでしょう。先進的研

究について説明してくれと言ったの。
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○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 ＡＩＭＳが取

り組んでいる先進的研究というものは、オニヒトデ

の大量発生の原因は何かというところを研究してお

りまして、具体的には栄養塩説ということで、海が

富栄養化することが原因ではないかということを

今、追求している状況でございます。

○新里米吉委員 答弁が始まっていましたが。

研究協力協定の締結の意義と、今後に期待される

ことについて伺いたいと思います。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 平成24年度か

らこのＡＩＭＳと共同研究をしようということで、

平成26年の３月５日にオニヒトデの研究協定を締結

している状況でございます。

このＡＩＭＳは、スタッフが160名ということで

３つの研究部門を有していて、サンゴやオニヒトデ

等については最先端の技術を有している組織でござ

います。ＡＩＭＳ自体が、このオニヒトデの大量発

生がどういう原因なのかということで研究しており

まして、ＡＩＭＳでも、まず海域が富栄養化するこ

とで大量発生するのではないかという栄養塩増加説

というものを今、最も有力視している状況でござい

ます。

県もこれまでオニヒトデについての研究を進めて

おりまして、これまでの調査の結果、栄養塩増加説

が有力ではないかという同様な考えを持っておりま

す。今、このオーストラリアの研究所が海洋中の栄

養塩濃度ですとか、それからオニヒトデの子供とい

いますか、幼生の生存率とか、いろいろな研究をし

ておりまして、どういう理由でこれらの富栄養化が

もたらされるのかとか、どういう対策が有効であっ

たかなど数々の治験をしておりますので、今後、共

同研究の中でかなり有意義な情報が得られるのでは

ないかと、今、考えているところでございます。

今年度の10月下旬に衛生環境研究所の研究員を派

遣したいと考えているところでございます。

○新里米吉委員 そうすると、今後は県でも富栄養

化の状況などを調べながら、オニヒトデの大量発生

が近いという判断をして、ふえつつあるときにオニ

ヒトデを退治することが可能になると考えているわ

けですね。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 委員おっしゃ

るとおりです。大量発生のメカニズムが解明されま

すと、なぜ大量発生するのかという、その原因がわ

かりますので事前の対策が立てられる。それからま

た、大量発生が想定されれば事前に予算化して緊急

の対応も可能になるということで、かなり効率的な

対応がなされるものと考えております。

○新里米吉委員 次に、主要施策報告書44ページ、

イリオモテヤマネコの生息状況について特筆すべき

内容が、今、あるかどうか、お聞きしたいと思いま

す。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 昨年度から沖

縄振興一括交付金を活用しまして世界遺産登録推進

事業を実施しているところでございます。この内容

につきましては、環境省等とも調整をしまして、平

成25年度は県内にどのような生物がいるかというイ

ンベントリー、いわゆる目録調査とヤマネコの生息

状況調査の２つを実施しているところでございま

す。

今回、ヤマネコにつきましては、具体的に集落周

辺とか、その辺ではこういうヤマネコがよく目撃さ

れるということでございましたが、山間部とかの全

体的、西表島全体でどのような形で分布しているの

かというものが不明な状況だったものですから、そ

の分布調査をして、その結果、西表島には集落を除

く島全体にイリオモテヤマネコが分布しているとい

うことがはっきりわかった状況でございます。

○新里米吉委員 かなり以前からイリオモテヤマネ

コが問題になって、注目もされたときがあったので

すが、生息数は以前に比べてふえているのか、減っ

ているのか。皆さんのこれまでの調査ではどうなっ

ていますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 今回、調査の

中ではイリオモテヤマネコの生息数というところま

での調査は実施してございません。ただ、これまで

の調査結果では約100頭前後が西表島に生息してい

るということで、文献上はそのような形で、今、報

告がされております。

○新里米吉委員 かつて鶏など、餌をぶら下げてい

ろいろ調査しているような感じがしたのですが、今

もこのような調査は続けていますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 以前、環境省

においてこのような調査が実施されていたかと思い

ますが、現時点でも継続しているかどうかというこ

とは、現時点では把握しておりません。

○新里米吉委員 企業局に質疑します。

主要施策の成果に関する報告書、水道用水供給施

設整備事業、これは予算額が143億3363万円ですが、

繰越額が32億8114万円となって、結構高い繰越額だ

なと思っていますが、その主な理由を説明してくだ

さい。

○仲村豊建設計画課長 繰越額約32億8000万円余り
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のうち、当初予算分が約11億円で、２月補正で約22

億円となっております。繰り越しの主な理由につき

ましては、管路工事で道路管理者との占用協議に不

測の日数を要したこととか、あと、道路構造物の建

築工事において、掘ってみますと設計で想定してい

た土質とは違うような土質が出て施工能率が落ちた

りとか、そういったことが原因であります。

○新里米吉委員 ２月補正で22億円もあったわけで

すか。これは執行するのは大変だよな。

○仲村豊建設計画課長 経済対策のために。

○新里米吉委員 経済対策で来て、22億円も入れて、

これは22億円のかなりの部分は繰り越しになったの

でしょう。

○仲村豊建設計画課長 全て未契約繰り越しでし

て、北谷浄水場とか管路の更新事業に充てておりま

す。

○新里米吉委員 それは理解できます。

それから、298ページにＪＩＣＡ研修員受入事業

が書かれていますが、事業内容はどのようなもので

すか。

○大村敏久総務企画課長 ＪＩＣＡ研修員受入事業

については報告書にもありますとおり、事業の内容

につきましては、沖縄と地理的・気候的特徴が類似

するサモアとかトンガ、ソロモン諸島など太平洋諸

島を対象に、水道技術の移転を目的としたＪＩＣＡ

研修を企業局で行っております。平成22年度から実

施しているところであります。

それらの国では、いろいろな水道に関する課題を

抱えております。例えば安定的な水の浄水技術とか、

管から水が漏れるとかというさまざまな課題を抱え

ていることから、島嶼県である沖縄で蓄積されまし

た水道に関する技術、ノウハウを移転することで、

それらの国々の水道の発展に資する、貢献するとい

うことが一番の目的で、ひいてはまたそれらの国と

沖縄とのネットワークの構築にもつながると考えて

おります。

○新里米吉委員 ＪＩＣＡにアジアの国々、あるい

はアフリカ、いわゆる発展途上国、太平洋諸島も含

めて大分研修に来られて、非常に評価が高いのです

ね。日本に研修で来られて一番評価が高いのは沖縄

ということが二十数年前にわかって、日本全国が

びっくりした。金をかけたのに反日家になって帰る

人が多いのに、沖縄では親日家になって帰るという

ことで、まさにウチナーンチュのソフトパワー、異

文化の人たちとの接触の仕方が非常に県民の中にあ

るのだろうと高く評価されている。沖縄が国際交流

できるのかと言っていた人たちがみんなびっくりし

て沖縄を見直したということでありますので、ひと

つそういう研修もしっかり受け入れて、沖縄に近い

ノウハウを伝えていただければと思います。

次の工業用水道事業ですが、特別利益、特別損失

が大幅にふえているのですが、これはどういうこと

ですか。

○小波津盛一経理課長 まず、特別利益のほうです

が、こちらは過年度損益修正益の計上が主なもの。

具体的に申し上げますと、今年度から新会計基準が

適用されることになっておりまして、それに対応す

るために固定資産台帳を点検したところ、ダム使用

権に減価償却の過大計上があったということで、過

年度損益修正益を1006万円余り計上しまして、これ

までの費用の修正を行ったということでございま

す。

一方、特別損失の関係でございますが、こちらに

ついても過年度損益修正損でございます。こちらに

つきましては臨時財政特例債の元利償還ということ

で、一般会計から繰り入れをしているところでござ

いますが、その一部について、本来、元金相当分と

して資本的収入で計上すべきものを収益収入で計上

してしまったことが点検中に判明しまして、それで

過年度損益修正損を計上してこれまでの収益の修正

を行ったということでございます。こちらにつきま

しても、先ほどと同様新会計基準の対応ということ

で点検中に判明したということで、平成25年度のほ

うで修正をかけてございます。

○新里米吉委員 工業用水道の施設利用率は以前か

ら低いのですが、現在も57.02％と相変わらず低い

ですね。改善の見込みとか改善計画はあるのですか。

○平良敏昭企業局長 工業用水については御指摘の

とおりで、今、日量３万トンを前提に供給施設は能

力を持っているわけですが、現時点で契約水量が約

２万トン、実際に供給が２万トン切っていると思う

のですが、そういうことで我々としては、商工労働

部と連携して需要先の開拓を絶えず行っている。

もう一つは、基本的には工業用水は製造業に供給

するのが主目的ではございますが、余剰水があると

きは雑用水として、例えばリネン業とか大型スー

パー等に供給することも可能ですので、近年、観光

客の増大に伴ってリネン業等のニーズも出てきてお

りますので、今後そういうものも含めてニーズを開

拓していくことになろうかと思います。

いずれにしても、今の現状はおっしゃるとおり非

常に利用率が低いということで、やはり改善してい
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かなければならない部分だと思っております。

○新里米吉委員 企業局長は前は商工労働部長でし

たが、国際物流拠点産業集積地域うるま地区になか

なか思ったように企業が配置できない。これも少し

計算狂いしていませんか。

○平良敏昭企業局長 大きな責任を感じておりま

す。工業用水を使う企業がどういう企業かというと、

どちらかといえば本土だと重化学工業系が工業用水

を一番使うわけですが、全国的にも産業の空洞化で

工業用水等は非常にピンチになっております。

一方、今、御質疑のあった国際物流拠点産業集積

地域うるま地区においては、水を使うような企業が

なかなか立地しない。どちらかといえば水を使わな

いものが多いということで、産業の立地動向が―水

を使う産業がそんなになかなか製造業としては立地

しにくいという現状がありますので、別用途も含め

て、近年、ＵＳＪの沖縄立地の話等もあります。こ

れは最終的にどうなるかわかりませんが、立地する

際には工業用水を利用したいという話等も一部あり

ますので、我々としてはそういういろいろな新規の

開拓をやっていくことを重点に、具体的に職員は企

業訪問したり、いろいろ取り組みは進めております。

○新里米吉委員 最後に、給水原価が48.55円、供

給単価が43.82円と低くなっているのですね。これ

を見たら売っても売っても赤字になるという計算に

なりますね。営業損失が平成24年には676万円、平

成25年は978万円ふえる。この供給単価を給水原価

より低くしている理由は何なのか、今後もこのよう

な価格を続けるのか。どういう対応をしていかれる

のか伺いたいと思います。

○平良敏昭企業局長 少し政策的な問題ですので私

から答弁させていただきますが、なぜこうしている

かといいますと、基本的に工業用水の原価、給水原

価というものを、我々が、今、トン当たり35円に設

定しているわけですね。35円でというものは、もと

もと赤字を想定しているわけです。もともとそれは

我々の給水原価に合わないということですが、一方

で、産業政策上、企業誘致あるいは県内の中小製造

業等への工業用水を供給する際に、やはり一定の低

価格が前提になっておりまして、例えば本土だと１

立米当たり―トン当たり平均大体25円前後ぐらいが

多いわけです。そうしますと、沖縄は非常に高いと

いうことで、本来であれば四十数円に上げるべきと

ころを35円に、今、設定しているということですの

で、そこは産業政策、沖縄県全体としての立場から

そういう値段設定にしていると。

一方で、その分だけ赤字になりますので、商工労

働部から工業用水の３万トン分の先行投資分につい

て年間8000万円程度の一般会計からの繰り入れを

やって、そして工業用水は赤字、黒字基調で推移し

ているということでございます。

○新里米吉委員 商工労働部の繰り入れというもの

は、そのお金は企業局に来るわけですか。

○平良敏昭企業局長 そういうことでございます。

○新垣良俊委員長 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 主要施策の成果に関する報告書39

ページ、赤土等流出防止対策事業の中で28海域の状

況把握ということであります。まずそれの説明をお

願いします。どういう状況で、どういう対策が必要

とされているのか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 その28海域につきまし

て、若干経緯について説明させていただきたいと思

いますが、去年、沖縄県赤土等流出防止対策基本計

画を策定しております。その中で、重点海域として

22海域を選定しておりますが、その22海域プラス６

海域ということで、現在28海域についてモニタリン

グ調査をしております。モニタリング調査の内容と

しましては、海域における赤土等の堆積状況につき

まして年に３回、サンゴ調査、生物調査につきまし

て年に１回、陸域の流出源の調査につきまして年２

回実施しているところです。

平成25年度の調査結果につきましては、28海域中

15海域がランク６以上の赤土堆積状況を示しており

まして、約54％がランク６以上の状況となっており

ます。

○新垣清涼委員 ランク６以上の海域について、今

後どういう対策を検討されるのですか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 現在、農林関係と一緒

になりまして、この沖縄県赤土等流出防止対策基本

計画に定めております流域での赤土等流出削減に向

けて、沖縄県赤土等流出防止対策行動計画を策定し

ております。その中で、基本的には28海域につきま

してもランク５以下にしまして、人為的な影響がな

い、サンゴが健全な状況になるような海域に、陸域

からの流出を削減していこうと考えております。

○新垣清涼委員 皆さんは、この赤土等流出防止活

動を行う団体の支援もされているのですが、この今

28海域、あるいはランク６以上の海域で活動してい

る団体もありますか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 現在、重点海域、監視

海域がありますけれども、それとまたもう一つは、

農林水産部が設定しています協議会等がありますの
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で、それと一緒になって平成25年度につきましては

４団体に補助等、支援等を行っております。

今、海域の部分と陸域の部分があるわけですが、

海域の部分については県が主体的に事業を行ってい

る部分です。委託をしまして28海域については事業

を行っています。そして、支援事業につきましては

補助団体、今お話ししました４団体につきまして、

基本的には流域の中で農地等の植栽、グリーンベル

トの設置であるとか、そのような対策を行っており

ます。

○新垣清涼委員 そういう皆さんの中から補助した

り、あるいは委託している活動で効果はどうなって

いますか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 今、４団体のほうにメ

ニューとしまして補助等を行っていますが、その中

では、例えば農地のほうでグリーンベルトを植栽し

たとか、あるいは地域におきまして環境教育を実施

する、あるいは久米島におきましては蛍の生息を助

けるために沈砂池等からの土砂を上げるとか、そう

いう事業となっております。

○新垣清涼委員 皆さんが取り組んでいる事業を僕

はもっとアピールしてほしくて、今、こういうこと

を聞いているわけですよ。こういう効果が出ました

と。皆さんここに実施地域において赤土等流出問題

に対する意識が湧いたとか、そういうことを書いて

あるものだから、どういう効果が出てきたのかと、

もっと自信を持って説明してほしいと思います。

次に、川平湾の状況について。これは41ページで

すね。閉鎖性海域における堆積の状況ですが、川平

湾の状況について少し説明をお願いします。

○比嘉榮三郎環境保全課長 川平湾に堆積していま

す赤土につきましては、堆積速度が年に約３ミリ

メートルとか６ミリメートルという状況でありまし

て、地元で懸念されていました開発事業による大量

の土砂は堆積していないことがわかってきておりま

す。この中で専門家による検討委員会等をやってお

りますが、その中で、しゅんせつ等の土木的対策は

実施しないということ、そして、その問題となって

おります濁りにつきましては主に近隣の農地からの

赤土等流出であることから、今後は関係機関、農林

水産部とか市町村等と連携して陸域対策、ソフト対

策等について実施していきたいと考えております。

○新垣清涼委員 皆さん、この事業効果として、水

路を開削しても効果があらわれないという経過があ

りますが、こういう状況をほかの事例とかも調査さ

れていますか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 現在はほかの事業、ほ

かの地域はやっておりませんが、今回の調査により

まして、例えば閉鎖性海域における対策手法であっ

たり、あるいは調査検討によりまして、他の地域に

も、他の海域においてもそのスキームが適用できる

だろうということを、今後、他の地域においてもこ

のような検討方法を用いて、赤土のしゅんせつであ

るとか、あるいはそういうことについても検討して

いきたいと考えております。

○新垣清涼委員 ここもかなり以前から堆積があっ

て、160万立米もあると推測されています。そうい

う意味では、やはり長い年月がかかっているかもし

れませんが、そこを解決することによって、また他

地域のそういった問題に対しても解決方法が見つけ

られると思いますので、しっかりと研究していただ

いて、解決策を見つけていただきたいと思うのです

が、環境部長、決意を。

○當間秀史環境部長 川平湾と同様な閉鎖性海域と

いいますと、沖縄本島では、まず塩屋湾、それから

羽地内海、そして宮古島では与那覇湾、そういうと

ころがあります。そういったところも、やはり赤土

等の堆積等があって、自然環境にかなり影響を与え

ているところがありますので、今後、その部分はしっ

かり調査をして、対策等も考えていきたいと考えて

おります。

○新垣清涼委員 石垣島の宮良川河口とかもランク

的にはかなりひどいですよね。そういう意味でも、

ぜひそういう対策をとっていただきたいと思いま

す。

次に進みます。

（項）環境衛生費についてですが、この（目）食

品衛生指導費の中には、放射能汚染食品というのか、

農産物というのか、あるいは食品。その辺の検査な

どは費用として入っているのでしょうか。実施され

ているのでしょうか

○比嘉榮三郎環境保全課長 放射能調査費につきま

しては、原子力の放射能調査等もやっておりまして、

環境放射能水調査が中に入っております。その中で

上水であるとか、月間降下物、農作物、野菜であり

ましたらうるま市とか、あるいは米であれば金武町、

あるいは海水であるとか、海底魚等についても、今、

サンプリングを行って調査を行っております。

○新垣清涼委員 心配しているのは、子供たちの学

校給食の中に他県から入ってくる食品などは、これ

は皆さんの管轄ではなくて違うところになるのか

な。少しその辺。
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○比嘉榮三郎環境保全課長 我々が所管している部

門につきましては、今お話ししました環境調査の部

分となっております。先ほどの話は農林水産部とか、

そういうところでやっているかと思っております。

○新垣清涼委員 質疑を変えます。

地域猫の殺処分についてですが、この現状、それ

からゼロに向けた取り組みについて説明をお願いし

ます。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 殺処分につき

ましては、これまで犬、猫合わせて約１万頭近くい

たのですが、最近では五、六千頭まで一応減ってい

る状況でございます。殺処分をしないような形の対

策として、今、地域猫活動というものに取り組んで

いるところでございます。地域猫活動につきまして

は、御承知のとおり地域の理解、協力を得まして、

地域住民が合意のもとで野良犬、野良猫等をこれ以

上ふえないように不妊去勢手術をして、地域全体で

餌やりをしたりして飼うというシステムで、今、取

り組んでいるところでございます。

県もこれを今、推進している状況でございますが、

この地域猫活動とあわせて一部ＮＰＯ等ではＴＮＲ

活動ということで、猫を捕まえて去勢して、これは

また戻すと。そのままその場所に戻すという活動を

しております。これについては、もともとそういう

野良猫等がいろいろごみ荒らしですとか、ふん尿と

か、鳴き声ということで、そのまま戻しますと、住

宅地ですとそういう問題が起こりますので、そのＴ

ＮＲというものは公園とか、広い公共の場所で行わ

れている状況でございます。

今、県内ではこの２つの方法が中心で猫の対策を

行っている状況でございます。県のほうは、この両

方合わせて推進したいと今考えているところでござ

います。

○新垣清涼委員 今、地域猫運動とＴＮＲは、実際

どこの地域で取り組まれていますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 例えば奥武山

公園におきましては、那覇市が沖縄振興一括交付金

を活用して、独自でＴＮＲ活動、いわゆる捕まえて

不妊、去勢をして戻すということをやっております。

それから、ＮＰＯ法人が沖縄市の沖縄県総合運動公

園でＴＮＲをしようということで、今、沖縄市で調

整が進んでいる状況でございます。それから、実際

に、今、行われているのが石垣市でＴＮＲ活動とい

うこと。これも石垣市が推進して、予算化をしなが

らこういう対応をしていると伺っております。

○新垣清涼委員 地域猫の運動として県として指定

をして、市町村に啓蒙と同時に予算も投げて、そう

いう取り組みをする予定はないですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 今、県では、

先ほど申しましたように、地域猫活動を推進してい

るところでございます。これについてはモデル地域

を指定して、ぜひ全県的に広めたいということで、

各市町村にも市町村の広報紙等を利用してＰＲに努

めているところでございます。あわせて、ＮＰＯの

ほうではさっき言ったＴＮＲ活動について、それぞ

れ地域から申し出のあった分について可能な限り対

応しようということで、基金等を利用した形の活動

が、今、取り組まれているという状況です。

○新垣清涼委員 ぜひ年次計画を立てて、例えば平

成26年度はできなかったとしても、次年度からは３

地域とか５地域とか広げていって……。なぜこうい

うことを言うかといいますと、もちろん動物の命の

尊厳もそうですが、僕らは町なかを車で走っていて、

最近もまだ猫の死骸というのか、殺されているのを

よく見るのですね。そうすると、観光立県と言って

沖縄は観光をアピールしようとしているのに、道路

に子猫の死骸が残されている状況。これは観光立県

としてとても恥ずかしいと思っています。

そういう意味でも、やはり命を大事にするという

こと等を含めて、飼えない、自分で育て切れないの

に子を産ませてしまうという、そういうやり方をや

はり県民にもっと啓蒙していただいて、そういう取

り組みを県が音頭をとって、観光立県でここに来て

嫌な思いをさせない、お客さんには嫌な思いをさせ

ない、そういう取り組みをぜひしていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

次に、環境保全という意味からですが、ジュゴン

の問題もあるのです。ウミガメの産卵について、皆

さんが産卵の地域、そういう調査、産卵場所の調査

は何かされているのでしょうか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 ウミガメ類の

調査につきましては、平成５年から平成12年の間に

県教育委員会でウミガメ類生息実態調査を実施して

いる状況でございます。その結果によりますと、沖

縄周辺海域には５種類の亀がいる。これはアカウミ

ガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、オ

サガメという５種類がいて、実際に県内で産卵をし

ているのは、そのうちのアカウミガメ、アオウミガ

メ、タイマイの３種類のみが上陸をして産卵してい

る状況のようでございます。

特徴として、県外の場合ですと、ウミガメの主要

な産卵地は大体１県当たり数カ所ということが一般
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的なのですが、今回、沖縄県の場合は100カ所以上

の砂浜で産卵をしているということで、そういう保

全対策も非常に難しい状況になっているということ

でございます。

特に今回、保全に当たっては、まず捕獲を規制す

る。亀自体の捕獲を規制するということと、産卵場

所を確保するということが保護策の一番の重要なポ

イントかと思います。その捕獲の規制については、

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関

する条約ですとか、沖縄県漁業調整規則ですとか、

レッドデータブックですとか、もういろいろな形で

その規制はできているのですが、産卵場所を保護す

ることについては、基本的に公共工事等も含めて、

護岸の設置とか、そういう砂浜が減るものについて

はなかなか規制が難しいのが実際で、現に我々のほ

うも、その都度工事に当たっては砂ができるだけ保

全されるようにという指導を行っているということ

でございます。

今後も継続して指導するということと、逆に県民

へのＰＲが大事になってくると考えています。

○新垣清涼委員 例えば今、100カ所近くある中で、

その地域を決めて、そしてそこで保護しようという

―確保もそうだし捕獲もそうですが、それから、産

んだ卵を掘ってしまわないように、しっかりとそこ

でふ化して海に帰るように、地域指定をして保護す

るという計画はないですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 一般的にそう

いう生息地の保護となりますと、国のいわゆる種の

保存法とか、そういうものに基づいて生息地の保護

地という形での指定になってくるかと思います。こ

れについては国の法律でしか今されていないという

状況もあって、なかなか難しい状況かと今考えてお

ります。県としても、野生動植物の保護条例とか、

今後設置に向けて検討が必要かということで、今回、

沖縄21世紀ビジョンですとか、生物多様性おきなわ

戦略の中でもその条例の設置に向けて取り組むとい

う形を示しまして、それに向けて今取り組んでいる

状況です。

○新垣清涼委員 先日、私たち会派は屋久島に行っ

てきました。そうしたら、屋久島ではある砂浜の一

部に、上陸して産卵をする亀を観察する小屋をつ

くったのですよ。観察する小屋をつくって、産卵し

た卵を翌朝掘り出して安全な場所に全部移す。要す

るに、安全な場所というものは、そこは囲いをして、

そこには入らないでくれという表示をして、そして

産んだ卵が何日かしてちゃんとふ化をして帰ってい

く。そういう環境づくりをしているのです。取り組

みをしているのです。

それは産卵する光景を見せることも観光につな

がっています。そしてそれがふ化して、結局、何日

に生まれた卵は何日にはふ化して海に帰る。これも

観光客を呼ぶ一つの要因になっているわけです。要

素になっている。ぜひ沖縄県は、今、あっちこっち

にたくさんあって大変だからということではなく

て、地域指定をして、市町村等の協力も必要でしょ

うし、ボランティアも必要になってくると思います。

ぜひそういった取り組みを今のうちにやらないと、

来なくなってからでは手おくれですので、取り組み

をしていただきたいと思います。これを要望して終

わります。

それから、企業局に１点だけ。旧石川浄水場の跡

地利用については今どの辺まで進んでいるのでしょ

うか。

○平良敏昭企業局長 旧石川浄水場の跡地利用につ

きましては、現在、旧施設の撤去工事は終わってお

ります。それから、中に個人有地等がありますので、

交換分合の話も進めながら、今年度中に不動産鑑定

を入れて、不動産の価格評価を再度やって、どうい

う対応をしていくか。当初は教育委員会が活用した

いという話もありましたが、どうも最近、再度意向

調査をしたところ、それはないということのようで

すので、そうすると、あとは民間活用を含めてその

方向で対応していくことになると思って、今、不動

産評価をやりたいと。そういう現状です。

○新垣清涼委員 そうすると、公共での活用は断念

をして、もう民間活用に切りかえる、そういうこと

で理解していいですか。

○平良敏昭企業局長 完全に断念というか、今のと

ころそういうニーズがないものですから、いつまで

もそのまま放っておくわけにはいかないという考え

が我々企業局にはありまして、どうしても公共ニー

ズがなければ民間活用という方向に転換せざるを得

ないと。今、そういう方向で不動産鑑定評価を入れ

ようと。そういう認識でございます。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時22分再開

○新垣良俊委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

金城勉委員。

○金城勉委員 それでは、環境部のほうからお聞き

をしたいと思います。
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世界自然遺産登録推進事業がありますが、この事

業の内容と進捗状況、取り組み状況について説明を

お願いします。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 平成25年度か

らの新規事業ということで、ソフト交付金を活用し

て世界自然遺産登録推進事業に取り組んでおりま

す。事業内容につきましては、世界自然遺産登録の

推薦書に必要であるということで、県内の生物種の

目録、いわゆるインベントリー調査とイリオモテヤ

マネコの分布状況調査を実施しております。事業予

算は約1500万円ということで取り組んでおります。

今年度につきましては、科学委員会等からの提案

もございまして、世界自然遺産候補地のオーバー

ユース対策とか、今後の地域活性化手法等の洗い出

し等を予定している状況でございます。

○金城勉委員 登録の可能性はどのように考えてい

ますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 世界自然遺産

の登録に向けては、これからの作業として国立公園

化と法的な担保措置がまず一番最初に必要となって

きます。その後、世界自然遺産推薦書の暫定版を提

出し、それから正式な推薦書を提出し、調査の上、

世界自然遺産の登録ということで進む予定になって

おりますが、現時点では、平成29年度の夏ごろが最

短でのスケジュールとなっております。

○金城勉委員 奄美、沖縄の登録を目標にしている

のですが、その登録条件の環境整備を進めるに当

たって、皆さんが考えている重要なポイントという

ものはどのように考えていますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 世界自然遺産

の登録箇所については、これまで国内でも４カ所登

録をされている状況でございます。ただ、これまで

の世界自然遺産の登録箇所については、もともと遺

産の箇所が国有地であるということで公有地を中心

になっている状況ですが、沖縄の場合は私有地が多

いということで、これまでの世界自然遺産とは若干

タイプが異なっているということでございます。

そういうことで、法的担保措置を整える上で国立

公園化を目指すわけですが、個人有地があるという

ことで、この取り扱い等が今後の課題ということで

今考えているところでございます。

○金城勉委員 これは、その登録を進めるに当たっ

ては、奄美、沖縄という大きなそういうエリアを全

体としてイメージしているのか。あるいはまた、そ

の中のエリアを特定した考え方なのか。それはどう

ですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 世界自然遺産

の登録箇所につきましては、沖縄本島北部、それか

ら西表島、鹿児島のほうであれば奄美大島と徳之島、

その４島を、今、予定としております。今回はこの

４島をセットで世界自然遺産の登録ということで、

今、目指している状況でございます。

○金城勉委員 頑張ってください。

次に、サンゴ礁の保全事業について伺います。朝

もオニヒトデ対策とか、いろいろと議論がありまし

たが、今、沖縄本島周辺のサンゴの状況というもの

はどういう状況ですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 沖縄県のサン

ゴ礁につきましては、御承知のとおり、高水温によ

る白化現象ですとかオニヒトデの食害、赤土等など

の環境負荷で健全なサンゴ礁がかなり減少している

状況でございます。平成21年度から平成23年度まで

の３年間、サンゴ礁の調査をしてございますが、そ

の結果では沖縄本島周辺の約９割が―一定の面積の

中にサンゴ礁が占める割合をサンゴの被度と言い、

約25％以上が良好であると言われておりますが、沖

縄本島周辺ですと約９割が25％以下ということで、

健全なのは約１割。離島ですと、慶良間、宮古島で

は約７割が25％以下、それから久米島、八重山海域

では約５割が25％以下ということで、総じて低い状

況にあるという状況でございます。

○金城勉委員 再生への取り組みに皆さんも頑張っ

ていらっしゃると思うのですが、その取り組みの方

法、あるいはまた目標、その効果等について説明い

ただけますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 県ではサンゴ

礁保全再生事業ということで平成22年度から取り組

みを進めております。具体的には調査研究と再生の

実証、保全活動をしている団体への支援という大き

な３つの柱で、今、取り組んでいる状況でございま

す。

特に、これまで再生の実証事業として取り組んで

いるものにつきましては、将来的に、今回の事業の

中でおおむね３ヘクタールを再生させようというこ

とで取り組んでおりますが、今年度までに約１ヘク

タール、４万8000株のサンゴの植えつけの実証を実

施しているところでございます。それから、サンゴ

の保全活動の支援ということで、平成25年度は13団

体へ支援をしている状況でございます。

○金城勉委員 平成22年度から取り組みを始めてき

て、その再生の効果というものは見えていますか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 サンゴ礁の再
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生につきましては、大きく分けますと２つの手法で、

今、実施をしております。１つ目は無性生殖という

ことで、あるサンゴを分割して、それを植えてふや

していく方法と、それからもう一つは、卵からふや

すという２つの方法で、今、実施をしております。

無性生殖という―分けてといいますか、折ってそれ

を再生する方法については、これまでも他地域でも

されている状況でございますが、卵からというもの

は全く非常に新しい技術ということで、県内でも世

界的にも進んでいるほうかと思っております。

平成22年度からスタートしまして、実際には平成

23年度あたりから実証を始めております。最初のこ

ろは活着率が非常に低い状況でしたが、この３年の

間に約８割まで活着率を伸ばすことができてきて、

かなり効果が出ていると感じております。

○金城勉委員 沖縄の観光資源としても非常に重要

であり、また、自然保護という意味でも大変重要な

事業ですから、ぜひ粘り強く取り組みをして、その

効果をあらわしていただきたいと期待をしておりま

す。

それと、そのサンゴ再生ともかかわるのでしょう

が、赤土等流出防止対策事業、これについてもいろ

いろありました。これまでの取り組みとして、講習

会とか、あるいはまた支援活動をする団体への補助

であるとか、そういうことがなされておりますが、

この赤土の問題というものはもう何十年の課題とし

て皆さんも頭を痛めていることでしょうが、その根

本的な対策というか、その辺の角度からの考え方と

いうものはいかがですか。

○當間秀史環境部長 赤土流出防止対策について

は、赤土等流出防止条例を策定して以降はいわゆる

開発現場からの流出はかなり減って、平成15年と平

成23年を比べますと、開発現場からはもう15％程度

しか出てこない。では、赤土の流出の原因、大もと

は何かというと、農地からの流出になっているわけ

です。ですから、この農地からの流出をとめないと

いけないということがあります。

ですから、これまで赤土対策そのものを目的とし

てやる事業としては、監視活動なり条例に基づく届

け出とか、そういうことで防止できたのですが、い

ざ農地となると、赤土流出防止対策そのものを目的

とすることは、なかなか農家の人にとっては難しい

だろうと。それは費用もかかる。それよりは、いま

一度視点を変えて、赤土流出防止対策、農家にはこ

れは手段だということで意識を持ってもらいたい。

要するに、手段ということは何かというと、赤土

というものは最終的には河川を通って海に流れま

す。ですから、その河川がまず汚れるし、海が汚れ

ると。そういった中できれいな河川の自然環境を取

り戻す、あるいは海の環境を取り戻す、そのために

は流域全体と一体となってその赤土をとめていく

と。だから、目的はそういう赤土をとめることによっ

てきれいな河川を取り戻して、そこにカヤックとか

カヌーのエコツアーをしたり、あるいは民泊で人を

呼んだり、さらには河川の下流で当然水産業もでき

る、海でも遊べるという海を取り戻す。それが地域

活性化につながるわけです。

だから、目的はそういう地域活性化であって、手

段としての赤土流出対策ですよということを、これ

をコミュニティーとして目的を持つ。一つの目標と

して。そういう発想で今後やっていかないといけな

いだろうということで、今そういう事業に向けて取

り組んでいるということです。

○金城勉委員 その辺の趣旨はわかるのですが、具

体的にとめるという、その効果あらしめるための方

策というものはどうですか。

○當間秀史環境部長 具体的に言いますと、今一番

農地からの赤土をとめるためには、１つは営農の方

法を変えていただく。例えばマルチングにしていた

だくとか、あるいは株出し。やはり夏植えとかそう

いうことをしますと、どうしても耕して裸地になり

ますので、そういう株出しをふやしていただく。あ

るいは農地の傾斜を緩くしていただく。さらには沈

砂池を今以上に大きなものにしていただく。今つ

くっている沈砂池ではどうしても越流が防げないも

のですから、そういうものもしていただく。さらに

は、河川の上流についてはある程度の砂防ダムなり

をつくるとともに、定期的に砂を取り除くという手

法が必要だろうと思いますね。

○金城勉委員 想像してみるだけでも大変な事業だ

なという思いがしますが、これはもう皆さん方だけ

ではできないわけで、農林水産部あたりも連携しな

がら、なおかついろいろな関係機関とも協力をしな

がらやらないといけないでしょう。これは将来的な

対策の見通しはどうですか。

○當間秀史環境部長 我々が、今、考えているのは、

自然環境再生指針を今年度つくりますので、それも

ベースにしながら流域ごとに上流から下流まで、そ

この地域の人々が赤土流出防止対策及び自然環境の

再生に取り組んでいただくということを次年度から

事業として取り組んでいこうということで、今走っ

ているところです。
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○金城勉委員 これはもう何十年の課題で、なかな

かそういう農地との問題とか、土地改良事業の問題

とかいろいろあるようですから、もう粘り強い取り

組みを期待したいと思います。

それと、公共関与推進事業についてです。場所も

決まって着々と事業を推進しているかと思うのです

が、その辺の進捗状況について説明をお願いします。

○比嘉隆環境整備課長 名護市安和区内に予定して

おります公共関与による産業廃棄物管理型最終処分

場の整備ですが、平成25年３月に管理運営主体とな

ります第三セクターの沖縄県環境整備センター株式

会社―環境整備センターを設立しております。同年

９月に安和区、名護市、環境整備センター及び県の

四者間で基本合意を締結しまして、平成26年６月に

環境整備センターが地権者と用地売買の契約を締結

しております。同じ６月から県主催で、この基本合

意を締結しました四者で構成します地域協議会を開

催し、毎月１回地域振興策等について協議を進めて

おります。

現在、環境整備センターが生活環境影響調査を発

注しておりまして、７月には環境整備センターが基

本計画策定、あるいは基本設計を発注しているとこ

ろでございます。

○金城勉委員 供用開始はいつからの予定ですか。

○比嘉隆環境整備課長 今後のスケジュールとあわ

せてお答えしたいのですが、平成26年度に実施設計、

平成27年度に処理施設の設計、工事開始、平成28年

度に最終処分場の建設工事を開始しまして、平成30

年夏ごろに供用開始を予定しております。

○金城勉委員 これが平成30年、あと四、五年ぐら

いかかるわけですね。その間の産業廃棄物の受け入

れ体制というものはどうですか。

○比嘉隆環境整備課長 現在、沖縄県内の民間処理

業者による管理型最終処分場は３カ所でございまし

て非常に逼迫しており、平成26年３月末現在で残余

年数は約3.6年となっております。再生利用である

とか減量化を一層進めまして、公共関与による管理

型最終処分場の供用開始まで、沖縄県内の民間処理

業者が運営する管理型最終処分場の延命化を図って

指導していきたいと考えております。

○金城勉委員 沖縄市の株式会社倉敷環境もそうい

うことで産業廃棄物が集中して、ああいうごみ山が

つくられているという経緯もあるのですが、そうい

うものが受け入れ側として悪化するという懸念は大

丈夫ですか。その公共関与がスタートするまでの間

の産業廃棄物の処分というものは大丈夫ですか。

○比嘉隆環境整備課長 先ほど平成30年の夏と言い

ましたので約４年ぐらいございますが、先ほど申し

ましたように、民間処分場での処理、あわせて再生

利用等を進めてそういう支障がないように、一方に

おきましては市町村の一般廃棄物処理場におけるあ

わせ処理というようなことも念頭に入れながら、供

用開始まで指導していきたいと考えております。

○金城勉委員 では、その辺頑張ってください。

それと、通告はしていないのですが、先ほどの新

垣清涼委員の質疑と関連してお聞かせください。

動物愛護の件ですが、先ほど自然保護・緑化推進

課長から猫対策としてＴＮＲ活動とか地域猫活動と

か、いろいろな取り組みの説明がありました。私は

沖縄市に住んでいるものですから、沖縄県総合運動

公園をよく利用しているのですが、最近、猫が異常

繁殖しているのです。御丁寧に毎晩のように餌をま

く心優しい人たちがたくさんいまして、感謝状でも

あげなければいけないのかという思いがするのです

が、その辺の考え方はどうですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 委員御指摘の

ように、沖縄市の沖縄県総合運動公園のあたりは200

匹とか300匹とかというかなりの猫が徘徊をしてい

るという情報を得ております。それで、今、全国的

なＮＰＯの基金を利用してＴＮＲを行おうというこ

とで、沖縄市も含めて調整をしている状況です。近

々、その状況が整えばＴＮＲ活動ということで、捕

まえて不妊をして、放して、その代で終わらすとい

うようなことを実施したいと作業を進めている途中

でございます。

○金城勉委員 ですから、そういう取り組みはわか

るのですが、その餌をやる人たちが、思いやり深い

人たちが多くてどうなのかなと。その辺の認識につ

いてどう考えているのか、あるいはまたその対策と

してどうするのか。この辺はどうですか。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 金城委員が

おっしゃるとおり、本当は餌やりおじさん、餌やり

おばさんが一番大きな問題かと思っております。法

律上といいますか、基本的に所有者でなくてもそう

いう餌やりをすることで、占有権という所有者に近

い権利が生じるということで、本来であれば不妊処

理をしたりいろいろな義務が生じるのではないかと

いうこともあるようでございます。この辺について

は、具体的にどのような対策ができるのかもう少し

検討して、前向きな対策を検討したいと考えており

ます。

○金城勉委員 少し答弁がのんびりしている思いが
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するのです。もう、きょうもあしたもそうですよ。

そうすることによってどんどん繁殖が広がっていっ

て、皆さんの対策が追いつかないということが現状

です。ですから、ＴＮＲ活動とか、さまざまな皆さ

んの取り組みを進めることはもちろんですが、やは

り沖縄県民の意識啓発ということも非常に重要なこ

とでして、その餌やりすることがどうなのかという

ことに対する基本的な認識がないために、もうかわ

いそうだからというだけで、恐らくその思いやりで

餌を毎日足しげく運んでいるわけですよ。そういう

ことに対する具体的な取り組みも早急に必要ではな

いですか。

○當間秀史環境部長 餌やりの問題ですが、御存じ

だと思うのですが、東京都三鷹市の加藤一二三将棋

名人が同じように集合住宅のところで猫に餌をやっ

て、周辺の住民から悪臭であるとか、鳴き声がうる

さいということで損害賠償で訴えられて、加藤一二

三名人が損害賠償のお金を払ったという事案があり

ました。やはりこういうものは地域住民に結構迷惑

をかけるような行為ではあるので、これについては

我々としてもホームページなり、あるいはチラシを

つくって、そういう事例も紹介しながら節度のある

対応の仕方を今後ＰＲしていきたいと思います。

○金城勉委員 例えば、公園内に餌やりは控えてく

ださいとか、理由はこうこうしかじかですとか、そ

ういう具体的な目に見える形での啓発活動というも

のはいかがですか。

○當間秀史環境部長 今おっしゃる提案について

は、今後、実行していきたいと思います。

○金城勉委員 ぜひそういう具体的な効果がある対

応をお願いしたいと思います。

企業局長、１点だけ教えていただきたいのですが、

この水道施設の老朽化問題というものは全国的にも

非常に大きな課題としてあるようですが、沖縄県の

現状、それから対応についてはいかがですか。

○平良敏昭企業局長 沖縄県企業局が所有する管路

ですが、沖縄本島内で全体では724キロメートルあ

るわけです。全国平均が265キロメートルというこ

とで、集中的に北部から主要な消費地の南部に相当

の管路を引っ張っていて、あるいはそれ以外にポン

プ場とか北部の西系列の川ほぼ全てに取水ポンプ場

を設けている。こういうことで管路が724キロメー

トルまで来ていると。そのうちの耐用年数を過ぎた

のが125キロメートルぐらい、これを経年化管路率

と言っているわけですが、17.3％ぐらいです。

もう一つは、今後の重要なものとしては耐震化の

問題です。耐震化率が36.6％、これは全国より若干

上回って―全国は33.5％ですので若干耐震化率は高

いのですが、一方で市町村全体が、これは企業局の

所管ではございませんが、基幹管路の総延長が1065

キロメートルでありまして、経年化管路率が3.5％、

37キロメートル。市町村は復帰後集中的に整備した

ためにまだ耐用年数が来ていない部分が多いという

ことで、経年化管路率は企業局よりはかなり低いの

ですが、一方で経年化管路率とは別の問題で漏水が

結構市町村管路の場合はあるということで、この辺

の課題があるわけです。いずれにしても、これにつ

いては早急に私どもは、例えばうるま市の石川、那

覇市の上間までの石川～上間送水管、それから福地

～宇出那覇の導水管、この辺の工事を、今、集中的

に取り組んでいるところでございます。

○金城勉委員 全体が724キロメートルの中で、経

年化管路率は125キロメートルということですから、

これについては取りかえの年次計画はもうできてい

るわけですか。

○平良敏昭企業局長 私どもはアセットマネジメン

ト計画というものをつくっておりまして、それに基

づいて順次更新をしていくということで、実は、今

年度の事業はこの関係の予算がかなり集中的に入っ

ているということでございます。

○新垣良俊委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 初めに、おいしい水の供給につい

てお伺いします。

私どもの住んでいるのは沖縄市の高台になってい

ますが、金城委員は低いほうかな。向こうにはおい

しい水が行っていて、我々にはまずい水が供給され

ているのではないかと思うのですが、その解決策と

して、石川浄水場ができたらブレンドされて、統一

基準の同じようなおいしい水になると長年期待して

いたのです。ところが、ふたをあけてみたら余り変

わらないけれども、何でそうなったのですか。

○平良敏昭企業局長 細かいことは担当課長から答

弁させますが、今、委員のところは北谷浄水場から

の供給になっていると思うのですが、硬度が一時期

非常に高かったという問題もあります。ただ、現在

は硬度で言うと100を切って97ぐらいですかね。お

いしい水が20から100という状況ですので、一応硬

度は低減化されているということですが、沖縄県庁

も実は北谷浄水場水系なわけです。ですから、基本

的に―確かに東系列の水は硬度が50前後ですので若

干40ほど高いのですが、おいしい水の基準は十分満

たしているし、水道法上は硬度はもっと高いですの
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で、その問題は特にないと我々は認識しているとこ

ろでございます。

○嘉陽宗儀委員 おいしいかどうかという問題は、

前の企業局長は、これは嘉陽委員の主観の問題で

あって、おいしい水は冷蔵庫で冷やして、19度にし

て飲めばみんなおいしいですよと言ったけれども、

これはどうですか。

○平良敏昭企業局長 これは主観の問題もございま

して、ペットボトルのミネラルウォーターがいいと

いう方もあれば、いや、そうではないという方もい

るし、なかなか答えにくいのですが、冷やして飲め

ば確かにおいしいと思います。ただ、一般的に長寿

との関係を申し上げますと、硬度の高いカルシウム

分を一定程度含んだ水が長寿にいいとか、いろいろ

学者の研究とか、あるいは世界の長寿地域というも

のは大体硬度の高い地域が多いですのです。おいし

い、おいしくないの話は、硬度が高ければ確かにお

いしくないと一般に言われていますが、その辺は総

合的に御判断するしかないと私は思っています。

○嘉陽宗儀委員 主観的なものではないものを幾つ

かお話ししたいと思いますが、浄水場のろ過現場を

見ているのですが、先ほどありましたように、河川

水から取水したものがありますね。これに問題があ

るのではないかと思うのだけれども、今、河川水か

らの取水状況というものは、先ほどの答弁だと幾ら

ぐらいになっているのですか。

○平良敏昭企業局長 今、大体日量42万トンぐらい

供給しているわけですが、その15％前後ぐらいが河

川水に頼っていると。沖縄県の水源確保という観点

からいうと、これがダムだけで足りるのかというと、

現実問題としてはできないと。そういうことで河川

からも―もちろん環境上の負荷もありますが、それ

から周辺住民からのいろいろな要望もありますが、

これはやはり水源を安定的に確保しないといけない

という現状がありますから、河川からの取水はでき

るだけやめなさいと言っても水源確保上の問題があ

りますので、そこはぜひ御理解いただきたいと申し

上げるしか答弁のしようがないと思います。

○嘉陽宗儀委員 今、河川水は２つとっているので

すか、２河川から。沖縄県では河川水をとっている

のは何カ所ですか。

○平良敏昭企業局長 中部では比謝川、長田川、天

願川の３カ所です。

○嘉陽宗儀委員 その３つの河川の中で家庭雑排水

が流入しているところはどこですか。

○平良敏昭企業局長 水質的に一番問題なのは原水

として天願川ですが、天願川の場合は、昨年は異常

気象ということでダムもかなり水位が下がったもの

ですから、日量１万5000トンぐらいとっていました

が、通常はできるだけ抑制していて、長田川、比謝

川を中心に取水しているという状況です。

○嘉陽宗儀委員 この問題は、私はずっと意識的に

質疑しているのですが、特に比謝川でもかなりきれ

いになって、よくなっている。どういう取り組みを

したかというと、結局は浄化槽の水をそのまま垂れ

流しているものだから、それを垂れ流させないため

には市町村と連携して、できるだけ公共下水道を整

備させて、皆さん方の流域でつないでできるだけ河

川に流さないようにという取り組みをしないとだめ

だと思うのです。そういう努力の結果、今、硬度は

前は116ぐらいあったのが100ぐらいに落ちているけ

れども、そういう努力は認めますよ。しかし、再度

行政的にほかとの連携をとり合って、できるだけ家

庭雑排水は、そういう取水源になっている河川には

流すなということを方針上はっきりさせたらどうで

すか。

○平良敏昭企業局長 我々はできるだけ河川環境を

よくするということを土木建築部ともいろいろ連携

しながらやっているつもりです。ただ、１つ誤解し

ないでいただきたいのは、確かにいろいろな家庭用

排水が一部流れ込んでいる現状はかなり改善してい

ますが、我々の水質的に見れば、例えば水銀、鉛、

ヒ素等は水道法基準の10分の１、さらに10分の１未

満でやっているし、ダイオキシン類は水道法の基準

の100分の１、そういうことでやっておりますので、

逆に言えば、我々も飲み水として処理するために相

当なコストがかかっているわけです。そういう点で、

水道法基準の10分の１以下、あるいはダイオキシン

類に至っては100分の１以下で水質を維持して供給

しておりますので、特に健康上の問題があるとか―

河川の状況から感情的な気持ちはわかります。ただ、

浄水場できちんと浄水して皆さんに供給していると

いうことでございます。

○嘉陽宗儀委員 だから、皆さん方が努力してきた

ことについてはちゃんと理解していますよと。おい

しい水と思いなさいよということも何度も言われて

きましたので。ただ、浄化現場を見ると、浄化液を

たくさん入れて、それで硬度が高くなって、そうい

うものを見ています。今でも比謝川のところには、

ある特定地域―元米軍地域はトイレの水をそのまま

垂れ流している。ああいうのを見て、嘉陽さん、お

いしいと思いませんかと。やはり感覚的に、それを
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浄化していますよと言ってみたところで、硬度は問

題ありませんよと言ってみたところで、やはりこれ

は問題ですよ。

だから、もうこれ以上はやりませんが、さっき言っ

たように皆さんが努力してきて、やはりそういう企

業局の水源になっているところへの流入については

市町村とタイアップして、これまでの努力を何遍も

重ねて、硬度だけでおいしい水と言っても、わから

ない人はおいしいと思うかもしれないが、トイレか

らのを流しているのを見て、浄化しておいしいです

と思いなさいと、これはだめだから。やはりわから

ない人もわかっている人も区別なくおいしいと思っ

て飲めるようにしてくださいよ。どうですか。

○平良敏昭企業局長 御指摘は承りたいと思いま

す。さらなる河川水の浄化、水質改善について努力

していきたいと。それによって、逆に言えば私ども

の北谷浄水場の処理コストも当然軽減されますの

で、一つの課題としてまた市町村、あるいは土木建

築部等とも連携していきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 この話はこれでいいのですが、や

はりおいしい水という条件を明確にして、皆さん方、

看板を上げて―石川浄水場ができたらブレンドされ

て同じような水が来ると期待していた。僕はあの辺

で、皆さん、もう少しの辛抱ですと言ってきたわけ

です。おまえ、うそつきと、今、困っているのよね。

だから、なぜそうなのかということについては、少

なくとも沖縄県民が納得いくように、公正公平にお

いしい水供給の責任はあるはずだから、決意を固め

て、我々にもおいしい水が回るようにしてください。

どうですか。

○平良敏昭企業局長 東系列、主にダム系列、それ

から西系列の水系がありまして、それを全く平等に

して流すということは非常に難しい問題です。です

から、我々としては水道法の基準の範囲内でおいし

い水、硬度100以下という範囲内で処理していくと。

全く同じ水を全県に供給するといっても、浄水場の

水道の系列はいろいろな問題がありますから、なか

なかそうはいかない。これは正直な話です。

○嘉陽宗儀委員 これは県政を変えないとだめだ

な。

では、質疑を前に進めますが、先ほど海岸の清掃

の問題がありましたね。これは現在幾ら予算を使っ

て、どれだけの面積を清掃しているのですか。海域。

○比嘉隆環境整備課長 平成25年実績でございます

が、沖縄県全域で50カ所の区域を回収しまして、回

収量は2473立米、トン数にしますと373トンを回収

しております。

○嘉陽宗儀委員 50カ所の海域面積はありますか。

どのぐらいの面積で清掃しているという。

○比嘉隆環境整備課長 面積については正確な数字

はないのですが、これは沖縄本島から宮古、八重山

全て含めた海岸になっております。

○嘉陽宗儀委員 なぜこれを聞いたかというと、前

にもどこかで言いましたが、今は世界的に海洋時代

になって、どこの国でも漂着物の処理で物すごく

困っていて、財政的に圧迫しているということがあ

りますよね。だから、少なくともそういう意味では、

沖縄県は東京都に次いで海が広い県ですから、それ

にふさわしいような業務がそれによって出てきます

ね。その場合に、地方交付税の問題では、基準財政

需要額で京都などでも海岸面積で地方交付税を算定

して請求しているということがあるのです。沖縄県

もこれをやってみてくれと僕は前に聞いたことがあ

るのですが、考えていますか。基準財政需要額で。

あれは計算して全国都道府県議会議長会でも問題に

なって、それは重視して取り組むべきだと。それが

確認されているのは、沖縄県の海洋面積だとすると

年間の地方交付税の算定基準が4600億円ですよ。こ

うすれば全国一高く交付税が、収入が入ってくるこ

とになるのではないですか。こんなうまい話はぜひ

全力で総務部ともかけ合って、これだけくれればあ

れこれ振興策で頭を下げないでもいいのに、当然の

権利だと請求してみる。そういう努力をしてみたら

どうですか。4600億円よ。

○當間秀史環境部長 ただいまの件については総務

部、財政当局とも相談してみたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 それから、公有水面埋立承認の問

題をめぐって、とり得る環境保全策は全部やりまし

たということで土木建築部では答弁していました

が、そのときに知事などの答弁では、それぞれ去年

の12月の最終段階までは、その以前までは環境保全

は困難な状況にありますと言って、皆さん方もそう

でしたが、しかし、12月二十何日になったら、途端

に皆さん方もゴーサインを出していますね。ほかの

委員会の質疑では、要するに、あと全てとり得る措

置はとっています、環境部はどうしているか、向こ

うもゴーサインを出していますという答弁が出てい

ると思うのだけれども、皆さん方はここでどういう

議論をしたのですか。

○當間秀史環境部長 公有水面埋立法に基づいて、

免許等権者である土木建築部から辺野古の問題につ

いて意見の照会がありまして、これについて当方は
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所々不明な点があって、懸念が払拭できないという

意見を述べておりますが、その意見で我々は終わっ

ております。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方のやってきた事業につい

ても、環境保全業務もいろいろありますが、少なく

とも環境保全という問題でこれは重大問題なので、

それで我々はずっと注目してこれを質疑しているの

です。この承認書というかなり厳しい制約をつけて

いますが、全部問題ありませんという各部局からの

ものが出ているので、これはこの環境保全策に金は

使いながら、実際上は何も見ないでどうぞと言って

出したのではないかと思って、今、聞いているわけ。

土木建築部ではそう思っているのです。

○當間秀史環境部長 繰り返しますが、我々は意見

を言った後、土木建築部の判断について特に何らか

の評価をしたことはございません。

○嘉陽宗儀委員 これは有名な文章になりました

ね。「現段階で取り得ると考えられる環境保全措置

等が講じられており」と。これを判断したのは皆さ

ん方であるわけ。環境部から意見を聞いたら。土木

建築部は専門がいないのだから、環境の専門は皆さ

ん方でしょう。なぜそういう結論が出たかというこ

とで、土木建築部が勝手に判断したのですか。

○當間秀史環境部長 これは、公有水面埋立法を所

管する土木建築部で適正に判断されたと考えており

ます。

○嘉陽宗儀委員 土木建築部に聞いても、これは皆

さん方がオーケーしたからと、きのうの質疑もそう

していますから、今ここでこれ以上答弁できないで

しょう。だから、今後、大問題になってくると思う

のです。こんなに承認の具体的な中身までマニュア

ルをつくって提示しますと、たくさん出ていますよ。

この文書について、少なくとも執行部が熟知して、

本当に沖縄県の将来に禍根を残すようなことにはな

らないのかとよく研究すべきなのに、あれは土木建

築部がやったことで知りませんということでは済ま

ないと思うのです。土木建築部が、これはとり得る

措置をやったということでゴーサインを出したこと

について、では、環境部長は何か物言いをしました

か。我々の意見が通っていないよということは。

○當間秀史環境部長 特に承認申請が出た後に、環

境部から土木建築部に何らかのアクションを起こし

たことはありません。そもそも環境影響評価という

ものは、開発行為に伴う環境の影響について、標準

の手法をもって調査を行い、予測、評価、そしてそ

れらをもとにして環境保全措置を検討していくこと

になります。ただ、この予測というものは、特に自

然環境が相手ですから、当然100％の予測というも

のはできません。そういうことがあって、出てきた

環境保全措置についても、予測が100％でない限り

は不確実性が高いということです。そういうことが

ありまして、では、環境影響評価制度の中ではどう

しているかというと、その後に事業者が事業着手を

すると、事後調査報告書というものが出てきます。

これは、事業者は事後調査をして、事後調査の結果

と、それから前に行った環境影響評価を比べて環境

への影響がどうかということと、その事後調査の結

果さらに必要となる環境保全措置というものがござ

いますので、それを事後調査報告書に盛り込んで、

これをまた沖縄県環境部に提出してまいります。

我々はこれを受けて審査を行って、さらに必要な

環境保全措置があるのであれば、それをまた求めて

いくという環境影響評価制度のシステムになってお

りますので、そういうことも我々は見据えながら、

特に土木建築部の判断について我々から―これはそ

れぞれの保護の体系が違いますので、それぞれの権

限がありますので、そういう中で我々は、今、仕事

を進めているということです。

○嘉陽宗儀委員 非常に頑張ったのが今の説明でよ

くわかりました。ところが、現段階でとり得ると考

えられる環境保全措置については意味不明。委員長、

これについて知事を呼んで解明したいと思いますの

で、よろしくお願いします。

○新垣良俊委員長 今の質疑につきましては、要調

査事項として取り扱ってほしいということですの

で、本日の調査終了後に、その取り扱いについて確

認いたします。

新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 平成25年度主要施策の成果に関す

る報告書の43ページ、自然環境の保全・再生・防災

機能戦略的構築事業。この中で実績の３番目、報得

川の河川整備計画ですが、ちなみに報得川というと

どこからどこまでですか。

○古謝隆環境政策課長 報得川の糸満市から旧東風

平町側に向けた上流側の部分になります。下流側は

既に整備されている箇所になりますので、上流側を、

今、予定しているところです。

○新垣安弘委員 これは皆さんでは環境に配慮し

た、要は環境再生型の整備計画書をつくったのです

よね。

○古謝隆環境政策課長 この事業につきましては、

土木建築部の事業の中で、通常河川整備になります
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と治水、あるいは安全という側面で工事を行います

が、やはり沖縄21世紀ビジョンの中でも沖縄らしい

自然環境の再整備というものがありますので、自然

環境の再生の視点を取り入れた整備計画にしていこ

うということで、環境生活部で予算をとりまして、

土木建築部に分任をして、環境生活部も入って河川

整備のあり方について方向性を見出したというとこ

ろでございます。

○新垣安弘委員 これは土木建築部も一緒にやって

いるということで、土木建築部はそれに沿ってちゃ

んと工事をやるということで理解していいですか。

○古謝隆環境政策課長 土木建築部が河川管理者で

ございますので、工事自体は土木建築部で行うこと

になります。ただ、自然環境の再生の視点がその工

事の中に入って、今後、整備されていくことになり

ます。

○新垣安弘委員 あと、護岸工事の件で、これは皆

さんの目的の中には防災云々も入っていると思うの

で、例えばコンクリートで固めてしまって、それが

ゆえにかえって波が防風林とかを枯らしているとい

うことを多々聞くのです。そこを護岸の自然再生事

業、あるいはそういう防災の観点からの工事のやり

直しみたいな、そこら辺―川以外に海岸線のことも

検討というか、研究範囲に入っていますか。

○古謝隆環境政策課長 現在、策定を進めて、今年

度策定する自然環境再生指針の中には、河川と、あ

と海岸も含めて再生のあり方について、今、検討し

ているところでございます。海岸の護岸につきまし

ては、海側と陸側の生態系の連続性を阻害している

側面もありますので、これについてどういう形で護

岸を今後改修していくのか。既に便益を果たしてい

る護岸をわざわざとるということもまた課題があり

ますので、手始めとしては老朽化した護岸を先に整

備していくことも１つの方向性かと思っています。

○新垣安弘委員 では、次に平成25年度主要施策の

成果に関する報告書の47ページ、緑化推進事業です。

決算書を見ると、先ほど説明もあったと思いますが、

600万円以上の不用額があるのです。これは花いっ

ぱい運動の委託料の残ということですが、この花

いっぱい運動というものは、要は余りやらなかった

ことになっているのですか。委託料の残がこれだけ

残って、余り予算を使っていないということは。

○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長 今、御指摘の

全島みどりと花いっぱい運動事業は大きく３つの事

業から成っておりまして、まず農林高等学校の生徒

が主体となって苗木を生産して、地域に配るという

花のゆりかご事業というものが１つ。それからもう

一つは、企業との協働による花の名所づくりという

ことで、県民の森でイオン琉球株式会社と一緒にク

メノサクラを植栽するというものが１つ。それから

ホームページで情報発信を行うという３つの事業か

ら成っているのでございますが、今回、不用が生じ

たのは、主に花のゆりかご事業と企業との協働によ

る花の名所づくりになっております。

詳細を申し上げますと、花のゆりかご事業は、ま

ず沖縄県内の農林高等学校６校で苗木を生産して、

それを地域に配るという事業でございます。当初６

校で予定をしておりましたが、６校のうちの１校が

今年度、第65回日本学校農業クラブ全国大会の開催

事務局になったということで辞退がございました。

それで５校で実施しておりますが、今回、購入した

苗の発芽率が―全県同じだったのですが、ある樹種

が、ベゴニアとインパチェンスが10％以下ぐらいし

か発芽しなくて、それで一旦植えつけて生産を開始

したのですが、発芽しないものですから改めて樹種

をマリーゴールドに変えて生産を実施しておりま

す。

実際の目標本数の約８割を生産しているのです

が、ベゴニアとインパチェンスをマリーゴールドに

変えましたので単価が半分以下ということで、それ

で８割の生産目標は達したのですが、実際には約４

割の額で執行することができたということでまず不

用が出ております。

それからもう一つは、企業との協働による花の名

所づくりということで、県民の森でクメノサクラを

植栽する事業です。イオン琉球株式会社と今年度も

約200本の植栽をしようと調整したところ、実際に

これまで平成23年度、平成24年度、平成25年度と３

年かけて植栽をする予定でやってきているのです

が、植栽している場所の水はけが悪くなかなか活着

がよろしくないということで、今回、イオン琉球株

式会社とも相談して、別の場所を探したいと具体的

に県民の森の指定管理者の皆さんと調整したら、か

わる場所がなかなか探せないということで、今回は

保育管理だけと。今まで植えた木の保育管理と若干

の補植を行ったということで、実績が減になってい

るということでございます。

○新垣安弘委員 大体わかるのですが、要は、沖縄

県は観光立県を目指そうとしていますよね。これは

土木建築部にもよく言うのですが、要は文化観光ス

ポーツ部に予算がたくさんついて、一般財団法人沖

縄観光コンベンションビューローにぼんと行って、
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海外でいろいろなプロモーションをかけて、人を呼

んでくることは成功しているかもしれない。でも、

実際我々が沖縄県内にいたら、雑草はぼうぼうだし、

植栽の問題もあるし、いろいろな観点から全然潤い

と豊かな、そういう環境ではないという思いをみん

な持っているのです。

だから、そういう意味では、観光立県ということ

に関しては文化観光スポーツ部だけではなくて、土

木建築部も環境部もそこはしっかり予算もとってつ

ぎ込んでやるべきだと思うのです。例えばの話、今、

いろいろとお話がありましたが、こういう予算をあ

る程度確保したら、婦人会で花いっぱい運動大会と

いうものをやって、１位になったところには賞金を

出しますよとか、そういう形で企画をしてみるとか、

あるいは学校とか青年会とか地域とか、そういうと

ころに花いっぱい運動のコンクールとか大会とか、

そういうものを仕掛けてやるとか。そこら辺は文化

観光スポーツ部が誘客とかに意識が行っている―ホ

テルのこととか、そういうところに行っているの

だったら、やはり土木建築部とか環境部でそこら辺

はしっかりもっと予算もつけて事業をやって、本当

に潤いのある地域にするべきだと思うのです。

例えば、空港からモノレールでこっちに来るとき

も、那覇市は屋上緑化をやるとか言っていたが、全

然うまくいっているような感じもしないし、さまざ

まな面で環境部が気がついてやれる部分はあると思

うのです。ですから、そういう点で予算を残さない

で使い切るような感じでやってもらいたいし、これ

も緑化推進の1000万円の予算を結局使ったのは300

万円ですから、沖縄県のやる事業だから、やはりこ

れでは全然少ないという感覚で取り組んでもらいた

いのですが、環境部長、どうでしょうか。

○當間秀史環境部長 平成25年度決算については、

確かに当初想定していた事態と違っている状況があ

りましたので、今年度の執行につきましては、今おっ

しゃられた趣旨も踏まえて100％の執行を目指した

いと思います。

○新垣安弘委員 もう一点、今までも何度か取り上

げたのですが、ＥＶタウン事業というものがありま

すね。環境部は前の環境生活部と変わって幾つか課

が減っていますが、いわゆる環境的な観点からの電

気自動車の導入に関しては、今でも環境部との関係

もあるということで理解してよろしいですか。

○古謝隆環境政策課長 ＥＶ自動車については、走

行中に二酸化炭素とか排ガスを出さないという環境

上のメリットもありますが、環境に優しい、あるい

は自然のある観光地づくりを目指している観点か

ら、電気自動車の導入などもやはり必要な視点かと

思います。

○新垣安弘委員 平成25年度の予算の中で、ＥＶ関

係の予算がついているものはありますか。

○古謝隆環境政策課長 直接的にＥＶ導入について

補助を行っているということではございませんが、

ＥＶについては、やはり電欠―バッテリーに充電す

る電気が不足して途中でとまるのではないかとい

う、その辺の懸念がありますので、国でちょうど、

今、全国各地にまず先に充電器を整備して、それか

ら使ってもらう環境を整えようという方向で進めて

いるところです。これについては、沖縄県のビジョ

ンに適合したＥＶ充電器については国の３分の２の

補助と、あと、メーカー４社でＥＶをつくっていま

すが、裏負担分の３分の１を補助する事業がありま

して、沖縄県で昨年６月にビジョンを策定したとこ

ろです。その後、ビジョンに適合する事業について

は、たしか40から50件ぐらいあったと思いますが、

沖縄県が適合しているという承認を出して、国の補

助金を受けて整備が今なされている状況にありま

す。

○新垣安弘委員 ＥＶバスがあったと思うのです

が、あれは久米島町に行くということで、久米島町

長はすごく喜んでいたのですが、どうしてあの事業

は廃止になり―バスは１つ久米島に行くことになっ

たのですが、この管轄は商工労働部ですか、それと

も皆さんですか。

○古謝隆環境政策課長 予算については商工労働部

から分任を受けて行った部分もありますが、事業自

体は環境部の所管でございます。

○新垣安弘委員 沖縄ＥＶ・ＰＨＶタウンというこ

とで国から認定されていますよね。これは環境部で

いわゆる申請書も出して、提案書も出して通ったと

思います、そうですね。私は、何年か前に出されて

いる提案書、ここにアクションプランがあるのです

よ。物すごくいいなと思うのです。いいなと思うの

ですが―どうやって取り組んでいきますよというこ

とも書いてあるし、沖縄県にとって本当に、観光立

県にとってやらないといけないことだということで

うたわれてはいるのですが、環境部が全くこれに関

して関心度が弱いのではないかというか、進めてい

こうという意欲がほとんどないのではないかという

ぐらいにまで思っていますが、そこはどうでしょう

か、環境部長。

○當間秀史環境部長 当然申請を踏まえて、先ほど
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も話がありましたが、環境部としてはまずは基本イ

ンフラストラクチャーから進めようということで、

まずＥＶステーションの設置から始めていこうとい

うことで、今、取り組んでいるところです。

○新垣安弘委員 ステーションの設置は、恐らく国

の事業の一環で補助もあるからということで、それ

も乗りやすい事業だと思います。例えば、沖縄県の

レンタカー会社で電気自動車はどの程度導入されて

いるかわかりますか。レンタカー会社から、あと一

般の人におりていくわけですから関心を持つべきと

ころだと思います。どうでしょうか。

○古謝隆環境政策課長 数年前に、文化観光スポー

ツ部の予算でレンタカー用としてＥＶ50台の補助が

あったと承知しています。ただ、現行で今どのぐら

いあるのか手元にデータがございませんが、普及状

況としては現在626台で、去年と比べて77台、沖縄

県全体としてはふえている状況にあります。

○新垣安弘委員 これはレンタカー会社が民間とし

て、商売という観点も含めながらやっていると思い

ます。ただ、レンタカーというものは、当然何年か

やったらまたどんどんおろしていくわけですから、

そういう点では、これを沖縄県内に普及させるには

一つの呼び水だし、入り口だと思うのです。そこら

辺に対して、単なる企業支援ではなくて沖縄県内に

数をふやしていくという点では、やはり環境部もそ

こら辺はしっかり意識を持って、民間がやるべきこ

と、沖縄県としてやるべきこと、そこはあると思う

のです。もっと研究すべきだと思います。

最後にもう一点、市町村では電気自動車を積極的

に入れているところもあると思いますが、沖縄県は

どうでしょうか。これも何年か前に聞きました。

○當間秀史環境部長 今、県庁においては、確認さ

れたＥＶ車はございません。

○新垣安弘委員 それが沖縄県の電気自動車普及に

対する実際の意識のあらわれだと思いますよ。ぜひ

頑張ってください。よろしくお願いします。

最後に、企業局長、お願いします。

質疑通告は３つ出していたのですが、送水管の件

は先ほどありましたので、離島の水道料金の件が最

近少し報道されまして、今まで何度か環境生活部の

時代にやった中で、10年ぐらいかかるのではないか

という話もあったのですが、あの報道によると、そ

んなに待たずに、もしかしたら離島のほうがもっと

早く安くなっていくのではないかということもある

のです。そこら辺と、沖縄本島内の水道料金が具体

的に値上がりしていくのはいつごろからなのかとい

うところだけ、通告はしていませんでしたが、お願

いします。

○平良敏昭企業局長 広域化という場合に、沖縄本

島全市町村を広域化というと、これは相当かかりま

す。まだ黒字、赤字、市町村によって随分差があり

ますので簡単にはいかない。それで、私どもとして

は、現在の保健医療部と環境部でしたが、当面、沖

縄本島周辺の小規模離島は特に水道料金が高い、い

ろいろ問題がありますので、まず沖縄本島周辺の８

村で取り組んでみようということで、実証実験等を

この間やってきました。８村ありますが、市町村に

よっては早急に我々が引き継ぐことができるもの、

やや早目にできるもの、完全に整備しないとすぐに

は引き継げないねという、こういう分類を３パター

ン、４パターンぐらいやっています。広域化する場

合には国の認可が必要ですので、今年度中に市町村

と合意ができれば、来年度事業計画の変更の認可を

とります。その間に準備して、できればあと３年後

ぐらいにはやりたいのですが、場合によっては４年

後ぐらいになるかもしれないということで、できる

だけ急いでやりたいと思っています。

○新垣良俊委員長 具志堅透委員。

○具志堅透委員 企業局長、通告していないのです

が、先ほどの嘉陽委員とのやりとりの中で、おいし

い水、おいしくない水というものが沖縄県内にある

のかどうか。私は沖縄県の水道水が一番おいしいと。

また、本部町長も皆さんの先輩で、沖縄県の水道水

は一番おいしいよと。ミネラル入りでおいしいよと

いうことで、私も努めて水道水を飲むようにしてい

るのですが、その辺のところ、見解を伺いたいと思

います。

○平良敏昭企業局長 おいしい水という定義は、厚

生労働省が水道水質の基準とは別に、おいしい水と

いう定義を何項目かつくってやっているわけです。

例えばカルシウム、マグネシウム、これは硬度です

ね。それから有機物とか、臭気、残留塩素とか水温

とか、幾つか項目を定めて、その範囲内をおいしい

水と定義しているわけです。例えばいつも問題にな

る硬度ですが、10以上100以下ということで、水温

も最高20度以下です。

○具志堅透委員 あるかどうかでいいですよ。

○平良敏昭企業局長 基準はございます。

○具志堅透委員 おいしくない水というものはある

の、水道水で。

○平良敏昭企業局長 おいしくない水ですか。

○具志堅透委員 それを提供しているのか、そのこ
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とを聞いているの。

○平良敏昭企業局長 水道基準に基づいて、ちゃん

とおいしい水を提供しているつもりです。

○具志堅透委員 もう少し力強く、もう一度確認し

ますが、企業局が提供する沖縄県内の水の中におい

しくない水というものがあるのですか。もしそうで

ないならば、全ておいしいですよと力強く言ってく

ださい。誤解を招くので。

○平良敏昭企業局長 私どもは水道水質基準を十分

満たしておいしい水を提供していると、これは自信

を持ってお答えしたいと思います。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

それでは、主要施策の成果に関する報告書39ペー

ジですね。環境部の赤土流出防止対策であるのです

が、この事業の目的、内容等々を確認しながらただ

していきたいと思います。環境部長を初め、これま

で長年にわたってそういう対策をしていると思いま

すが、なかなか効果、成果が実感できないと私は感

じています。環境部長の見解を伺います。

○當間秀史環境部長 赤土流出防止対策としまして

は、これまで平成７年に条例を策定してきたところ

で、平成５年には年間の流出量が約52万トンでした

が、これが平成23年度には約29.8万トンまで減少は

しているということであります。これは沖縄県赤土

等流出防止条例に基づく、いわゆる開発現場からの

流出が抑えられたということであります。ただ、依

然として農地からの流出がとまっていないというこ

とが我々の認識であります。

○具志堅透委員 それでは、その事業を順を追って

確認したいと思うのですが、１番目の条例に基づく

監視パトロール、指導を実施したと。その中で、(1)、

(2)、(3)ですが、届出等件数というものがあります。

どこから何が届けられて、それを受けて監視するの

か。そして指導件数というものがありますが、何を

どこに指導しているのか。具体的に実例を挙げられ

れば、挙げて説明を願えますか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 沖縄県赤土等流出防止

条例に基づく届け出につきましては、平成25年度は

1217件、そのうち406件が民間事業、残りが公共事

業となっております。監視現場数につきましては、

民間事業が118件ということで、トータルで481件の

現場を監視しておりまして、延べ回数にしますと、

トータルで690回の監視指導等を行っております。

○具志堅透委員 この３番目の指導というものは、

具体的にどのような指導になりますか。二、三例を

挙げて説明願います。

○比嘉榮三郎環境保全課長 赤土流出防止対策とし

ましては、発生源対策、流出抑制対策、あと最終濁

水対策等、いろいろとありますが、その中で施設基

準、流出防止対策が十分でない場合、例えば、発生

源対策で十分にブルーシート等でやられていない場

合に、ちゃんと対策が実施できるようにという指導

等を保健所あるいは環境保全課等で行っておりま

す。

○具志堅透委員 それでは、次に２点目の流出防止

交流集会、あるいは(2)の流出防止対策講習会等々

を行っているのですが、これは各地区、あるいは本

庁等々で全県くまなくやっているような感じはする

のですが、その対象者は、どこに講習会とか研修会

をやっているのですか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 交流集会の対象としま

しては、民間の事業者であったり、あとは市町村の

事業者等で普及啓発等を行っております。

○具志堅透委員 今、これは事業者に対してという

ことですが、赤土流出の原因というものは農地から

が80％を超えていますよね。その中で、そこは当然

できているものと私は思っているのです。通常のよ

うな講習会あるいは研修会をしながら。それとは別

に、農業団体、農家の皆さんだとか、その辺への講

習あるいは研修等々はないのですか。

○比嘉榮三郎環境保全課長 具体的には、現在のと

ころ講習会という形はとっておりませんが、例えば

今、支援事業等の中で４団体、あるいは現地で、流

域の中で講習会をやっています。講習会等は農家等

を含めてやっております。

○具志堅透委員 余りわからないけれども、ここで

言う講習というものは事業者ですよね。

○比嘉榮三郎環境保全課長 今、説明しているのは

２のほうです。赤土等流出防止に関する普及啓発活

動の講習会の中には、農家等は入っておりません。

○具志堅透委員 だから、さっき農家とか、そういっ

たところにやるべきではないかと言っているのです

が。

○當間秀史環境部長 農家への赤土流出防止対策の

支援につきましては、実は農林水産部で行っていま

して、例えば、耕土流出防止コーディネート組織を

育成して、人材を育てるということを農林水産部で、

今、マニュアルをつくるとか、そういうことをやっ

ているところです。

○具志堅透委員 イメージとして、環境部の皆さん

が主体としてやっていく。その原因を調査したとき

に、畑だとか農業部門から85％が流出の原因である
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といったときに、皆さんが交流会だとか普及啓蒙活

動をするときに、やはりそこも対象にすべきではな

いのか。これは農林水産部に預けて向こうでやって

もらうだけでいいのかという思いがありますが、ど

うですか。

○當間秀史環境部長 これまでは、どうしても農業

分野の関係者は農林水産部でやる、あるいは環境部

門は事業者であるとか、あるいはボランティア団体

とか、そういうところでやるという線引きのもとで

行われてきたところです。

○具志堅透委員 ですから、これは僕も追いかけな

がら毎回結構質疑させてもらっているのですが、な

かなか目に見える形で実績が出てこないような感じ

があって、沖縄県は赤土で海がかなり汚れるという

現状があるわけです。これまで聞いて、農業が原因

だということで、それで縦割りではなく横の連携も

図りながら、農林水産部とも連携を図りながらしっ

かりと取り組んでほしいという思いが、前からそう

言っているのです。今の答弁を聞くと、相変わらず

農政は農林水産部に任せて、我々はこう、ボランテ

ィア団体はボランティア団体、それで防止できます

か、どうですか。その辺、横の連携というものは必

要ないのかな。

○比嘉榮三郎環境保全課長 沖縄県赤土等流出防止

対策基本計画を平成25年につくりまして、現在、農

林水産部の営農部門と沖縄県赤土等流出防止対策行

動計画を策定しているところです。それで、今、流

域においてどのような対策をすれば農地からの赤土

流出がとまるかということで、今年度は沖縄県赤土

等流出防止対策行動計画に基づいて調整していると

ころです。また今後、農林水産部とも連携して、農

林水産部ができる部分、環境部ができる部門という

ことで連携しながら、流域の赤土流出防止対策を

やっていくことを考えております。

○具志堅透委員 それでは、次の４番目、４団体へ

補助金を出しているという、先ほど４団体の名称等

々がありましたが、４団体の活動内容をお願いしま

す。

○比嘉榮三郎環境保全課長 主な４団体の活動内容

ですが、東村におきましてはパイン畑における植栽

事業、そして石垣市におきましては株出し推進のた

めの堆肥支援事業、そして大宜味村におきましては、

啓発用の絵本をつくりまして子供たちに環境教育等

を行っております。そして、久米島におきましては、

ホタル生息地域における沈砂池等の赤土土砂の除去

作業を行っております。

○具志堅透委員 これまで確認していることは、皆

さんの事業の効果の中に、赤土流出防止活動を行う

団体への支援及び環境等々実施により、地域におい

て赤土流出問題に関する意識が醸成されたという形

になっています。一朝一夕に赤土流出がなくなるわ

けではないことは十分承知しているのですが、なか

なか効果が目に見えてこないというものが実感で

す。これはもう長年時間を要することですが、早い

うちに手を打たないと沖縄県の観光という部分では

大きな痛手、海が失われるということで、僕は1000

万人どころか逆に減少するのではないかと、そうい

う危機感を持って対応していただきたいという思い

であります。

いろいろ計画を立てるのはいいのですが、実際の

事業を効果のある形で、やれることは全てやるとい

う思いの中で、どうかモニタリングをやっていただ

きたいと思います。そして、皆さんのその思いが事

業として43ページにあらわれるのだろうと思います

が、それで間違いないでしょうか。環境部長、どう

ですか。

○當間秀史環境部長 そのとおりであります。

○具志堅透委員 簡潔でよろしい。その事業は少し

びっくりしていますが、まず源河川、田原川をモデ

ルに云々ということがありますが、具体的にその場

所を抽出した理由と、その調査内容を教えていただ

けますか。

○古謝隆環境政策課長 まず、土木建築部として河

川整備を行う場合、防災上あるいは治水上の観点か

ら便益を計算して整備していくわけでございます

が、自然再生といった場合には、これに環境上の便

益がどの程度あるのかという仮定の数字を出さない

といけません。源河川、田原川、具体的に事業を行

うということではございませんが、仮に３面張りの

護岸であるとか、もう少し段差をなくして魚が戻る

ような形にした場合に、どの程度そこに行きたいと

皆さんは思いますかとか、あるいは地域の住民とし

てどの程度負担したいと思いますかと。その辺をも

とに便益を出して、防災、治水の観点からだけでは

なくて、環境の観点からも便益を上乗せ計上して整

備につなげてもらいたい。そういった手法を調査し

たところです。

○具志堅透委員 その２つの川をモデル地域として

指定した理由は。答弁が抜けています。

○古謝隆環境政策課長 済みません。まず源河川は

行楽地として沖縄本島の各地から行きますので、そ

の河川を整備した場合にどの程度の方々がそこに来
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て便益を感じるかという視点から選定しました。田

原川は与那国町にある河川で、地域の中で育まれて

きた河川ですが、水質が悪化しているという状況も

ございますので、この水質改善などを図った場合に

地域としてどの程度の金額的なメリットを感じます

かという、そういった２つの違うタイプの河川を調

査したということでございます。

○具志堅透委員 それでは３番目の、僕はほうとく

と読むと思ったら、むくえと読む川を対象に河川整

備の計画を策定とあります。この報得川というもの

は、先ほどあったけれども場所はどこですか。どう

いった状況でここを整備するという、もう少し具体

的に。

○古謝隆環境政策課長 まず、報得川は東風平小学

校のあたり、旧東風平町側を上流にしまして糸満市

の埋立地側、糸満小学校の前を通って西崎まで行く

河川でございます。糸満市と旧東風平町の境界から

河口側に向けては既に河川整備が進められています

が、今後上流を整備するという計画がございます。

これを整備するに当たって、先ほどの防災、治水の

面だけでなくて、環境の便益も含めて自然再生が図

れないかどうかということで、整備計画をつくった

ということでございます。

○具志堅透委員 ぜひ目に見える形で、赤土流出防

止というものを対策していただきたいと思います。

○新垣良俊委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 水道事業会計決算書の５ページを

お願いします。二、三点聞かせてください。

５ページの当年度末残高の一番下で説明していた

だきたいのですが、自己資金が201億円ですか、そ

して借入資本金で700億円あります。しかしながら、

補助金が5000億円入っていますが、この内訳と説明

をお願いします。

○小波津盛一経理課長 まず借入資本金ですが、当

年度末残高で約703億円ございます。これは施設整

備等をするときに企業債を借り入れしております。

その残高をこちらに書いております。補助金が5568

億円ございますが、これはこれまで国庫補助事業や、

あるいは他会計補助金も一部ございますが、施設整

備をする場合にほとんどが国庫補助事業でやってい

ますので、それの現在の資産に対応する残高がこち

らにあるという形で御理解いただければと思ってい

ます。

○中川京貴委員 国庫補助金でやるのに、この借り

入れを700億円もする必要性を説明してください。

○小波津盛一経理課長 国庫補助事業は、現在４分

の３補助でございます。４分の１の部分は自己資金

対応という形になりますので、そういったことから、

どうしても自己資金だけでは全てを賄い切れないと

いうことで、企業債を借り入れて対応しております。

○中川京貴委員 その結果、黒字ですか、赤字です

か。

○小波津盛一経理課長 平成25年度においては、約

４億9000万円ほどの黒字になっております。

○中川京貴委員 ここ何日かの新聞報道でも、やは

り各委員からも水道料金については広域化をして、

離島も含めて同じ水、同じ環境の中で水道料金を設

定したほうがいいと。その結果、今、安いところが

高くなるという新聞報道もありました。やはり水道

料金を値上げする前に、もっと企業努力ができない

のかと思っていますがいかがでしょうか。

○平良敏昭企業局長 通常、一般会計でも補助残を

起債で賄うということをよくやります。企業局が事

業を行う場合にも同じような手法で、自己資金を全

部補助残に充てると運転資金が厳しくなりますの

で、どうしても起債をするわけです。その結果が、

今703億円起債残高があって、年間で30億円ぐらい、

それぐらいの償還になるわけですが、今のところ、

大きな制約条件になっているわけではございませ

ん。それで黒字を計上しているわけです。

先ほど広域化の質疑が出ましたが、今８村が広域

化しようということで、広域化する場合に、やはり

供給すればするほど小規模市町村は原価が高いわけ

ですが、我々は１立方メートル102円24銭、現在の

供給単価で言うと供給しますので、その差がかなり

大きいわけです。結果としてかなり赤字になります

ので、企業局が供給している市町村の分を沖縄県民

あるいは企業等で負担してもらえれば、１標準家庭

当たり１立方メートル３円ぐらいで月額大体50円前

後ぐらいの水道料金の値上げになるだろうというこ

とです。もちろん我々も経営努力は、今度、第９次

の経営計画でいろいろなコスト削減の努力はしま

す。それでもやはり、それぐらいの負担はぜひ小規

模離島の皆さんのために御理解いただきたいという

ことで、我々はその取り組みを、今、やっていると

いうことでございます。

○中川京貴委員 この５ページの下に減債積立金が

17億7100万円余りありますけれども、これは一つの

基金として、それ以外にも企業局が持っている予算

はありますか。

○平良敏昭企業局長 これは減債積立金として、主

に起債の償還財源ということで利益剰余金をここ
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に、今、積み立てているわけですが、企業局の手持

ち資金としては100億円前後ぐらいはございます。

ただし、これは先ほど申し上げた補助事業の起債残

高４分の１相当に充てたり、いろいろやりますので、

額は多いようですが、毎年減ってきていますので、

今のところ100億円ぐらいは積立金以外に有してい

るということです。

○中川京貴委員 この100億円はどの部分に入って

まいりますか。

○小波津盛一経理課長 直接は数字として出てきま

せんが、決算書の８ページをごらんください。こち

らの２として流動資産がございます。これは３月31

日現在でございますが、現金預金として約210億円、

未収金が13億円というような形で、流動資産合計で

225億円ございます。一方で負債の部、こちらで流

動負債、年度末で抱えているのが79億円ございます。

これを差し引いて、あと固定予算の引当金、こちら

も差し引いた形での残高が約100億円ぐらいという

形でございます。

○中川京貴委員 これは過去に質疑したことがあり

ますが、たしか企業局から病院事業局に貸し出しし

た経緯があるのですが、この予算を貸したというこ

とで理解してよろしいでしょうか。

○小波津盛一経理課長 一般会計の貸し付けについ

ては、平成21年度に一般会計からの要請で沖縄県立

病院への繰出金の財源という形で行っております。

その当時、貸付金額が20億円という形で、３年間で

元金も償還してくるという形で貸し付けをしてござ

います。そのときの考え方としては、引当金分がご

ざいますが、引当金分については直ちに使う部分で

もないということもございまして、そういった部分

につきましては財政見通し等も踏まえながらやった

ということでございます。

○中川京貴委員 これはもう平成21年度の話ですか

ら、全て回収を終えたということで理解してよろし

いでしょうか。

○小波津盛一経理課長 平成24年度までに元金全て

返ってきております。

○中川京貴委員 これは、今、あえて説明させまし

たが、そのような形でできるのであれば、やはり早

目に離島地域の水の供給も含めて、また先ほど言っ

たように企業努力もしながら、水道料金を上げるこ

となく広域化できる仕組みをつくっていただきたい

という要望ですが、いかがでしょうか。

○平良敏昭企業局長 中川委員の御意見、お気持ち

はよく理解しておりますが、やはりどうしても４億

四、五千万円、５億円近い赤字になるわけです。そ

うしますと、今年度でいけば４億円余りの黒字です

からほぼゼロになる。むしろマイナスになる可能性

があるということで、料金を値上げしないでという

ものは、今の状況ではなかなか見通しにくいという

ことで、沖縄県民で負担すれば標準世帯で月額50円

前後ぐらいということで、何とかそこは御理解を得

ながらやっていきたいと。もちろん、企業局として

経営努力は当然やっていく考えでございます。

○中川京貴委員 先ほど企業局長の答弁で水道１ト

ン102円、消費税を入れて111円。しかしながら、や

はり先ほどの答弁でも工業地帯については赤字を

切って四十幾らかで出していると。それは企業立地

の優先を考えてのことだと思うのですが、ちなみに、

この中で米軍関係に水道を売って、収入はどれだけ

ですか。それと、沖縄県民の102円と米軍との違い

はあると思うのですが、幾らでしょうか。

○平良敏昭企業局長 米軍に供給するのは市町村で

すので、私どもは市町村に対して１立方メートル当

たり消費税を抜いて102円24銭、これでやっていま

すので、あと市町村が幾らで供給するかは市町村の

判断になります。ただ、現実問題として嘉手納町で

言えば八百二十数円、金武町はさらに低かったと思

いますが、市町村の判断で町民全体の―米軍だけの

給水原価ではなくて、嘉手納町と金武町は沖縄県の

中でもかなり安い水準で水道水を供給しています。

細かいデータは配水管理課長から。

○石新実配水管理課長 企業局長からもありました

が、企業局は市町村へ水を卸しておりまして、米軍

への供給は当該市町村から供給しているわけです。

平成25年度に米軍が市町村から水を供給されて使用

した水量が年間912万9000立米ありまして、それに

よって得た水道料金が26億1500万円となっておりま

す。

○中川京貴委員 今、企業局長が答えたとおり、沖

縄県は自治体に売っていますよね。これは沖縄市に

売っているのです。御承知のとおり、沖縄市にカラ

ンがあって、沖縄市から嘉手納基地の中に行くし、

金武町はもちろん金武町のカランがあるんです。こ

のカランの分をあけ締めしながら水道が基地の中に

提供されていると思うのですが、その中で沖縄市は

54％だったと思います。嘉手納町が24％か23％で、

北谷町が18％か19％。それを地元が米軍に供給する

に当たって、沖縄県からは102円で仕入れています

が、地元が米軍に売っている金額を多分わかってい

ると思うので、幾らですかと聞いているのです。
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○稲嶺信男企業技術統括監 先ほども企業局長から

説明がありました米軍への供給は市町村がそれぞれ

でやるということと、各市町村、水道事業体の料金

設定もまた別々になっております。ただ、住民に行

く小さな口径というものは基本的に単価が安くて、

口径が大きくなる、供給量が大きくなればなるほど

単価は高目に設定されるような状況になっておりま

す。先ほどの年間の使用水量、そして年間の支払い

金額、そのトータルで見た場合には１立方メートル

当たり286円ということで、民間地域よりは高目の

設定になっている。ただ、個別の状況は少しわかり

かねるということでございます。

○中川京貴委員 御承知のとおり、その差額270円、

二百幾らか。沖縄県から百幾らかで買って、その差

額は自治体の収入として上がっているのです。その

自治体によって水道料金が安く市民、町民に提供さ

れているということを、僕はこれを知っていて質疑

していますが、そういった意味では、やはり自治体

も知恵を出して企業努力をやっています。要するに、

ここに住んでいる市民、町民に負担をかけることな

く市町村も知恵を出しているのですよ。私はぜひ沖

縄県も、消費税を入れて百十何円というものも、こ

れは広域化で全体一緒にするときに値上げしますよ

ということをもう一度考えていただいて、いろいろ

な収入が充てられないかと思っております。その辺

について、企業局長、もう少し。

○平良敏昭企業局長 今の米軍と市町村の関係でい

うと、今、企業技術統括監からも答弁があったとお

り高目に売っているわけです。米軍に対しては、あ

る面では水道料金の値上げみたいな形になっている

わけです。企業局がどういう方法で収入源があるか

というと、水道用水の供給でしかなかなか利益の上

げようがないということになりますので、４億円、

５億円の経費節減はとても難しい状況です。これに

ついてはやはり水道料金にさわらざるを得ないとい

うのが率直なところです。もちろん我々はいろいろ

な努力はして、どういう方法があるかは検討してい

かないといけないと思うのですが、なかなか今まで

の企業局の収益状況からいうと、結局料金にさわら

ざるを得ないというものが率直なところではありま

す。

○中川京貴委員 では、あえて提案を申し上げま

しょう。こっちに5000億円の補助金がありますよね。

この補助金の中で、きょう朝からも出ていましたが、

その設備に当たって、ソーラーシステム、風力―電

気料が一番高いという話をしておりましたので、そ

の施設を設置するときに、風力やソーラー、そういっ

たもので電気の節約をしながら、ある意味ではコス

トダウンしていく考えは持っていないでしょうか。

○平良敏昭企業局長 私どもも環境負荷をできるだ

け減らすという省エネルギー機器の導入は当然やっ

ております。例えば石川浄水場、それから新石川浄

水場では小水力発電を導入しているし、今後、読谷

村で小水力発電を導入する予定です。そういう努力

はするのですが、その額がどの程度かというと非常

に厳しいし、近年は沖縄電力株式会社が接続できな

いという話まで出ていて、私どもは本当はソーラー

も含めていろいろ検討していきたいと思っています

が、なかなかこの辺も、収益という額でいうとそん

な大きな額は見込みにくいというのが現状です。た

だ、やはり動力費については大きな負担ですので、

最大限我々は節減の努力をしていく必要があろうと

考えております。

○中川京貴委員 最後に、やはり新聞報道でありま

したように、すぐ値上げするのではなくて、精いっ

ぱいの努力をして、知恵を出していただきたいと要

望を申し上げて終わります。

次に、環境について質疑します。平成25年度主要

施策の成果に関する報告書の39ページ、先ほどから

の自然環境の保全・再生・適正利用の中の赤土等流

出防止条例のところでお聞きします。やはりきょう

も具志堅委員からもありましたように、赤土対策で

比謝川の上流から流れてくる堰を取っ払うか、また、

堰をどうするかという話も出ているという話が企業

局長からもありました。比謝川に堰を設置して何十

年になりますか。

○平良敏昭企業局長 たしか昭和38年ぐらいだった

と。1961年ですから五十数年になろうかと思います。

○中川京貴委員 環境部長にお聞きします。50年間

堰があって、その下にはマングローブです。この堰

で恐らく２メートルぐらいの水かさが変わってくる

と思います。自然形態、自然環境も変わってくると

思います。変わらないと思いますか。

○當間秀史環境部長 当然、堰を取っ払った場合は

流量等も違ってまいりますので、河口に流れる流速

も違いますし、そこは潮の上がりもありますので、

自然環境には影響があるだろうと思いますが、これ

は環境影響評価をしてみないと何とも言えないとこ

ろもまたあろうかと思います。

○中川京貴委員 きょう朝から、堰を取っ払う、ま

た、可動堰にするとお金がかかるとか、いろいろ意

見がありましたが、やはり地元の意見をいろいろ尊
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重して、堰を取っ払ったときの環境がどうやって崩

れるのか、また、自然形態が崩れるのか。水がなく

なる、河川として機能が果たせなくなるとか、上の

赤土が一気に嘉手納漁港に流れる、その対策をどう

するのかとか。その堰があるから企業局は水の供給

ができるという説明がありましたので、堰を取っ

払っても水をとることはできますか。

○平良敏昭企業局長 今、平成24年度ベースで、長

田川取水ポンプ場でいうと日量１万4000トンぐらい

とっているわけです。仮に堰を完全に撤去した場合

にどのぐらいになるかということはなかなか推定し

にくくて、今年度予算でそれを緊急に調査して、日

量5000トンぐらいとれるかどうか。その辺がめどに

なろうかと思っております。

○中川京貴委員 ぜひ結論を急ぐことなく、地元の

両町村からの意見を聞いて進めていただきたい。こ

れは要望を申し上げます。

続きまして、平成25年度一般会計の食品衛生指導

費の中で環境部長にお聞きしますが、去年、私は環

境部長に一般質問で言いました。例の食品安全の関

係からヤギのＴＳＥ、牛のＢＳＥ、覚えております

か。その件で早速、沖縄県としても厚生労働省に要

請書を出していただいて、検討していただくことに

なりましたが、ぜひ保健医療部と一緒になって解決

していただきたいのは、僕は前任者に質疑したので

すから、沖縄県ではＴＳＥ検査を受けないヤギも外

国から入ってきておりますので、その体制が私はよ

くないと。もしそうであれば撤廃すべきだという要

望を申し上げましたので、これはぜひ実現していた

だきたい。以上です。

○新垣良俊委員長 以上で環境部長及び企業局長に

対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。退席後、要調査事

項及び特記事項について確認を行ったとこ

ろ、嘉陽委員から要調査事項として報告さ

れたいと申し出があった事項については、

要調査事項とはせず、申し出があったこと

を決算特別委員長への報告書に特記事項と

して記載することとなった。）

○新垣良俊委員長 再開いたします。

要調査事項及び特記事項につきましては、休憩中

に確認いたしましたとおり決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

決算特別委員長に対する決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○新垣良俊委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時54分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 新 垣 良 俊
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委 員 又 吉 清 義君 新 垣 良 俊君

委 員 浦 崎 唯 昭君 仲 村 未 央さん

委 員 狩 俣 信 子さん 玉 城 満君
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説明のため出席した者の職、氏名

文 教 厚 生 委 員 長 呉 屋 宏君

本日の委員会に付した事件

１ 常任委員長に対する質疑

２ 「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い

等について

３ 総括質疑の取り扱いについて

3ii4

○崎山嗣幸委員長 ただいまから決算特別委員会を

開会いたします。

常任委員長に対する質疑、要調査事項の取り扱い

等について及び総括質疑の取り扱いについてを議題

といたします。

各常任委員長からの決算調査報告書につきまして

は、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、各決算特別委員に配付しております。また、

決算調査報告書配付後に呉屋宏文教厚生委員長に対

する質疑の通告がされております。

まず、決算特別委員会運営要領に基づき、常任委

員長の報告に対する質疑を行います。

なお、常任委員長への質疑は２回を超えないもの

とすると決定しており、質疑通告をされた委員の再

質疑は１度のみとなりますので、その点について御

留意願います。

これより各常任委員長の報告に対する質疑を行い

ます。

狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 実は、文教厚生委員会の中で私ど

もが取り上げました少人数学級、そして30人学級の

件について、皆さんからいただいた報告書に載って

いないものですから、そのときの質疑の模様につい

て委員長にお尋ねしたいと思います。

○呉屋宏文教厚生委員長 それでは、今の御質疑で

すが、30人学級と少人数学級の違いは何かというよ

うな質疑もありまして、知事公約で８年前は30人学

級であったものが、４年前は少人数学級に後退した

が、それも達成されていないと思う。このことに対

する認識を聞きたいとの質疑が確かにありました。

これに対して、少人数学級とは、国の標準の学級

定数を下回るものを少人数学級と呼び、小学校１年

生は35人、小学校２年生以上は40人が国の標準と

なっている。30人学級というのは文字どおり30人を

定数に設定する学級である。沖縄県では小学校１年、

２年が30人学級、小学校３年が35人学級となってお

り、本年度から県単定数も含めて中学校１年生に拡

大したところである。公約を達成したかどうかとい

うことは、知事はまだ途中であると言っているいう

答弁がありました。

○狩俣信子委員 ありがとうございます。ただ、８

年前、４年前の変化について私はお聞きしたのです

が、そのとき、小学校にこの30人学級をやるときに、

どのぐらいの予算が必要かということを聞いた覚え

があるのですが、そこらあたりはどうでしょうか。

○呉屋宏文教厚生委員長 この件については、実は

記録が詳細まで全部起こされていないところもあっ

て準備がされていないものですから、今の質疑につ

いては私のほうで詳細まできっちり説明することが

できませんが、たしかこの質疑の通告を見させても

らうと、文教厚生委員会で質疑した報告がされてい

決算特別委員会記録（第２号）
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ません、ぜひ載せてくださいというような留意事項

もありましたので、これについては、もう我々が常

任委員会として決算特別委員長に出してあるものに

追加して出すことはできませんけれども、それは資

料として決算特別委員会のほうに提供させていただ

きたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

○狩俣信子委員 ありがとうございます。

○崎山嗣幸委員長 では、西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ２点質疑を出していますけれど

も、ただいまの30人学級等に関しては資料として提

出するということで言われたのですけれども、委員

長報告はそのままになって、本会議で出すときに、

今の質疑のやりとりも出ていくのかどうか確認した

いということと、その詳細をやりとりした内容を、

予算についても含めてやるのかどうか。

それともう一点は、待機児童ゼロの知事公約があ

りましたけれども、達成について2010年と2014年を

比較した待機児童についてやりとりがあったと思う

のですけれども、それに対する答弁も含めて、どう

だったでしょうか。

○呉屋宏文教厚生委員長 今、西銘委員のお話です

と、待機児童の話が確かに出ました。待機児童を解

消する、ゼロにすると知事公約でいっているが、平

成22年４月１日現在と平成26年４月１日現在では待

機児童数はどうなっているかという質疑、平成26年

10月１日現在でどうなっているかとの質疑が確かに

ありました。これについては、平成22年の待機児童

数は1680名、平成26年度は待機児童数は2160名と

なっている。厚生労働省で毎年この時期に発表され

るのは４月１日現在の待機児童数で、10月１日現在

の数値はまだ集計されていないと理解しているとの

答弁がありました。これでよろしいでしょうか。

これが待機児童に対する答えですけれども、つい

でに少人数学級を答えさせていただきます。先ほど

の狩俣委員への答弁と同じになってしまいますけれ

ども、要調査事項５、これは30人学級及び少人数学

級の実施状況の知事公約、小・中学校の少人数学級

制の導入の達成についてに係る質疑と答弁に関して

は、30人学級と少人数学級の違いは何か。知事公約

が８年前は30人学級であったものが、４年前は少人

数学級に後退したが、それは達成されていないと思

うというような質疑が確かにございました。

これに対して、少人数学級とは、国の標準の学級

定数を下回るものを少人数学級と呼び、小学校１年

生は35人、小学校２年生以上が40人というのが国の

標準になっていますので、30人学級というのは文字

どおり30人の定数を指すものであるということであ

る。沖縄県では小学校１年生、２年生が30人学級で、

小学校３年生が35人学級となっており、本年度から

県単定数も含めて中学校１年生に拡大したところで

ある。公約を達成しているかどうかは、知事はまだ

途中であると言っているということでした。これが

委員会の詳細であります。

先ほど狩俣委員にもお話をさせていただきました

けれども、今、西銘純恵委員から話がありましたこ

の待機児童数に関しては、手元に数字を持っており

ませんので、これは間違ったお答えをするわけには

いきませんから、これについては委員長のほうにで

きるだけのものを資料として添付はしますけれど

も、先ほど西銘委員が言ったとおり、20日までに決

算特別委員長に報告義務がありましたから、その時

点で出してあるものに追加するということが果たし

てできるかどうかということは、私のところでは判

断できるような状況ではありません。資料としては

お出しさせていただくということです。

○西銘純恵委員 資料ということではなくて、でき

るだけ正式な場に出ていく、そういう取り扱いがで

きないかを検討していただきたいと思います。

最初の30人学級の件は、公約は任期途中であると

いう答弁があったということですが、どなたが答弁

されたのでしょうか。もう一つは、待機児童問題に

ついては、待機児童ゼロという公約に対する部長答

弁はあったでしょうか。

○呉屋宏文教厚生委員長 最初の30人学級の、任期

途中であるというのは教育長がお答えしておりまし

た。

今、記憶が定かではなかったので確認したのです

けれども、待機児童に関する答えは課長レベルでし

たということですから、部長として待機児童ゼロと

いう答弁はしておりません。課長が答えたというこ

とです。内容まで言われても、私は何も持っていな

いから、それ以上言われても私は困るのです。

○崎山嗣幸委員長 では、比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 では、１番目の待機児童ゼロから

です。私は待機児童ゼロに向かって平成30年までの

計画についてということで、保育士の確保はどう

なっているのでしょうかということをお聞きいたし

ました。それが１つと、それから30人学級に関しま

して、少人数学級に関しましては、中学校の少人数

学級がことし初めて始まったのだけれども、昨年ま

での30人以下学級、少人数学級というのは国の加配

で成立していたのではないかと、一般財源からやっ
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たのはことしが初めてではないかというような質疑

をいたしました。

○呉屋宏文教厚生委員長 そういう難しい話をされ

ると、やりとりの内容を手元に持っていないもので

すから非常にやりづらいのですけれども、ただ、比

嘉京子委員からの質疑の通告については、待機児童

ゼロの達成についてというようなことでありました

ので、それに対する答弁は、さっき西銘委員にお答

えをしたとおりになってしまうものですから、そう

いうお答えしかできませんけれども、それ以外のこ

とについては手元に資料を持っていないので、そう

いうことで御理解をいただければと思います。私に

ではなくて当局にやってください。

○比嘉京子委員 はい。では、委員長、終わります。

○崎山嗣幸委員長 休憩します。

（休憩中に、資料の提供について確認した結

果、文教厚生委員長からの資料を各委員に

配付することで意見の一致を見た。）

○崎山嗣幸委員長 再開します。

以上で常任委員長の報告に対する質疑を終結いた

します。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項及び質疑保留につい

て事務局より説明）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

要調査事項及び質疑保留に関し知事等の出席を求

めるか否かについて理事会で協議するため、暫時休

憩いたします。

(休憩中に、理事会開催）

○崎山嗣幸委員長 では、再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

要調査事項及び質疑保留に関し知事等の出席を求

めることについては、慎重に協議した結果、理事会

としての意見の一致を見ることはできませんでし

た。

以上、報告いたします。

奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 我々としては、６項目についてぜ

ひ知事をお呼びして、出席を求めて質疑をしたいと

いう意向でありましたけれども、理事会の中でいろ

いろ御意見をお伺いして、２点に絞り知事の御出席

を求めたいと思います。１つは基地負担軽減につい

て、もう一つはカジノについて、ぜひ知事をお呼び

出しして、そこで御意見を賜りたいと思っておりま

す。その賛否のお願いします。

○崎山嗣幸委員長 ただいま奥平委員から知事等の

委員会出席を求める動議が提出されました。

よって、この際、本動議を議題といたします。

本動議に関し、意見・討論等はありませんか。

砂川利勝委員。

○砂川利勝委員 それでは、総括質疑に反対の立場

で討論させてください。

昨年度から取り入れられている常任委員会におけ

る決算審査は、専門的な立場から所管事務に係る決

算事項を調査し、効率的で充実した審査にすること

を目的にしているものであります。各委員長から提

出された調査報告書を確認すると、所管事務に関す

る決算審査は適切に行われており、決算特別委員会

においてさらに知事の答弁を求める事項はないもの

と私どもは考えております。

まず、基地負担の軽減に関する取り組みは本会議

等で十分な答弁がなされているところであり、決算

を審査する特別委員会の場において新聞報道を根拠

とした負担軽減策への取り組みを確認する必要はな

いと。

さらに、カジノについては、これまたこれまでの

本会議や常任委員会の場で再三にわたり質疑がなさ

れております。知事や部局長から既に十分な答弁が

なされているものと考えます。平成25年度総合リ

ゾート検討事業は、平成25年２月議会における審議

等必要な手続を経て成立した予算事業である。同事

業の当初予算は390万4000円で、関連法案の国会提

出の動きに合わせ、国、他自治体の動向や事業者等

に関する情報及び対外事例の情報を収集した決算額

は252万7000円となっており、沖縄県財務規則等関

連法令に基づき適正に執行されている。予算執行に

ついては法令上、県民合意、いわゆるコンセンサス

は要件とされていないにもかかわらず、このことを

もって決算特別委員会が問題視するのは、私は甚だ

疑問だと思います。

当該事業は、産業の一つとして統合リゾートの可

能性について調査研究を行うものである。知事はこ

れまでの本会議等において一貫して、統合リゾート

の導入に当たってはコンセンサスを得る旨答弁をし

ている。コンセンサスを得るためには、ＩＲに関す

る抽象的なイメージではなく、具体的な構想、計画

をもとに議論を行う必要があり、本事業は県民に対

し具体的な検討材料を示すために実施しているもの

である。つまり、本事業において今後策定する構想、

計画をもとに議論を行い、コンセンサスが得られれ

ば導入に向けた検討が進むことになるが、本事業を

実施しなければコンセンサスの有無も判断できなく
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なります。

以上のことからしても、私はこのことが決算に関

連しないものだと思っております。決算の審査は既

に十分に行われており、さらに知事の答弁を求める

事項はないものと考え、反対討論とします。

以上です。

○崎山嗣幸委員長 ほかに意見・討論等はありませ

んか。

（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、本動議に対する採決を行います。

本動議は挙手により採決いたします。

なお、挙手しない方は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（挙手）

○崎山嗣幸委員長 挙手８人であります。挙手しな

い者は８人であります。

ただいま報告いたしましたとおり、賛成する者８

人、反対する者８人でありますので、可否同数と認

めます。

よって、委員会条例第14条第１項の規定により、

委員長において、その可否を裁決いたします。

本動議に関し、委員長は可決と裁決いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、理事会開催し質疑事項等につい

て協議を行った結果、１、質疑事項は、要

調査事項のうち、基地負担軽減についてと

カジノ構想についてとする。

２、総括質疑は、まず委員長が代表して行

い、答弁を聴取した後、各委員から質疑を

行うものとする。

３、質疑の時間は、答弁を含めず委員１人

当たり５分とする。

４、質疑の時間は譲渡できないものとする。

５、質疑の順番は大会派順とする。

６、重複する質疑を避ける。

７、質問通告の締め切り時間は本日の午後

３時とすることで意見の一致を見た。

また、質疑の範囲については、議事進行の

中で各委員の協力を得ながら進めたいとの

委員長発言があった。）

○崎山嗣幸委員長 では、再開いたします。

お諮りいたします。

総括の日における質疑事項等については、休憩中

に協議したとおり決することに御異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

次回は、明10月23日 木曜日 午前10時から委員

会を開き、知事に対する総括質疑及び採決を行いま

す。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午前11時46分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 崎 山 嗣 幸
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月23日 (木曜日)

午前10時１分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 崎 山 嗣 幸君

副委員長 儀 間 光 秀君 中 川 京 貴君

委 員 砂 川 利 勝君 具志堅 透君

委 員 又 吉 清 義君 新 垣 良 俊君

委 員 浦 崎 唯 昭君 仲 村 未 央さん

委 員 狩 俣 信 子さん 玉 城 満君

委 員 瑞慶覧 功君 奥 平 一 夫君

委 員 田 勝 廣君 前 島 明 男君

委 員 西 銘 純 恵さん 嘉 陽 宗 儀君

委 員 比 嘉 京 子さん 新 垣 安 弘君

説明のために出席した者の職、氏名

知 事 仲井眞 弘 多君

知 事 公 室 長 又 吉 進君

文化観光スポーツ部長 湧 川 盛 順君

本日の委員会に付した事件

１ 平成 26 年 平成25年度沖縄水道事業会計

第５回議会 未処分利益剰余金の処分につ

乙第26号議案 いて

２ 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道

第５回議会 事業会計未処分利益剰余金の

乙第27号議案 処分について

３ 平成 26 年 平成25年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について

認定第１号

４ 平成 26 年 平成25年度沖縄県農業改良資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

５ 平成 26 年 平成25年度沖縄県小規模企業者

第５回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

６ 平成 26 年 平成25年度沖縄県中小企業振興

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

７ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下地島空港特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

８ 平成 26 年 平成25年度沖縄県母子寡婦福祉

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

９ 平成 26 年 平成25年度沖縄県下水道事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

10 平成 26 年 平成25年度沖縄県所有者不明土

第５回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

11 平成 26 年 平成25年度沖縄県沿岸漁業改善

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

12 平成 26 年 平成25年度沖縄県中央卸売市場

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

13 平成 26 年 平成25年度沖縄県林業改善資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

14 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

15 平成 26 年 平成25年度沖縄県宜野湾港整備

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

16 平成 26 年 平成25年度沖縄県国際物流拠点

第５回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

17 平成 26 年 平成25年度沖縄県産業振興基金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

18 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

19 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港マリ

第５回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

20 平成 26 年 平成25年度沖縄県駐車場事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

決算特別委員会記録（第３号）
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認定第18号

21 平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（泡

第５回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

22 平成 26 年 平成25年度沖縄県公債管理特別

第５回議会 会計決算の認定について

認定第20号

23 平成 26 年 平成25年度沖縄県病院事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第21号

24 平成 26 年 平成25年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第22号

25 平成 26 年 平成25年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3ii4

○崎山嗣幸委員長 ただいまから決算特別委員会を

開会いたします。

平成26年第５回議会乙第26号議案及び同乙第27号

議案の議決議案２件、平成26年第５回議会認定第１

号から同認定第23号までの決算23件を一括して議題

といたします。

本日の説明員として、仲井眞知事の出席を求めて

おります。

これより総括質疑を行います。

なお、総括質疑につきましては、昨日の決算特別

委員会において決定したとおり、１、質疑事項はお

手元に配付の要調査事項のとおりとする、２、質疑

は、まず委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、

各委員から質疑を行うものとする、３、各委員の知

事等に対する質疑は、答弁を含めないで１人５分と

する、４、質疑の時間は譲渡できないものとする、

５、重複する質疑を避けるということになっており

ますので、さよう御了承願います。

それでは、最初に委員長が代表して質疑を行いま

す。

では、知事にお伺いします。

１、平成25年12月の沖縄政策協議会において知事

が基地負担軽減の要請を行った後、日米合同委員会

で普天間飛行場の５年以内の運用停止について議論

をされておりますが、10月16日の新聞報道によると、

米側は2019年２月までの運用停止は空想のような見

通しだと反対表明したと報道されており、県がこれ

まで説明してきた2019年の運用停止について、日本

政府の取り組みと米政府の主張には乖離があるとの

指摘があります。そのことについて知事の見解を伺

いたいと思います。

知事、答弁をお願いします。

○仲井眞弘多知事 普天間飛行場の５年以内運用停

止につきましては、去る４月24日の日米首脳会談に

おいて、安倍総理からオバマ大統領に対し、沖縄の

要望として協力を要請したところであり、大統領か

らは沖縄の負担軽減に取り組みたい旨の発言があり

ました。政府からは、米側の大臣クラスや実務者な

ど、各レベルでの議論を始めているとの報告を受け

ていたところであります。報道にある米政府当局者

が一体誰なのか、公式な発言なのか、不明なものに

対しコメントはできかねるところでございます。あ

る意味、このような報道は日米間の交渉が各レベル

で進められている証拠ではないかと考えておりま

す。

○崎山嗣幸委員長 次の質疑に入ります。

２点目、総務企画委員会における知事公室長に対

する質疑の中で、５年以内の閉鎖問題については、

２プラス２あるいは日米合同委員会の中で議題に上

がらない限りは、実際問題として前には進まないと

考えるがどうかとの質疑に対し、知事公室長は、基

地の負担軽減、全ての基地の整理縮小は日米間では

２プラス２あるいは合同委員会合意が前提となると

思う。現状はそこまで行っていないと答弁している

が、10月16日の報道は、10月２日に開催された日米

合同委員会で2019年運用停止に米側が反対を表明し

た内容が報道されており、知事公室長は15日の常任

委員会時点ではその内容を確認できていたのではな

いかと思われる。そういう意味では、知事公室長の

答弁に不正確な部分があるとの指摘があります。こ

のことについて知事の見解を伺いたいと思います。

○仲井眞弘多知事 日米合同委員会につきまして

は、政府からその開催や内容等について報告を受け

ていないことから、知事公室長は把握していなかっ

たものと考えております。

○崎山嗣幸委員長 では、次へ行きます。３点目、

カジノを含む統合リゾートについて、平成25年度は

調査の旅費として約252万円を執行しているとの文

化観光スポーツ部長答弁がありました。知事は、カ

ジノ構想は県民合意が前提と言いながら、それを行

わずに県予算を投入し、推進の立場をとっていると

の指摘があります。このことについて知事の見解を

伺いたいと思います。

○仲井眞弘多知事 私は、これまで統合リゾートの

導入に当たっては、具体的構想、計画を示しながら
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コンセンサスを得ていく旨、繰り返し答弁しており

ます。平成25年度の事業は、コンセンサスを得るた

めの材料である具体的計画、構想に向けた準備の一

環として、海外事業調査等を実施いたしております。

○崎山嗣幸委員長 それでは、委員長の質疑は以上

であります。

次に、各委員の質疑を行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 では、確認事項だけさせていただ

きます。基地負担軽減についてということで、５年

以内の運用停止、また、これまで県が進めてきた日

本政府の取り組み、米政府の主張についてというこ

とで、まず５年以内の運用停止の成果と今後の見通

し、また、日本政府の協力状況、米国政府の反応、

また宜野湾市の評価と他府県の協力状況についてお

伺いしたいと思います。

○仲井眞弘多知事 普天間飛行場の５年以内運用停

止につきましては、去る４月24日の日米首脳会談に

おきまして、安倍総理からオバマ大統領に対し、沖

縄の要望として協力を要請したところであります。

大統領からは、沖縄の負担軽減に取り組みたい旨の

発言がありました。政府からは、米側の大臣クラス

や実務者など、各レベルでの議論を始めているとの

報告を受けていたところでございます。

○又吉清義委員 私、この５年以内の運用停止状態、

本当に順調に進んでいるなと、改めて宜野湾市民と

して実感しております。多分、宜野湾市民でない方

はほとんど感づかないかと思います。これは現場に

いませんから無理もないかと思います。これはなぜ

かと申し上げますと、本当にＫＣ130、８月下旬に

移駐をして、私は２週間ＫＣ130を見たことがない

です。今まで毎日見ておりました。時たまは来ます。

その中で、皆さん十分御承知のとおり、まず飛行回

数です。前年と比べて、前回が月154回あったのが30

回に減っております。そして、いろいろなそういっ

た騒音問題、そして場周経路も具体的に、本当に目

に見える形で減っております。ですから、まだ完璧

とは言わないのですが、このように確実に進んでい

ることを、私は知事を高く評価いたします。それに

ついて、知事には今後もこういうものを一つ一つ精

査し、また他府県とも協力してもっと進めていただ

きたいのですが、まだこれで完璧ではないのですが、

85点、90点まで大いに伸びております。もっと頑張っ

ていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○仲井眞弘多知事 今の御質疑、無論一生懸命普天

間基地の５年以内の運用停止に向かって、政府と今

議論もしながら、具体的な成果を一つ一つ、もっと

もっと積み上げて、頑張ってまいりたいと考えてお

ります。

○又吉清義委員 本当に宜野湾市民としては大いに

歓迎いたします。地域に来てみたらよくわかります。

５年以内運用停止を反対しない県民は誰ひとりいな

いかと思います。そういったものを知事が頑張るこ

とを強く望んでいるのが140万沖縄県民の真の姿だ

と私は思います。

次は、知事公室長の答弁と10月16日のマスコミ報

道についてですが、まず、私、10月16日、10月17日、

新聞の３面記事をくまなく読んでみたのですが、非

常にびっくりしたのは、２面とも一字一句変わらな

い記事の内容、改めてがっかりいたしました。新聞

とはそんなものなのかと。２社とも、３日間に出て

いる記事が一字一句何も変わりません。来たものを

コピーして載せているだけなのかと。

そこでお伺いしたいのですが、日米合同委員会で

も、米側から負担軽減に向けた日本政府の交渉を引

き続き支持、支援する旨の表明があります。ですか

ら、その中でこの新聞記事、誰から聞いたのか、本

当にどのように聞いたのか、私はぜひ事実を確認す

る必要があると思います。それをぜひ県としても

やっていただきたいということをまず要望いたしま

す。ぜひ要望すると同時に、これをやっていただき

たいということを強くお願いしたいのですが、いか

がでしょうか。

○又吉進知事公室長 今、議題になっております10

月16日の新聞ですが、一字一句については共同通信

社発の記事でありまして、これを沖縄タイムス、琉

球新報が掲載したということでございます。その内

容は、日米協議で空想のような見通しだと反対を表

明したということが書いてありますけれども、先ほ

ど知事が答弁いたしましたように、合同委員会の内

容は非公表になっております。申し添えますと、沖

縄県は合同委員会の内容については開示してほしい

ということを日米地位協定の見直しの中で要望して

いるところでございます。

したがいまして、全く把握しておりませんでした

が、このことにつきましてこれは事実かということ

で外務省に確認いたしました。外務省はこれを否定

しております。そういう発言はなかったと言ってお

ります。官房長官の記者会見でもこれは聞かれてお

りまして、官房長官はこの一連の質問に対して、米

国政府とはどなたが言っているのですか、具体的に

名前を公の席で言ったかどうかはっきり確認した上
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で発言してほしいというようなことを記者に対して

言っておりまして、この内容は、先ほど知事が答弁

いたしましたように、むしろそこで協議が行われて

いるという事実が重要であろうかと考えておりま

す。

○又吉清義委員 ありがとうございます。大切なこ

とかと思います。

次にカジノのほうに移らせていただきます。知事

は、これまで県議会で繰り返し答弁してきたとおり、

カジノを含めた統合リゾートについて、県民コンセ

ンサスを得た上で導入するとの姿勢に変わりはない

と思うが、いかがでしょうか。

○仲井眞弘多知事 私は、これまで統合リゾートの

導入に当たっては、具体的構想、計画を示しながら

コンセンサスを得ていく旨、繰り返し答弁いたして

おります。この姿勢は一貫しており、変わりありま

せん。

○又吉清義委員 ぜひそのように頑張っていただき

たいと思います。

次、同じくこの統合リゾートに関する他の都道府

県の検討状況はどのようになっているかお伺いいた

します。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これまでに全国

20近くの地域で導入に関する検討が行われていると

聞いております。また、沖縄県のほか、大阪府、長

崎県、北海道など10近くの都道府県においては具体

的に予算を措置し、統合リゾートに関する検討が行

われていると承知しております。

○又吉清義委員 同じく、やはりカジノを含めた統

合リゾート検討事業は、県議会での審議等必要な手

続を経て予算事業として成立したものであります。

また、県財務規則等の関係法令に基づき適正に執行

してきたものであります。統合リゾート検討事業の

支出と、また、県民コンセンサスの関係についてお

伺いいたします。

○仲井眞弘多知事 統合リゾート検討事業は、沖縄

への導入の可能性につきましてさまざまな観点から

調査研究を行うための事業であります。この事業は、

コンセンサスを得るための材料である具体的計画、

そして構想を県民に示すために実施しております。

○又吉清義委員 最後に意見を述べさせていただき

ますが、統合リゾート検討事業は、世界水準の観光

リゾート地の形成を目指す沖縄県において、さらな

る産業振興を図る観点から、沖縄における統合リ

ゾートの計画、支援について調査研究を行ってきた

ものと考えております。また、答弁にもありました

ように、今後、県民に対して統合リゾートに関する

具体的な構想、計画を示し、これをもとに議論が行

われる必要があると考えられます。ですから今、ギャ

ンブル依存症などの懸念事項に関しては、やはり県

も国が講じる措置に加え、さらに必要な対応策等を

厳格に検討するという答弁でございます。ですから、

我々県議会としても、引き続きこうした県や国の検

討状況を十分注視していきたいと思いますので、ぜ

ひまた調査事項をしっかりとお願いいたします。

○崎山嗣幸委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 この新聞報道のことと５年以内の

運用停止というものは、昨年の沖縄政策協議会に絡

んで要望があったというようにその発端を理解して

おりますが、非常に唐突な感がありました。これに

ついて、この５年以内の運用停止を庁内で意思決定

されたのは昨年のいつだったのか。これは平成25年

度の施政方針には全く触れられていないことだった

と思いますが、いつごろから検討に入って、12月の

その具体的な要望につながったのかお尋ねをいたし

ます。

○仲井眞弘多知事 基本的にいつごろというものは

あれですが、埋立申請が去年は早目に、あれは何月

でしたか、出ておりました。けれども、これは9.5

年の日米の計画です。これでも結構一昔、十年一昔

みたいな長さがありますから、もっと早くこれは普

天間飛行場の実質的な、本当に運用停止状態という

ものをどうやって一日も早く―危険性の除去が目的

ですから、しっかりとどうやってこれをやれるのか、

どういう要求、要請を政府にするかという話は、夏

でしょうか。いろいろなたびごとにお互いに知事公

室のメンバーと話し合いをしたりしておりましたけ

れども、大体その半分ぐらいの年度、５年ですか、

数年で運用停止というような状態ぐらいは実現して

もらって、危険性を一刻も早く除去するのはどうだ

ろうというような議論はそれなりにやっていたと記

憶いたしております。

○仲村未央委員 いつごろからかははっきり覚えて

いないがということでしたが、この要望の時期が、

いわゆる去年12月の沖縄政策協議会になったという

ことですが、埋立承認の判断時期と重なったのは、

たまたま重なったのか、その埋立承認の判断時期と

あわせてこの要望を提出するという方針で、そもそ

も重ねて出したのかお尋ねいたします。

○仲井眞弘多知事 御質疑の意味が少しとりにくい

ところがありますけれども、埋立承認というものは、

作業を始めていって、ある時期、作業がまとまれば
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承認するかしないか判断するわけです。そして、な

るべく早く、普天間飛行場の一日も早い危険性の除

去という、ここら辺を実質的に運用停止というよう

なことをしっかりやってもらいたいというものは、

たまたまでしょう。この内容がそれぞれ少し違いま

すから、普天間飛行場の目的達成という点ではそれ

なりに似ているものはありますけれども、ただ、そ

の判断する視点と処理という点からは、これはまた

違うといえば違うものでもありますから、議員は、

たまたまとおっしゃいましたけれども、ああいう時

期にああいう結論がそれぞれ出たと、こういうこと

でございます。

○仲村未央委員 つまり、要望が出た時期と埋立承

認の判断時期が重なったのは、たまたまだったのか

とあえて聞いたのは、埋め立てはこれまで法に基づ

いてやってきたとおっしゃったわけです。ですので、

その５年以内の閉鎖、運用停止とその要望と、辺野

古の埋立承認判断は関連しますかということを聞い

ているわけです。お尋ねします。

○仲井眞弘多知事 これは関連しますかという、普

天間という点では、テーマが―あれは政府のプラン

とはいえ同じといえば同じでもありますが、内容と

しては、そしてまた、我々がこの５年以内の運用停

止ということ以外に日米地位協定であるとか、オス

プレイの拠点を移せとか、キャンプ・キンザーは

もっと早くできないかとか、典型的な基地に絡むも

のの４つを出してございますが、その中の一つでも

ありますから、これは基地問題としては無論似たる

ものではありますけれども、一つ一つのテーマの扱

いについて政府にお願いした点では、あれはあれ、

これはこれでございます。

○仲村未央委員 私はこの問題をたまたま偶然であ

るはずがないと思っているわけです。つまり、政府

はあなたの承認を取りつけるために知事の５年以内

の返還、運用停止ということに色よい返事をしたと

いうことが、当然の客観的な見立てだと思うのです。

これは運用停止に限らずです。オスプレイの県外と

か、鉄軌道、牧港補給基地、環境協定、全てあなた

の承認が欲しくて政府は色よい返事をした。しかし、

担保はない。そういう中で、今まで政府として真面

目に求めたこともないような、交渉にのせたことも

ないような運用停止、負担軽減案ですから、これは

一日にしてならずだと思います。つまり、政府の本

気度がまさに問われると思いますが、知事はその政

府の本気度を見て、運用停止、あと４年４カ月です

ね。起点が固まりましたから。それで見通しはどう

だと思っているのかお尋ねいたします。

○仲井眞弘多知事 運用停止については会議を開

き、担当大臣が入った―あれは何人でしょう。三、

四人入った普天間飛行場負担軽減推進会議というも

のを先日開きました。委員がどうお考えだろうと、

これは政府がきちんとした形で進めていただいてい

るものですから、これはこれできちんと成果が出て

くると私は確信いたしております。

○仲村未央委員 それで、平成25年度の先ほど言っ

た唐突としか思えない５年以内返還、運用停止とい

うものが出ているわけです。知事の施政方針は、そ

もそも平成25年度は日米合意の見直しですよね。平

成25年度の予算、決算、この予算を審議している前

提、その施政方針は。その日米合意の見直しという

ものは、その前提が地元の合意のない移設案は事実

上不可能だということが施政方針の、平成25年度予

算の前提となる知事の方針です。これは今どうなっ

たのですか。平成26年度に初めて５年以内運用停止

というものが施政方針に出てくるが、平成25年度中

に施政方針を変えるなりの何か変化があったわけで

すよね。だから、平成25年度の仕事を通じて日米合

意の見直しを取り下げたのか。そして、その前提と

なる地元の合意がない状態は１つも動かないが、こ

れを受けて、知事はその方針の変化を平成25年度中

どこにもたらせて、今の平成26年度につながったの

かお尋ねいたします。

○仲井眞弘多知事 今の委員の論理の関連づけ方

が、少し私は理解しにくいところがあるのですが、

しかしお答えしましょう。施政方針は３月か２月ご

ろに御存じのようにまとめて、議会にも御報告をす

るわけです。ですが、この基地問題をめぐっても、

さらにまた自由民主党が政権を取り返して数カ月と

いうところですか、おととしでしたよね。ですから、

基地問題についても、我々は内閣総理大臣の実力、

その他、対米方針などなどを見ながら、やはり時々

刻々とまでは言いませんが、基地問題への対応、そ

して解決に向かってのやり方はいろいろと考えなが

ら変化をさせたり、そして、相手との綱引きを含め

て、やりとりを含めて、ある程度変わっていくのは

当然のことではありませんか。

ですから、そういう中であれに出ていなかったか

ら唐突だと。つまり、おっしゃっているのは、唐突

感がどこから来たかということを委員はおっしゃっ

ているわけでしょう。時々刻々変わりますから、い

ろいろな事象に対して特に―たしか４月でしたか、

統合計画というものも出ましたよね。ですから、い
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ろいろなものがやはり起こってくるのであって、そ

れに対応して普天間が9.5年と書かれていたのでし

たか。これはもっと早く危険性の除去をやってもら

いたいということが、そのあたりから我々の意識の

中に芽生えてくるのは当然ではありませんか。あれ

はたしか年度を越えてから、たしか４月だったと思

います。ですから、そういう刻々たる変化に対応し

て、我々がその時々いろいろなことをやっていくと

いうことです。

○仲村未央委員 知事が就任して以来、日米両政府

の合意は一貫して辺野古なのです。一度も変わって

いない。そして、それを受けてもなお、知事はそれ

は不可能だと。なぜならば、地元の合意を得られな

い移設案は事実上不可能だからと。何度辺野古の合

意を表明されても、日米両政府は一貫して、あなた

が就任以来、民主党政権時代も含めてずっと辺野古

なのですよ。ですので、そこは不可能とされる現実

は一つも変わっていないが、あなたが日米合意の見

直しを求めることをやめたという、そこが変わった

わけです。だから、平成25年度の施政方針と平成26

年度の施政方針は大きく違うから、施政方針と平成

25年度決算のかかる間に何があったかと聞いている

わけです。あなたは方針を変えたわけですよね。平

成25年度、日米合意の見直しを求めないという方針

に変えたわけですよね。いかがですか。

○仲井眞弘多知事 日米両政府は変わらずに、知事、

あなたが変わったのだろうという話ですが、これも

極めて一方的だと私は思います。いいですか。一日

も早い普天間の危険性の除去というものが私の公約

に書いてあって、まさにこれが普天間移設のための、

普天間対応のための原点でしょう。ですから、そう

いうものをどう実現していくかということに私もい

ろいろな腐心をしてきたのであって、あなたが変

わった、あなたが変わったではなくて、普天間の一

日も早い、一刻も早い危険性除去のためにいろいろ

なことをやる。当然のことではありませんか。

そして、確かに県外が早くて、いろいろな多目的

を達成するような要素もないわけではないですか

ら、県外であれば最も望ましいし、ベストという表

現も使ったことがあります。そして、県内はいろい

ろ反対をされている皆さんも多いから、手間も暇も

かかりますということも確かに申し上げました。つ

まり、県内はそう簡単ではありませんということを

私は相手側に対して、日米両政府に対して強く言っ

てきたわけです。ですから、彼らもそれを知ってい

ると思います。

そういう中で、３月でしたか、埋め立ての申請が

出てきたということです。そして統合計画も出てき

た。いろいろな変化が、環境変化がいろいろな形で

やはり起こっているわけでして、そういう中で一日

も早い普天間の危険性の除去、普天間の人々の命と

暮らしをどう守るか、これを達成するために私は取

り組んできたということです。

○仲村未央委員 その取り組みに一貫性があれば、

しばらく放置された３年以内閉鎖がしれっと５年以

内運用停止に変わるはずがないのです。あなたがそ

う取ってつけたようにやったのは、自分の方針転換、

移設容認の態度に変えるために、日米合意見直しを

貫けなくなったから５年以内停止を持ち出した。そ

して、承認との取引を持ち込んだわけでしょう。こ

れ以外のタイミングはないですよ。

○崎山嗣幸委員長 時間です。

○仲村未央委員 あなたは４年ごとに公約をころこ

ろ変えている。政府が変わっているのではない。あ

なたが変わっているのです。

○崎山嗣幸委員長 時間が過ぎていますので、質疑

をまとめてください。

○仲村未央委員 そういった一貫性のなさが、その

言いっ放しのあなたの態度自体が、まず政府の担保

の前に５年以内の停止を求めるあなたの姿勢自体が

問題だと思いますが、いかがでしょうか。

○仲井眞弘多知事 恐縮ですが、幾ら議員とはいえ、

あなたの態度がころころ変わったと言われる筋合い

は、やはり少しいかがなものかと私は思います。私

は、普天間の危険性の除去をまず一刻も早く、一日

も早く実現しようということで全てをやってきてい

るのであって、あなたのおっしゃるように、ころこ

ろころころ変わったとはゆめ思っておりません。実

現するためにいろいろな手段をしっかりと工夫し、

とりながらやってきたということです。

○崎山嗣幸委員長 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 私も、基地負担軽減について知事

にお尋ねしたいと思うのです。普天間飛行場の５年

以内の運用停止についてにかかわることですが、昨

年12月の沖縄政策協議会以降、知事は普天間移設に

ついて、それまでの県外を探すほうが早いなどと

言ってきたことと逆のことを言ってきたのです。先

ほど普天間の危険性の除去というお話をしました。

それはわかりますよ。けれども、知事はあと一つ、

県外移設も公約なのです。しかも、それを訴えるた

めに多額の予算を使って渡米し、米国での有識者に

よる会議でのスピーチなどでも県外移設を訴えてき
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たではありませんか。そこらあたりで、県民からす

ると知事が言う公約とは本当は県外移設であったの

に、なぜこう簡単にこれがひっくり返ってしまった

のかということがあるわけです。そこらあたりをど

ういう形で、知事は単独で判断したのか、誰かと相

談して判断したのか。私としては県外移設は公約だ

という受けとめ方をしているものですから、そこら

あたり、やはり仲村未央委員も言っていましたよう

に、その経過としてはどういうことがあったのか、

お願いします。

○仲井眞弘多知事 何度か答弁した記憶があるので

すが、まず私の基地問題について、この４年間の対

応の公約がございます。その中で、大きく３つか４

つに分け、十四、五の中小項目に分かれております。

まず普天間については、ごらんになったらわかりま

すように、普天間の危険性の一日も早い除去と書い

てある。そして、その下に２プラス２を見直して県

外移設へと、こう書いてある。だから、これは手段

です。この危険性を除去するために、つまり公約で

も手段的公約というような、しかも、これは仲村委

員だったと思いますが、何度も質疑があった。では、

県内ノーとあなたは言いなさいと。私は一言も言い

ませんでした。

ですから、危険性の除去というものが公約の目的

であり、柱です。あとは手段です。ですから、望む

らくは、ベストは県外だろうということも申し上げ

ましたよ。県内は手間も暇も恐らくかかりますよと

いうことを申し上げました。そういうことも含めて、

日本政府にも米国政府にも、ベストの選択を何度も

ほぼ何年にもわたって迫ってきたわけです。ところ

が、これはなかなか壁も高いということもあり、そ

して政府は埋立申請もしてきた。こういう状況変化

が起こっております。そして、統合計画がまた春に

も出てきた。

そういう中で、私どもは一日も早い普天間の危険

性の除去を実現するための手段としての県外移設、

そして、いろいろな意味で―私はあらゆる手段を全

部否定していませんよ。私、ノーと書いていないで

しょう。ですから、私ども行政実務上の責任を持つ

者は、まず目的の普天間の一日も早い危険性の除去

を実現するために、このベストの方法というものが

なかなか手間暇とセットをするのに時間がかかりそ

うだとなったら、次、いろいろな方法を考えるのは

当然ではありませんか。ですから、私は公約違反と

は全く思っていません。むしろ、一日も早い危険性

の除去のために、きちんとそういう目的たる公約を

実現するために、しっかりとやってきているつもり

でございます。

○狩俣信子委員 知事の単独判断かどうか聞いてい

ます。

○仲井眞弘多知事 この単独判断かという御質疑の

趣旨もよくわかりにくいのですが、基本的に重要な

ことは、いろいろな意見や資料も集めながら、最終

的には私の決断でやりますよという意味で、最終的

な決断は私でございます。

○狩俣信子委員 知事は、先ほどから普天間の危険

性除去という話を持ってきて、県外移設は―いやい

や、だからいろいろ言うのですが、県民の受けとめ

方は県外移設も公約なのです。だから、これは説明

的なものでも何でもなくて、公約違反という形で受

けとめている。だから80.2％の人が普天間飛行場の

県内移設に反対していることにもなるし、知事の公

約違反という受けとめ方もしているわけです。

知事、８年前を覚えていますか。最初に知事に立

候補して、普天間飛行場を３年をめどに閉鎖という

ものが知事の公約でありましたよね。私はあのとき

知事にしつこく聞きましたよ。覚えていますか。ま

たこれも覚えていませんか。知事に、３年をめどに

とはどういうことかと私は何度も質問いたしまし

た。そうしたら、知事は、あらあら３年という最終

的なお答えでありましたね。あらあら３年と言いな

がら、結局任期中にできなかったですよね。普天間

の閉鎖、知事はあらあら３年と言いながらできな

かった。あのときから私は、その３年をめどにとい

うことも公約違反であるし、今回の県内移設という

ことも知事の公約違反だと受けとめているわけで

す。今回、５年以内の運用停止と言っておりますけ

れども、県民の中には、これは空手形ではないかと

危惧する見方もあるわけです。知事のお考えはどう

ですか。

○仲井眞弘多知事 公約違反、公約違反とだけおっ

しゃっておられますが、確かに僕は８年前に、３年

をめどに閉鎖状態にするというようなことを申し上

げました。ただ、これは大きな外的変化が起これば、

公約の目標の、しかも時間というものはやはり変化

します。外的な大きな変化が起こるときには、どう

しても、特に方法においてはいろいろなことを考え

ながらやります。目的ですらある程度影響を受ける。

これは当然のことでしょう。ですから、これを化学

方程式のようにこうだと言って、１ミリも動かすな

というわけには、やはり世の中は行きません。

ですから、あのとき何が起こったか。リーマン・
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ショックという世界的な不況が起こって、いろいろ

なものが変化しました。さらにあれから後、政権も

交代しました。ですが、あのときに私は自民党政権

の、今の安倍総理がたしか総理をやっておられたと

きに、やはり政策協議会というような趣旨の、同じ

名前だったか覚えて……。その中に部会を２つつ

くって、振興部会、基地負担軽減部会、名前は正式

には確認しますが、それをつくって３年めどの閉鎖

状態の研究をずっと、防衛省も入れ、外務省も入れ

て作業をしてきたところです。そして、それが３年

ぐらいで政権が民主党にかわって、たしか社民党も

一翼におられたはずです。だから社民党、それから

民主党政権を中心に、もう一回これをつくり直しし

たのです。そして、似たるものを大体もう一度つく

り直して、それからまた始めていったわけです。

これはしようがないです。相手がかわってしまっ

たものですから。ですから、余り環境が変わるとき

には、手段としてのいろいろなやり方を変更せざる

を得ないのは、目的を達成するために当然のことで

しょう。そうしたら、また今度は自由民主党に２年

前にかわりました。そういうことを経ながら、目的、

そしてそれを実現するための方法は、目的は基本的

に変えていませんよ。一日も早い普天間の危険性の

除去というものは何も変えていない。方法というも

のは、相手の政権のやる気と政権能力と考え方に

よって、やはりある程度手段を変えていかざるを得

ないでしょうということです。

ですから、そういうやむを得ない外的な大きな環

境の変化は、これは理解をいただけるものだと思い

ますし、公約違反でも何でもありません。なぜなら、

普天間の危険性の除去、私は全く変えていませんか

ら。

○狩俣信子委員 それは知事が言う立場の話であっ

て、私たちからは、それは公約違反だとしっかり受

けとめております。

知事は、普天間の辺野古移設について、５年以内

運用停止を今公言していますよね。2014年２月から

2019年２月までの５カ年で普天間飛行場を閉鎖状態

にすると言いますが、日本政府も知事の発言を追認

して、照屋寛徳衆議院議員の質問主意書に政府とし

て実現に向けて全力で取り組んでいくと答弁書を決

定しております。これに対して米政府は、米側と調

整もなく発表したことは迷惑で、米国を困った立場

に追いやる。そして空想のような見通しだと言って

いるのです。そういう中で、知事は本当に５年以内

に普天間の運用停止ができると思っているのか。そ

して、米側の対応をどう受けとめておられるのか、

お聞かせください。

○仲井眞弘多知事 先ほども答弁をさせていただき

ましたが、こういう５年以内の閉鎖状態、今、日本

政府は総理を初め、一生懸命この実現に取り組んで

いると私は確信しております。これは歴代日本政府

の政権の中でも初めて総理が一生懸命取り組んでい

る姿がよく見えると思っています。それで作業部会

も置いて、実務的な検討にも入っているわけです。

ですが、先ほどの報道の中身が、知事公室長が答

弁しましたように、誰がいつどこでそれを話したか、

オフィシャルなのか何なのかもわからない、こうい

う言葉といいますか、そういうものに我々が一々反

応したりする必要は全くないと思うのです。ただ、

恐らくこういうものは、議論はゼロだとは私は思い

ません。いろいろな人がいろいろなコメントをする

ことをやってはいけないとはなかなか言えるもので

もないと思いますから、そういうきちんとした場で

のきちんとした、素性も、それから責任の範囲も、

担当もわかっている人ならまだしもコメントする意

味があると思いますが、よくそれもわからないもの

を手にして、いわんや自分の国ではない。相手の政

府がこう言っているからどうかという御質疑を受け

ても、これはお答えできませんよ。

ですから私は、日本政府がきちんと我々が申し入

れたことの実現に努力し、対応して、実現を目指し

て頑張っていると理解をいたしております。

○狩俣信子委員 辺野古に新基地をつくるのは９年

半ぐらいかかるという見通しもありますよね。その

中で、本当に普天間の運用停止が５年以内でできる、

政府も取り組んでいるからそうだと知事はおっ

しゃったのですが、これは知事として県民に対する

約束としてできるわけでしょうか。

○仲井眞弘多知事 これは当然ですよ。５年以内の

実現を目指して、政府はしっかりやっていただいて

います。これは我々から要求したものでもあります

し、無論これは沖縄県民に向かっても、この実現に

政府も頑張っていただいているし、私としても約束

いたします。

○狩俣信子委員 時間がないからカジノはいいで

す。

○崎山嗣幸委員長 玉城満委員。

○玉城満委員 カジノについてお伺いしたいのです

が、知事は、この統合リゾートの中でカジノという

一つの分野を沖縄県の基幹産業として捉えているの

かどうか、まずそれをお伺いしたいのです。
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○仲井眞弘多知事 基幹産業論としての扱いかと言

われても、この産業としては非常に幅広い概念です

から、カジノという一つの業態を基幹産業かと言わ

れるとお答えを非常にしにくいのですが、統合リ

ゾートという国際リゾートの観光の中に位置づけら

れているカジノは基幹かと言われると、これは何と

答えたらいいのか、カジノはカジノの持っている影

響力の範囲のものだ、これを基幹と呼ぶのか枝葉と

呼ぶのかわかりませんが、これはこれなりのもので

あると考えております。

○玉城満委員 なぜこういう質疑をするかといいま

すと、経済波及効果をやはり沖縄県民に訴えている

節があると思うのです。僕は、マカオを初めとする

ああいう巨大市場と本当に対等に戦える、そういう

カジノであるのか、沖縄県が目指しているのはそう

いうカジノであるのか、まずどういうイメージのカ

ジノを想定しているのか。それをお聞かせください。

○仲井眞弘多知事 これはずばり、御指摘どおりの

疑問は、疑問というか方針について、今、ある意味

で研究しているところであります。なぜなら、巨大

なカジノをビジネスとして事業計画をつくり、事業

として運営していくということは、長い経験としか

もお金、誘客、いろいろなビジネスとしても非常に

大きなものですから、巨大なものにするならですよ。

ですから、この経験が日本に余りない、ないしはほ

とんどない。こういう中で、どうやってこのビジネ

スを成功させるのかということは、ビジネスとして

の研究がどうしても要ります。そういう視点からも、

我々はむしろ研究は必要だと考えております。

ですから、自分の身の丈ぐらいのサイズのビジネ

スに矮小化して、観光の中におさめてしまうという

手もないわけではありません。ですから、いろいろ

な形、姿、対応があり得ると思いますが、今、米国

の大きなものであるとか、シンガポール、マカオ式

の巨大な―お客様の数も、お客様の遊び、能力も含

めて大きなものにするのか。ビジネスとしてどれぐ

らいのサイズなら沖縄にうまくはまるのか。そして、

観光とかリゾートの施設の中でどれぐらいの位置づ

けをすべきかなども、しっかりと我々は研究してお

く必要があると考えております。まだああいう単一

で大きなものを考えるべきか、比較的小ぶりか身の

丈かというのは、いずれこれは現実問題として決め

ていく必要はありますが、ただ、恐らくこれは各国

でやっているように、我々が直接そのビジネスをや

るのではなくて、民間企業なりいろいろな事業者が

自分たちの事業として展開しようとするはずです。

そのときに一体誘客能力がどれぐらい沖縄にあるの

かなども含めて、意見交換がこれから活発になって

いくだろうと思います。ただ、これはどういうサイ

ズに決めるかは重要なビジネス上の問題でもありま

す。

○玉城満委員 なぜそういう話をするかといいます

と、僕はカジノが沖縄に来た時点で、沖縄の観光の

性格が変わる。本当に、沖縄にはどういうつもりで

皆さんツアーをしに来るのか、そういう性格を180

度変えてしまうのがカジノだと僕は思うのです。ハ

ワイもやはりカジノをなかなか入れないという、同

じ理由だと思うのです。

今回252万円というカジノに対しての調査費が決

算として計上されておりますが、ショービジネスの

調査に関してどの程度予算をかけたのでしょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これまでの調査

の中では、海外の事例等、懸念事項も含め調査して

きたところでございます。例えば今のようなショー

ビジネスの個別について絞った形での調査は特にし

ておりません。

○玉城満委員 ここが少しおかしいのです。僕に言

わせれば、沖縄はこれだけの文化を誇る島ですよね。

私も海外へいろいろ、米国のショービジネスを見て

きました。いろいろ招待を受けて見てきましたけれ

ども、沖縄の文化がその気になれば、かなりのショー

ビジネスを立ち上げることができるのです。そのこ

とのほうが、親子で楽しむツアーを取り込めるとい

う意味では、観光にとって絶対絶大に価値があるこ

となのです。

知事、シルク・ドゥ・ソレイユを御存じですか―

御存じないですか。実は、今から30年前に立ち上げ

たカナダ初のパフォーマンス集団なのです。この代

表者は、昔、大道芸人ですよ。大道芸人がいろいろ

な銀行を訪ね歩いて、こういうものをつくりたいか

ら融資してくれないかと。大手の銀行にほとんど断

られて、地元の信用金庫に行ったら、ああ、おもし

ろいなということで、この人に、そんなに多額では

ないけれども投資をした。この人がパフォーマンス

集団を立ち上げて、このパフォーマンススペースを

地元につくったのです。30年で今、年商9000億円。

恐ろしい集団ですね。

これは何かというと、カナダといったら歴史も浅

く、地元の文化もそこまでは取り込めた形でできて

いる集団ではないのだけれども、世界のいろいろな

パフォーマンスを取り寄せて、それをコーディネー

トして、今、世界が一番注目するパフォーマンス集
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団はシルク・ドゥ・ソレイユ。これに対抗できるの

は、沖縄の文化をいろいろそのようなチャンプルー

にして、やはり世界に見せることが可能なのはこの

沖縄なのです。

僕は、逆にこのカジノにそういう予算をかけるよ

りは、そういうパフォーマンス集団に予算をかける

ことのほうが、沖縄の未来がしっかり観光入域客

1000万人に対応し得る仕掛けだと思うのです。その

辺はどう思いますか。

○仲井眞弘多知事 今のお考えは、一考に値するも

のだと私は思いますよ。委員はそういう御専門家で

もいらっしゃるし、いろいろな形があり得ると思い

ます。ですから、今シルク・ドゥ何とかとおっしゃっ

た、私は知らないのですが、そういうものも含め、

世界中には―スタートのときは、あのオフ・オフ・

ブロードウェイのあそこでも、ほとんどまちの小さ

いスタジオでやっているようなものから巨大になっ

たものもあるし、ですから、いろいろなパフォーマ

ンスの形が世界中にあると思いますし、ビジネスと

しても非常に大きくなったものもあるし、消え去っ

たものも無数にあると思います。ですから、沖縄の

この長い伝統文化をコアにしたものは、私は切り口

がよくわかりませんけれども、すぐれたプロデュー

サーがいて、そしてビジネスの感覚があれば、おも

しろい展開になっていくだろうということは私も期

待していますし、そういう方向が成功すれば、沖縄

にとっても非常にいいものだと思います。

ただ、それと今の統合リゾート、国際リゾートと

いうものをやる中に、今、各国で行われているこの

中にカジノビジネスが入っているわけです。これは

ビジネスとしてもなかなかおもしろみもあるけれど

も、ビジネスとしてのリスクもやはりそれなりに僕

はあると思います。けれども、これを一切研究しな

いということはやはりいかがなものかと僕は思いま

す。だから、おっしゃるこちらはこちらで、こうい

う可能性のおもしろさ、大きくなる、展開していく

おもしろさというか、期待というものはあり得るし、

それを見つけ出して大きくするのに支援することが

できれば、こんないい方策もないと思っております。

○玉城満委員 このカジノに今、調査費をかけてい

る。ショービジネスにも調査費をかけて、沖縄の観

光に合った、沖縄の観光の性格を変えない、そうい

う事業をやっていくべきだと思っているのです。こ

のカジノは、明らかに沖縄の観光の性格を変えてし

まう。こうすると、やはりばくちの島みたいな、こ

の沖縄21世紀ビジョンから完全にかけ離れていくよ

うなイメージの島になっていくのではないか。そう

すると、やはり観光沖縄というものがかなり狂って

しまう。ただばくちをしに来るような、そういう島

に仕立ててしまう可能性があるという意味では、こ

のカジノというものは市場的にも戦えないと僕は思

うし、そして、沖縄の観光の性格を変えるという意

味では、ぜひともショービジネスに切りかえて、そ

こを大きくやっていくという方向のほうが、ウチ

ナーの観光の本来の姿だと思っております。最後に

聞いて……。

○崎山嗣幸委員長 見解を伺いますか。

○玉城満委員 そのことに対する、私の要望に対す

る……。

○仲井眞弘多知事 ショービジネスといいますか、

特に沖縄の文化、芸能、音楽を中心とするといいま

しょうか、歴史といいましょうか、そういう分野が

大きな、一時のオフ・オフ・ブロードウェイで「ハ

ロー・ドーリー！」だか何か30年ものが出てきた時

代のニューヨークのあのイメージを考えれば、いろ

いろな可能性が沖縄にあることはあるだろうと、私、

素人ながら思います。ですから、そういう分野でも

大きくなっていく可能性は当然追求すべきだと思い

ます。与野党の関係で、私は必ずしも委員の御意見

に全て賛同はしませんけれども、ただ、そういう方

向はあり得るし、すぐれたプロデューサーが沖縄に

とっても必要だと私は思います。

そういう方向で展開できればこんなうれしいこと

もありませんが、だからといって、その一方で性格

がまるで変わるからという、ここの論理は少しやは

り飛躍があって、カジノそのものは、ビジネスとし

ての研究はまず徹底してやったらどうでしょうか。

そこまで否定し始めると、新しい―先ほどのカナダ

における銀行と同じように、あらゆるものが否定さ

れかねない可能性が少しあると思いますから、幾つ

も可能な限り展望が開けるようなものはチャレンジ

していこうではありませんか。

○崎山嗣幸委員長 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 まず、カジノについて伺います。

私は、賭博はイコール、ギャンブルだと思うのです。

カジノはギャンブルをする場所だと思うのですが、

知事はどう思っていますか。

○仲井眞弘多知事 これもお答えの仕方が少しきつ

いのですが、いろいろな前提条件を引いたカジノと

いうこの言葉と、それだけにいかがかと。答えると

きに非常に膨らんでいない、えらい厳密な学術用語

の定義を聞かれているとすれば、またいろいろ答え
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があるのですが。ただ、統合リゾートにおけるカジ

ノというイメージは、いわゆる狭い意味でギャンブ

ルとか、そして、それはなるべくやってはいけない

とか、いろいろなことを言われている。道徳的にど

うだとか言われている。刑法上どうだと言われてい

る。こういう前提から来ればいかがなものかという

部分があると思いますが、ただし、カジノビジネス、

ビジネスの側から見たら、人間がどこにどのように

行ってお金をお使いになるか。ランボルギーニを

買って、何千万円もするような車で乗り回すのはい

かがかとか始まって、ゴルフにお金を使うとか、つ

まり、そういうビジネスの一つのセクターとしての

ＩＲというものはあり得ると思います。それが何か

マイナスイメージのギャンブルそのものというもの

とは少し違うのではないでしょうか。

○瑞慶覧功委員 賭博罪の保護法益で、国民をして

怠惰、浪費の弊風を生ぜしめ、また、勤労の美風を

害するばかりでなく、甚だしきは、暴行、脅迫、殺

傷、供応、窃盗など副次的犯罪を誘発し、または国

民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらある

というように断じているわけです。

次に、普天間基地の辺野古移設受け入れとカジノ

誘致についてです。知事は、受け入れ条件の一つと

してカジノ誘致を組み込んでいたと言われているの

ですが、それは事実でしょうか。

○仲井眞弘多知事 これは、取引とかをする条件の

話ではないでしょう。日本全体で法律をつくって、

日本全体でいろいろなカジノ的なものも含んだ統合

リゾートを展開していこうではないかという趣旨に

基づく法律をつくってやっていこうということで

あって、また、法律の形も姿も見えていない中で、

何か条件であるとか条件でないというような話はあ

り得ないのではないでしょうか。ただ、各県が関心

と興味を持って、長崎みたいに強烈なところも含め

て、これを競争して取り合うような状況が生まれそ

うでしょう。そういうときに研究した結果、可能性

とコンセンサスを得られたということになって手を

挙げたのではもう遅いですよ。それも現実の世界で

は当然でしょう。みんな競争しているのですから、

なるべく早目に関心あり、そのためにしっかりとし

た研究もしておきますということは当然のことでは

ないですか。

○瑞慶覧功委員 では、辺野古の承認とは関係ない

ということですね。

○仲井眞弘多知事 全く関係ありませんよ。

○瑞慶覧功委員 では、新聞報道等が間違っている

わけですね。

11月16日の知事選があるわけですが、カジノ誘致

は争点となると思いますか。

○仲井眞弘多知事 あらゆる分野で、私も今度はた

くさんの具体的な項目の公約を出しています。柱と

しては11本ですが、出していますから、相手候補―

この間までは私の友人でしたけれども、いろいろな

似たようなことを恐らく書いておられると思いま

す。一つ一つの項目について、ウチナーンチュが全

てについていろいろな意見を持っていることも確か

でもありますし、議論しなくてもすぐわかるものも

あると思います。ですから、あらゆるものが争点で

もあり、あらゆるものに濃淡があるということです

から、このＩＲ、統合リゾートが議論になるかどう

かという点、争点になるかどうかという点は私はわ

かりませんが、ただ、たくさんの項目があって、そ

れぞれに一人一人、人々は考えに濃淡があるという

ことは事実だと思います。

○瑞慶覧功委員 これだけ今、知事は推進している

と思うのですが、知事のマニフェストの中ではカジ

ノについてはぼかしているようにとれるのです。

もっと明確にしていくべきではないですか。

○仲井眞弘多知事 私を応援してくれる人から今の

ような御質疑を受けるとまた答えようもあるのです

が、恐らく違うとすれば、おっしゃっている意味が

わからないのですが、私は私なりに考えた表現に

なっていて、わかりやすくてちょうどいいのではな

いでしょうか。

○瑞慶覧功委員 次に、本会議で県民ネットの玉城

義和議員がいろいろと質問しましたけれども、沖縄

観光のイメージとカジノについてですが、先ほども

ありましたように、沖縄の豊かな自然と歴史、文化

の観光資源を損ねることなく最大限に活用するとい

う答弁があったのですが、韓国の江原ランドやマカ

オなどを見れば、やはりギャンブル依存症の増加と

か風紀や治安の悪化、そして自殺者もたくさん出て

いるわけです。どうしても沖縄のイメージが悪くな

るのは必然ではないでしょうか。どうでしょう。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 沖縄の観光のイ

メージと統合リゾートでございますけれども、沖縄

の豊かな自然環境、そして独自の歴史、文化などは

国際的にもやはり優位性の高い観光資源であると考

えております。沖縄でこの統合リゾートが成功する

ためには、こうした観光資源を損ねることなく最大

限活用することが必要であると考えております。県

としては、我が国における統合リゾートの枠組みの
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中で、沖縄の観光資源は最大限活用し、そして沖縄

のイメージに合致した統合リゾートが実現可能か、

引き続き検討を重ねてまいります。

実は、県のほうでこれまで調査したものの中でも

一つのコンセプトをつくっておりまして、これは沖

縄型統合リゾートモデルのコンセプトです。その中

でも、沖縄の海を活用した遊びや癒やしを季節や天

候を問わず提供する国際的観光リゾートを創造す

る。国際交流の場としてコンベンション機能の充実

や多様なエンターテインメントを導入し、ビジネス

からファミリーまで多様な顧客層に充実した時間を

提供する複合型統合リゾートを創設する。そして、

沖縄の気候、風土に根差し、自然環境や社会、文化

に調和したリゾート空間を形成するとしております

ので、このコンセプトに沿った形で今後構想をつく

り上げていくことになると理解しております。

○瑞慶覧功委員 私が聞いているのはそういうもの

ではないのです。やはり治安とか風紀が乱れるとい

うことで、マカオ、韓国といった調査はされたので

しょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これまで海外の

ＩＲに関する調査もやっております。その中で、マ

カオ、韓国、シンガポール等々も行っております。

○瑞慶覧功委員 調査に行って、そういう治安とか

社会環境の変化についてはどのように見ているので

すか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 先ほど説明があ

りましたように、韓国の江原道の中で、韓国には現

在17のカジノがございますけれども、そのうちの１

カ所が自国民の入場が可能なカジノということに

なっております。そこで多くの依存症問題が生じ、

解決の糸口が見出せないというようなことになって

おりますけれども、そこの要因については、いろい

ろと調べてみますと、やはり事業者任せの依存症対

策になったということで、それについて国としても

しっかり関与する形で依存症対策に取り組むように

なっていると聞いております。

○瑞慶覧功委員 ギャンブル依存症とかそういうも

のは、本当にほとんど防ぎようがないという状況だ

と思います。

次に、ＩＲ導入に関する県民コンセンサスの判断

基準についてですが、答弁では、現時点では県民コ

ンセンサスを得る手法や判断基準に関する要件が不

明で申し上げられないとしていますけれども、県は

2020年オープンのシナリオをつくっているのですよ

ね。それなのにまだこういった要件が不明とはどう

いうことですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 統合リゾートに

ついては、導入の是非について県民が判断するため

に、沖縄における統合リゾートの姿などについて具

体的にイメージを描き、県民にまず示す必要がある

と思っています。一方で、我が国において統合リゾー

トの姿を具体的に定める実施法案がまだ示されてお

りません。そういうことで、現時点で国民のコンセ

ンサスを得るような手法、あと判断基準に関する要

件が不明であるということで、手続、あと時期につ

いて具体的に申し上げることができませんというこ

とでございます。

導入に当たっては、やはり具体的に構想、計画を

示しながら、国民、県民コンセンサスを得ることが

重要と思っております。ということで、現在、ＩＲ

推進法というものが国会の中で審議されておりま

す。今回の臨時国会が11月末までとなっております。

それから１年以内に実施法が制定されるということ

ですので、仮に今回の臨時国会で制定されれば、平

成27年12月あたりには実施法案が明らかになってく

る。ですから、県民のコンセンサスを得るためには、

その実施計画ができた後になると理解しておりま

す。

○瑞慶覧功委員 知事は、先ほどカジノをビジネス

とか、また議会では経済活動というように見ている

とおっしゃっているのですが、やはりそういった風

紀や治安の悪化、そして県民生活への悪影響は免れ

ないと思うのです。それを経済活動の一つとして考

えるのは間違っていると思います。

○崎山嗣幸委員長 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 それでは、知事にお聞きします。

５年以内の運用停止が非常に根拠のないものである

ことが新聞等々からはっきりしてきているわけであ

りますけれども、５年以内の運用停止は空想である

ということについて御意見を伺いたいと思います。

○仲井眞弘多知事 先ほども答弁させていただきま

したが、どなたがどのようにお話をされたかという

ことがはっきりわかっておりませんから、基本的に

はそういうところから出てきた表現についてコメン

トするわけにはいかないのですが、ただ、空想とい

う非常に失礼と思われるぐらいの言葉を書く、出て

くるということにはまことに心外で、本当に難しい

問題を解決し、現実的に着実に解決しようという取

り組みに対して、少し考えられないような表現を使

うという感じはします。ただ、誰がいつどこで使っ

たかはっきりしないものに基本的にはお答えできか
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ねるということでございます。

○奥平一夫委員 これは共同通信の配信で朝日新聞

に載っているのですが、これによりますと、日米合

同委員会が２日開かれて、米側代表はという形で発

言したとなっていますが、その辺についてはいかが

ですか。

○又吉進知事公室長 米側代表がどういう身分の方

かといいますと、日米合同委員会のメンバーは決

まっております。日本政府側からは局長級です。米

側からは、横田基地の副司令官等がその合同委員会

のメンバーでありまして、その下に部会がたしか28

でしたか、あります。したがいまして、ここで言う

ところの米側代表とはどういう方なのかわからない

のですが、ただ、先ほど申し上げましたように、こ

ういう事実はあるかと外務省に照会いたしました。

それで、外務省はそういう発言の事実はなかったと

否定しております。したがいまして、この報道につ

きましては根拠はないものと受けとめております。

○奥平一夫委員 この日米合同委員会では、実はこ

ういうことも言っているのです。５年以内の運用停

止については、日本側からは正式要請はないと。こ

れについてはどう思いますか。確認されましたか。

○又吉進知事公室長 合同委員会の内容というもの

は公表されないわけです。したがいまして、この全

般、報道について真偽を聞いたところ、どなたの発

言かわからないという回答を得ているわけです。い

ずれにしましても、受けとめとしましては、合同委

員会の中で沖縄県が求めている５年以内の運用停止

について、少なくとも俎上にのったと受けとめてお

ります。

○奥平一夫委員 普天間問題はもう終わったという

発言をされている菅官房長官よりは、この合同委員

会の米側の代表が話していることが非常にリアリテ

ィーがあって、我々はこのほうを非常に信頼するわ

けでありますけれども、今、辺野古にとにかく基地

をつくりたいという思いで、いろいろなことをオブ

ラートに包みながら物事を進めているということが

日本政府側からあるのだろうと思っています。

それから、なぜ、何を担保に５年以内の運用停止

を言い出したか、それを聞かせてください。

○仲井眞弘多知事 おっしゃる意味が全くわかりま

せん。何を担保にとはどういう意味ですか。一応お

答えするとすれば、私どもは５年以内に普天間飛行

場の一日も早い危険性の除去のために運用の停止状

態を実現してくれと、こういう話です。担保にとは

どういう意味ですか。これは沖縄政策協議会でそれ

を要請し、官房長官初め全大臣が出ているその会議

で要請し、ほぼ１週間後に官房長官と総理大臣から

答弁をいただいた。こういうことで、担保という意

味が、少し理解に苦しんでいますが。

○奥平一夫委員 この５年以内の運用停止というも

のは閣議決定されていますか。

○仲井眞弘多知事 閣議決定という形はとっていな

いと思います。

○奥平一夫委員 それが日本政府の姿勢だと私は言

いたいわけです。全く担保がないわけです。国は、

大事な問題については閣議決定するのです。これは、

それすらされていないということに皆さん一喜一憂

して、安倍総理大臣が言ったからやるだろうと。そ

ういう曖昧な姿勢で５年以内をこうやるから政府は

やるという話を、県民にそういううそをついてはだ

めですよ。きちんとしたものを言ってください。

それと、あなたは10月のこの選挙の政策発表会の

中で、米国政府と安全保障関係の研究者と議論をし

た感じからいくと、普天間がありのまま居続けかね

ないと発言をしているといいますが、それは本当で

すか。

○仲井眞弘多知事 まず、第１番目のこれも質疑で

すか。うそなどという言葉は、恐縮ですが余り議会

で普通使わないですよ。それをあなたがうそだ、う

そだとおっしゃるのは、委員長、恐縮ですがこれは

少しいかがなものですか。

○崎山嗣幸委員長 後で整理します。

続けます。仲井眞弘多知事。

○仲井眞弘多知事 誰がうそをつきますか。私もき

ちんと県民に選ばれて知事をやらせていただいてお

ります。やるべきこともやっているつもりでおりま

す。閣議決定という形がどうしても必要だというの

は、これは閣議決定したからといって、全てのもの

が誠実にそれぞれの内閣でやっていくかどうかはわ

かりませんよ。つまり、この形がないとだめだとい

うことにはなりません。それはその内閣が本気でや

る気があるかどうかですよ。ですから、形がなけれ

ば担保にならない、形があれば担保になるというの

も、必ずしもそれは現実とは違います。さらに、私

の政策発表のときに米国の研究者の間で、研究者か

らのそういう感触があったという発言について、実

は私は正確には覚えておりませんが、ただ、辺野古

以外はなかなか考えにくい。そして、十七、八年前

にやはり当時の国防総省とか国務省にいた人たちも

いて、なかなかあれ以外考えにくい、したがって、

あれ以外のことを言うならそのままの可能性がある
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というような趣旨の、いろいろな議論のやりとりは

あった記憶はあります。

○崎山嗣幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、奥平委員から「うそ」に係る発

言の訂正の申し出があり、委員長がそれを

許可した。）

○崎山嗣幸委員長 再開いたします。

奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 普天間がそのまま居続けるという

ことは、固定化するという意味ですか。居座り続け

るということは、固定化するということですか。

○仲井眞弘多知事 それに近い表現だったと記憶し

ておりますが。ニュアンスも。

○奥平一夫委員 あなたは、いつでしたか、固定化

を言うのは堕落だと言いましたね。まさに堕落です

ね、この米国政府がこの言葉を言ったのは。

○仲井眞弘多知事 そこまで論理をまたこうやって

延長してくると、米国の研究者の人々が堕落ですね

というあなたの論理立てでしょう。必ずしもそうな

りません。それは、そういうニュアンスでいろいろ

な背景の議論の中でそういう趣旨が出てくるので

あって、ぐるぐる回して、こうこうこうだから１足

す１は２ですねと聞かれても、必ずしもそうなりま

せん。私は何も米国の研究者の人がそれを言うこと

は堕落であるというように、１足す１は２みたいな

答えにはつながりませんよ。

○奥平一夫委員 言いわけはいいのですが、あなた

が実際言っているわけですよ。これは一種の堕落だ

と思いますというね。無能だという表現なのですと。

いいですか。それで、危険性を除去するために５年

以内の運用停止というものが出てきたのですか。

○仲井眞弘多知事 私は、自分の記者会見で普天間

をそのまま置きっ放しにするというようなことが、

つまり固定化は堕落だと、政策とか行政の責任を負

う者がもしそういうことを口にするようであれば、

これは堕落だというぐらいのことは申し上げたと思

いますよ。

普天間の危険性の除去というものが、まずもとも

との私の政策目標でもあるし、それを中心に議論を

しているのであって、したがって、普天間を動かさ

ない、置いておくということは普天間の危険性の除

去になりませんから、固定化ということは、政策担

当者、行政責任を持つ者がもしそういう表現やそう

いうことを考えるとすれば、それは堕落だと。こう

言っているわけでして、そこの御質疑に対する答え

になっているでしょう。

○奥平一夫委員 だから、固定化させてはいけない

ので、普天間の危険性の除去を一刻も早くやりたい

ために、５年以内の運用停止というものが出てきた

のですかと聞いているのです。

○仲井眞弘多知事 ようやくわかりました。だから、

固定化を避けるというのも、避けて危険性を除去す

るためということとしては当然ですよ。早くという

意味ですから。

○奥平一夫委員 この普天間の固定化か、あるいは

県内辺野古かという話は、当時の自民党幹事長であ

る石破さんが公式に発言しているのです。それで、

今回の知事が政策発表でおっしゃった政府高官、あ

るいは政府の政策関係の皆さんが、その話を議論す

ると普天間があのまま居続けかねないと思ったわけ

ですよね。つまり日本政府も米国政府も、これは固

定化してしまうぞという脅しがあるわけですよね。

そして、いわゆるこの５年以内運用停止は空想であ

るという共同通信の配信、このことを見ますと、仲

井眞知事がおっしゃっているこの５年以内の運用停

止というものが、いかに日米政府が全く相手にして

いないかということがはっきりしているわけです

よ。どうですか。

○仲井眞弘多知事 全くはっきりしていませんねと

お答えするしかありません。５年以内の運用停止と

いうものは、現実に今、きちんと詰めているわけで

して、中にある機体というか、普天間の中には約60

機ぐらいの飛行機がいるわけです。それを一つ一つ

県外移設―あなた方はどうかといろいろなことを

おっしゃいますが、県外へ持っていって、しかもジ

ェット戦闘機の爆音をどうやってまずなくしていく

かというようなことも含めて、いろいろなことを、

今、やっているわけです。これは現実に作業をやっ

ています。ですから、そういう根拠がわからない報

道の言葉、しかも空想などという言葉は、ビジネス

であれ現実の大人の世界でのやりとりの中で、普通

は使いませんよね。そのようなものも含めて、これ

は直接の責任を負わない誰かが言ったのか、それと

もその記事の内容が根拠のないものなのか、むしろ

そこのほうに私は疑いを持ちますね。

○奥平一夫委員 これは極めて配信元に失礼な話で

すよね。そういう合同委員会での政府代表の話と

ちゃんと書いているわけですから、それをそういう

形で言うと少しまずいと思います。日米両政府が文

字どおり５年以内の運用停止に全く本気でない。閣

議決定もされていないという。閣議決定というもの

は、やはりこの政権がぜひともやりたいという項目
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を閣議決定するわけでありまして、それをいやいや、

それは関係ないと、それを一生懸命やると総理が言

えばいいと、そんな話にはならないですよ。実際に

実務者の中できちんと詰めて、内閣できちんとそれ

を閣議決定するということが本来のそういう政策を

決定する話であります。

○崎山嗣幸委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 一日も早い普天間の危険性の除去

のために、知事は一日も早い閉鎖、撤去を米国政府、

日本政府に要求したことがありますか。

○仲井眞弘多知事 沖縄県軍用地転用促進・基地問

題協議会を通じて、毎年、基地問題については、日

本政府、外務省、防衛省、横田基地、そして米国大

使館に一日も早い危険性の除去というものは要請し

ておりますし、米国へ行ったときも、そしてまた副

知事もやりましたか、我々が行くときにそういう内

容の要請といいますか、我々の考えはきちんと申し

入れているわけでございます。一日も早い閉鎖、撤

去という言葉は使っていないそうです。一日も早い

危険性の除去という趣旨のことを使っております。

○西銘純恵委員 私は、これが一番の問題だと思っ

ています。なぜ危険なのに一日も早くこの普天間基

地を閉鎖しなさいということをまず言わなかったの

かということも問題だし、もし言ったとしても、外

交ルートに乗せろと要求したかということも聞きた

かったのです。知事自身がそういうことをしなかっ

たということが、普天間基地の危険性を放置してい

る一番の問題だと私は認識しています。

次、お尋ねします。外務省に10月２日の日米合同

委員会のことを確認したということですが、５年以

内の運用停止を政府が要求したのか聞きましたか。

○又吉進知事公室長 この合同委員会の中で５年以

内の、委員のお言葉で閉鎖、撤去ですか、そういっ

たものが議題になったかどうかについては照会して

おりません。

○西銘純恵委員 問題ではないですか。５年以内の

この問題、運用停止を日米政府でさせると言いなが

ら、その照会が一番大事ではないですか。照会しな

かったということは、私は知事自身そのことに全く

責任を持っていないとも思うし、ましてや運用停止

は空想だとか、米政府高官が不信感をあらわしたと

いうことを言われているだけに、この５年以内の運

用停止について全く確認もしないということが大問

題。県民に対しても、私は欺瞞だということを指摘

します。

そして10月16日、この10月２日の日米合同委員会

の中で、知事が沖縄タイムス、琉球新報に取材を受

けていますよね。何と言っていますか。コメントで

きないと言っているけれども、取材に答えています

よ。

○仲井眞弘多知事 こういう新聞の報道を一々聞か

れるのは一番困るのですが、基本的にはぶら下がり

でやっている話で、歩きながらでしょう。それで沖

縄タイムスとか琉球新報とか、いろいろな記者さん

たちがいろいろな質問をします。そういう中で、沖

縄タイムスだったか琉球新報だったかは記憶にあり

ませんが、ただ、本当に政府の担当責任者であれば、

報道されているような、無責任というのでしょうか、

つまり責任者はきちんとした返事しかできないはず

です。そして、報道の後先は少しはっきりしないの

ですが、米国政府、つまりアメリカ合衆国としても、

そういうものが日本国からきちんと来ているはずだ

からきちんとした返事をするのであって、責任がな

いようなあるような、よくわからない返答は普通は

やらないものですけれども、そういう感じのことを、

私は、アメリカ政府の責任者なら何かふわっとした

よくわからない返事というものは、ないしは発言と

いうものはしないはずだといったようなことを簡潔

に話した可能性はありますよ。

○西銘純恵委員 10月２日の日米協議では、米国が

５年以内の運用停止は空想だと言ったと。それに対

して、知事は米政府の責任者は反対できないはずだ

とコメントされているのです。けれども、知事公室

長は５年以内の運用停止が話されたかどうかはわか

らないと言われているわけです。大問題だと私は思

います。何かを隠蔽するというのか、隠そうとして

いるのではないかととても思います。それでお尋ね

します。10月２日に何が日米合意されましたか。

○又吉進知事公室長 日米合同委員会の仕組みを少

し御紹介しますと、日米合同委員会とは―これは委

員御承知だと思いますけれども、日本側代表として

は、法務省の官房長、農林水産省の経営局長、防衛

省の地方協力局長、外務省北米局参事官、財務省大

臣官房審議官です。米国側は、在日米国大使館公使、

在日米軍司令部第５部長、在日米陸軍司令部参謀長、

在日米空軍副司令官、在日米海軍司令部参謀長、在

日米海兵隊基地司令部参謀長、こういうメンバーで

構成されているわけです。その中の委員会が全部で

25ですか、あると。したがって、そこで10月２日に

たまたま合同委員会が行われていたということであ

りまして、今、委員御質疑の何か合意されたとか、

そういうことについてはそもそも議事録が公開され



－339－

ておりませんので把握していない、そういうことで

ございます。

○西銘純恵委員 合意事項についてはきちんと公開

されています。

○又吉進知事公室長 お答えになっているかわかり

ませんけれども、合同委員会は基地返還の部会がご

ざいまして、そこで、例えば共同使用でありますと

か、施設の細かい返還等につきましては合同委員会

合意としてその時点で合意される。そのことを指し

ているのかもしれませんけれども、それはそれで公

表されている限りでは県も把握しておりますが、こ

の10月２日は、５年以内というような議論はそもそ

も議題に上っていないと理解しております。

○西銘純恵委員 ５年以内の運用停止というものが

空手形だということはずっと言ってきましたけれど

も、今年度、来年度の基地の補修計画改修予算はど

れだけですか。

○又吉進知事公室長 今の御質疑の趣旨は、米側の

予算なのか、日本側の予算なのかは少し判然としま

せんけれども、防衛省が公表した普天間飛行場補修

事業経費というものがございます。これは日本側の

予算です。平成26年度予算は25億4600万円が計上さ

れております。

○西銘純恵委員 平成27年度も聞きましたけれど

も。

○又吉進知事公室長 平成27年度、要求は現在９億

3800万円と聞いております。

○西銘純恵委員 ５年以内運用停止するところに35

億円とか、隊舎の改修費用をかけたりというところ

が、私は、とんでもない、そのまま辺野古の基地が

できるまで居座るということを証明するものだと指

摘します。

そして、四軍調整官とか米政府高官が発言した報

道に対して、５年以内の運用停止はできないと明言

されていることについて、皆さん確認していくべき

です。全くそういう確認もしない。いずれにしても、

この運用停止は空手形だということを指摘して、次

のカジノに移ります。

最初に、カジノ予算は何年度から計上して、総額

幾らになりますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 平成19年度から

平成26年度までの当初予算で8644万3000円でござい

ます。

○西銘純恵委員 仲井眞知事就任前まで、その予算

はありますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 その前の予算計

上はないと聞いております。

○西銘純恵委員 ギャンブルのカジノは、なぜ犯罪

ということで刑法で禁じられているのでしょうか。

知事に伺いたいのですが。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 賭博が禁止され

ている立法趣旨でございますけれども、国会におけ

る政府答弁によりますと、賭博行為は、勤労その他

の正当な理由によらず、単なる偶然の事情によって

財物の獲得をしようと他人と相争うものであり、国

民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりで

なく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機

能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社

会の風俗を害する行為として禁止されているという

ことであると承知しているという国会答弁がござい

ます。

○西銘純恵委員 知事も同じ認識ですか。

○仲井眞弘多知事 基本的には、今の字面のとおり

は字面のとおりでございます。

○西銘純恵委員 刑法第186条第２項の最高裁判例

について、どのように判じていますか。そして、知

事の見解を伺います。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 統合リゾートの

関連で申しますと、統合リゾートの法制化の過程に

おいてカジノの違法性が阻却される際には、同判決

の趣旨を尊重の上、懸念事項への対応策を初め法益

を保護するための十分な措置が盛り込まれるものと

考えております。

○西銘純恵委員 どう判じているかと、判例を聞い

たのです。中身がわからないと。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 少し断片的な資

料からしますと、刑法の賭博禁止の規定に関する最

高裁判決は、単なる偶然の事情により財物を手にす

る思いがけない幸運を得ようと相争うことは、勤労

の美風を害するばかりか副次的な犯罪を誘発し、国

民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあると

判決されております。

○西銘純恵委員 知事の見解も伺いますが、この判

例は、脅迫、殺傷、強盗、その他の副次的犯罪を誘

発し、または国民経済の機能に重大な障害を与える

おそれがあると言っています。知事の見解を伺いま

す。

○仲井眞弘多知事 どういう件でそういう判例が出

たかは私もよく知りませんけれども、最高裁の判例

は判例として尊重すべきものだと思いますが。

○西銘純恵委員 ギャンブル依存症はとても深刻で

す。今、日本の依存症の数字、世界の数字とか出て
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いますけれども、どう出ていますか。そして、ＷＨ

Ｏではギャンブル依存症というものはどういう病気

とされていますか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 世界保健機構、

いわゆるＷＨＯによる病的ギャンブリングのことを

言っているのですが、この病的ギャンブリングとは、

賭博をしたいという強い衝動を抑えることが困難で

ある、多額の負債を負う、家族関係が損なわれるな

どの不利な社会的結果を招くにもかかわらず、賭博

を繰り返すなどの障害としております。

○西銘純恵委員 人数とかも、みんな出ている数字

をお尋ねしました。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 厚生労働省の補

助を受けて研究グループが実施した調査によります

と、国内成人男性の8.8％、女性の1.8％、人数にし

まして合計536万人がギャンブル依存の疑いがある

との推計がなされております。

○西銘純恵委員 これは世界では大体１％だと。日

本はならして５％。沖縄県で推計したら何人が予想

されるのですか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 先ほどのもの

は、厚生労働省の補助を受けて研究グループが全国

を対象に調査したものでございまして、沖縄県のみ、

都道府県のみの推計値はございません。

○西銘純恵委員 平均５％を推計したら５万5000人

になるのです。成人です。もう一つ、ＮＰＯ法人が

ギャンブルの相談を受けていますけれども、沖縄県

は2006年から2013年まで東京、全国と比べてどれだ

けの相談件数があって、何位でしょうか。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 これは認定特定

非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク

のほうで報告書がまとめられておりますけれども、

それによりますと、2006年から2013年の累計で沖縄

は550件の相談がございまして、全国の順位では４

位となっております。１位が東京で785件、神奈川

が２位で674件、大阪が３位で609件となっておりま

す。

○西銘純恵委員 人口比にすれば、沖縄は東京の７

倍です。だから、沖縄県ほどこんな依存症問題で苦

しんでいるところはないということを指摘して、最

後に、翁長候補者が言っていることをお聞きして終

わります。カジノは……

○崎山嗣幸委員長 時間になっていますので、まと

めてください。

○西銘純恵委員 はい、まとめます。歴史、伝統、

文化をベースにした沖縄観光のあり方を根底から崩

しかねない。ギャンブル依存症などの問題もあり、

沖縄の将来に禍根を残すカジノについては反対とい

うことを翁長候補は言っています。

○崎山嗣幸委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 まず初めに、普天間飛行場の危険

性の除去について、５年以内の運用停止ということ

は非常にいいことだと思うのですが、この取り組み

について具体的にどういうことをやってきたか説明

してください。

○仲井眞弘多知事 この件につきまして、普天間飛

行場負担軽減推進会議というものと、その下に作業

部会。この推進会議が官房長官、外務大臣、防衛大

臣、沖縄担当大臣が入って、こちら側は佐喜眞宜野

湾市長と私ということで３回やってまいりました。

そして、作業部会というものがその下にありまして、

高良副知事、あとは宜野湾市の副市長、それから内

閣官房副長官、各省の担当局長、こういうことでやっ

てまいりました。それはおおよそ５回ということで

ございます。

○嘉陽宗儀委員 そういう取り組みをして、これは

いつまでに実現可能性はありますか。今の取り組み

で実現しますか。

○仲井眞弘多知事 これは５年以内ということです

から、５年以内にいろいろ成果が出てくる、こうい

うことでございます。

○嘉陽宗儀委員 もう一回聞きますけれども、今の

取り組みで県民への約束がきちんと実現できる見通

しはあるのですかと聞いています。

○仲井眞弘多知事 今の取り組みをもとにやってお

りますから、これできちんと内容を実現してもらう

つもりでおりますが、そしてできると思います。

○嘉陽宗儀委員 実現できるという、その確証みた

いなものはどこから出てきたのですか。

○仲井眞弘多知事 それはきちんと政府の責任者

が、大臣が４人、あとそれぞれの担当省庁の責任あ

る局長以上のメンバーで構成されておりますから、

これ以上の責任が持てる体制はないのではないです

か。

○嘉陽宗儀委員 今の体制では不可能だと私は考え

ます。それで、そもそも皆さん方は普天間基地の閉

鎖というけれども、普天間基地は軍事的にどういう

機能を持っている基地かよく知っていますか。説明

してください。

○又吉進知事公室長 普天間飛行場の機能という御

質疑にお答えいたします。海兵隊が駐留している飛

行場でございます。使用状況といたしましては、海
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兵隊のキャンプ・バトラー基地司令部が管理してお

りまして、使用部隊としては普天間飛行場司令部、

第18海兵航空管制群、第36海兵航空群、第17海兵航

空支援群でございます。使用の主目的、これは５・

15メモに書いてありますけれども、飛行場でござい

ます。使用条件といたしましては、施設の現状及び

任務がございまして、宜野湾市の中央に位置するこ

の施設は第３海兵遠征軍、第１海兵航空団、第36海

兵航空軍のホームベースとなっており、ヘリコプ

ター部隊を中心として、当時ですが56機の航空機が

配備され、在日米軍基地でも岩国飛行場と並ぶ有数

の海兵隊航空基地であると、そのように説明してお

ります。

○嘉陽宗儀委員 私がたびたび議会で取り上げてま

いりましたけれども、ＳＡＣＯ合意のときに日米合

意している。合意文書も情報公開で入手したら２通

りあって、日本政府側の用意したものは本当のこと

を言っていないものがあります。米国側のほうが―

私、米国防総省の運用を持っていますけれども、こ

れを見ると、実に恐ろしいような軍事機能があるの

です。これは前に又吉知事公室長にも渡しています

からお読みになったと思いますけれども、米軍の言

う運用条件はどのようなものですか、普天間は。

○又吉進知事公室長 御指摘の資料につきましては

保有しておりますけれども、今、手元にございませ

んので、その内容を今、私の口で説明できる用意が

できておりません。申しわけございません。

○嘉陽宗儀委員 我々は県議会として、県民の代表

機関としてチェック機能を持っていますよ。それぞ

れの思いでここで発言もする。提起されたことにつ

いて、皆さん方も真剣に普天間基地の閉鎖撤去のた

めに取り組むのであれば、これは当然答えて、その

中身を精査して、皆さん方は専門家にならないとい

けないでしょう。今、専門家はいますか。

○又吉進知事公室長 釈明になりますけれども、委

員からいただいた資料はきちんと読んでおります。

勉強もしております。ただ、今ここで持ち合わせて

いないので、答弁が―もしお時間をいただけるのな

ら取り寄せますけれども、そういうことです。専門

家というものは、何をもって専門家という定義がご

ざいますが、私どもは行政職として与えられた任務

に基づいて、この普天間飛行場の問題に真剣に取り

組んでおります。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも５年以内の閉鎖を米国

に求めるからには、米国が現在普天間基地の運用を

やっている。将来の構想もきちんと出ている。こう

いう構想について、沖縄県側はこの構想については

待った、ぜひこうしてくれ、運用停止してくれと。

向こうは軍事作戦上のアメリカの世界戦略がありま

すから、これについても皆さん方がストップさせる

ぐらいの専門的な話で切り込まないと。中身はわか

りませんけれども、危険性の除去のために閉鎖して

くださいと、こんなことは聞けない。だから、本格

的に皆さん方も、例えば閉鎖のためのプロジェクト

チームを設置して、専門的に政府にも日米交渉を求

める。米国ペンタゴンにも行って交渉するぐらい、

そういうチームをつくって取り組んだらいかがです

か。

○仲井眞弘多知事 いろいろ御提案をいただいてお

りますが、我々も米軍基地の問題は、なかなかある

種の専門性も要るし、技術的な知識も要りますよ。

おっしゃるあなたも評価されているのか、米国の巨

大な世界一の軍事大国の考え、内容についても、我

々もよく研究、勉強しようということで、職員が研

究機能を持ったセクションもつくり、そういうこと

で研究を積み重ねながら基地問題に対応していこう

という趣旨は私も賛成です。そういう方向で今、知

事公室の基地問題を担当している課に研究の機能も

置き、研究員も養成しながら対応していこうという

体制をとっているつもりですが、ただ、十分かと言

われれば、今この時点でそれなりにできることは

しっかりやっているつもりでございます。

○嘉陽宗儀委員 この問題は本格的に腰を据えて取

り組まないと、選挙目当てではないかと思われるよ

うな程度でやったら、やはり実現しないと思うので

す。そこで平成25年３月に出た「沖縄の米軍基地」

に、仲井眞知事が前に、普天間飛行場の３年を目途

とする閉鎖状態の実現について頑張ると書いていま

すけれども、３年以内はなぜ５年に変わったのです

か。３年以内のその要求はいつ変えたのですか。

○仲井眞弘多知事 先ほどもどなたかの委員にお答

えしましたけれども、当時、８年前、私が知事になっ

たときには、３年をめどということでしっかり取り

組み始めておりましたが、３年強のところで政権が

たしか交代をして、もう一度これをつくり直しとい

うようなことに相なったんでしたかね。この政権の

交代とか、リーマン・ショックの対応に追われて、

政府がえらく忙しくなったとか、そしてまた改めて

民主党、社民党、国民新党の連立から自公へ変わっ

た。この政権の変化に伴って、防衛政策とかが大分

変更しました。

そういうことで、沖縄政策協議会という形のもの
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は、たしかずっとほぼ継続していると思っておりま

すが、その中に沖縄振興部会と米軍基地負担軽減部

会というものがあって、その中で、やはり３年めど

の閉鎖というものに向かっての研究もどんどんやっ

ておりました。政権の交代に伴ったり、いろいろな

環境の大きな変化に伴って開催が間延びしたり、い

ろいろな現象があらわれてきたために、また新しい

政権が誕生した段階で閉鎖のための条件、技術的な

整理整頓もいろいろやっておりました。

そして今現在、この安倍政権が誕生して、比較的

防衛に対して意見が全く同じ、同じでないは別にし

まして、対米国でかなり強い姿勢と交渉能力を持っ

ていると私は思っております。そういう政権が誕生

した段階できちんと交渉できる可能性が出てきた、

こういう状況になったということで、同時に埋立申

請も現実のものになってきております。そういう中

で、あれが9.5年、幾ら何でも長い。そういうこと

でもう一度真ん中をとって、閉鎖状態まではきちん

と持っていってもらいたい。こういうことで話が始

まり、交渉が始まっていると考えております。

○嘉陽宗儀委員 だから、知事が何年といって掲げ

ようが、本当に物事の本質を突き動かすような取り

組みをしないとだめだと思うのです。沖縄の海兵隊

については沖縄を守るものではない。戦争、紛争地

域に殴り込み部隊という、これは非常にはっきりし

ていますね。米国内の専門家でも、沖縄に海兵隊は

必要ではないのではないかという論者もたくさんい

ます。今はむしろ海兵隊不要論もある。そういう人

々の意見も全部集約して、本当に沖縄としてこれ以

上の基地は要らない、一日も早くなくして、機能を

分担してよそに持っていけぐらいの迫力ある交渉術

で言えないと、またスローガンみたいに選挙目当て

だと、知事言われますよ。本格的に本当に沖縄県が

納得できるような形での取り組みをしたらどうです

か。

○仲井眞弘多知事 嘉陽委員にとっては、まだまど

ろっこしいという感じを受けておられるかもしれま

せん。我々は今、研究的要素も先ほどのように付加

させながら、米国との情報もとれる仕組みを考えな

がら、特に防衛問題や安全保障に関する研究は結構

やってきているつもりです。ですから、もっともっ

と米国政府や日本政府を揺り動かすような体制を考

えろということであれば、これはこれでそれなりの

御提案だと思いますから、これから先も県内の基地

の整理縮小はどうしても必要ですし、基地負担軽減

担当大臣というのも日本政府には出てきておられま

すし、いろいろなチャンスに基地負担の軽減はしっ

かりやっていこうと思いますし、必要な組織体制、

人員の養成も、我々ももっともっとやるべきものは

やろうと考えております。

○嘉陽宗儀委員 知事、普天間基地をよそに移そう

という立場で交渉する限りにおいては解決しないと

はっきりしています。沖縄県民は戦後69年の間、銃

剣とブルドーザーで強引に土地を取られたけれど

も、今度、沖縄県知事の手で海を埋め立てて新しい

基地を、世界一恐ろしい軍事基地をつくって提供す

るという態度は、やはり沖縄県民の御先祖様に対し

ても申しわけない。知事、やはりここで早目に解決

するためには、毅然たる態度で沖縄に基地は要りま

せんという決意で頑張ってみたらどうですか。

○仲井眞弘多知事 毅然たる態度をしっかり持って

いるつもりですが、普天間基地の解決については断

固たる決意で私はやろうと思っているのです。そう

しないと、一体あの普天間の周辺の人々―宜野湾も

含め浦添、北中城、中城、あの広い範囲の人々が安

心して眠れない。命と暮らしを守るのは我々の仕事

ではありませんか。だから、それをしっかりとやろ

うということで断固たる決意でやっているつもりで

す。

○崎山嗣幸委員長 以上で、知事に対する総括質疑

を終結いたします。説明員の皆さん、大変御苦労さ

までした。どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。その後、採決の順

序及び方法について協議した結果、午後の

再開後に採決を行うことで意見の一致を見

た。）

午後０時29分休憩

午後１時34分再開

○崎山嗣幸委員長 再開します。

これより平成26年第５回議会乙第26号議案平成25

年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて及び同乙第27号議案平成25年度沖縄県工業用

水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての議

決議案２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案２件は可決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、平成26年第５回議会乙第26号議案及び同

乙第27号議案の議案２件は可決されました。
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次に、各決算の採決を行います。

まず、平成26年第５回議会認定第１号平成25年度

沖縄県一般会計決算の認定について採決を行います

が、その前に意見・討論等はありませんか。

（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、平成26年第５回議会認定第１号を採決

いたします。

本決算は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求

めます。

（挙手）

○崎山嗣幸委員長 挙手多数であります。

よって、平成26年第５回議会認定第１号は認定さ

れました。

次に、平成26年第５回議会認定第12号平成25年度

沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特

別会計決算の認定について採決を行いますが、その

前に意見・討論等はありませんか。

（「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、平成26年第５回議会認定第12号を採決

いたします。

本決算は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求

めます。

（挙手）

○崎山嗣幸委員長 挙手多数であります。

よって、平成26年第５回議会認定第12号は認定さ

れました。

次に、平成26年第５回議会認定第16号平成25年度

沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算

の認定について採決を行いますが、その前に意見・

討論等はありませんか。

（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、平成26年第５回議会認定第16号を採決

いたします。

本決算は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求

めます。

（挙手）

○崎山嗣幸委員長 挙手多数であります。

よって、平成26年第５回議会認定第16号は認定さ

れました。

次に、平成26年第５回議会認定第19号平成25年度

沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特

別会計決算の認定について採決を行いますが、その

前に意見・討論等はありませんか。

（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、平成26年第５回議会認定第19号を採決

いたします。

本決算は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求

めます。

（挙手）

○崎山嗣幸委員長 挙手多数であります。

よって、平成26年第５回議会認定第19号は認定さ

れました。

次に、平成26年第５回議会認定第２号から同認定

第11号まで、同認定第13号から同認定第15号まで、

同認定第17号、同認定第18号及び同認定第20号から

同認定第23号までの決算19件を一括して採決いたし

ます。

お諮りいたします。

ただいまの決算19件は、認定することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、平成26年第５回議会認定第２号から同認

定第11号まで、同認定第13号から同認定第15号まで、

同認定第17号、同認定第18号及び同認定第20号から

同認定第23号までの決算19件は認定されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査

報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願

いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○崎山嗣幸委員長 御異議なしと認めます。
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よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託されました議案等の処理

は全て終了いたしました。

委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たって

いただきまして、大変御苦労さまでございました。

これをもって、委員会を散会いたします。

午後１時40分散会
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10月23日

要 調 査 事 項 一 覧

１ 基地負担軽減について

(1) 普天間飛行場の５年以内の運用停止について、これまで県が説明して

きた日本政府の取り組みと米政府の主張に乖離があることについて

(2) 普天間飛行場の５年以内の運用停止に係る知事公室長の答弁と10月16

日に報道された内容について

２ カジノ構想は県民合意が前提としながら、それをせずに調査費等の県予

算を投入し、推進の立場をとっていることについて
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決算特別委員会議案処理一覧表

議案番号 議 案 名 議決の結果

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分 全会一致

第５回議会
について 可 決

乙第26号議案

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金

第５回議会
の処分について

〃

乙第27号議案
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決算特別委員会決算処理一覧表

認定番号 決 算 名 議決の結果

平 成 2 6 年
多 数

第５回議会 平成25年度沖縄県一般会計決算の認定について
認 定

認定第１号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定につ 全会一致

第５回議会
いて 認 定

認定第２号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計

第５回議会
決算の認定に つ い て

〃

認定第３号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定

第５回議会
について

〃

認定第４号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定につい

第５回議会
て

〃

認定第５号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県母子寡婦福祉資金特別会計決算の認定

第５回議会
について

〃

認定第６号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定につい

第５回議会
て

〃

認定第７号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認

第５回議会
定について

〃

認定第８号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定

第５回議会
について

〃

認定第９号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定

第５回議会
について

〃

認定第10号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定につ

第５回議会
いて

〃

認定第11号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成 多 数

第５回議会
事業特別会計決算の認定について 認 定

認定第12号
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認定番号 決 算 名 議決の結果

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定 全会一致

第５回議会
について 認 定

認定第13号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特

第５回議会
別会計決算の認定について

〃

認定第14号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定につ

第５回議会
いて

〃

認定第15号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会 多 数

第５回議会
計決算の認定について 認 定

認定第16号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算 全会一致

第５回議会
の認定について 認 定

認定第17号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定につい

第５回議会
て

〃

認定第18号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成 多 数

第５回議会
事業特別会計決算の認定について 認 定

認定第19号

平 成 2 6 年
全会一致

第５回議会 平成25年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
認 定

認定第20号

平 成 2 6 年

第５回議会 平成25年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 〃

認定第21号

平 成 2 6 年

第５回議会 平成25年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 〃

認定第22号

平 成 2 6 年
平成25年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定につい

第５回議会
て

〃

認定第23号
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 崎 山 嗣 幸



巻 末 資 料

各 常 任 委 員 長 か ら の 決 算 調 査 報 告 書
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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

○総務企画委員会

（別紙２）

委員会における質疑・答弁の主な内容

【知事公室】

問） 普天間飛行場の５年以内の運用停止の担保と

いうのは、２プラス２あるいは日米合同委員会

で議題に上がることであり、そういうことがな

い限りは、実際問題として前に進むことはない

と考える。日本政府として正式に決定し米国と

交渉すると考えていいのか。

答） 基地の負担軽減、全ての基地の整理縮小は、

日米間では２プラス２あるいは日米合同委員会

合意が前提となるが、現状ではそこまで行って

いない。ただ、日本側から外来機の部分ついて

は提起されており、日米首脳会談においては仲

井眞知事が要望する基地負担軽減について安倍

総理からオバマ大統領に要請したということで

（別紙様式２）
平成26年10月20日

決算特別委員長

　　総務企画委員長

　　　山　内　末　子

３　特記事項

　　なし

議案番号

１　委員会における質疑・答弁の主な内容

　　別紙２のとおり

２　決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（要調査事項）

　　別紙３のとおり

　本委員会は、10月２日に依頼のあった決算議案の調査結果を、下記のとおり

報告します。

認定第１号
認定第８号
認定第20号

件　　　　　　　　　名

平成25年度沖縄県一般会計決算の認定について
平成25年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について

記

  　崎　山　嗣　幸　殿　　

決　算　調　査　報　告　書

ある。

問） 新聞紙面を使った広報に、県政プラザと県民

サロンがあると思うが、その違いと目的は何か。

また、県政プラザについては５年間中断してい

たようだが、復活させた理由は何か。

答） 県政プラザは県の主要政策等に関して県の計

画や方針等を具体的に解説し、時には問題提起

をして県民の理解と協力等を得るための広報で

あり、県民サロンは、県が実施する行事や職員

採用等の募集などの告知、お知らせが主体の広

報である。

しばらく中断していた県政プラザは、21世紀

ビジョンの３年目にあって、沖縄振興一括交付

金の事業が開始されていることや基地負担軽減

推進会議が開催されるなどの動きがあることか

ら、企画部と知事公室が主になり、戦略的な広

報を推進していく必要があると考え、部局が持っ

ている既決の広報予算を活用し、３回に分けて

広報していく形で復活させたものである。

問） 与那国への自衛隊配備計画に関して、地元住

民は根強く不安に思っており、理解と協力が得

られている状況ではないと思うが県の認識はど

うか。

答） 町議会での、「町道の廃止案」「給水設備に係

る補正予算案」が否決されていることは承知し

ている。ただ、この決定が地元でどのような影

響を与えるか情報収集を行っているが、基本的

には、政府は理解と協力を得るよう最大限の説

明をなすべきだと考えている。県としては、引

き続き側面から国に働きかけたいと思っている。

問） 与那国の久部良地区に設置される予定の沿岸

監視レーダーについて、住民は電磁波等の影響

による健康被害について懸念を抱いており、公

開質問や説明会の開催を要望をしているが、総

務省及び沖縄防衛局は、安全は確保されている

としてその予定はないとしているが、県として

の認識はどうか。

答） 電磁波等による健康への懸念は、レーダーに

各常任委員長からの決算調査報告書
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限らず携帯電話基地局などの電波源もあり、い

ろんなところで指摘されている。政府はこのよ

うな住民の不安に対して納得がいくまで説明す

る必要がある。県としては、十分な説明を行う

よう今後求めていきたいと考えている。

【総務部】

問） 沖縄県は依存財源の割合が高いと考えるが、

その要因はどこにあるのか。また、歳入に占め

る国庫支出金及び地方交付税の構成比率を全国

及び類似県と比較した場合どうなっているか。

答） 沖縄県における依存財源の割合が高い理由と

しては、高率の国庫補助により、他県より国庫

補助金が多いこと、近年においては平成24年度

に創設された沖縄振興一括交付金等が主な要因

である。また、平成25年度の普通会計決算にお

ける地方交付税と国庫支出金を合わせた県民１

人当たりの金額は、沖縄県32万3000円、全国平

均19万2000円、類似県の平均19万2000円となっ

ている。

問） 沖縄振興特別措置法によって、現在のような

依存財源の割合が高い財政構造になっていると

思うが、今後、同法の期限終了後の中長期的な

財政運営はどのようになると考えているのか。

答） 沖縄振興一括交付金終了後の財政推計はでき

ていないが、平成25年６月に中期財政見通しで

４年間推計がある。これが、沖縄振興一括交付

金終了後でどうなるか想定はしづらいが、今後

の財政運営としては、現在ある国庫支出金、中

でも一括交付金、地方交付税は最大限の確保が

必要だと考えている。このような財源を使って、

産業振興、子育ての充実、働きやすい環境の整

備などをすることにより経済のパイを大きくし、

結果として税収をふやしていき、それが自主財

源の増加につながると考えている。ちなみに、

現在、自主財源の増収につながる重層的な取り

組みとして、一括交付金の活用に加え、着陸料

及び航空機燃料税の引き下げなどの制度を活用

した観光施策、クラウドセンター、航空機整備

場、ロジスティックセンター、国際物流拠点産

業集積地域の拡大などの産業振興施策を行って

いる。それにより雇用、賃金、所得をふやし、

経済を大きくしていき、最終的に県財政の持続

的な運営を可能にする取り組みを行っている。

問） 沖縄県所有者不明土地管理特別会計において

管理している土地の筆数と面積及び返還した実

績はどうなっているか。また、同特別会計に係

る問題等の解決に当たっては既存の法律で対応

できるのか。

答） 所有者不明の土地は、県管理分と市町村管理

分があり、平成26年３月末現在、県管理分とし

て、筆数で1459筆、面積で約72万4000平米、市

町村管理分として、筆数で1185筆、面積で約８

万1000平米、合計で2644筆、約80万5000平米と

なっている。なお、これまでに所有者が見つか

り返還した土地は、累計で県管理分が373筆、約

16万8000平米、市町村管理分が388筆、約３万7000

平米、合計すると761筆、約20万600平米となっ

ている。

また、沖縄県所有者不明土地管理に係る問題

点について、平成22年度に法律の実務者、研究

者等で構成する所有者不明土地検討委員会が開

催され、既存の民法の適用や復帰特別措置法の

改正などによる問題解決の検討が行われている

が、新たな特別措置の法律制定が望ましいとの

提言がなされている。現在、国の責任において

所有者不明土地の解決に向けて、全筆の測量調

査が行われており、県としては調査と平行して

特別立法のあり方を検討するよう国に申し入れ

を行っている。

問） 沖縄県の平成25年度末の県債残高6666億円に

係る、利子の支出済額は約85億7600万円で、１

日当たりにすると約2350万円とのことだが、将

来的に元利の償還を行うことは、県財政にとっ

てどのような影響があるか。

答） 県債の役割は２つあると考えている、１つ目

は大量に資金が必要な場合の財源となること、

２つ目は世代間の公平を図ることであり、例え

ば公共施設の耐用年数が30年から50年であり、

その費用を繰り延べることによって、30年後、50

年後の県民が税金という形で負担するという効

用もある。なお、沖縄県の収入に対する負債返

済の割合―実質公債費率は約12％で、全国平均

をかなり下回っており、全国でも下位のほうで

ある。また、県債残高については、臨時財政対

策債という地方一般財源の不足を補うために特

例として発行される地方債があり、県債残高の

半額については後年度交付税で措置されること

になっている。

問） 新たな税の導入を検討するためにワーキング
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チームをつくったと聞いているが、その結果を

踏まえどのように展開したのか。

答） 新たな税の導入については、平成22年度に部

長クラスで組織する法定外目的税制度協議会を

設置し、その下にワーキンググループを置き合

計25回の検討会が開催されている。そこでの結

果を踏まえ、租税法、観光行政、環境行政に優

れた識見を有する委員で構成する専門家委員会

をつくり、施行するに当たっての課題について

議論するとともに、ホテル、航空、レンタカー

等の関係事業者からも意見聴取を行っている。

そこでの結果を受け協議会で最終報告を取りま

とめており、その内容としては、入域税、レン

タカー税、宿泊税の３税が検討されている。入

域税については、既に実施されている地域があ

ることから二重課税に当たるという懸念が示さ

れ、レンタカー税については、税収と徴税経費

の関係で費用対効果の観点から問題があるとの

意見があった。宿泊税については、制度設計上

の問題はなく、税収の使途からも税目としては

適当であるとの意見があった。その際に付言と

して、導入に当たっては観光に与える影響を十

分考慮し判断することが適当であるとの意見が

あった。

現時点における新たな税の導入については、

消費税が８％に引き上げられたこと、一括交付

金が導入されたことなど環境の変化があり、直

ちに導入することは厳しいと考えている。ただ、

多様化する財政需要に対応するためには新たな

税財源が必要であることから、引き続き３税を

含めて新たな税の導入及び時期について検討し

ていくこととしている。

【企画部】

問） 沖縄21世紀ビジョン基本計画がスタートして

２年になるが、これまでの取り組み状況と実感

できる成果はどのようなものがあるか。

答） 新たな沖縄振興計画「沖縄21世紀ビジョン基

本計画」は、初めて国から県に移した計画となっ

ている。21世紀ビジョンを実現するために県が

強く求めてきた一括交付金が加わり、これまで

の沖縄振興計画とは違う取り組みだと考えてい

る。平成24年度は、一括交付金の取り組みが全

国で初ということで、沖縄県だけではなく41市

町村も戸惑いがあったが、25年、26年度と年を

重ねるごと一括交付金の活用方法について熟知

されてきており、当初よりもスムーズな運営が

なされてきていると思っている。ただ、課題は

まだあるので、今後も取り組みを強化していき

たいと考えている。また、重要度の高い交付金

を活用したことで、県のニーズ、地元市町村の

ニーズに沿った事業に取り組んだということは

新たなステージに立ったと実感を持っている。

問） 沖縄21世紀ビジョンにうたわれている離島の

定住条件を整備することを考えた場合、石油製

品輸送等補助事業は特別措置を原資とした事業

ではなく、恒久的な輸送費の補助として制度化

できないか。

答） 石油製品輸送等補助事業の財源をどうするか

ということは、恒久化するに当たっても重要だ

と思う。今、石油製品については、復帰後から

揮発油税を財源として離島の石油製品の輸送コ

ストの低減を図ってきたという経緯がある。今

般、財源となる揮発油税の軽減措置の期限が切

れるということで、県は関係団体等機関と連携

し国に対して延長を求めているところである。

離島の定住条件の整備、コストの低減化は重要

な課題であると承知しており、当面は揮発油税

の軽減措置の延長を求めてそれを財源として石

油製品の低減化を図ることが堅実な方法だと考

えている。

問） 鉄軌道の導入に当たって、県の基本的な考え

方はどういうものか。

答） 鉄軌道の導入を検討するに当たって、県の基

本的なスタンスは、県土の均衡ある発展、高齢

者を含めた県民及び観光客の移動利便性の向上、

中南部都市圏の交通渋滞の緩和、世界水準の観

光リゾート地の形成、駐留軍用地跡地の活性化、

低炭素社会の実現などを図るといった観点から

導入を進めていきたいと考えている。少し具体

的なことを言うと、駅の位置についてはルート

と関連してくるが、評価項目をどこでどう見る

かによって変わっていくと思う。例えば、観光

需要や人口の集積状況や将来の開発予測、他の

交通機関との連結が可能かなどが考えられる。

問） 沖縄県が整備しようとしている重粒子施設は

どのようなものか。また、採算性などの分析は

できているのか。

答） 県は公設民営方式の重粒子施設を考えており、

重粒子装置は106億円で県が整備し運営主体へ貸

与する。建物については運営主体で建てるが補
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助をする予定である。患者数の推計は、先進県

の患者比率を参考にして2008年のがん患者数

3191名をもとに１年目は47名から102名、２年目

は89名から93名、３年目は137名としている。ま

た、経済波及効果は、医療そのものから出る効

果、医療関係の教育機関から出る効果、学会な

どの交流から出る効果などを分析し、10年分の

効果として1800億円としている。

問） 沖縄振興特別推進交付金の不用額37億は、国

庫支出金として受け入れた後返還するというよ

うな処理がされているのか。

答） 沖縄振興特別推進交付金に関しては年度終了

後、県から内閣府へ実績報告をし、県に対して

国から額の確定ということで確定通知をもらい、

それに対して４月中旬ごろに内閣府に対して請

求をすることになっている。その上で、４月末

に支払われるという流れになる。従って、内閣

府に対する実績報告の中に不用額は計上されな

いので、不用額を国に戻す作業というものはな

い。

問） 普天間飛行場の５年以内の運用停止について

新聞で報道されている内容は、基地の移設が前

提となった５年以内の運用停止が議論されてい

る感がある。そういう意味で、これまで県が説

明してきた政府との取り組みと米国が主張して

いる内容に乖離があるのではないかと感じるが、

そのことについてどう考えるか。

答） 地元両紙に記載されている米国側の考えを表

明した記事は読んだが、事実関係を含め、県が

進める普天間飛行場の危険性除去にどのような

影響が出てくるのか、現時点で私自身が申し上

げる情報、影響等について勉強できていないの

で答弁は控えさせていただく。

【公安委員会】

問） 大学生少年サポーターの事業内容はどのよう

なものか。

答） 大学生サポーターの事業内容は、平成15年か

ら問題行動のある少年に対して学習支援活動や

居場所づくり活動を行うことを目的とした大学

生少年サポーター制度を実施しており、平成25

年度は、警察本部長から県内各大学の113名を大

学生少年サポーターとして委嘱し、各種支援活

動を推進している。活動としては、警察官や少

年補導職員と連携した繁華街や公園などのたま

り場における街頭補導活動への参加、非行防止

教室や薬物防止教室への参加、居場所づくり立

ち直り支援活動への参加、学校へ出向いての学

習支援活動などを行っている。なお、平成25年

度の大学生少年サポーターへの報償金は約27万

円、１日440円、１カ月10回を上限としている。

県警察としては、今後も大学生少年サポーター

制度を積極的に活用し、より効果的な少年の非

行防止及び健全育成活動を推進することとして

いる。

問） 暴力団対策について、現状と取り締まりの状

況はどうなっているのか。

答） 平成26年９月末現在、県内の暴力団は指定暴

力団旭琉会のみであり、その構成員は約470人で

ある。平成４年の暴力団対策法施行時、県内に

は約1000人の暴力団構成員人がいたが、これま

での徹底した取り締まりと県民一体となった排

除活動の推進により、現在半減している状況で

ある。平成25年の暴力団検挙数は159人で罪種別

の内訳は、凶悪犯３人、粗暴犯54人、窃盗犯13

人、知能犯44人、風俗犯、賭博の幇助１人、そ

の他の刑法犯で13人、覚醒剤取締法違反18人、

その他の特別法犯が13人となっている。暴力団

は組織の維持拡大のために、恐喝、覚醒剤等の

密売などの伝統的な資金獲得犯罪のほか、民事

法違反や企業活動への介入、風俗営業、飲食店

等の経営関与などあらゆる分野に触手を伸ばし

ており、その手口を巧妙化させて資金源獲得活

動を活発に行っている。県警察としては、今後

とも暴力団組織の維持運用を支える資金源犯罪

への徹底した取り締まり、幹部及び組員の大量

かつ反復検挙による長期隔離、社会が一体となっ

た暴力団排除活動の推進等を重点的に暴力団総

合対策を推進していくこととしている。

問） 交通安全学校八重山分校の老朽化、狭隘等に

対する認識と今後の建てかえ計画についてはど

うなっているのか。また、建てかえる場合の財

源はどうなっているのか。

答） 安全学校八重山分校は、昭和55年７月に建設

されたものであり、築約35年経過した施設であ

る。現在、同校含め県有の警察施設で築30年を

経過している施設が90施設ある。警察施設の建

てかえについては、築30年以上、老朽化、狭隘

化、その他の諸事情を総合的に勘案し整備を行っ

ているところであり、同校についても検討がさ
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れるものと考えている。また、運転免許関連施

設は、国庫補助の対象とならないことから、全

額県費負担となるものである。

問） 観光立県として観光客の事件事故については

気になるところであるが、県内のマリンスポー

ツやレジャー等の事故の状況及び対策はどう

なっているのか。

答） 平成26年9月末現在、水難事故は51件発生して

おり25名の方が亡くなっている。そのうち、観

光客については、23件で10名の方が亡くなって

いる。事故の内訳はシュノーケリング中の事故

が11件、死亡が３名。遊泳中の事故が６件、死

亡３名となっている。

マリンレジャー業者等に対する対応について

は、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全

の確保等に関する条例の規定に照らし、事業届

け出時や立ち入りの際にガイドダイバーや水難

救助員の配置、潜水具の点検などについて指導

を実施しており、飲酒の客や体調不良の客につ

いても潜水や遊泳をさせないよう指導している。

また、マリンレジャー業者等のうち安全対策が

公安委員会規則の基準に適応している業者等に

ついては、１年を超えない範囲で期間を定めて

安全対策優良会議レジャー提供業者として指定

している。指定状況は、1780業者中、129業者が

指定されており、内訳は海水浴場が63業者中７

業者。プレジャーボート提供業が787業者中48業

者。潜水業が928業者中74業者が指定されている。

観光客に対する事故防止策については、水難

事故防止ポスターや標語を空港、ホテル、観光

地等へ掲示しているほか、海上保安庁等の関係

機関と連携して空港や離島桟橋等におけるチラ

シの配布、海浜経路による海水浴場での呼びか

けなどを行っている。

問） 沖縄県は人身事故に占める飲酒がらみの事故

の割合が24年連続全国最悪と聞いているが、対

策として企業を対象とした安全指導等の取り組

みをしてはどうか。

答） 平成26年９月末の飲酒運転検挙者は888件で、

１日当たり三、四件となっている。県警では飲

酒運転の取り締まりを強化しているが、交通事

故で発覚する飲酒運転が全体の３割である。ま

た、二日酔い運転での検挙が３割弱である。本

県の特徴として基準を大幅に上回る呼気１リッ

トル当たり0.25ミリ以上で検挙される運転手が

８割となっており、かなりの飲酒量で運転して

いる状況である。

現在取り組んでいる対策としては、飲酒運転

根絶の意識を高めることを目的として、免許保

有者に対し飲酒運転をしないという宣言書に署

名していただく活動をしている。具体的には、

免許更新時講習時の署名、各事業所、居酒屋等

の飲食店などでも宣言書を提出していただく県

民総ぐるみで飲酒運転をしないという宣言運動

に取り組んでいる。

【議会事務局】

問） 光熱水費の削減、省エネ、環境に優しいとい

うことでＥＳＣＯ事業を導入しているが、導入

後の実績はどうなっているのか。

答） ＥＳＣＯ事業は、光熱水費の削減を目的とし

て平成22年度に導入している。導入初期の目標

削減額は、導入前の光熱水費3016万6000円の３

分の１に相当する年間1000万3000円であったが

削減額は年々増加している。平成25年度は1130

万1000円となっており、ＥＳＣＯ事業は順調に

推移していると考えている。

問） 政務調査課の職員が行っている委員会記録の

校正業務について、外注するなど業務のあり方

を検討するべきだと考えるがどうか。また、職

員が現場に出向いて情報収集を行ったり、本土

紙や白書等を読み込むなどみずから調査したも

のを議員に提供することはできないか。

答） 政務調査課の職員が行っている委員会記録の

校正業務は、委員会での質疑内容を把握したり、

次回の委員会に滞りなく対応するためには必要

な業務だと考えている。一方、それに余り時間

をかけ過ぎると調査業務に支障が出ることも考

えられることから、外注できるところや効率化

できるところがあるのかなど検討してみたいと

思う。また、職員が現場に出向き情報収集等を

行ったことはないので、業務との兼ね合いで可

能なのか検討するとともに、議会事務局職員か

ら議員に対する情報等の提供については、常に

アンテナを張って情報収集するように努めてい

きたいと考えている。

なお、職員の資質向上につなげるために、来

年度から衆議院法制局に職員を派遣し職員のあ

りよう、情報収集のありようなどについて研修

をさせることとしている。
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【出納事務局】

質疑なし

【監査委員事務局】

質疑なし

【人事委員会事務局】

質疑なし

（別紙３）

要 調 査 事 項

基地負担軽減について

（１） 平成25年12月の政策協議会において知事が

基地負担軽減の要請を行った後、日米合同委員

会で普天間飛行場の５年以内の運用停止につい

て議論されているが、10月16日の新聞報道によ

ると県がこれまで説明してきた日本政府の取り

組みと米政府の主張には乖離があることから、

そのことについて知事見解を求めたい。

（２） 知事公室長に対する質疑の中で、「５年以内

の閉鎖問題については、２プラス２あるいは日

米合同委員会の中で議題に上がらない限りは、

実際問題として前には進まないと考えるがどう

か」との質問に対する答弁は、10月16日に報道

された内容と比較すると、不正確な部分がある

と考えられることから、そのことについての知

事見解を求めたい。

○経済労働委員会

（別紙２）

委員会における質疑・答弁の主な内容

【農林水産部】

問） 農林水産部の繰越額について、一番多い農業

費を初め、繰り越した理由は何か。また、繰り

越した事業は一括交付金関連のものか。そうで

あれば、一括交付金がふえるほど繰り越しがふ

えると予想しているのか。職員の執行体制を考

えると、職員の数は足りているのか。

答） 農林水産部全体では202億6718万2304円が繰越

総額であるが、農業費の中の主な繰り越しは試

験研究費で、約8000万円ほど出ている。糖業関

係事業である含みつ糖振興特別対策事業で約16

億円の繰り越しがあり、畜産環境基盤整備事業

で約４億7000万円の繰り越しがある。ハード関

係事業では、水利施設整備事業、水質保全対策

事業、農山漁村活性化事業対策整備事業などで

繰り越しが大きい。

一括交付金事業の繰り越しが約104億円、それ

以外の事業の繰り越しが約98億円である。平成24

（別紙様式２）

決算特別委員長

　　経済労働委員長

　　　上　原　　　章

平成26年10月20日

１　委員会における質疑・答弁の主な内容

　　別紙２のとおり

２　決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（要調査事項）

　　・知事公約「県民所得の全国中位」と商工労働部が各種施策を講じながら
　　　いまだ県民所得が全国47位であることの整合性について
　　・カジノ構想は県民合意が前提としながら、それをせずに調査費等の県予
      算を投入し、推進の立場を取っていることについて
　　（内容は別紙３のとおり）

３　特記事項

　　なし

  　崎　山　嗣　幸　殿　　

予　算　調　査　報　告　書

認定第１号議案
認定第２号議案
認定第３号議案
認定第４号議案
認定第９号議案
認定第10号議案
認定第11号議案
認定第12号議案
認定第14号議案
認定第15号議案

件　　　　　　　　　名

平成25年度沖縄県一般会計決算の認定について（うち経済労働委員会所管分）
平成25年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて
平成25年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
平成25年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について

記

　本委員会は、10月２日に依頼のあった決算議案の調査結果を、下記のとおり

報告します。

議案番号
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年度決算では一括交付金事業で約90億円の繰り

越しが出ており、若干ふえているが、可能な限

り執行状況を確認し、進捗管理を徹底しながら

事業を推進していきたいと考えている。

農林水産部の職員定数は、平成24年度が948名、

平成25年度が927名で、減少している。しかし、

新たな行政改革ではこの定数を維持すると聞い

ており、定年退職者の再雇用制度もできている。

ハード関係については、農業土木の技術職採用

が一番の課題であり、大学等とも連携しながら、

また、高卒の技術者採用枠をお願いしているの

で担当部と調整しながら、しっかりとした体制

を築いていきたいと考えている。

問） 農業土木の技術職の状況はどうなっているか。

また、技術職のポストに事務職員が配置されて

いるケースが多くなっているのではないか。民

間の技術者を含めた対応が必要ではないか。

また、水産物供給基盤機能保全事業について

は繰り越しが約13億円出ているが、昨年度の繰

り越しも約８億円であり、ここにも技術者不足

の問題があるのではないか。

答） 農業土木関係職員の定数は194名、実際の技術

者配置は187名で、残りの７名は再任用の職員や

事務職員で補っている。部内の対策としては、

年間を通して研修会制度を設けて、事務系職員

も含めて技術的な研修を行うことによって、内

部連携を含めた資質向上に向けて体制を整えて

いる。民間との連携については、そのあり方を

検討しなければならないが、民間とともに研究

開発技術発表会を行っており、今後も検討を行っ

ていきたい。

水産物供給基盤機能保全事業は、老朽化及び

耐用年数が経過した漁港の機能診断や維持更新

整備及び地震・津波等の自然災害に対する漁港

施設の機能強化、防護対策を行う事業で、平成2

4年度の大型補正予算で大幅な予算を確保した事

業である。当該事業は調査事業と保全事業に分

かれており、漁港の健康診断を行って、その状

況に応じて補修工事等を行うものであるが、機

能保全健康診断にかなりの時間を要したことが

繰り越しがふえた理由である。

しかし、全体的に技術職の職員が足りないこ

とははっきりしているため、しっかり対応して

いきたい。

問） 農林水産物流通条件不利性解消事業の先島地

区における事業内容を説明してもらいたい。ま

た、当該事業の今後の課題は何か。

答） 平成25年度の事業全体の実績としては、110の

出荷団体に対して23億3025万円の補助金を交付

した。圏域別では、沖縄本島が16億1666万1000

円、本島周辺離島が２億9698万4000円、宮古地

区が２億4150万4000円、八重山地区が１億7510

万1000円となっている。先島地区の作物別内訳

としては、宮古地区では野菜が１億8437万7000

円、水産物が4022万1000円、果樹が1364万6000

円、花きが195万3000円であり、八重山地区では

水産物が8626万6000円、果樹が4947万8000円、

野菜が2618万5000円、花きが991万1000円となっ

ている。

当該事業の課題としては、貨物の集約化によ

る輸送の効率化のあり方、また、平成26年度に

補助対象品目を８品目追加しているが、さらな

る追加を含めた補助対象品目の検討、そして、

事業を継続的に実施していくために多角的な事

業効果の検証方法の試行などが挙げられている。

問） 農業改良資金特別会計の収入未済額が大きい

理由と、不納欠損額が計上されていない理由は

何か。貸し付けを受けた者が長期にわたって延

滞していて、違約金が元金を超えている場合も

あるのではないか。

答） 予算額については、近年の未収金の償還状況

を考慮して実際に歳入が見込まれる額を積算し、

歳出額に充当する額を予算額として計上してい

る。それに対して調停額は、実際に償還・歳入

があった金額にこれまで未収となっている全て

の金額を含めるため、予算額と大きな差が出る

結果となっている。一番古い未収金が昭和52年

に貸し付けたものである。延滞されている改良

資金は復帰後からのかなり古い資金になってお

り、中には10年以上返しきれない方もいる。長

期滞納者が16名おり、未収金額は4553万8000円

である。ただし、この長期滞納者も、不納欠損

については10年以上であれば権利が発生するが、

本人からの時効の援用の申し出が条件になって

おり、これまで返した方と連帯保証人等が少し

でも返せるか調整しているところである。農業

改良資金は昭和47年から設置されている資金で

あり、資金の種類によって貸し付けの期間が異

なるが、長いものが８年、最長のものは15年近

いものがある。昭和47年度から平成22年度まで

に5276件、125億1230万円を貸し付けている。そ
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のうち回収されたものが5138件、120億71万3000

円であり、95.9％の方が償還を終え、残りの約

５億円が延滞金となっている。違約金が元金を

超えている方もいる。農業改良資金については

債権管理の指針を部内で策定しており、債務者

の分類に応じた方針をつくっている。担当職員

を１名配置するとともに、民間管理会社も利用

しながら対応している。

問） 日台漁業取り決めは発効から２年が経過して

いるが、漁獲量はどうなっているか。また、漁

業者交流会が延期になったと聞いているが、状

況と今後の予定を聞きたい。

答） 日台漁業取り決め発効前後の漁獲量の増減に

ついては、発行後の平成25年及び平成26年の４

月から７月のクロマグロの時期に本県漁船が漁

獲したクロマグロの漁獲量が108トンとなってお

り、発行前２カ年の平均漁獲量と比較すると約14

％の増となっている。県全体のクロマグロの年

間漁獲量は、過去５年間で見ると、一番少ない

年が84トン、多い年が223トンと大きく変動があ

り、これはクロマグロの資源状態や海流の影響

等が複雑に関係しているためと考えている。今

回の14％増という結果が日台漁業取り決めの影

響なのか判断することは厳しいと考えており、

県としてはもう少し長期的に漁獲に関するデー

タを収集して、日台漁業取り決めの影響につい

て評価していきたいと考えている。

台湾と日本側の漁業者交流会については、水

産庁が10月初旬頃に開催方向で調整していたが、

台湾側から宿泊や航空券の手配ができないこと

などで延期の申し入れがあったと聞いている。

現在、水産庁が11月中に開催する方向で調整を

行っていると聞いている。この交流会では、４

月から７月のクロマグロの時期における取り決

め適用水域内での操業状況について、双方の情

報交換を行いながら、今後のルール改善に向け

て意見交換を行っていくこととしている。

問） 県産農林水産物の海外販路拡大支援事業の事

業内容について説明してもらいたい。また、県

産豚肉の輸入を熱望するバイヤーが多いものの、

規制が早くクリアになってほしいという意見が

あるらしいが、規制とは何か。県が豚舎をつくっ

て畜産農家に貸すことは検討できないか。紅芋

などは生産量が追いついていないという課題を

聞いているが、どう考えているか。

答） 海外展開の取り組みとしては、香港、台湾、

シンガポールにおける現地量販店でのテスト

マーケティングを実施するとともに、商談会を

開催し、それに伴って見本市への出店も行って

いる。外国人観光客へのプロモーション活動も

実施している。

豚肉輸出に関する規制については、国の協議

によって輸入・輸出が決まり、その場合には家

畜伝染病の予防法によってそれぞれの税関で検

査が必要になってくる。養豚の生産振興につい

ては、アグーブランドを先頭に、西洋豚もおき

なわアイランド等を使いながら品質向上してい

く取り組みをしている。悪臭等の環境問題が課

題であるが、糸満市ではウインドレス豚舎を建

築している事例があったり、北部では養豚団地

をつくる要望がかなり来ており、県有地の活用

も含めて今後の課題として検討させていただき

たい。

平成24年度のカンショの収穫量は4020トンで、

近年は4000トン程度で推移している。現状とし

ては、観光土産品で芋を使ったお菓子があるた

め加工用として伸びているが、海外については

一部久米島産のものがあるものの、まだ量的に

は少ない状況である。

【商工労働部】

問） １人当たりの県民所得額と全国順位はどうなっ

ているのか。知事公約では全国中位を目指して

いるが、目標年次と公約達成度はどうなってい

るのか。県内の経済成長率も実質７年連続プラ

ス成長で、製造業と不動産が増加していると聞

いているが、県民所得が上がらないのは何が要

因なのか。非正規雇用問題と絡んでいるのか。21

世紀ビジョンではどうなっているのか。

答） 本県の平成23年度における１人当たりの県民

所得は、全国平均291万円に対して201万8000円

となっており、全国順位は47位となっている。

年次ごとの目標値は定めていない。平成23年度

の統計では全国中位に当たる23位の県が270万円

で、本県とは70万円近い隔たりがあるため、平

成25年度で達成することは厳しいと予測してい

る。正確なデータは持参していないが、他府県

に比べて雇用者数が常にふえ続けている現状で、

県民総所得は上がっても１人当たりの所得があ

がらないことが一つの要因ではないかと思って

いる。これまで雇用の量を拡大する方向で、コー

ルセンター等量の拡大ができる業種等を中心に
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企業誘致を図ってきた側面があり、また、サー

ビス業等の比率が本土が70％であるのに対して

本県は78％を超すという側面があることが１人

当たりの県民所得の低さにつながっているので

はないかと思っている。21世紀ビジョン基本計

画においては、平成22年度を基点として、平成22

年度の207万円から平成33年度には271万円程度

に増加すると見込まれるとなっている。県では、

今までの雇用の量の拡大から、今後は雇用の質

の向上ということで、事業者に正規雇用の要請

を行っている。さらに、経営者に経営意識の向

上を図ってもらうため、人材育成企業認証制度

創設やワークライフバランス企業の認証を通し

て労働環境を含めた雇用の質の改善を求めてい

る。企業の成長とそこに雇用が生まれるという

企業誘致を含めた地場産業の振興が大前提にあ

るが、それを含めて正規雇用が企業成長につな

がるという意識を高めることによって、県民の

生産性の向上と相まって所得向上につながって

いくという観点で取り組みを行っている。

問） 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業

の決算額が低い理由は何か。事業効果として県

内の製造業及び関連産業の振興に寄与するとあ

るが、県外・国外は対象となっていないのか。

また、うるま地区の企業立地が進まない要因は

何か。

答） 平成25年度当初予算は約19億5000万円で、そ

のうち65％に当たる12億7000万円を繰り越して

５棟を整備したことが決算額が低い理由である。

賃貸工場は、立地企業の初期投資の負担を軽

減して早期の立地につなげるための受け皿施設

として整備しており、県外・国外から製造業の

立地・集積を促進し、県内の加工交易型産業の

振興を図ることを目的としている。

うるま地区の企業は毎年ふえており、ある程

度は進んでいると思っているが、加速できない

理由と考えているのが、土地の分譲価格が若干

高いこと、本土市場からの遠隔ということで物

流コストが割高であること、製造業あるいはも

のづくり産業の集積が低いことで、相乗効果が

なかなか生めないことで思ったように伸びてい

ない現状ではないかと考えている。

問） 沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の経済効

果及び雇用効果を聞きたい。

答） 当該事業は、基本的に県産品の海外への販路

拡大、臨空・臨港型企業の誘致活動等に充てて

いる費用である。県産品の販路拡大については、

基本的に約３億7300万円の県外への販売価格額

となった。主な品目は、豚肉や牛肉などの畜産

物、紅芋ペースト等の加工食品等である。事業

の開始前は月平均400キログラムの出荷にすぎな

かった県産品の海外展開が、平成25年度末の実

績が月平均22.5トンまで増加している状況であ

る。この事業の展開により、全日本空輸株式会

社の国際貨物ハブ事業に関して直接雇用者とし

て約221名の直接雇用が発生しており、ヤマト運

輸グループの国際貨物事業に関する新規雇用者

数が平成25年度末時点で92名となっている。

問） 臨空・臨港型産業集積支援事業について、平

成25年度の実績がヤマト運輸のみということだ

が、平成24年度は何社あったのか。この２年間

で雇用はどうなったのか。26年度や27年度はど

う取り組んでいるか。臨港はどうなっているの

か。

答） 当該事業は複数年度にまたがって補助できる

ことになっており、平成24年度事業についても

ヤマト運輸である。平成24年度に51名、平成25

年度に41名で、合計92名の雇用が生まれている。

26年度は２社予定しており、初年度分として8000

万円を計上している。予算の仕組み上、大体３

年から５年で成果を見ながらということになっ

ており、今年度が一応期限となっている。今後

とも当該事業を元として沖縄の振興発展を図っ

ていこうということで、次の事業として仕組ん

でいく考えである。

臨港については、土木建築部がハード整備や

ポートセールス等を担っているが、商工労働部

としては台湾、香港、上海という現在ハブポー

トになっている港と連携して、いろいろな貨物

を沖縄に寄せられないかという形での調査を実

施している。

問） ロジスティクスセンターの全体概要と、今後

どのような機能を持って物流を図ろうとしてい

るのか、当面の課題を聞きたい。

答） 臨空・臨港型産業を集積させるためのロジス

ティクスセンターを整備し、国際物流拠点の形

成を図る。敷地面積は駐車場等も含めて約1.4ヘ

クタールで、延べ床面積は約２万6500平方メー

トル、約8000坪になる。構造は鉄筋コンクリー

トの地上５階建てで、現在建設中であり、来年
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の２月ごろに完成予定である。完成の前後に入

居企業の公募を行い、那覇空港の貨物ハブや那

覇港を使う物流関係の企業、高度なコンピュー

ターや携帯電話などを持ってきて修理するリペ

アセンター、高度で高額な商品のパーツセンター

などの入居を目指していきたい。12月議会等で

設置管理条例の改正を審議いただき、使用料等

を定めてから募集作業に入る。入居企業が海外、

国内からパーツやｅコマース等の製品を入荷し、

それをオーダー受注で即、那覇空港の貨物ハブ

に乗せて、海外や国内へと配送される、その集

積拠点としての役割を果たしていく。県産品の

販路拡大については、楽天等で扱ってもらうだ

けでなく、その他の可能性も追求し、ストック

ヤードを設置して電話さえあれば一晩でアジア

にものが届く仕組みをつくろうとしている。県

内の農産物についても、農林水産部等と横断的

な戦略会議をつくって、その流通を一緒に考え

ていきたい。

【文化観光スポーツ部】

問） 平成24年度は戦略的誘客活動推進事業費とし

て42億円を一括して沖縄観光コンベンション

ビューローと随意契約に委託し、そこからの再

委託も随意契約だったため問題になったが、平

成25年度はどうなったのか聞きたい。

答） 平成24年度の当該事業は、国内誘客、海外誘

客、離島観光、ＭＩＣＥ、クルーズ船の誘致等

観光の軸となる施策を１本でやっており、契約

件数は１件、金額は42億5387万8012円で、この

うち100万円以上の再委託は201件、23億4455万

2694円であり、その構成比は55.1％であった。

平成25年度は、事業の内容が多岐にわたって非

常にわかりにくいという指摘が内外から受けた

ため、５件の事業に分割して予算化した。５事

業の合計決算額は31億5454万3900円で、このう

ち100万円以上の再委託は157件、９億5553万5063

円であり、構成比が30.2％となった。平成24年

度に再委託した201件のうち入札したものがゼロ

件、企画公募したものが41件で14億5387万2326

円、随意契約が160件で８億9068万368円であっ

たが、平成25年度は再委託した157件のうち入札

したものが１件で386万4000円、企画公募したも

のが35件で４億5003万5015円、随意契約が121件

で５億163万6048円となった。平成24年度に随意

契約した160件のうち、１社随意契約したものが

96件で７億7112万4581円、見積もり合わせした

ものが64件で１億1955万5787円であったが、平

成25年度に随意契約した121件のうち、１社随意

契約したものが88件で４億4773万2103円、見積

もり合わせしたものが33件で5390万3945円と

なった。平成25年度の１社随意契約をした主な

理由は、国内外の旅行博への出展の際に施工業

者等を指定される場合、航空路線プロモーショ

ンを行う際に就航航空が特定された場合、メデ

ィアを活用した広報やキャンペーン等でメディ

アが指定された場合、交通広告を行う際に使用

するバスや鉄道などの媒体が企業により特定さ

れる場合となっている。１社随意契約したもの

の中で最も高額なものは１件3000万円である。

県内に本社がある企業、県内に支社がある企業

をあわせて、平成25年度の県内企業への再委託

構成比は57.8％となっている。25年度における

５事業の委託先は、全て沖縄観光コンベンショ

ンビューローである。

問） 平成24年度の戦略的誘客活動推進事業費の中

の国内需要安定化事業において各種のクーポン

を配付していたが、それぞれの事業報告、事業

スキーム、費用対効果を聞きたい。また、それ

による観光客１人当たりの県内消費額の平成25

年度までの推移、平成25年度はクーポン配付を

やめた理由を聞きたい。

答） 平成24年度の当該事業の中で、季節ごとの誘

客キャンペーンの目玉として、沖縄に観光に来

ていただくための動機づけを行うことと、新た

な沖縄観光体験を誘発して消費単価を向上させ

る目的で、観光客が県内各地の体験メニューを

利用する際に割り引き誘客クーポン配付を行っ

た。夏は家族旅行を対象に体験施設を対象とし

た利用割引クーポンを配付しており、クーポン

の生産数が5823枚、利用額が1164万6000円、秋

は女性を対象としたエステスパ利用割引クーポ

ンで、生産数が1071枚、利用額が428万4000円、

冬はシニア層を対象にした観光タクシー利用割

引クーポンで、生産数が973枚、利用額が320万

円であり、合計で生産数が7867枚、利用額が1913

万円となった。事業スキームとしては、まず実

際に施設で利用したクーポン券の数に応じて支

払うという精算方式で、空港の案内所において

担当を配置し、往復航空券や身分証明書などの

提示を求めて県外から来られた方であることを

確認した上で配付する方式をとった。夏の家族

キャンペーンでは、中学生以下が2000円以上の
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観光施設を利用する際に１人当たり2000円の

クーポンが利用可能となり、１家族４人のうち

子供２人とした場合は子供２人に両親２人分の

効果が生じるため、1164万6000円の効果が生じ

ると推計しており、また、秋の女子旅キャンペー

ンでは8000円以上のエステスパ商品を利用する

ときには4000円のクーポンが利用可能となり、

その差額の4000円に利用者1071人を掛けて428万

4000円の効果が推計している。

観光客１人当たりの県内消費額は、平成23年

度が６万8427円、平成24年度が６万7459円、平

成25年度が６万8062円となっている。平成24年

度の消費単価が落ち込んだ理由は、宿泊施設の

競争激化、景気低迷による土産品、飲食品、娯

楽品等の落ち込み等によるものである。

クーポン配付を終了した理由は、民間主導で

クーポン作成を行う業者があらわれたことと、

飲食店が来店するシニア層に対して旬の食材を

使った食事を提供するキャンペーンを展開する

など特典の原資を業界側が用意して来店を促進

する取り組みが出てきたためである。

問） しまくとぅばに関する事業の進捗を聞きたい。

また、学校教育に生かすための新たな条例策定

についてはどう考えているか。

答） 25年度は普及計画をつくり、県民の実態調査

を行うとともに、県民の意識醸成のために県民

大会を開催し、しまくとぅばのハンドブックを

作成して普及版として配付し、県内の交通機関

団体などに、できるだけしまくとぅばを使うよ

うな取り組みを要請した。今年度は特に学校現

場での取り組みを強化するため、小学校５年生

及び中学校２年生の全生徒に対して、読本を３

万6000部つくって配付する予定で作業を進めて

おり、また、市町村で予算措置する仕組みをもっ

と広げるとともに、議会でのしまくとぅばの宣

伝の数をふやす取り組みもやりたい。県の自治

研修所の中でしまくとぅば講座を開催し、県職

員に対して勉強してもらうことも試みており、

ノー残業デーのアナウンスを各地域のしまくと

ぅばで流す等も行っている。

新たな条例については、どうしても教育庁の

分野と絡んでくるため、制定の趣旨、目的、内

容等を見ながら、教育庁側と議論を深めていき

たいと考えている。

問） カジノ導入に伴うデメリットは何か。ＮＰＯ

におけるギャンブル依存症の電話相談件数、ギャ

ンブル依存症増加に対する対策や先例について

も聞きたい。また、知事はカジノ誘致に手を挙

げているが、ギャンブル依存症増加により自殺

や地域共同体の破壊や家庭崩壊を生む結果にな

り、これで沖縄の経済振興発展が図れるのか。

答） カジノ導入に伴う主な懸念事項としては、ギャ

ンブル依存症、青少年への影響、暴力団等組織

悪の介入、地域環境への影響の４つがある。

ＮＰＯリカバリー・サポート・ネットワーク

の報告書によると、2006年から2013年の電話相

談件数の累計は550件で、自己排除プログラムを

つくってほしい、やめさせる方法を知りたいな

どの相談内容が多いと聞いている。

国は統合リゾートの導入に伴う懸念事項に関

して、観光立国実現に向けたアクションプログ

ラムの中で、今後関係省庁において問題を生じ

させないための制度上の検討を進めるとしてお

り、ギャンブル依存症についても体系的に対策

が講じられるものと考えている。例えば、シン

ガポールにおいては、ギャンブル依存症対策と

して電話後の相談機関設置のほか、本人等の申

請による入場禁止、国民からの入場料の徴収、

駅内でのＡＴＭ設置、金銭貸し付けの禁止等さ

まざまな対策を講じており、これらの先例も踏

まえながら日本に適応したしっかりした対策が

講じられるものと思っている。シンガポールに

おいてカジノの立入禁止が適応される排除プロ

グラムを受けている人数は、ことしの３月末現

在で20万542人であるが、そのうち70％の約14万

人が出稼ぎ労働者を含む外国人であり、地元住

民みずから排除プログラムの適応を申し入れた

者は約６％、１万3160人と聞いている。

県はカジノを含む統合リゾートについて、産

業振興の観点からメリットがあるため、導入の

可能性について調査研究をしているわけであり、

導入する際には県民のコンセンサスが前提とし

て行っている。マイナスの影響を最小限に抑え、

同時に経済的な効果を最大限に引き出しながら、

県民の判断を仰ぐ必要があると考えている。

問） 文化観光スポーツ部において約６億3000万円

も不用額が出る理由は何か。

答） 事業の性質上、年度末に不用額が出ることは

避けられないが、24年度決算の不用額を踏まえ

て25年度は事業の見直し等を行い、前年度より

５億2000万円の不用額の減となった。25年度決
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算の不用額は、沖縄観光ビッグバン事業で１億

4000万円出ており、これは国際チャーター便の

支援事業であるが、その利用がなかなか見通し

づらく利用実績が減少となった。この事業は年

度末近くまで利用してもらうもので、なかなか

補正減等もできない状況であった。また、国際

需要安定化事業については5410万円の不用額が

出ているが、これも航空会社や旅行会社からの

申請額が予算枠に満たなかったため、確定額が

当初の申請を下回った。不用額が出た事由を検

証しながら、しっかり事業計画に反映させて早

期執行に努めていきたいと考えている。

【労働委員会事務局】

質疑なし

（別紙３）

要 調 査 事 項

１ 知事公約「県民所得の全国中位」と商工労働

部が各種施策を講じながらいまだ県民所得が全

国47位であることの整合性について

（要調査事項の内容）

知事公約において「県民所得の全国中位を

目指す」と掲げているが、知事の就任後、商

工労働部が各種施策を講じてきたにもかかわ

らず、知事の任期が残りわずかとなった現在

もいまだ全国47位であることについて、知事

の見解を聞きたい。

２ カジノ構想は県民合意が前提としながら、そ

れをせずに調査費等の県予算を投入し、推進の

立場をとっていることについて

（要調査事項の内容）

平成25年度においては、ＩＲ基本構想策定

の調査事業として約252万円を執行していると

の文化観光スポーツ部長答弁があった。

知事はカジノ構想は県民合意が前提と言い

ながら、それは行わずに、このような県予算

を投入して推進の立場をとっていることに対

して、知事の見解を聞きたい。

なお、この事項については、「国の法整備も

終わっていない現段階ではまだ知事に聞く必

要はない」との反対意見があった。

○文教厚生委員会

（別紙２）

委員会における質疑・答弁の主な内容

【子ども生活福祉部】

問） 生活保護世帯数が伸び続けているが、歯どめ

をかけるために生活保護世帯の自立支援として

どういった事業を行っているか。

答） 平成25年度から生活困窮者自立支援モデル事

業として、自立に向けた相談事業、就労支援を

行っている。相談件数は延べで7000件余りあり、

実際に就職した方も184名という実績が出てい

る。それから、社会的なマナーなどを身につけ

てもらうことなどを含めた就職前トレーニング

を実施する事業を行っている。

問） 共生社会条例が制定されたが、相談センター

はどうなっているか。市町村の相談体制は既に

できているのか。また、相談件数は何件か。

答） 障害のある人の福祉に関する相談業務に関し

ては、障害者総合支援法第２条に基づき、市町

（別紙様式２）

決算特別委員長

　　文教厚生委員長

　　　呉　屋　　　宏

　　なし

　本委員会は、10月２日に依頼のあった決算議案の調査結果を、下記のとおり

報告します。

１　委員会における質疑・答弁の主な内容

　　別紙２のとおり

２　決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（要調査事項）

　・これまでの待機児童対策における実績と知事公約「待機児童ゼロ」の
　　達成について
　・これまでの30人学級及び少人数学級の実施状況と知事公約「小中学校
　　の少人数学級制導入」の達成について
　　（内容については別紙３のとおり）

平成26年10月20日

３　特記事項

記

議案番号

認定第１号
認定第６号
認定第21号

件　　　　　　　　　名

平成25年度一般会計決算の認定について
平成25年度母子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
平成25年度病院事業会計決算の認定について

　　崎　山　嗣　幸　殿

決　算　調　査　報　告　書
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村に配置されている相談員が差別に関する相談

も含めて応じている。また、県においては市町

村の相談員に対する支援を行うために、平成26

年度４月１日から新たに広域かつ専門的な立場

から、技術的助言等を行う広域相談専門員を県

障害福祉課に３名配置している。この条例が施

行された４月１日から９月30日までに県に寄せ

られてた相談件数は、90件である。相談を受け

る窓口は各市町村に設置されており、市町村に

おける相談件数については、年間の相談件数を

これから求めていく予定にしているので、現在

のところ把握していない。

問） 児童虐待防止対策についての事業の効果で、

児童虐待の相談件数が全国的には右肩上がりで

増加しているのに比べ、本県では平成17年度以

降ほぼ横ばいで推移していると説明しているが、

数字を聞きたい。

答） 本県における平成25年度の児童虐待相談件数

については、児童相談所が処理した相談件数が

348件で前年度の363件に比べて15件、4.1％の減

少となっている。一方、平成25年度に市町村が

処理した児童虐待相談件数は918件となってお

り、前年度の850件に比べて68件、8.0％増加し

ているという状況である。

問） 待機児童解消の目標年度である平成29年度末

までに１万1000人の保育の量の拡大を行ってい

くために必要な保育士1400人の確保は可能か。

答） 保育士確保策として、修学資金の貸し付けと

して１人当たり２年で保育士養成校の学生に対

して160万円の貸し付けをし、５年間保育所等で

勤務をしてすればこれを返還をしなくてよいと

いう支援策や、保育士保育所総合支援センター

での求人・求職の情報の手配、相談業務に当た

る支援の拠点を設置、給与の上乗せのための処

遇の改善事業などの施策を講じているところで

ある。

問） 宜野湾市の９月議会で、待機児童がゼロにな

るのはいつかと宜野湾市議会議員が当局に聞い

たところ、今の計画では平成31年と答えている。

宜野湾市は平成29年度での待機児童解消を諦め

て、平成31年に計画の見直しをしている。この

ことは把握しているのか。

答） 我々としては、市町村との連携を密にして平

成29年度末までに待機児童を解消するという共

通の目標のもと、取り組んでいただいているも

のと認識している。

【保健医療部】

問） シミュレーションセンターを活用した女性医

師、看護師の復職支援の取り組みはどうなって

いるか。

答） 女性医師等の復職支援については、沖縄県女

性医師等就労支援事業ということで琉球大学附

属病院においてシミュレータを利用したプログ

ラムを通して女性医師の復職支援を行っており、

平成25年度は13名の女性医師の方が復職支援を

受けたところである。

問） 平成25年度の市町村の国保財政はどうなって

いるか。国保の滞納状況はどうなっているか

答） 平成24年度の沖縄県市町村国保の実質単年度

収支は98億8932万円の赤字で、赤字保険者は39

市町村となっており、財政運営は一般会計から

の繰り入れに頼らざるを得ない厳しい状況にあ

る。滞納状況は、平成25年６月１日現在で、滞

納世帯が４万2263世帯で率が16.3％になってい

る。

問） 難病相談支援センター事業について、難病支

援センターの現在の状況と今後の展望を聞きた

い。

答） 県内に１カ所難病相談支援センターを設置し

て、難病患者、家族等の日常生活における悩み

等に対する相談、就労支援などを行っている。

活動内容として昨年の実績は相談支援としては

685件、内訳が電話相談540件、面談47件、その

他98件ということで685件であった。その他の活

動として医療相談会、地域交流会等の支援、就

労支援、難病情報誌の発行、講演会、研修会等

の開催、意思伝達装置の貸し出し等を行ってい

る。

問） 平成25年度決算における医師確保対策事業の

総額は幾らか。医師の修学資金等の貸与事業に

ついて、これまでに卒業して対象となった者が

何名いて、そのうち何名が県立病院または僻地

医療に携わったか実績を聞きたい。

答） 平成25年度の医師確保に係る決算は、15億9670

万1000円となっている。貸与事業については、

貸与の義務が始まったのが平成23年度からと

なっており、義務履行者は平成23年度が１名、
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平成24年度が２名、平成25年度が１名となって

いる。そのうち、診療科の変更とか、本人の都

合で返還に至った者が平成25年度に１名いる。

問） 健康行動実践モデル実証事業の概略を聞きた

い。

答） 健康行動実践モデル実証事業は、平成24年度

から平成28年度までの５年間実証を行う事業と

なっている。まず、モデル地区集団を県内で選

定する。一番のターゲットは、健康について意

識が弱いと思われる青壮年期であるが、そうい

う方たちに働きかけるのはなかなか難しいので、

その方たちの学校の校区で子供たちに食育の実

践などの調査を行い、子供たちに学校であった

ことを家庭で話してもらうことで青壮年期に働

きかけをする。もう一つは、高齢者などのその

地域の人たちに、公民館などで同じように講演

を行って、その効果として働き盛りの世代への

波及を狙うことを、モデル地区に県内11市町村

を指定して行っているところである。これが効

果があったかどうかを最終的に検証をするので、

介入をする前に栄養調査や運動等の調査を行っ

て、その介入の後にどう変わったかをこれから

調べていくことになっている。

【教育庁】

問） 学力向上対策にかかった費用はどのくらいか。

答） 平成25年度における事業の予算総額は9259万

9000円である。平成24年度は7318万円、平成26

年度は8013万円である。

問） 学校建設費の執行率が63.6％となっているこ

との説明を聞きたい。

答） 学校建設費は、高等学校の建設に要する費用

である。うち、翌年度繰越額が21億4400万円余

りあり、これは設計の調整等に時間を要して、

やむを得ず繰り越したものである。不用額につ

いては、校舎等の新増改築及び騒音対策事業に

おける入札残、それから平成22年度、平成23年

度に首里高校の建設を予定していた事業が中止

になったことに伴い、国庫の返還金が必要にな

り、その精算に伴う国庫の返還金を平成25年度

当初予算で計上していたが、国の精算がまだで

きていないため、平成25年度での支払いができ

なかったことによる不用となっている。

問） 離島児童・生徒支援センター整備の進捗状況

について聞きたい。

答） 同センターについては、平成27年４月の供用

開始に向けて整備に取り組んでいたところであ

るが、４月に埋蔵文化財が確認されたことから、

現在工事を中断している。12月に発掘調査を終

えて、来年１月に工事を再開して平成28年度中

の早い時期の開所に向けて整備を進める予定で

ある。

問） 教職員の検診率は幾らか。また、病気休暇や

病気休職に対応するための人件費は幾らとなっ

ているか。

答） 県立学校の定期健康診断調査によると平成25

年度の県立学校教職員の受診率は95％となって

いる。病気休暇、病気休職それぞれに対応した

人件費の決算額は、約５億7300万円と試算して

いる。

問） しまくとぅばは、沖縄の文化という面もある

ので、文化の所管部局とも一緒になって、地域

あるいは家庭でどう子供たちに継承していくか

という危機感を皆が持ち、まずは地域・家庭で

普及をしっかりやっていくべきだと思っている。

学校でやるなという意味ではないが、そういう

ことに対してどう考えるか。

答） しまくとぅばというのは生まれ育った地域の

風土や文化によって育んできた言葉でなので、

やはり地域や家庭が一義的にやらなければ普及

しないと思う。学校教育においては、当然しま

くとぅばは励行していろいろやっているが、学

習指導要領や教科の数など、いろいろなハード

ルがある。特例校の制度を使ってもできるのだ

が、やはり地域・家庭と連携して取り組んでい

きたいと考えており、文化観光スポーツ部とも

人材の育成など連携して取り組んでいきたい。

【病院事業局】

問） 診療報酬支払基金に対する未請求は把握して

いるか。

答） 未請求の状況について、平成26年８月末時点

の６病院の合計額が８億8000万円となっている。

未請求の主な理由として、高額コメントの未記

入が29％で、公費負担医療の未決定が48％となっ

ている。

問） 附属診療所における医師や看護師の配置と医

療機器の設備の状況について聞きたい。
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答） 16診療所に医師１人、看護師１人を配置して

いる。医師に関しては、自治医大を卒業した離

島義務を持っている方たち、または県立中部病

院のプライマリケア医コースという島医者養成

コースを希望して研修を受けている方たちが離

島義務として１年間配置されており、今のとこ

ろは充足している。看護師に関しては、県立病

院間での人事異動によって配置されている。医

療機器については、必要に応じて更新されてお

り、これまで地域医療再生基金等の財源を活用

して大幅な機器整備を行っている。今後とも定

期的にきちんと整備をしていきたいと考えてい

る。

問） 病床１床当たりの繰入額は全国と比べてどう

か。病院ごとの繰入額は幾らか。

答） 病床１床当たりの繰入額について、平成24年

度で、沖縄県は314万4000円、全国は488万1000

円となっており、173万7000円沖縄県が少なく

なっている。病院ごとの繰入額は、北部病院は

４億8701万9000円、中部病院は６億9006万8000

円、南部医療センター・こども医療センターは12

億9806万円、宮古病院は７億4760万6000円、八

重山病院は６億4612万6000円、精和病院は５億

3287万1000円となっている。

問） 未収金が18億円余り出ているが、どのように

回収しているのか。

答） 債権の回収については、債権回収会社を平成18

年から利用していたのが、十分な成果がないと

いうことで平成25年度で終了している。このた

め、平成26年１月から北部病院において、弁護

士事務所に委託を行っている。その回収実績に

ついては、１月から８月まで委託額が5000万円

余り、回収額が130万円ということで、回収額は

2.66％となっている。ただし弁護士事務所なの

で、和解交渉ができ、和解率が26.4％と非常に

高くなっている状況である。今後は、県立５病

院と旧南部病院に対して、回収困難な未収金に

ついて弁護士事務所に委託をする予定にしてい

る。

問） 決算審査意見書に契約事務や各種手当に係る

事務を中心に不適切な事務処理が多く確認され

たとあるが、どのようなことか。これをなくす

ためにどういうことが考えられるか。

答） 定期監査で指摘された事項の内容としては、

給与、手当、旅費等の支給事務については、支

給基準の誤った認識や、日数の数え間違い等に

より支給額が過不足払いとなったもの、それか

ら行うべき確認作業を怠っていたものなど13件

の指摘がある。契約事務については、関係規定

等の誤った認識、認識不足により行うべき事務

処理等を行っていなかったもの、決裁者を誤っ

て決裁していたものなど14件あった。会計処理

については、関係規定等の認識不足等によって

行うべき事務処理を行っていなかったもの、現

金を保管している金庫の取り扱いについて不適

切であったもの、その他経理処理において不適

切であったもの等９件の指摘があった。未収金

関係については、医療未収金の縮減について本

庁及び各病院で各１件ずつ７件の指摘があり、

その他事務部門の体制については、３件の指摘

があり、合わせて46件の指摘があった。今後こ

れらの不適切な事務処理を改善するために研修

等の実施や、事務部門の体制の見直し等行って

いきたいと考えている。

（別紙３）

要 調 査 事 項

１ これまでの待機児童対策における実績と知事

公約「待機児童ゼロ」の達成について

待機児童数を４年前と比較すると、待機児

童ゼロにするどころか逆にふえている。待機

児童ゼロにするという知事の公約について知

事に質疑をしたい。

（子ども生活福祉部関連）

２ これまでの30人学級及び少人数学級の実施状

況と知事公約「小中学校の少人数学級制導入」

の達成について

知事公約「小中学校の少人数学級制導入」

について、知事はまだ公約は途中であると教

育長は答弁しているが、任期がはっきりして

いる本年度で知事公約は途中であるというの

は問題であると思う。このことを知事に聞き

たい。

（教育委員会関連）



－365－

○土木環境委員会

（別紙２）

委員会における質疑・答弁の主な内容

【土木建築部】

問） 一般会計の執行率が65.8％と低いが主な理由

は何か。また、中城湾港マリン・タウン特別会

計の執行率が65.3％と低いが、主な理由は何か

答） 一般会計の執行率が低いものとして、（目）土

木総務費が56.6％となっている。土木総務費に

は市町村の沖縄振興公共投資交付金が計上され

ており、市町村の事業進捗に伴い交付されるが、

市町村の事業進捗がおくれ繰り越しが生じてい

ることが理由である。次に、（目）砂防費が48.4

％、（目）港湾事業費が54.9％となっているが、

これらは用地取得の難航や、設計に不測の時間

を要したことにより工事がおくれていることが

理由である。

中城湾港マリン・タウン特別会計の執行率が

低い主な理由としては、ホテルコンドミニアム

予定地があるが、そこに西原町と与那原町がＭ

ＩＣＥ施設の誘致を表明したため、分譲に関す

る整備を保留したことにより不用額が生じたも

のである。

（別紙様式２）
平成26年10月20日

決算特別委員長

土木環境委員長   　   　    

 　  新　垣　良　俊　       　　　　　　  

　本委員会は、10月２日に依頼のあった決算議案の調査結果を、下記のとおり

報告します。

１　委員会における質疑・答弁の主な内容

　　別紙２のとおり

２　決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（要調査事項）

    特になし

議案番号

乙第26号議案
乙第27号議案
認 定 第 １ 号

認 定 第 ５ 号

件　　　　　　　　　名

平成25年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
平成25年度沖縄県工業用水道事業会計未処分剰余金の処分について
平成25年度沖縄県一般会計決算の認定について
（うち土木環境委員会所管分）
平成25年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について外８件
（別紙１のとおり）

記

３　特記事項

　　別紙３のとおり

  　崎　山　嗣　幸　殿　　

決　算　調　査　報　告　書

問） 土木建築部の一般会計及び７つの特別会計の

合計で、不納欠損額１億721万26円、収入未済額

12億951万8457円となっていることについて、土

木建築部長の認識を伺う。

答） 不納欠損額が１億を超えているが、ほとんど

が談合問題に係る違約金である。これは相手の

会社が破産などによって債務が消滅したり、あ

るいは和解成立によって10％の違約金を５％に

減額している関係で５％分が不納欠損になって

いるものであり、ある意味やむを得ない部分も

あるのではないかと考えている。収入未済額も12

億円余りと非常に大きいが、内訳としては県営

住宅の使用料が約７億円余り、談合問題に係る

収入未済額が４億円余りである。県営住宅の使

用料については徴収努力を積み重ねないといけ

ないが、住宅に困窮する低額所得者を対象とし

ており、支払いたいが支払えないという方がい

るのも事実である。しかし、資力のある方も当

然いるので、そういう方をきちんと探し出して、

支払ってもらえるように努力していきたい。

問） 観光立県というには余りにも道路に雑草が生

え過ぎて見苦しいと思うがどうか。気づいたと

きに早目に除草することが予算的には時間的に

も有効だと思うが、土木建築部の職員は各地か

らいろいろな道路を通って県庁へ出勤するので、

植栽のチェックなどをして、報告するような体

制づくりはできないのか。

答） 県管理道路の除草については、平成25年度は

県単独費で約４億円を計上し、年２回程度の除

草を行っている。管理する側としては年に四、

五回程度は除草が必要であると感じており、そ

のため、平成26年度は約8000万円増額してもら

い、２回から３回程度は除草を行う予定として

いるが、観光立県でもあることから、観光の予

算を手当てできないか、文化観光スポーツ部と

も協議をしていきたいと考えている。

職員でのチェック体制づくりについては、貴

重な提言である。最近は道路管理瑕疵の問題等

も出ているので、近々開催される土木建築部内

の課所長会議において、各所属長に道路の異常

点が発見された場合には報告するようにと、そ

れを土木建築部の職員全体に知らしめてやって

いきたいと考えている。

問） 再生水が利用できる区域はどこで、利用状況
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はどうなっているのか。区域は今後も拡大して

いく予定なのか。

答） 現在、再生水が利用できる区域は那覇新都心

地区、県庁周辺地区、本年度供給予定の那覇空

港地区となっており、供給を予定している75施

設のうち、54施設が接続済みである。那覇浄化

センターの再生水の供給量としては、平成25年

度現在１日当たり685トンとなっているが、再生

水の利用については、県が送水管を整備し、那

覇市が施設への配水管を整備するということで、

役割を分担している。県の送水管整備事業は今

年度で一応終了するが、供給区域の拡大につい

ては、今後の利用状況を見ながら計画を見直す

こととしており、現在の供給区域内での利用施

設の拡大については、配水管を整備する那覇市

が引き続き行っていくものと考えている。

問） 企画部では、南北を縦貫する鉄軌道を引こう

としており、その支線もそれぞれの地域から引

いてくれと言われている状況の中で、土木建築

部はどんどん道路を整備しているが、将来の道

路整備などについては連携して考える必要があ

ると思うがどうか。

答） 公共交通のあり方については企画部所管となっ

ているが、公共交通の活性化推進協議会には土

木建築部も参加しており、また、企画部で策定

した沖縄県総合交通体系基本計画における土木

建築部の役割というものは非常に大きいと思っ

ている。一方、公共交通が占める割合は全国が30

％近いのに対して、沖縄県は3.2％とかなり低く、

沖縄県は今後もしばらくは人口がふえ続けるの

で、自動車交通を含めて交通量はふえていくこ

とから一定の道路整備は必要であると考えてい

るが、その中で鉄軌道といった公共交通を整備

するということであれば、事業実施に当たって

は土木建築部がメーンにやっていくことにもな

るので、企画部とは積極的にかかわっていきた

いと思っている。

【環境部】

問） イリオモテヤマネコの生息調査を実施してい

るが、生息情報について特筆すべき内容はあっ

たのか。また、イリオモテヤマネコの生息数は

どうなっているのか。

答） この事業は昨年度から沖縄振興一括交付金を

活用して実施しているものであるが、内容とし

ては、平成25年度は県内にどのような生物がい

るのかというインベントリー、いわゆる目録調

査とイリオモテヤマネコの分布状況調査の２つ

を実施している。イリオモテヤマネコの生息に

ついては、これまで西表島全体でどのような形

で分布しているのかということが不明な状況で

あったが、今回の調査の結果、西表島には集落

を除く島全体にイリオモテヤマネコが分布して

いることがはっきりとわかったということが特

筆すべき内容である。また、イリオモテヤマネ

コの生息数までの調査は実施していないが、こ

れまでの調査結果では、約100頭前後が西表島に

生息していると報告されている。

問） 世界遺産登録までのスケジュールはどうなっ

ているのか。登録条件の環境整備を進めるに当

たって重要なポイントは何と考えているのか。

答） 世界自然遺産の登録に向けては、まず保護担

保措置をとるための国立公園化が一番最初に必

要となっていくる。その後、世界自然遺産推薦

書を提出し、現地調査が行われた後に、世界自

然遺産に登録されるという手順となっているが、

現時点では、最短で平成29年の夏ごろ登録のス

ケジュールと考えている。また、世界自然遺産

にはこれまで国内で４カ所登録されているが、

これらについては国有地が中心になっている状

況であるが、沖縄の場合は私有地が多いという

ことで、これまでの世界自然遺産とは若干タイ

プが異なっている。保護担保措置をとる上で国

立公園化を目指すわけだが、こうゆう私有地が

あるということが、この取り扱いが今後の課題

だと考えている。

問） 捨て猫の殺処分の現状はどうなっているのか。

殺処分ゼロに向けた取り組みはどうなっている

のか。

答） 殺処分については、これまで犬、猫あわせて

年間１万頭近くを処分していたが、最近では五、

六千頭まで減ってきている状況である。殺処分

をしないようにするための取り組みとしては、

地域猫活動というものに取り組んでいる。これ

は、地域の理解、協力を得て、地域住民が主体

となって野良犬や野良猫に不妊去勢手術を行っ

て、これ以上ふえないようにしてから、地域全

体で餌やりなどを行って飼うという取り組みで

ある。また、一部の市町村やＮＰＯではＴＮＲ

活動ということで、猫を捕まえて不妊去勢手術

を行った後に、公共公園などの広い場所に放す
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活動に取り組んでいる。県としては、地域猫活

動とＴＮＲ活動をあわせて推進し、殺処分を減

らしていきたいと考えている。

問） 沖縄本島周辺のサンゴ礁の状況はどうなって

いるのか。再生についての取り組みはどうなっ

ているのか。

答） 沖縄県のサンゴ礁については、高水温による

白化現象や、オニヒトデの食害、赤土等の環境

負荷などで健全なサンゴ礁が減少している状況

である。一定の面積の中でサンゴ礁が占める割

合を被度といい、約25％以上が良好だと言われ

ているが、平成21年度からの３年間の調査結果

では、沖縄本島周辺海域の約９割は被度が25％

以下ということで、健全なのは約１割という状

況である。離島では、慶良間・宮古海域では約

７割が25％以下、久米島・八重山海域では約５

割が25％以下という結果で、総じて低い状況と

なっている。サンゴ礁の再生については、平成22

年度から調査・研究と再生の実証、保全活動を

している団体への支援を行っているが、特に再

生の実証事業として、おおむね３ヘクタールを

再生させようと取り組んでおり、今年度までに

約１ヘクタール、４万8000株のサンゴの植えつ

けを実施したところである。

問） 公共関与による最終処分場の整備スケジュー

ルはどうなっているのか。供用開始までの産業

廃棄物の受け入れ体制はどうなっているのか。

答） 名護市安和地区内に建設を予定している公共

関与による産業廃棄物管理型最終処分場につい

ては、平成25年３月に管理運営者となる第三セ

クターの沖縄県環境整備センター株式会社を設

立し、同年９月に名護市、安和地区と環境整備

センター及び県の４者で基本合意を締結したと

ころである。ことしの６月には用地売買の契約

を締結しており、今年度に実施設計、平成27年

度に浸水処理施設の設計、工事開始、平成28年

度に最終処分場の建設工事を開始し、平成30年

夏ごろに供用開始の予定である。現在、県内の

民間処理業者が運営する管理型最終処分場は３

カ所あるが、非常に逼迫しており、平成26年３

月末現在で残余年数は約3.6年となっている。こ

のため、再利用や減量化を一層進めるとともに、

公共関与による管理型最終処分場の供用開始ま

で、民間処理業者が運営する管理型最終処分場

について延命化を図るよう、指導していきたい

と考えている。

【企業局】

問） 平成25年度で終了した第８次沖縄県企業局経

営計画の実績はどうなっているのか。

答） 第８次沖縄県企業局経営計画の計画期間は平

成22年度から平成25年度までの４年間であった

が、その内容としては安定供給の確保、安全で

おいしい水の供給、それから経営基盤の強化な

ど５つの推進策を設定して、計画達成に向けて

全力で取り組んできたところである。数値目標

なども20項目ほど掲げていたが、そのうち14項

目は目標どおり達成している。経費節減につい

ても、目標額２億6265万8000円に対して、実績

は４億1038万円ということで経費削減において

はかなりの成果を上げている。定員管理につい

ても、目標252名に対し、実績は246名というこ

とで、目標を若干上回っており、経営計画はお

おむね計画どおりに達成できたと考えている。

問） 沖縄県は人口が増加傾向にあり、観光客1000

万人の誘致も目指しているが、ふえ続ける水需

要に対する供給の見通しはどうなっているのか。

答） 近年、１人当たりの水使用量が減少しており、

例えば生活用水をベースに見ると、平成20年度

が１人１日当たり248リットルであったものが、

平成24年度は235リットルで毎年減少傾向にあ

る。その要因を調べてみると、節水意識もある

が、節水機器類の普及というものが一番大きい

要因ではないかと考えている。また、食生活も

米からパン食へ変わったりして、水を余り使わ

ない、そういった傾向にある。そのため、人口

は少しづつふえているが、水の使用量はなかな

かふえない状況である。一方、観光客数は伸び

ており、恩納村の資料では観光客が１日500リッ

トル余り使うということで、県民１人当たりの

約２倍となっているが、これも夏場に多く使う

わけで、冬場と平準化してくるとそれほど大き

な伸びはないと考えている。いずれにしても、

観光客1000万人に十分対応できる水源量と浄水

場の給水能力は確保しているので、水の安定供

給については特に問題ないと考えている。

問） 水道施設の老朽化などが全国的に大きな問題

となっているが、沖縄県の現状はどうなってい

るのか。

答） 企業局が所有する管路は、沖縄本島内で724キ
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ロメートルあるが、そのうち耐用年数を過ぎた

経年化管路が約125キロメートル、率にして17.3

％となっている。これについては、マネジメン

ト計画をつくって、それに基づいて順次更新し

ていくことにしており、今年度はこの関係の予

算がかなり入っている。また、耐震化も課題で

あるが、企業局の管路の耐震化は36.6％で、こ

れは全国平均の33.5％を若干上回っている。一

方、市町村では所有する管路の総延長は1065キ

ロメートルあるが、そのうち経年化管路が37キ

ロメートル、率にして3.5％となっており、市町

村は普及を集中的に行ったため、まだ耐用年数

に来ていない部分が多い状況であるが、漏水が

結構あるという課題がある。

問） 大雨によって読谷村の長田川周辺が冠水する

ことがあり、どうにか整備ができないかとの要

望がある。長田川は市町村管理ではあるが、取

水の固定堰を設けている企業局として、何らか

の解決策は考えていないのか。

答） 国道58号の冠水の要因の一つに、企業局の固

定堰があると指摘されていることは、大変深刻

に受けとめている。長田川、あるいは比謝川の

取水場は非常に重要な水源ではあるが、指摘さ

れていることが災害の要因ということであれば、

先送りできる問題ではないと考えている。ただ

一方では、嘉手納町の屋良城跡公園の親水公園

としての取り組みや、堰を撤去してほしいとい

う要望、あるいは可動堰にできないかという要

望といろいろある。可動堰については、10億円

余りかかるということで費用の面で非常に厳し

い。また、可動堰にすると河川管理の問題が出

てくるので、これは企業局では手に負えない。

ではどの方法がいいのかということで、本年度

予算を流用して、調査費を計上して、３月末ま

でに調査を行い、その結果を踏まえて土木建築

部や嘉手納町、読谷村とも十分議論したいと考

えている。ただ、一つ言えることは、仮に堰を

撤去したときには、現在、日量１万4000トンか

ら１万7000トンの取水をしている水源がなくな

るということで、これは非常に大きな痛手であ

る。そのため、堰を撤去したときには、長田川

取水ポンプ場あたりで堰を設けて取水できない

かと考えているが、その場合どの程度の水量が

あるのかわからない。また、海水が遡上してく

る可能性や、下流域への土砂の一部流出など、

さまざまな問題が考えられるため、そのあたり

を総合的に検討して、結論を出す必要があると

考えている。

問） ＪＩＣＡ研修員受入事業の内容はどうなって

いるのか。

答） 企業局が行っているＪＩＣＡ研修員受入事業

については、沖縄県と地理的、気候的特徴が類

似するサモア独立国やトンガ王国、ソロモン諸

島など太平洋諸島を対象に、水道技術、ノウハ

ウの技術移転等を目的とした研修で、平成22年

度から実施している。これらの国では安定的な

水の浄水技術の向上や導水管からの漏水対策な

ど、さまざまな課題を抱えていることから、島

嶼県である沖縄県で蓄積された水道に関する技

術ノウハウを移転することで、これらの国々の

水道技術の発展に貢献するということを一番の

目的に実施しているものであるが、ひいてはこ

れらの国と沖縄のネットワークの構築にもつな

がるものと考えている。

（別紙３）

特 記 事 項

10月15日（水）の土木建築部の調査の過程におい

て、共産党所属委員から、辺野古埋立承認について、

以下の内容を要調査事項として報告されたいとの申

し出があったが、10月16日（木）の環境部及び企業

局の調査終了後に委員間で協議した結果、要調査事

項とはせずに、申し出があったことを決算特別委員

長への報告書に記載することとした。

（参考）

・沖縄防衛局の環境保全措置に関する回答は、

何をどうするという具体性がない。例えば、

マニュアルを作成して米軍に周知するとなっ

ているが、マニュアルを作成したら環境保全

措置が図れるのか。知事の見解を聞きたい。

・日本にはジュゴンに関する専門家はいないに

もかかわらず、誰がジュゴンに関する環境保

全措置が図られるとの見解を出したのか。知

事の見解を聞きたい。

・沖縄の子や孫に辺野古を軍事基地として渡す

のか、自然豊かな海として残すのかというこ

とが問われている。知事の見解を聞きたい。


